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財務常任委員会（平成29年３月10日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、財務常任委員会を開催いたしますところ、きょうは議員の皆さんの

全員出席、また当局の市長さんを初め出席をいただきまして、本当にありが

とうございます。 

 ただいまより財務常任委員会を開催いたします。 

 ４日間という日程をとっておりますので、どうか皆様方、慎重審議、有効

にこの日程を使っていただきますようお願い申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は議案11件でございます。これらの案件を

逐次議題といたしますが、審査に入る前、当局のほうから、部長さん、一言

お願いします。 

◎総務部長（山田日出雄君） 一言御挨拶をさせていただきます。 

 一昨日の総務の委員会の際には、私のほうから、その前日、あるいは当日

に雪が舞ってというような話をしました。昨日は健康福祉部長のほうから、

啓蟄でもう春も間近だという話がありました。そうすると、気候の話ばっか

りになってしまいますがということで、きょう３月10日は名古屋コーチンの

日でございます。先週、金山のほうでイベントがあった際にも、岩倉から出

店というか、少し参加をさせていただきました。郷土岩倉の誇る味をまた皆

さんに機会を捉えて味わっていただければなあと思います。 

 さて、今回、先ほど委員長さんからのお話もありましたように、11件の議

案をこの財務常任委員会で御審議いただきます。関係職員も出席させていた

だいておりますので、いろいろと御意見、あるいは御質問等をいただきなが

ら慎重に御審議をいただき、可決いただけるようお願い申し上げまして、私

の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 それでは、財務常任委員会の審査に入ります。 

 議案第15号「平成28年度岩倉市一般会計補正予算（第７号）」を議題とい

たします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 初めに、款２総務費、款３民生費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 
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 ふるさといわくら応援寄附事業の中で、寄附金等の謝礼を増額したとあり

ますが、今のところの内訳はどのようになっているのか、お聞かせください。

謝礼の内訳がわかれば教えてください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） お礼の品につきましては、現在、２

月20日時点の状況でございますけれども、名古屋コーチンの一羽、半羽、名

古屋コーチンについては２種類のお品を用意しておりますけれども、合計で

561セットということで一番多く出ております。その次が、水耕栽培トマト

の詰め合わせで425ということで、もう一つ、３位、３つ目に多く出ている

のが、赤ちゃんのおしり拭き、オオサキメディカルさんの品が多くなってき

ております。件数といたしましては、大体2,300件程度の状況になっており

ます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 財産管理費の関係で、積立金が計上されております。

それで、減災基金の積立金４億円ということで、例年より若干高めかなあと

いうふうに思っているところです。それで、平成28年度の収支見通しにより、

例年より5,000万円ぐらいふやして４億円ということになっているところで

ありますけれども、その28年度の収支見通しというのは、大まかにいってど

のような状況なんでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） まず、減災基金でありますけれども、こ

ちらは市債の償還に充てていくための基金ということになっておりまして、

毎年度、元金と利子を含めて11億円程度の公債費に充当するための特定財源

として必要な基金であります。28年度末で、その残高が１億8,200万程度に

なるために、前年度繰越金等の留保財源が出たときに、これを優先的に積み

立てていく必要があります。 

 今回の積立額の４億については、前年度繰越金が当初11億円ということで

あったと思います。これはあと、当初予算で２億2,000見込んでいますので、

それを差し引いて、あとこれまでの補正予算に充当した分を差し引いた金額、

それからあと、29年、この間、１月に各担当課に向けて不用額調査というの

をしておりまして、そういった見込みも勘案して、一応、前年度より5,000

万多い４億円ということで今回要求しております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 例えば、平成28年度の収支見通しという点でいうと、27年度が11億円とい

うことであったわけですけど、そういうところから見て、28年度はどのぐら

いになるのかというのは、大まかにわかりますでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 先ほどお話ししました、29年１月に各担

当課に不用額調べというのをしておりまして、その状況から見ると、あくま
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でも最低ラインなんですけど、４億3,400万程度ということで出ております。 

◎委員（桝谷規子君） 不用額調べで、12月議会のときのやりとりを思い出

したんですが、あのときに超過勤務手当の不用額を各課にかなり出してもら

っての中身で、この課がこれだけ超過勤務を削っていいのかという議論があ

ったと思うんですが、その後、不用額調べの後、やはり年度末で残業が多い

ために、その不用額に出したために、もうそれ以上超過勤務はできないみた

いな、そういったところの現場はないかどうかお聞きしたいんですが、どう

でしょうか。 

◎秘書企画課長（佐野 剛君） 昨年末以降、毎月、時間外勤務手当の残額

を集計しております。今ですと、２月末現在までの時間外勤務手当というの

が集計されておりまして、ほとんどの科目については、十分予算内で対応で

きる予定でございます。幾つかの課については、わずかなんですけれども、

３月の時間外勤務の残額と見込みで、ぎりぎりのところも一部課はあります

けれども、その課については、所属長を通じて今後の対応のほうを検討させ

ていきたいと思います。 

◎委員（塚本秋雄君） 防災対策費についてお尋ねいたします。 

 備品購入なんですけれども、もともとここの当初予算は511万5,000円で、

細かい種類もあったと思うけど、今回は高度情報ネットワーク無停電電源装

置の決算見込みだと思いますけれども、今までどういう電源装置があって、

今回交換して、これは100万円ほど予算と違う数字があるんですけど、それ

の性能というか、今後それによって岩倉市のネットワークというのは大丈夫

かということをお尋ねしたいと思います。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 28年度に購入した高度情報ネットワーク

の無停電電源装置につきましては、かえる前と同じ性能の65分もつ容量のも

のを買っております。今回、入札によって金額が下がったということになり

ます。 

◎委員（塚本秋雄君） それ以前はあったかどうか。この装置そのものは、

今まではあったかどうか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） これまで実際に使っていたものが、大体

５年ぐらいの期限と言われておりますので、それの買いかえということにな

ります。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で款２総務費、款３民生費についての質疑を

終結します。 
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 続いて、款４衛生費、款５農林水産業費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鬼頭博和君） 予防接種事業のところなんですが、非接種者が見込

みより少なかったため減額するということなんですが、どういった予防接種

で少なかったのか、わかる範囲でお聞かせください。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 接種率が90％を超えているものも幾つ

かあるんですけれども、２種混合、日本脳炎、不活化ポリオ、インフルエン

ザ、高齢者肺炎球菌の接種者が少なかったのが一番の要因と考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） 妊婦及び乳児健診の健診受診件数は見込みより多か

ったということで、それこそ岩倉が子育て世代にいっぱい来てほしいという

ことで、今多くの母子がふえてきたのかなあという、うれしい悲鳴なのかな

あと思うんですが、見込みがどれだけで、どれぐらいふえたのか。そのふえ

た分というのは予算に反映されているんですよね。そこら辺どうでしょうか。 

◎健康課主幹（長瀬信子君） 平成28年度の予算額は5,185万4,000円でした。

決算見込み額としては5,482万9,200円で、不足額として295万7,200円となっ

ています。 

◎委員（桝谷規子君） その金額は概要説明でも書いてあってわかるんです

が、何人見込みで、何人ぐらいふえたというのかというのはわかりますでし

ょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

 桝谷さんの質問に対しては、ちょっと後で答弁を願います。 

 ほかございませんか。 

◎委員（宮川 隆君） 先ほどの鬼頭委員の質問に関連してお聞きしたいん

ですけれども、予防接種の利用者が見込みより少なかったと。その少なかっ

た理由として大きく考えられるのが、こちらが計画していたよりも需要その

ものが少なかった、もしくは広報が行き届かなかった、もしくは先ほどのポ

リオだとか、乳幼児の関係は特によくお聞きするんですけれども、予約だと

か、打つ気はあったんだけれども、お子さんの体調がちょうどそのときに合

わなかったというようなことが大きく考えられると思うんですけれども、見

込みより少なかった要因としては、どういうことが考えられ、なおかつ今後

どのような対応を考えられているのか、お聞きしたいと思います。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） まず、先ほど申し上げた不活化ポリオ
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が少なかったというのは、今ポリオのほうは４種混合の中に入ってきておる

ものですから、それで減ってきているというのが不活化ポリオに関しては要

因となります。日本脳炎につきましては、確かに予算よりは少なかったんで

すけれども、今年度はちょっと周知を努力しまして、昨年に比べたら、日本

脳炎のほうは、接種者は上がっている状況です。 

 今後につきましても、やっぱり日本脳炎とか、特に周知がまだまだ十分じ

ゃない部分があるもんですから、その辺を３カ月健診とか、そういうときに

周知するなどしてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議でもお聞きしておりますけど、ちょっともう

少し担当課の詳しい話を聞かせてほしいなというふうに思っていますけど、

がん検診の分で見込みより少なかったということで減額の補正になっており

ます。それで、個々のがん検診の種類ごとで低いものがあったのかどうか。

また、そういうことがあるとしたら、その要因は何だったのかという分析な

どはされているんでしょうか。個別だとか、集団だとか、いろいろあると思

いますけど、そういうところの細かい分析というのはどのようになっている

んでしょうか。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 定員より大幅に少なかったのは、個別

健診の胃がん内視鏡検診、大腸がん、子宮がん、前立腺がん検診、集団検診

の肺がん検診となっております。 

 少なかった要因として考えられますことは、まず今年度から市民窓口課で

実施している人間ドック事業で胃がん、大腸がん、肺がん検診を受診できる

ことになったのが一番の大きな原因かなと思っております。人間ドック事業

はまだ継続中のため、数字は確定しておりませんけれども、１月までの人間

ドックの受診者を足した受診率は、肺がん検診21.4％で前年より２％減です

けれども、胃がん検診は12．1％で前年より3.6％増、大腸がん検診は15%で

前年より0.7％増となります。なので、大きい要因としては、やっぱり人間

ドック事業のほうでがん検診を受けられたということが大きいのかなという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 補足させ

ていただきます。集団健診の肺がん検診なんですけれども、そちらのほうが

随分受診者数が減っております。この肺がん検診のほうは、特定健診と同時

に行っているものなんですけれども、実際、27年度は、特定健診の終わった

後、胸のレントゲンをやっておりました。28年度は、特定健診の中に組み込

んで肺がん検診をやっていたんですけれども、声かけを全てさせていただき
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ましたが、去年受けたからもういいということとか、あと、最近お医者さん

で胸のレントゲンを受けたからということで断られる方が多かったです。流

れはスムーズだったので、受けられたはずだと思いますが、やはり周知がち

ょっと足らなかったという点が減の理由じゃないかなというふうにも思って

おります。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 人間ドック事業の影響が大きいということと、肺がんの分については、個

別の事情がいろいろあったということであります。 

 統計の見方として、この人間ドック事業というのが新たに始まっています

ので、その辺も含めた受診率の見方というものを少し見ていかなきゃいけな

いのかなあというふうに今思っております。また、そういう点での情報提供

をお願いしたいというふうに思います。 

 もう一点、予防接種が見込みより少なかったということの一つが、高齢者

肺炎球菌ワクチンの接種だったということで、高齢者肺炎球菌ワクチンは制

度が変わりまして、平成26年度の途中だったと思いますけど、５歳刻みとこ

ろと、それ以外のところの任意接種ということで、負担金も違うということ

であります。そういったところの影響というのが見られるのかどうか。任意

接種が非常に減っているというような状況があるのかどうかということなん

ですけど、そういった点ではどのような状況になっているんでしょうか。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 高齢者肺

炎球菌のほうですけれども、任意接種のほうが減ってきているかどうかとい

うことなんですけれども、まず平成26年度10月から定期の予防接種になって

いるんですけれども、26年度は353人、そして27年度は、このとき任意接種

の年齢を65歳以上ということで下げました。このときは125人、28年度は、

２月22日現在なんですけれども、77人ということで、やはり人数は減ってき

ております。 

◎委員（木村冬樹君） という点で、本会議でも言ったように、周知の問題

もあるだろうし、５歳刻みで打てばいいというところも多分あるのかなと思

いますけど、負担金の問題も結構大きいのかなというふうに思っているとこ

ろで、これは毎年自治体キャラバン実行委員会が提出する請願などにも入っ

ている項目で、県内の状況を見ますと、定期接種と任意接種の接種者の負担

が同じだという自治体も少し出てきている、多くなってきているんじゃない

かなというふうに思う中で、本会議では考えていませんという答弁でしたけ

ど、やはり他市の状況なんかを調査して、受診率が下がらないような方法を

ぜひ考えていただきたいというふうに思いますが、担当課としてはどのよう
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な考えを持っているんでしょうか。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 他市町の

状況を見ますと、やはり岩倉市の自己負担額というのは高いです。平成26年

から定期予防接種が始まりまして、それにあわせて任意のほうも行っている

んですけれども、５年間の経過措置ということで、30年度まで定期の予防接

種を５歳刻みで行うことになっております。26年度から５年間、そういう形

でやっているものですから、５年間は今の形でやらせていただきたいと思っ

ております。その後、この任意の予防接種を継続するのか、他市町の状況を

聞きながらなんですけれども、そして継続ということになれば、また自己負

担額のことも考えていきたいなというふうに考えております。 

◎委員（堀  巌君） 先ほどの木村委員のがん検診の関連で、人間ドック

事業で受診できるためという話なんですけれども、その数値を合わせて、検

診の目標値みたいなものを多分定めていると思うんですけれども、その目標

値に対してどの程度達成されたかというのはわかるんでしょうか。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 総合計画のほうで、がん検診の受診率

は、一応目標値としては50％と掲げているものですから、そこには遠く及ん

でいない状態であります。 

◎委員（堀  巌君） そうなると、先ほどの桝谷議員の質問とも重なるん

ですけれども、来年度予算に、この合わせた数値をどういうふうに見ていて、

来年度予算はどのように立てているのか。要は担当課としての思い入れ、ど

れだけ受診率を上げるかという、多分目標値には到底及ばないんですけれど

も、ちょっとずつふやそうという意図が予算に反映されているのか、現状維

持で予算を組まれているのか、どんな状況なんでしょうか。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） まず、来年度、新たに受診率を上げる

ということで、個別健診の拡大を考えておりまして、肺がん検診、レントゲ

ンですけれども、こちらを実施することによって、全てのがん検診で集団か

個別かを選択できるようにするということと、あと若い女性を対象に乳がん

検診、マンモグラフィー、子宮頸がん検診、骨粗鬆症検診の３つを同時に受

診できるレディースセット健診を実施します。こちらは土曜日に行いまして、

ヤング健診も１日のみ、この土曜日に実施しますので、より１日で多くのが

ん検診等を受けられるようにして、少しでも受診率アップにつながるように

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 最後にお願いというか、意見なんですが、この説明

資料のつくり方で、いつも金額しか書いていないんですね。必ず人数という

のは質問で出るので、できれば人数が何人減ったとか、そういうこともあわ
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せて書いていただけるとありがたいと思うんですけれども、よろしく御検討

お願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） これはもう要望ですか。 

要望です。いいです。他ございませんか。 

◎委員（鈴木麻住君） 小牧岩倉の衛生組合の負担金の中で、建設費の負担

金が減額になっています。これは、既設の焼却炉の解体工事費の執行残があ

って減額になっているということだと思いますが、追加でアスベストの撤去

というか、処理費用が２億円かかるというふうにお聞きしています。この間

の議会でそういうような話がありまして、そのアスベストの２億円の追加工

事費というのはここに反映されているのでしょうか。ちょっとその辺がわか

らないので、教えてください。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 小牧岩倉衛生組合建設費負担金でござい

ますが、まず結論から申し上げますと、そのアスベストの工事で増額を変更

契約させていただいた分も込みで、さらにこれだけの減額が出ているという

ことで、当初予算の中での契約の段階で、もともと入札結果が２億以上安い

価格での落札だったということで、その中での額でございます。よろしくお

願いします。 

◎健康課主幹（長瀬信子君） 先ほど桝谷委員からお尋ねがありまし妊婦乳

児健康診査の見込み件数の件なんですけれども、平成28年度は妊婦と乳児合

わせて6,725件を予定して予算を計上しております。資料にありますように、

11月受診分までの実施状況では5,584件の受診があります。予算の見込みで

すと１カ月当たり560人の予定になりますが、この11月までの受診の状況を

見ますと、１カ月当たり620件という状況で、かなり受診件数がふえている

状況になっています。 

 この原因といいますか、妊娠の届け出数がふえている状況がありまして、

平成26年度は464件でしたが、平成27年度は518件と、54件で11.6％の増にな

っております。今年度も２月までの妊娠届け出の状況を見ますと477件で、

27年度と同様な数が上がってくるというふうに予想しております。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で款４衛生費、款５農林水産業費を終結いた

します。 

 続いて、款７土木費、款９教育費、款11公債費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 
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◎委員（黒川 武君） それでは、桜通線街路事業と石仏公園整備事業の平

成28年度末の用地取得率を教えていただきたいと思います。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 桜通線につきましては、26年度より

用地買収に着手をさせていただいておりまして、用地の取得率は現在で

36.9％ということになっております。 

 石仏につきましては、今年度から用地買収のほうをさせていただいており

ますが、約10％というところでなっております。以上です。 

◎委員（黒川 武君） これは計画どおり進んでいるというふうに捉えてよ

ろしいですか。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 桜通線につきましては、今年度、ち

ょっと補正予算でも多く減額させていただいておるんですけれども、これは

議案質疑の中でも、国庫補助率の割り当てが低いということで、今年度ちょ

っとスピードは落ちているところがあります。 

 石仏につきましては、筆数としては、当初予算の２筆確保させていただい

ておりますので、予定どおりといえば予定どおりなんですけれども、交付金

事業ですので、また部長の答弁にもありましたが、内示次第でというところ

はありますが、今後、補助金の流れというのは低いというのはもう予想され

ておりますので、今後どのように事業を進めていくかというのは、新年度か

ら検討していく必要があると考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 石仏公園整備事業についてですが、本会議でもさん

ざん聞いてきたわけですけど、本会議の中でも、堀議員の質疑の中でもあっ

たわけですけど、優先順位をつけて、国の補助金をどうやって取っていくの

かというところだというふうにお聞きしたところであります。そうしますと、

やはり今もう手をついているような、工事がされているようなところは優先

的にやられていくのかなというふうに思ってくる中で、石仏公園整備事業が

やはり一番最後に来てしまうんではないかなあという思いがどうしてもある

ところです。 

 それで、来年度からスケジュール的なところを検討するというふうには言

っているわけなんですけど、今の時点で、計画をしてから10年後ぐらいとい

うことで、平成三十七、八年ぐらいなのかなあというふうにずうっと思って

いるところなんですけど、そういうスケジュール的なところで、今どのぐら

いのおくれになっていくのかなあというのが公表できるものがありましたら、

少し教えていただきたいと思います。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 本当にこれは仮定の話のスケジュー

ルで、今度の実施計画にこのようなスケジュールでというような案としてお
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聞きしていただけばいいレベルでということでお話しさせていただきますと、

お金が例えばついてきますという、全ての条件をクリアしたとして、最短で

36年度には工事が完了できるんではないかなというふうに今ちょっとスケジ

ュールを組んでいるところでもあります。 

 あと、その36年度というところなんですけれども、何でというところはあ

ると思うんですけれども、用地買収をさせていただくところで納税猶予を受

けている土地もあるもんですから、そこのところをなるべく猶予が終わる時

点で買収させていただきたいというところもあるので、そういうところも考

えて用地買収の仕方だとかも、順番とか公園の整備の仕方だとかをちょっと

考えたところ、それぐらいが今最短でいけるのではないかというふうに考え

ております。 

◎委員（櫻井伸賢君） 確認させてください。36年度というのは、2036年度

でしょうか、平成36年度でしょうか。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 平成36年度です。 

◎委員（櫻井伸賢君） はい、わかりました。 

◎委員（堀  巌君） 今の話で、納税猶予の制度で足かせになっている部

分があると思うんですけれども、それをクリアする裏わざというか、何かそ

ういうことはないんでしょうか。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 税務署ともそんな話はさせていただ

いているんですけれども、可能かどうかちょっとわからないんですけど、つ

けかえみたいな、その人がほかのところの例えば農地を持っていて、受けて

いない土地があって、そこでつけかえることができるかもしれないという話

は聞いております。 

◎委員（大野慎治君） 本会議で建設部長が、交付金のつきぐあいによって

は桜通線がおくれる可能性が非常に高いと、１年ないし２年。今、石仏の公

園ですね、36年末という御予定であるといっても、石仏のほうが防災公園で

はないもんですから、スポーツ公園扱いになっていますので、交付金のつき

ぐあいが石仏のほうがより悪いんじゃないかという危惧がありますが、それ

でも36年度末という考えでしょうか。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 先ほど36年と言ったのは、もうそう

いうのをひっくるめて、お金とかついたとしてのお話ということで、前置き

させていただきましたので、済みません。 

◎委員（桝谷規子君） 国の方向が、もう本当に大きいところばかりでとい

うことでずうっと聞いてきたんですが、アジア大会やワールドカップや、そ

ういうところには大きくつけとけいうことで、防災安全の面でも、本当に大
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きい10ヘクタール以上のところが優先でというふうにお聞きするんですが、

ここの石仏公園も健康公園ではあるけれども、防災の面でも今後使っていく

ということもプラスして、面積が国がいう大きいところが優先というのはお

聞きするものの、防災の面でも十分適用できる公園だということを付加して、

少しでも予算が持ってこられるようなものというのは難しいんでしょうか。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） それを考えて、例えば地域防災計画

に位置づけるだとか、過去の要件では、位置づける予定でもよかったんです

ね。なので、そういうものとして位置づける予定ですということで交付申請

とかもさせていただいておったんですけれども、それがだんだん厳しく、要

件のハードルがどんどん上がってきまして、新年度、29年度に要望する段階

では、先ほど桝谷さんおっしゃられたとおりのヘクタールという広さでも足

切りということになってしまっているというのが現状です。 

◎委員（櫻井伸賢君） 公債費、借金のほうを聞きます。 

 本会議のほうで、変動金利ですか、固定金利ですかということで、固定金

利だということで本会議で答弁をいただいたんですけれども、償還利子確定

などにより減額をする。予算を立てるときに、もう固定金利なので、かちっ

と決まっている状況なのではないでしょうか、お伺いをいたします。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 公債費の利子につきましては、27年度以

前のものについては確定しております。ですが、27年度の年度の終わりごろ

に借り入れるものもありますし、28年度に借り入れるものもありまして、予

算上は利率は１％で見込んでおります。実際借り入れをしますと、最近では

利率が低く借り入れられている現状があります。例えば、愛知県の市町村振

興協会だと0.1％だとか、政府系のところであれば0.01％だとか、大変安い

金利で借りられている現状もあります。そういったところで、予算１％とい

う利率で見込んでいるところの差で、今回、利子については1,179万円の減

額ということで計上させていただいております。 

◎委員（鈴木麻住君） 曽野小学校の耐震工事についてお伺いしますけれど

も、これは設計が３月24日ごろに完了というふうにお聞きしています。それ

で、国の補助がついたということで補正予算を組んだというふうにお聞きし

ているんですけれども、設計が今年度末に終わると。補正予算を組んで、執

行するのに、何らかの工事契約が執行する予定があるのかないのかという、

年度内にですね。通常、工事は来年度の夏休み工事ということになると思う

んですけど、こういう前倒しで補正予算を組んで何もしないということはい

いのかどうなのか、ちょっとその辺よくわからないので、今後のスケジュー

ルというんですかね、設計が完了してから工事に移っていくまでの年度内の
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動きというんですか、どういう予定なのか、ちょっと教えてください。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 工事のスケジュールについて御説明

をさせていただきます。 

 今回、前倒しで交付金を受けるに当たりましては、全額繰り越しというこ

とで、県のほうにも確認をさせていただいて、来年度４月に入りましたら、

まず施工伺いを行いまして、入札が、今のところの予定ですと、５月の中旬

ごろに契約というスケジュールで進める予定でおります。５月の下旬から10

月下旬までが工期ということで考えております。 

◎委員（堀  巌君） 今の曽野小の耐震工事で、もう一度ちょっと確認さ

せてください。 

 以前の大規模改修工事のときのＩｓ値は、その当時0.7というクリア基準

がなくて、筋交いを最初の見積もり設計ではたくさん入っていたものを、教

室が暗くなるからという理由で減らして、それで議決もしているし、実行し

ていると。今回、0.7に満たないことがわかって、また新たに工事をするわ

けで、そこの経緯というのは今私が言ったことで正しいのかどうなのか。と

なると、やはり二重工事、どうしてその当時筋交いを減らしてしまったのか

という点について、非常にちょっと疑問が残るんですが、その点について説

明をもう一度お願いいたします。 

◎学校教育課長（石川文子君） これまでにも御説明のほうをさせていただ

いていたかと思います。平成10年のときに耐震診断を行いまして、そのとき

には0.34というＩｓ値の結果が出ました。平成15年に大規模改造工事、これ

は耐震補強工事という形ではなく、大規模改造工事ということで、耐震補強

も少し含めた形での工事を行わせていただきました。そのときには、耐震の

工事ではないということで、評定ですとか、診断のほうは、工事後も受けて

おりませんでしたが、先ほど委員もおっしゃられたように、0.7にすると、

窓が全部塞がってしまうぐらい暗くなってしまうというようなところで、基

本的に一般の建築物がクリアをすればいいという0.6は確保しようというこ

とで、平成15年の大規模改造工事では工事のほうを行ったということでござ

いました。 

 こちら側の話ですけれども、耐震補強工事は終わっているということで、

こちらのほうがちょっと把握をしていたことがございまして、0.7をクリア

しているという、ちょっと捉え方が違っていたという事実が判明をいたしま

したので、今回、0.7をクリアする耐震補強工事を改めてさせていただくと

いうことで行っているという次第でございます。お願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） 多分、非常に理解しづらいのは、今の説明でわかる
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んですけれども、当初、その大規模改修のときに、耐震診断もして、改修工

事、設計もしたと。そのときに0.7に上げるためには、耐震壁だと教室が暗

くなって、採光とかがとれないということで断念したと。それで、壁を減ら

してＩｓ値を0.6にしたという話なんですけれども、それだったら、本来か

らいうと、今回そういう耐震補強をするにしても、壁が暗くなって教室の採

光がとれないよという形になるはずなんですけど、それはならないと。今回

はブレースでやりましたという話なんですね、ブレース工法で。ということ

は、当初からそれでやればよかったんじゃないかという疑問が残るんですね。

だから、昔の話を今掘じくり出しても、誰がそのときにどういう判断をした

かというのはわからないですけど、当初からそういうことがなされていれば、

今やらなくても済んだよねということを多分堀委員は言っていると思うんで

すけど、それについては、多分わからないんでしょうね、当時のことは。わ

かれば教えていただければいいんですけど、なぜ耐震の壁にしようとしたの

かというのがわかれば、ちょっと教えてください。 

◎学校教育課長（石川文子君） そのときにはおりませんでしたので、こう

でしたという、済みません、断言のほうはできないですけれども、多分、工

法のほうもいろいろと新しい工法も当然出てきておりますし、金額のほうも、

耐震壁にしたら幾らか、ブレースにしたら幾らかといったようなところとか、

そういったことをいろいろ検討したものではないかと思います。 

◎委員（鈴木麻住君） 建設部長ならわかりますか、その辺の経緯。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

◎委員（大野慎治君） 曽野小学校の耐震工事、担当するのは建設部でしょ

うか。工事の担当は、教育こども未来部なのか、建設部なのか、どちらが担

当されるんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 建設のほうで担当します。 

◎委員（大野慎治君） そうしますと、３月24日設計が上がってきて、それ

から積算に入って、大分急いで発注準備しなきゃいけないと思いますが、建

設部ですね、その準備はちゃんとできているのかどうなのか。図面の発注は

建設部でちゃんと照査していたのかどうか、お聞かせください。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 先ほども申しましたように、営繕グルー

プのほうで工事発注を進めるんですが、設計のほうも当然携わっております

もんですから、そういった意味で設計の内容も確認しつつ、積算を速やかに

行い、４月上旬の発注に向けて進めていく予定でございます。 
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◎委員（塚本秋雄君） １点お聞きいたします。 

 南部中学校の焼却炉の撤去工事があったんですけれども、来年度は岩中が

あると思いますけれども、参考までに、小学校はもう撤去したのかどうかと

いうことをお聞きしたいのと同時に、これは法律的に撤去しないかん、焼い

ちゃいかんなのか、環境問題からいって、公共団体として道徳的というか、

やらないほうがいいから撤去しているのか。ということは、これはほとんど

一般財源ですので、国の補助金がついていないわけだから、やるなら一気に

やればいいと思うんですけれども、一括発注すればいいと思いますけど、そ

こら辺の点をお聞きいたします。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 焼却炉の撤去につきましては、学校

のほうで使用しておりませんので、そこの有効活用ということで、順次計画

的に撤去しております。平成27年度に五条川小学校、今年度、28年度には南

部中学校を撤去しました。あと、計画的に今後、東小学校と曽野小学校はま

だ残っておりますので、順次撤去を行う予定でおります。 

 撤去については、法律的ではないんですけれども、ダイオキシン類、ばく

露防止対策要綱というものがございまして、撤去については、簡易な撤去が

できなくなってしまいましたので、きちんと付着物の分析調査を行って撤去

をしなさいという方針が出ておりますので、それに基づいて計画的に行って

おります。 

◎委員（木村冬樹君） 給食センター費の関係でお聞かせいただきたいと思

います。 

 今回は、光熱水費の減額と建設の関係の備品の購入の執行残ということで

ありますが、この新しい学校給食センターの開設に伴って、調理・配送部門

が民間委託されたということで、職員がそれぞれ異動があったというふうに

思いますが、この職員の異動については、スムーズに行われていったのかと

いうことと、何か課題として残っているようなものがあるのかどうか、こう

いった点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） まず、給食センターで働いていた

正規職員につきましては、８人保育園のほうへ異動をいたしました。もとも

と保育園の保育士だった者が１人、環境員に職種がえをしております。給食

センターで働いていただいていたパート職員の方については、希望される方

は委託先の東洋食品の正規の職員になられた方もいらっしゃるようですし、

パート職員の方もいらっしゃいます。おやめになった方もいらっしゃいます。

保育園での給食の職員については、大きな調理場から小さなところになりま

したけれども、問題なく給食は提供できている、順応できているというふう
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に把握しております。 

◎委員（黒川 武君） 20ページの公債費に関連してお聞きしたいと思いま

す。 

 起債の借入先の判断なんですね。それで、起債というのは、大きく分ける

と政府債と、それから市中金融機関の縁故債と、そんなところに区分される

と思うんですよ。それで、どちらが有利だということなんですよね。政府債

の場合だと、かなり長期にわたって借り入れができる。縁故債の場合だと、

どうしても期間が短くなってしまうと。しかし、市中金融機関のほうでも、

日銀がどんどんお札を刷っているせいかどうかわかりませんけれど、お金が

余っている状況かなということで、そういう意味合いでは、そういった交渉

とか、あるいは借入先を決定するに当たっての判断というものはどのように

お考えになっているのか。28年度の例でも結構ですけど、説明をお願いいた

します。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 市債の借入先というところでございます。

これまでは、政府系の財務省だとか、機構だとか、そういったところで借り

入れをまずしているというところ。市中銀行に比べて利率のほうが低いとい

うところがございます。あと、例えば国の補助だとか、そういったものが全

国的につきが悪くなると、一定こういう政府系の機関にどこの自治体も借り

入れに行くと、枠がやっぱりあるもんですから、そういった枠が漏れてくる

と、やっぱり岩倉市も借り入れはここまでだとか、予算どおりに借りられな

い部分があります。そういった場合に市中銀行で借り入れるということも必

要になってくるわけで、27年度もですし、28年度も市内の銀行のほうで借り

入れを行っております。市内には、銀行と１信金等を含めて７つありまして、

そちらの７つのほうから見積もりというか、一番利率の低いところで27年度、

28年度については借り入れを行っております。 

 結果で見ると、やっぱり市中銀行よりも政府系で借りたほうが利率として

は安くなっております。あくまでもこれは27年度、28年度の実績でお話しを

させていただきました。 

◎委員（堀  巌君） 先ほどの焼却炉の撤去について、塚本委員の質問に

ちょっと一部答えられていないというふうに思います。 

 計画的にという言葉で説明されていましたけど、これを一緒に一括発注す

るスケールメリットはないというふうな考えでよろしいでしょうか。 

◎学校教育課長（石川文子君） 一括で発注すれば、経費等を削減できるこ

とは考えられるかと思います。ただ、全体を見まして平準化をしていくとい

うところでの計画的な工事施行ということで御理解のほどよろしくお願いを
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いたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で款７土木費、款９教育費、款11公債費まで

の質疑を終結します。 

 これをもって歳出についての質疑を終わります。 

 続いて、歳入の質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） では、歳入についての質疑を終わります。 

 続いて、第２表 繰越明許費、第３表 債務負担行為補正及び第４表 地

方債補正についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論がないようございますので、直ちに採決に入

ります。 

 議案第15号「平成28年度岩倉市一般会計補正予算（第７号）」について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第15号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、議案第16号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 
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◎委員（木村冬樹君） 今回は、高額医療費共同事業の関係の補正となって

いるというふうに思いますが、全国的な状況や県内の状況がそれぞれあると

思いますけど、岩倉市としては、この高額医薬品の使用に伴う医療費の増加

という点ではどのような状況になっているんでしょうか。岩倉市の国保の状

況をお聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 岩倉市の高額療養費の状況でござい

ますが、平成27年度に比べては、平成28年度は６％増になっている状況でご

ざいます。平成27年度は高額な薬剤の保険適用により、27年度は26年度に比

べて20％ふえたという状況でありましたが、28年度は薬価改定などあった関

係もございますので、少し伸びが抑えられているような状況になっておりま

す。 

◎委員（木村冬樹君） 高額医薬品の関係の伸びというふうには言えないと

いうような状況なんでしょうか、その辺もう少し教えてください。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） オプジーボやハーボニー、ソバルデ

ィなどを使用されている方も数名いらっしゃる状況ではございますが、高額

療養費の伸びの原因といたしましては、それではなくて、高額療養費の方の

対象者がふえて、それが積み重なったといいますか、そのあたりでふえたと

いう状況だとこちらは考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 では、あともう一点ですけど、今回の歳入のところでの、先ほど言ったよ

うに高額医療費の共同事業の関係の歳入歳出となっているわけで、留保財源

に余り影響はないのかなというふうに思うんですけど、この年度末を迎える

時期での国民健康保険特別会計の留保財源という点では幾らぐらい残ってい

るんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） ３月補正後の留保財源といたしまし

ては、１億1,970万円ほど見込んでおります。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第16号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算（第５

号）」について、賛成の委員の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員でございます。 

 採決の結果、議案第16号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第17号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 歳出の支障物件移転補償費の減額についてでありま

すが、どのような状況でこのような減額になっているのか、お聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

◎上下水道課主幹（古田佳代子君） 支障物件の有無は、掘削してみないと

はっきりしないため、当初予算作成時には、工事延長の一定割合に実績の単

価を乗じて移転補償費を算出しています。実際のところは、支障物件移転補

償費の決算額は、年度によって大きく変動しております。今回、決算見込み

にあわせて減額させていただいています。 

◎委員（木村冬樹君） 工事をやってみなきゃわからないというところもあ

るというふうに思いますけど、一定の分を見ているんですけど、その分まで

達しなかったという見方でよろしいということでしょうか、もう少し具体的

に教えてください。 

◎上下水道課主幹（古田佳代子君） 委員おっしゃるとおりなんですけれど

も、具体的に、今年度は支障となる物件が余りなかったんですが、どのよう

に……。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今年度の面整備の部分で、大山寺と本町の

北小学校の南、東を予定とさせていただいておりましたが、一部、本町の北

小学校の南の部分を、少し面整備の区間延長をちょっと落としたこともござ

いまして、その関係でもともと予定しておりました水道であったり、ガスで

あったり、そういった工事に伴う支障の部分が当初見込みより減った部分が

理由としてございます。以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 
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 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第17号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）」について、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員でございます。 

 採決の結果、議案第17号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第18号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第４

号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 済みません、本会議で、堀

議員のほうから給付費の関係で、１件当たりの状況がどうなっているかとい

うことでございまして、その説明を最初に担当のほうからさせていただきま

すので、よろしくお願いをいたします。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 本会議で御質問のありました給付費

１人当たりの費用はということと、今後の傾向はということでお答えさせて

いただきます。 

 保険給付費は年々増加しており、平成27年度決算では23億3,600万円ほど

でありました。１人当たりの給付費としましては、平成26年度が15万2,000

円ほどで、平成27年度は15万円ほど、28年度は、年度途中でありますけれど

も、今のところ14万3,000円ほどになっておりまして、下がってきていると

いう状況であります。 

 ただ、全体の保険給付費は増加しており、サービスを受けている利用者、

受給者数もふえてきている状況でありますので、１人当たりの給付費が下が

ってきている要因としましては、比較的介護度の低い要支援１から要介護１

までの方の利用割合が、その３年間で見ますと、46.4％から平成28年度では

49.5％、約５割ほどまでに伸びてきていることの要因や、また介護報酬の改

定によるものが主なものであると考えています。 

 今後の傾向としましては、介護報酬の改定の影響もあろうかと思いますけ

れども、特別養護老人ホームの入所状況が今後もふえていく見込みもありま
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すし、75歳以上の後期高齢者の方がふえてきていますので、そういった方も

重度の介護になる可能性もありますので、１人当たりの給付費も高くなって

いく傾向があるのではないかというふうに考えています。 

◎委員長（伊藤隆信君） 報告を終わります。 

 それでは、質疑に入ります。 

◎委員（堀  巌君） 新しくできた特養の入所の状況で、80人ところが20

人しか入っていないという状況も報告されたところです。今の１人当たりの

伸びとかも聞いた上で、要は、介護現場で働く人の話ですね。人材不足が社

会的に問題視されているというふうに思うんですけれども、このような状況

で、なかなかその働き手がいないということを担当部局としてどう見ていて、

市としてのできる努力みたいなことは、何か考えられるんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（山北由美子君）

 介護現場での人材不足ということでございますけれども、介護報酬により

ましてお給料なんかも支払われているところなんですが、人件費等につきま

しても、民間と介護現場ではかなり格差があるというような新聞報道も一時

されておりましたが、ただそのときの勤務年数というのがやはり違っている

ようなところもありまして、そういった平均的な勤務年数も加味してみます

と、それほど大きな差はないというようなことをお聞きしております。今回、

一期一会のほうでも、それほどほかと比べて安い金額だというふうには考え

ていないというふうに施設からも聞いているところが１点あります。 

 それと、市としてできることはというようなこともあるんですけれども、

最近では、やはり県のほうでも若い方たちが介護職員につけるようにとか、

あと介護の資格を取れるようにとか、県のほうでも新たに最近、ちょっとき

ょうは持ってきていないんですけれども、パンフレットなんかをつくりまし

て、そういった介護人材の養成ですとか、職場につくような普及啓発をする

ようなリーフレットなんかもつくったところで、そういったものを活用して

いきたいと思いますし、在宅で介護サービスが受けられなくて、介護者の方

が職場をやめるとか、そういった状況もお聞きする中では、やっぱり介護保

険のサービス等がきちんと受けられるような利用の制度の周知、そういった

ものも必要かなと思いますので、地域包括支援センターを初め、そういった

利用相談が受けられるような環境づくりにも努めていきたいというふうに思

っております。 

◎委員（木村冬樹君） 介護職員の確保の問題は、本当に深刻な状況である

というふうに思っています。私が知っている事業所でも、中堅と言われてい

る人たちが、介護保険が始まって15年以上たってきている中で、やっぱり利
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用者さんのためにいろいろやることに疲れてしまって、何度も僕ら言ってい

ますけど、ケアマネジャーが１人当たり持つ件数も非常に多いですので、そ

の人たちのためを思って、本当に親身に働けば働くほど、どんどん自分が追

い込まれていくような状況もあって、また要介護認定だとか、要支援だとか

ということで、そういう介護を必要とする人たちはどんどんふえてくるとい

う中で、施設が新たに建って、その施設が建ったことに対してまた異動をし

て、そこで責任者を持ってやっていかなきゃいけないというような状況もあ

って、非常に苦しい状況にあるというふうに思います。賃金の問題も確かに

あるんですけど、やはりニーズに対して、求められているものに対して対応

していくところが、やっぱり人材不足ということになっているんじゃないか

なあというふうに思っているところであります。 

 それで、聞きたいことは、今回の補正で大きな減額になっていますけど、

例えば居宅介護サービス等給付費で、どういったサービスで大きな減額にな

っているのか。そこのところが、例えばニーズに対して事業所が足りないと

いうような状況があるのかどうか、そういった分析というのはされているん

でしょうか。少しその辺の状況を教えていただきたいというふうに思います。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 居宅介護サービス費についての原因

としましては、28年度の４月に、定員18人以下の小規模なデイサービスが地

域密着型サービスに制度改正がありまして、居宅サービス費から地域密着型

介護サービス費に歳出が変わったことが大きな要因で、そこの伸びが推計よ

り少し違ったところが大きな要因で、居宅介護サービス費が減額したという

のが一つ理由にあります。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 要するに、その小規模デイサービスと言われている部分が、居宅介護サー

ビス費から地域密着型介護サービスに変わったということで、ただ額的な問

題で見ると、地域密着型介護サービス等給付費の増と居宅介護サービス等給

付費の減というのは大幅に違うわけで、その辺がどうなのかなあというとこ

ろなんです。 

 私聞きたいのは、やはり居宅介護サービス受給者数なんかは、やっぱりど

んどん伸びてきているというふうに思うんですね。そういった中で、受けら

れるサービスがきちんと足りているのかどうかというような状況の点検とい

いますか、その辺がどうなっているのかなというところなんですね。必要な

方に必要なサービスを提供するということが、岩倉市も基本理念としてずう

っと掲げられてやってきている中で、それがきちんと守られているのかどう

かというところの点検について、どのように見ているんでしょうか。 
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◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 今、要介護認定を受けている方で、

必要な方が必要なサービスが受けられているかという御質問なんですけれど

も、来年度、介護保険事業計画策定年度でありまして、今年度、ちょうどそ

の計画を策定するに当たりまして、介護事業所の方やケアマネさんからもヒ

アリングを聞いておりますけれども、岩倉市での介護サービスについて不足

している部分というのは、今の状況では、認知症デイが足りないというお声

はいただいておりますけれども、それ以外についてはヒアリングのときには

お聞きしていませんので、そこの部分は足りないかなというふうには考えて

おります。その部分については、来年度、介護保険事業計画を策定する上で、

サービスをどのように整備するかというところも検討していきたいというふ

うに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 第７期からの計画に反映していただくということで、ぜひ十分な調査をお

願いしたいというふうに思います。 

 それで、施設介護サービス等給付費も大幅な減となっていて、予想を下回

ったということだもんですから、大きな問題としては、一期一会の80床が20

床ということで、３月、４月でもう10床ずつずうっとあいていくということ

でありますけど、この見込みというのは、第６期の計画に大きな変更がもた

らされるんじゃないかなあというふうに思っているところです。新年度予算

のところの反映、そこで聞けばいいのかなというふうにも思うんですけど、

新年度予算への反映だとか、第６期全体として施設介護サービス等給付費が

どのような変更になっていくのかというところについては、担当課としては

どのように見ているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 今回の補正で、施設サービス費が特

養の入所状況により、大幅な減額をさせていただいておりまして、来年度の

新年度の予算では、今年度の当初予算よりも少し、その実績に合わせて下げ

た予算をさせていただいております。来年度の給付費の予算の総額は、計画

に対しますと91％ほどの額で予算を計上させていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 29年度が第６期の最終年度ということだもんですから、それはそこできち

んとした検証がされて、総括もされるというふうに思っています。 

 それで、一期一会のほうの80床というのは、29年度内で80床あくような見

込みが本当にあるのかどうかというところとか、それがすなわち第７期の計

画にも反映されていくというふうに思うんですけど、そういったところの見

込みというのはどのように持っているんでしょうか。 
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◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（山北由美子君）

 28年４月１日に新しく開設いたしました一期一会、花むすび、新しいほう

の特別養護老人ホームですが、定員が80床ということで建設がされておりま

して、そのうちの20床が稼働しているという状況でございました。今回、３

月中にまたさらに10名の入居をスタートさせるということで、30床までを予

定しているというふうに聞いております。 

 それで、29年度の予定といたしましても、５月以降でもう10床を開設して

いき、その時点で40名まで稼働していきたいというふうな予定を聞いており

ます。 

 職員の採用につきましても、全部で８ユニットになるんですけれども、８

ユニットの運営には、やはり36名の介護職員の確保が必要であるということ

で、それを目指して施設のほうも努力をして、採用なんかの面接もしている

んですけれども、やはりただ面接に来た方を安易に採用するということでは

なくて、きちんと介護の職について、信頼を置いてやっていただける方を選

定したいということで、採用の面接をやって、人は来るんですけれども、や

はり選出の面でもよりよい人材を選びたいということで、少し時間がかかっ

ているというふうに聞いておりますが、来年度中に80床まで努力したいとい

うふうに聞いておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第18号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第４号）」に

ついて、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員でございます。 

 採決の結果、議案第18号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 お諮りします。ここで休憩したいと思いますけど。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認めます。 

 １時10分より再開いたします。よろしくお願いします。 
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（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」を議題といたしま

す。 

 初めに、歳出から入ります。 

 質疑の範囲につきましては、原則として款ごととし、必要に応じては項目

で進めさせていただきます。 

 初めに、款１議会費の質疑を許します。 

 予算書は78ページから82ページまででございます。 

 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款１議会費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の質疑を許します。 

 予算書は82ページです。 

◎委員（大野慎治君） 委託料の中に顧問弁護士業務委託料が計上されてお

りますが、今年度、顧問弁護士に相談した件数というのがわかれば教えてく

ださい。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 顧問弁護士の相談につきましては、今年度の

資料はちょっと今、ごめんなさい、持ち合わせておりませんので、どうさせ

ていただきますか、また後で……。 

〔発言する者あり〕 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 済みません、失礼しました。 

 10月まででございますが、23件ということでございます。よろしくお願い

します。 

◎委員（黒川 武君） それでは、予算書では83ページですかね、積算内訳

のほうでは４ページになりますが、昨年度までは報償費の科目がありまして、

そこで行政手続聴聞主宰者謝礼といったものが予算化されているんですね。

これは制度を担保するものとして予算計上されていたんだろうと思うんです

が、29年度予算からはそれが計上されていないと。これはどういった理由か

らでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらにつきましては、岩倉市の行政手続条

例の第13条において、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときや、

資格または地位を直接に剝奪しようとする不利益処分をしようとするときに

聴聞という手続を行って、当事者または利害関係者に意見を述べる機会を与

えるという規定がございます。この聴聞につきまして、同じく行政手続条例
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第19条第１項に、市長等が指名する職員その他規則で定める者が主宰すると

いう規定がございます。その施行規則において、規則で定める者は、条例等

の規定に基づき、審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととさ

れている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とするとい

うふうになっております。 

 したがいまして、この予算につきましては、規則にあります合議制の機関

の構成員が聴聞を主宰した場合に当該主宰者に対して謝礼を支払うものです

が、条例を制定した平成11年度以降、この予算を計上しておりますが、それ

以降一度も執行の実績がないということで、このたび一旦予算計上を行わな

いという取り扱いをさせていただいたものです。 

 ただ、この予算を執行するようなことが見込まれる可能性がある場合には、

その都度補正予算などにより対応させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

◎委員（黒川 武君） 確認しますけれど、制度で担保されているもので予

算が必要なものというのは、これはやっぱり実績があるなしにかかわらず、

それはやっぱり何らかの形で、予算という形で担保すべきではないだろうか

なあと思う。 

 今、説明の中で、市長が指名する職員とか合議制の機関というところで、

また別のところで費用が見ておられる、あるいは職員だったら当然それは要

らないわけですね、公務上行うわけですから。そこら辺のところの理由がち

ょっとはっきりしないということと、実績がないから、あったときにその都

度補正で対応というのもいかがなものかなあと思うんですけれど、少しその

辺はどうなんでしょうか、考え方をお聞きしたいと思いますが。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 確かに制度上設けられるということでござい

ますので、これまでも予算を上げてきたという経緯はございます。 

 今回、一旦こちらのほうを予算に計上はしてございませんが、今後ちょっ

と様子を見て、必要であれば来年度以降、また対応をしていきたいと考えて

おりますのでよろしくお願いします。 

◎委員（黒川 武君） もう一点お聞かせ願いたいと思います。 

 同じ事務管理費の中の節14にデジタル複合機借上料というのがございまし

て、昨年度よりも22万円予算が増加していると。それで、積算内訳書を見る

と、モノクロの使用枚数が2,500万円、前年度比約14％の増加となっている

わけなんです。これだけ見ていると、ペーパーレスに逆行しているのではな

いだろうかなあと。 

 それと、環境保全課が管理している第２次岩倉市地球温暖化対策実行計画
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では、取り組みとして用紙類の使用量の削減という取り組み項目があります。

コピー用紙等の使用量を、平成29年度において、平成24年度比４％以上削減

するという目標があります。27年度の実績で見ると、それの平均達成率は

86.8％というふうに前に報告を受けたことがありますが、29年度の目標が達

成できるかどうか厳しい状況にある中、使用枚数を増加させるということは、

こうした地球温暖化対策実行計画との整合性が図れるのかどうなのか、その

辺の考え方をお聞きいたします。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） デジタル複合機の予算につきましては、現行

の複合機については平成23年度から導入しているということでございますが、

毎年度使用量が増加しているということで、予算の補正であったりとか流用

といった手続によってこれまで対応してきたというような状況でございます

ので、予算のほうを上げさせていただいたというものでございます。 

 複合機の使用が増加している要因というのはいろいろ考えられるわけでご

ざいますが、例えば各種計画、平成23年度以降においても、例えばまち・ひ

と・しごとですとか総合計画の見直しですとか、さまざまな計画も結構ふえ

ているということ、その進捗管理もしているというようなこと、はたまた権

限移譲といったような事務量が全体にふえているということですね、あと平

成25年度から、ちょっと前でございますが、庁内の行政系とインターネット

の地域情報系のネットワークが両方複合機を用いて印刷するようにしている

ということ、あとは予算のほうで、外部へ印刷を出すという冊子についても、

庁内のライブラリでファイルを保存して、その場で印刷ができるようになっ

たというようなことが上げられます。 

 ただ、じゃあ使用量がふえるままにしておいていいのかということでは、

そうでなくて、例えば毎月庁内向けの庁内ＬＡＮの掲示によって、各課の複

合機の使用量ですとか、あと集約印刷・製本印刷といったような使用実績を

示して、それら集約・製本印刷を積極的に利用するように勧めていたりです

とか、あとメールについても、大量の添付ファイルがあるようなものについ

てはあらかじめ内容を確認して必要なもののみをプリントアウトするとか、

あと複合機は印刷の命令を出したら自動的に出るというような仕組みではな

くて、カード認証をして、その場で印刷命令をかけたものをもう一回印刷を

するという指示をしないとできないという仕組みになっておりますので、そ

れらによってミスプリントを防ぐと、そういった取り組みを進めてきたとい

うことですが、最初に申し上げたように増加傾向が続いているということか

ら、やむなく今回増額とさせていただいたものでございます。 

 用紙の削減につきましても、コピー印刷は両面で行うこと、ミスコピーの
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裏面利用を推進すること、あと供覧や回覧で済む文書についてはコピーや配

付を極力しないと、あと会議資料は内容を要領よくまとめるといった、先ほ

ど委員のおっしゃった地球温暖化対策実行計画に掲げる取り組みを行うこと

で削減に努めていきたいと考えております。 

◎委員（黒川 武君） 今のに少し確認というのか、確かに外部に発注して

いた印刷を内部に切りかえたとか、そういうことで一定の経費の削減も図る

と言いますが、また逆に使用量がふえるという増要因もあると思うんですよ。

そこのところは、やはり管理する行政課のほうが総括的な指導をしていくし

かないのかなあと。 

 それで、この複合機はそれぞれ職員の方が自分で持っているカードでもっ

てそれぞれコピーをかけられるわけですね。そうすると、以前の私の認識で

は、各課にカードがありまして、そのカードでもってやる。こういった場合

は、理由を付して行政課のほうで、要するにカードをさらに書きかえていた

だく形でというようなところが、現在は職員一人一人がカードを持って、そ

れで認証をさせてコピーをとると、そういう方式になっていると。 

 じゃあ、その課の職員がどのぐらいコピーを使用したのかというのは、そ

れはどこで把握ができるわけですか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 先ほど、庁内ＬＡＮでもって各課の印刷枚数

だとか製本・集約印刷をお知らせしているという話をさせていただきました。

その中で、お知らせはしておりませんが、毎月個人ごとの印刷枚数から複

合・集約といったものも把握できるような仕組みになっております。ですの

で、余りにも大量な印刷物があるような職員に対しては、ちょっと気をつけ

て見ているというか、時によってはちょっとどういう状況ですかというお尋

ねをするとか、そういったことはさせていただいておりますのでよろしくお

願いします。 

◎委員（黒川 武君） いずれにしても、先ほど申し上げたように第２次地

球温暖化対策実行計画というのがこうやってあるわけなんですね。これはも

う公開されているものと。29年度が一つの達成年度でもあるわけですから、

やっぱりそういうところの所管課とも整合性がとれるような形で持っていっ

ていただきたいなあと思います。これは私からの意見としてとどめておきま

す。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 今のに関連質問です。 

 今の答弁の中で、各種計画がふえている、事務量もふえていると、権限移

譲もあって。そのとおりだと思うんですね。 

 本会議で市長は、そういうことも踏まえて、人員の人数の件との関係で事
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務事業の見直しだというふうに言われました。実際、本当にどんどんどんど

ん仕事がふえてきて、職員もふえない、パートの問題も今後変わっていく、

そういった中で本当に事務事業を見直す算段として、例えば行政経営プラン

とか実施計画の中でいろんな査定があってというような話もありますけど、

具体的にどういったことで事務事業を見直して、事務量を減らして、人数を

このままでやっていくんでしょうか、お願いします。 

◎行政課長（中村定秋君） なかなか難しい問題なのかなあと思いますけれ

ども、ただしばらくはやっていませんけれども、事務事業の検討委員会みた

いなことで、一定もう一度事務の洗い出しみたいなことはやっていく必要が

あるんじゃないかなあというふうに思っています。 

 行政というのは、一度始めた仕事というのはなかなかやめることができな

いもんですから、どんどんどんどん、先ほど申し上げましたようにふえてい

くばかりですね。この間、自治基本条例もできましたし、市民参加条例もで

きました。そういったところで、そういったものの進捗管理なんかもやって

いくというようなところで、かなりやっぱり私の入ったときに比べると随分

と仕事がふえていると実感をしております。 

 そういった中で、先ほど言いましたように、なかなかやめる仕事がないと

いうところでは、一度そういったことは整理していく必要があるのかなあと

いう思いは持ちつつ、なかなか現実には難しいなあということでございます

けれども、そういった問題意識は持って進めていきたいと、事務事業のこと

に関してはそう考えています。 

◎委員（木村冬樹君） 一般管理費の事務管理費のうちの報酬の行政経営プ

ラン推進委員会委員報酬の関連でお聞かせいただきたいと思いますが、新年

度から第２期の行政経営プランが推進されていくということで、それをチェ

ックしてもらうということの委員の報酬であります。 

 それで、この第２期のプランにつきまして、議会としては全員協議会で案

の段階で見せてもらったということになっていますが、その後どういう取り

扱いになっているのかなあというところと、パブコメ等を行っていればその

辺での意見がどうなのかという点も含めて、少し今の状況をお聞かせくださ

い。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 第２期の行政経営プランにつきましては、一

旦プランの案の段階で委員さんにはお示ししているということでございます。 

 その後、行政経営プランに掲げてあります柱と方向性に基づいて、各課か

らアクションプランであります行動計画を出してもらっております。それに

つきましては、２月の上旬でございますが、２日間にわたって行政経営プラ
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ン推進委員会の委員さんに審議をいただいているということでございます。

その結果は、何点か指摘事項はいただいておりますが、おおむね了承いただ

いたということで、近々策定をさせていただきたいと思っております。 

 なお、今度の22日でしたかね、全員協議会がございますが、その場でもう

一度説明をさせていただくということで考えております。 

 済みません、ちょっと時系列的に先になりますが、パブリックコメントも

12月の上旬から１月の上旬にかけて１カ月間行っておりまして、残念ながら

意見のほうはなかったということでございますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 今度の全員協議会で正式なものを見ていろいろ議論

はしたいなあというふうに思っているところですが、人、物、お金、情報と

いったもの、こういう経営資源を最大限有効利用してということでの、そう

いう区分でのそれぞれの計画になっているというふうに思っています。 

 細かいところはまた議論をすればいいというふうに思うんですけど、やは

り読んでみて、ちょっとここが抜け落ちていないかなあというところで最大

のものは、人材育成の関係で人事評価制度のことが一切語られていないんで

すけど、行動計画というものではきちんとそういうのが反映されているもの

になっているんでしょうか。その人事評価のところについて、この計画での

位置づけというのはどうなっているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎秘書企画課長（佐野 剛君） 今、御質問のありました人事評価制度につ

きましては、別の自治基本条例という審議会がありますけれども、そちらの

中で審議をいただくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 自治基本条例のほうも推進委員会があるわけですの

で、そちらでチェックがされるのかなあというふうに思うんですけど、どう

いう振り分けでそういうことがされているのかというのがちょっとわかりに

くくて、本当にそういう行政経営プランの中に人事評価制度のことなんかを

入れなくていいのかなあだとか、いろいろあるんですよ、細かく見ていくと。 

 例えば、民間委託のことも書いてありますけど、民間事業者等に任せきり

にするのではなくという表現が非常に微妙な表現になっているということだ

とか、使用料・手数料・負担金の適正化ということで、ある意味市民の負担

がふえていく可能性を秘めた文章になっているだとか、そういった点でいろ

いろ議会としても具体的な内容を知りたいなあという部分があるわけですの

で、そういった部分についてはどこかでやりますというようなことなのかも

しれませんけど、行政経営プランと自治基本条例との関連といいますか、そ

んなふうな振り分けでいいのかなあというふうに思ってしまうんですけど、

行政経営プランのほうではそういう人事評価制度のことは何も語られなくて
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もいいというふうにお考えなのか。 

 やっぱり総合的にいろいろなところでチェックされていくことが大事じゃ

ないかなあというふうに思いますし、非常に内部的な判断でわかりにくいん

ですけど、議会としては。いかがでしょうか。 

◎行政課長（中村定秋君） 実は今回、行政経営プラン第２期ということで、

つくるに当たって、一つ大きなテーマとして他の計画との重複は避けようと

いうのがございました。 

 それで、例えば第１期というか、さきの行政経営プランでは環境に関する

項目なんかもあったんですけれども、実はこれも今回、環境のほうは環境で

それぞれ審議会で御審議いただいているということもあったもんですから、

行政経営プランのほうからは外していこうというような、先ほどの仕事がふ

えているということもあって、重複をなるべく避けるというようなことで、

少しもしかしたら抜け落ちている部分があるのじゃないかというふうな印象

を与えてしまっている部分があるかもしれませんけれども、考え方としては

そういうことでございます。もちろん自治基本条例が最上位でございますの

で、自治基本条例あるいは総合計画、その中に行財政改革というのがござい

ますので、そこをターゲットに今回は行政経営プランを作成しているという

ことでございます。 

 また、もしそういったいろんな部分で御指摘がありましたら、また議論を

していきたいと思います。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費の質疑を終結します。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目２人事管理費から目３秘書費ま

での質疑を許します。 

 予算書は82ページから90ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（黒川 武君） ここのところで４点ほどお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 予算書は87ページの４の共済費のところですね、子ども・子育て拠出金と

いう項目がございます。これは、共済年金が厚生年金と統合化されたことに

より児童手当拠出金の名称が変更されているということで、これはここだけ

ではなくて、全体的な科目に共通する事項ですので、ここでお聞かせいただ

くんですが、この子ども・子育て拠出金と子ども・子育て支援との関係につ

いて、平成28年度ベースでは、いろいろ調べてみますと、全国の事業主から

拠出金は約3,351億円あって、これが国の年金特別会計に入り、児童手当、
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地域子ども・子育て支援事業、この事業の中身というのは３つほどに集約さ

れていまして、１つが放課後児童クラブ、病児保育、延長保育、それから仕

事・子育て両立支援事業、こういった事業に充当されるものと聞いてはおり

ます。 

 市が行います子ども・子育て支援事業にどのように充当されているのかと、

そこのところがわかりましたら説明をお願いいたします。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 市が行う子ども・子育て支援事

業に充当されているのは、児童手当、地域子ども・子育て支援事業のうち、

放課後児童クラブ、病児保育、延長保育事業です。 

 なお、仕事・子育て両立支援事業については、企業を直接支援する事業の

ため対象事業はありません。 

◎委員（黒川 武君） ごめんなさい、最後が聞き取れなかったんですが、

実際、年金特別会計のほうから事業に充てる費用として市のほうにお金は入

ってきているわけですか。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 歳入のほうで入ってきている部

分がございます。補助金として。 

◎委員（黒川 武君） わかりました。 

 それでは、同じところの７の賃金のところ、パート職員賃金でお聞きいた

します。 

 前年度と比較すると約550万の増額ということになっておりまして、職員

の育児休業の取得状況について、28年度の実績と29年度の見込みについてお

聞きいたします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 28年度につきましては、育休パート

職員の賃金につきましては２人分見ておりました。金額にしましたら266万

2,000円程度なんですが、来年度につきましては５人分、820万程度を計上さ

せていただいております。 

 育休の今の取得状況につきましては、現在のところ19人でございます。こ

としの４月１日で７人の方、こちらは全員保育士なんですが、７人の方が復

職するということで、29年度の取得見込みは今のところは12人でございます。

以上です。 

◎委員（黒川 武君） ごめんなさい、29年度は今のところ何人だって。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 12人です。 

◎委員（黒川 武君） わかりました、ありがとうございます。 

 次に、予算書は90ページになるかと思います。積算内訳のほうは９ページ

でありますが、目４企画費の事務管理費の報酬のところです。 
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 自治基本条例審議会委員の報酬と、その下の地域公共交通会議委員の報酬

……。 

〔「目３まで」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（黒川 武君） 失礼いたしました。これはまた後にさせていただき

ます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑ございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 予算書の84、85ページの関係で、特別職の共済費の

関係でお聞かせいただきたいと思います。 

 退職金の問題なんですが、前市長のマニフェストにありましたその点につ

いて、どういう取り扱いになっているのかというのはわかりますでしょうか。

わかりましたら、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今の御質問なんですが、前市長の退

職手当の請求状況ということですか。 

◎委員（木村冬樹君） そうですね。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 前市長の退職手当についての取り組

み状況ということで、ことしの１月５日なんですが、愛知県市町村職員退職

手当組合会で退職手当の廃止の要望のほうを知立市長と連名でしたそうです。

２月23日付で、同組合から改正を行わないということで通知をいただいてお

ります。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） そこまでしかわからないということでいいですね、

請求をしたかどうかというのはわからないということですね。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 前市長の退職手当の請求につきまし

ては、今のところはなされていません。お願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 じゃあ、次ですけど、87ページのパート職員賃金のことで私もお聞かせい

ただきたいと思います。 

 総額で積算内訳書も書かれているものですから、非常にわかりにくいんで

すが、人数での表記というのは難しいんでしょうか。多分積算に当たっては

しているというふうに思うんですけど、そういった点についてどのような考

えでこういう積算になっているんでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 済みません、人事管理費のパート職

員賃金ということで、今のところ大きく人事管理費にパート職員は３種類の

方がお見えになりまして、最初は各課派遣分ということで、要は各課のほう

に事務補助ということでパート職員の方を派遣させていただいておりますが、

現在のところ36人計上させていただいております。次に、先ほど申し上げま
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した育休のパート職員の方は５人お見えになります。あと、外国人サポート

のパートの方、こちらは市民窓口課と税務課のほうに配置のほうをさせてい

ただいておりますが、そちらのほうが計３人お見えになります。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書を印刷して皆さん持っていると思うんで

すけど、６ページにそのことが書いてあって、総額で書いてあるもんですか

ら、やはり人数というところだとか、その辺を少しわかるようにしておいて

いただきたいなあというふうに思うんですけど、今後の内訳書の記載方法に

ついてどのようにお考えでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 積算内訳は財務会計のシステムから出す

ことができまして、一定、この積算内訳をつくる際には、担当課のほうにど

こまで掲載するかというところでお尋ねして、もちろん市として統一的に載

せる部分というのは統一はしておるんですけれども、今、委員おっしゃられ

るように、パート職員賃金の積算、先ほど４項目あったと思うんですけれど

も、この人数を載せるかどうかについては人事のほうと調整して、載せるこ

とは可能であるというふうになります。 

◎委員長（伊藤隆信君） 他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目２人事

管理費から目３秘書費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目４企画費から目６財政管理費ま

での質疑を許します。 

 予算書は90ページから94ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（大野慎治君） 予算書の90ページ、91ページのふるさといわくら応

援寄附金事業についてお聞かせください。 

 積算資料のほうで詳細が書いてございますが、昨年からの目玉であるこい

のぼりのセットが25万円以上と60万円以上、こいのぼりの小と大があるんで

すが、こちらの計上がされておりませんが、28年度はこいのぼりが出なかっ

たのかとか、これが目玉ですので、お聞かせください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 28年度につきましては、前年まで品

目として20品目であったものを40品目にふやしました。その中の一つとして、

岩倉の特産品でもありますこいのぼりについてを追加させていただきました。 

 金額が少し高額なため、私どもも発注があるかどうかというのは不安なと

ころでありましたけれども、25万円以上の寄附でお礼として渡しているこい

のぼりについては２人の方から御注文がありまして、今、ちょうど１つは納
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品が済んでおると。もう一つは、子どもの日に向けて今作業中であるという

ことです。 

 積算内訳上は、品目ということではなくて金額ごとの積算とさせていただ

いていますので、済みません、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 次に、予算書の92、93ページのいわくら「であい・

つながり」サポート事業の件でお聞かせください。 

 今年度は、大野市、岩倉市合同婚活イベントを開催いたしますが、大野市

のほうに皆さんで行くということになっておりますが、30年度は岩倉に来て

いただくことになっているのか、なっていないのか、お聞かせください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 正式には何も決まっておりませんが、

今年度、来年度に向けてお話があったときに、どのような形が望ましいかと

いうことで話をした中では、やはり岩倉市だけが大野市に行くということで

はなくて、こちらにも来ていただくのが望ましいというところまでは話はし

ておりますが、まだ詳細のほうは決まっていない状況です。 

◎委員（堀  巌君） ちょっとさっきの大野委員の質問でわからなかった

んですけど、こいのぼりセットは１万円なんですか、幾らなんでしょう。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） こいのぼりセットは25万円以上と60

万円です。 

 積算内訳書には代表的な金額のものが積算してありますので、金額は基本

的に載せていないというものでございます。目安としては寄附金額の25％か

ら30％ぐらいというようなところで設定しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

◎委員（堀  巌君） 本会議で桝谷委員のほうから話があったどの事業に

充当するかという話で、最終市長査定段階で財政当局と決めるという、そん

な内容の答弁だったというふうに思うんですけれども、基本の柱という６項

目プラス桜だとか特別な項目がありますよね。その見直しって、もう少し例

えば細かくして、本当に寄附される方がどういった性質の事業に寄附したい

という思いを的確に反映できるような見直しというのはされる予定はないん

でしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） もともと制度導入当初は、総合計画

の６つの基本計画ごとの施策に充当をということで寄附者の方には選んでい

ただいていました。 

 今年度、寄附の獲得を少しでも多くいただけないかということで、やはり

寄附者に対してどのように使われるかというのを訴えかけるようなものがい

いんではないかということで、11月に桜と山車をプロジェクトに加える要綱
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改正も行って、新たなメニューに加えました。 

 今後、まず２つということで始めたものですから、寄附金充当事業の集ま

り方なんかを見ながら検討はしていきたいと思います。ただ、事業を先に明

示して寄附をいただくという、なかなか寄附金額と歳出事業のバランスとい

うのも難しいのかなあというふうには思いますので、今後研究していきたい

というふうに思います。 

◎委員（宮川 隆君） 私も91ページのふるさといわくら応援寄附金事業に

ついて少しお聞きしたいんですが、他市で見られるのに、例えば100万円払

って一日市長体験だとか、それから水素自動車の体験運転だとかという、そ

ういう体験型もしくは記憶に残るような、そういうようなものも必要じゃな

いかなあと思うわけなんです。 

 これは、今、市が進めているシティープロモーションにもかかわる部分な

んですけれども、例えば岩倉でのぼり洗い体験であったり、それから山車引

きのときに、桟敷をつくるとお金はかかるんでしょうけれども、市長と並ん

で３台の山車のそろい引きのときに記念写真を撮って、それをパネルにして

渡すだとか、何か物を渡すということよりもお金をかけずに岩倉市というも

のを知ってもらう観点、先ほどの名古屋コーチンとかそういうものも当然そ

ういう考え方に基づいているとは思うんですけれども、そういう体験型のお

返しの仕方みたいなものというのは今後考えていかれるおつもりはないので

しょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 委員おっしゃられるように、体験型

というのはふるさと納税の制度の趣旨からいっても有効な仕組みではないか

なあというふうに思っています。 

 先ほども申し上げましたけれども、お礼の品については、現在、物を中心

に20から40にふやさせていただいたということを申しましたが、やはり物と

いう部分でいくとかなり限界はあるのかなあというところで、新しい手法と

して検討をさせていただきたいと思っています。 

 一応、まだこちらから投げかけたという状況ではありますけれども、山車

については、山車引きの体験、桜まつりですとか山車まつりの日に合わせて

岩倉に来ていただいて、引いていただくようなことができないかということ

で、実は山車保存会さんのほうには相談といいますか投げかけはさせていた

だきました。ただ、否定的だということではないんですけれども、やはり引

くとなると、安全性の問題であったりいろいろと課題がある中で、今後一緒

に検討していきましょうというようなことはいただいていますので、そうし

たことも含めて、新たなお礼の品といいますか、体験型のサービスみたいな
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ものも研究させていただきたいと思います。 

◎委員（宮川 隆君） 別件で、同じく91ページの事務管理費の地域公共交

通会議委員の報酬に絡んでお聞きしたいと思います。 

 ちょっと方針にかかわる部分なので、本来であれば本会議で聞けばよかっ

たんですけれども、済みません、ここで聞かせていただきます。 

 地域公共交通会議の目的として、地域のニーズに即して、乗り合い運送サ

ービスの運行形態やサービスの水準、運賃等について協議をしますというよ

うな内容のものであります。これに関しては、国の財政的な支援はないとい

うふうに聞いております。 

 一昨年、事業廃止になりましたイキイキライフがやっていた福祉有償輸送

なんかもそうなんですけれども、前々から言っているんですが、１つの事業

で全てが網羅できるとは考えないんですね。ですから、市全体の交通体系を

今後考えていく上では、財政的な支援がある法定協議会というものを立ち上

げて、地域全体、市域全体のニーズだとか交通体系のあり方というのを今後

探っていく必要性があると強く感じるところなんですけれども、そのような

お考えがあるのかないのか、お聞きしたいと思います。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 法定協議会への移行については、現

時点では考えていないという状況です。 

 ただし、地域公共交通会議を設置してからこれで４年経過をし、デマンド

型の運行も一定経過をしてきたと。デマンドの導入をする前に交通の実態調

査というのを行っておりますので、それから年数も経過してきているという

こともありますので、少し今はデマンドに関する議論が公共交通会議でもや

っぱり中心になってきてはいるんですけれども、デマンドの利用者以外の方

の声を聞くということは今後実施していくべきかなあというふうに考えてお

りますので、これも今後の研究ということでよろしくお願いいたしたいと思

います。 

◎委員（宮川 隆君） 研究していただければありがたいなあと思うんです

けれども、特に実態の調査という部分も補助対象、財政的な支援の対象にな

りますので、そういうようなものを上手に利用しながら今の地域のニーズを

探っていただくということをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 確かに調査のほうも財政的な支援を

いただけるということはありますけれども、それは地域公共交通の交通網の

形成計画というものを今後岩倉市がつくっていくという前提があっての調査

が支援の対象になるので、交通網の形成計画をつくっていくかどうかという

ところをきちっと見定めなきゃいけないのかなあというふうに考えています。 
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◎委員（黒川 武君） 今、質疑をやられておりました地域公共交通会議委

員の報酬で、これは前年度と比べると、前年度は９人だったと思いますが、

29年度予算は11人ということで２人増員という形になっていますが、これは

どのような方を予定されてみえますかしら、お聞きいたします。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 地域公共交通会議につきましては、

委員の中に市の職員ですとか県の職員なども入っておりますので、報酬が発

生する方が９名ということでありました。それが29年度は11名ということで、

２名を増員させていただいております。 

 これは、今まで以上にやはり利用者ですとか市民の声を会議の中で反映さ

せていくべきかなあということで増員をさせていただいております。想定と

しましては、市民参加条例の規定にもございます市民委員登録制度から１名、

新たに団体さんのほうから１名選任をしていこうというふうに考えておりま

す。 

◎委員（黒川 武君） それは大変結構なことなんですが、団体さんという

のはどこの団体を想定してみえますか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 済みません、歯切れの悪かった答弁

で申しわけございません。 

 まだ先方にきちっと話をしていなかったので、最初のお答えではお答えし

ませんでしたけれども、やはりデマンドの利用が65歳以上の方というのが一

つの条件に入っておりますので、今の想定では老人クラブ連合会のほうに打

診をさせていただこうかなあというふうに思っております。 

◎委員（黒川 武君） 今のことはわかりました。 

 もう一つ、自治基本条例の審議会の委員も従前の９人から11名と２人増員

の予算計上になっておりますが、なぜふやすのかということと、どのような

方を想定されてみえるのか、お聞かせください。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 自治基本条例審議会につきましては、

平成28年度の４月から所掌事項に市民参加条例における検証ということが追

加をされました。実際、今年度は市民参加条例に基づいた事務を私どもは実

施しておるわけですけれども、29年３月末で現委員の任期が切れるというこ

とで、その任期の満了に合わせて２名増員をさせていただくということでご

ざいます。 

 ２名につきましては、現在、広報の３月号に載せさせていただいておりま

すけど、公募による１名と、先ほども公共交通会議のときにお話ししました

けれども、市民委員登録制度の中から１名を想定しております。 

◎委員（黒川 武君） それは理解いたしました。 
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 もう一点、予算書91ページの同じ事務管理費の中の役務費で郵送料が新た

に新規計上ではないかと思うんですが、その内容は何でしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） こちらの通信運搬費につきましては、

総合計画ですとかまち・ひと・しごと創生総合戦略の中に、目標指標として

市民意向調査であったり市民アンケートの結果を指標としているものがござ

います。今回、総合計画、中間見直しをさせていただいたということと、総

合戦略でそういった指標も使わせていただいたということで、今後、毎年度

市民向けのアンケートを実施して、総合計画なり総合戦略の進捗状況を図っ

ていくものに活用していくということで、市民アンケートの郵送料を計上さ

せていただいたということでございます。 

◎委員（黒川 武君） そのアンケートの対象者なんですけど、これは追跡

という形にすると同じ方にお願いしておいたほうがいいわけなんですが、そ

ういったアンケートの対象者の絞り込みというか抽出というのはどのような

考えでやられますか。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 推移を見守るという意味では同じ方

に継続してやるという考え方もあるとは思いますけれども、まずは基本とし

て無作為の抽出で、毎年回答する方は違うという中での経過を見守っていき

たいということで、市内に住所を有する18歳以上の方から2,000人を無作為

に抽出した方に実施をしていくつもりでおります。 

◎委員（黒川 武君） とりあえず、その成り行きを見させていただきたい

と思います。以上です。 

◎委員（塚本秋雄君） カレンダー作成委託料なんですけれども、去年１万

部、ことし8,000なのかな、世帯というのは３月１日現在で２万1,148という

数字が出ているんですけど、半分を切って予算を組み立てたと思いますけど、

28年度の実績はどうだったということと、費用対効果と評価からいって、僕

は発行してみんなに持ってもらうのはオーケーなんだけど、ちょっと取り組

みが弱いというか、これが幾つになってきたらやる、やらないかという、そ

ういう考え方をちょっとお聞きしたいです。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） カレンダーについては、ここ数年

は１万部印刷を毎年しております。最終的な配付部数の推移も8,000部前後

を推移しております。 

 基本的に、12月に一月間集中的にスーパー等で配付をして、残った分につ

いては１月以降、転入者の方にあわせてお配りをするという形で配付をして

おります。この配付は、10月とか11月、その年もあと一月とか二月とかとい

うところまでずうっと配って毎年8,000ぐらいの数ということで、2,000ぐら
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い余るかなあという形で推移していますので、8,000あれば十分であろうと

いうことで、今回１万から8,000という形にしました。 

 配付については広報で周知をして、またことしもできましたよということ

で、また見た目ですね、写真だったり絵だったり、そういったものも変わり

ますので、楽しみにしていただいている方も一定お見えになりますので、引

き続き続けていきたいと思います。 

 ホームページも新しくなりまして、いろいろ絵的に目立つものも配置でき

ますので、ことしも早速新しくなったホームページでカレンダーの表紙を載

せてアピールをしてきましたので、カレンダーのアピールは引き続き続けて、

できるだけたくさんの方に使っていただきたいというふうに思っております。 

◎委員（塚本秋雄君） カレンダーの作成については両方の意見が過去にも

あったと思いますけど、価値を持たせて、もらっていただくような企画を検

討していただくとよろしいかなあと思っています。要望です。 

◎委員（堀  巌君） さっきの友好交流事業なんですけど、来てもらうと

いうことで婚活イベントを岩倉でやるということはさっき話がありましたが、

以前にもマンネリ化みたいな話で、例えば名水マラソンが再来月５月に開催

されますけれども、こちらから出向くイベントについても、何か真新しい、

こんなことが考えられているというのが何かあれば御紹介いただきたいと思

います。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 交流事業につきましては、新年度に

向けてですけれども、シャトルバスの運行、これまで秋の紅葉まつりの時期

に合わせて３台借り上げて運行しておりましたけれども、今年度はバスの借

り上げ料、金額を少し増額させていただいて、４台とさせていただいていま

す。そのうち２台を初夏というんですかね、６月に、大野市になりまして、

大野市はやっぱりいろんな見どころがあるというふうに考えておりまして、

これまで運行したことのなかった六呂師高原というハイキングができるよう

な、冬であればスキーも楽しめるような場所なんですけれども、そちらに２

台を運行してやってみようというふうに考えております。これについては、

時期がちょっと早目なので早々に準備を進めたいと思いますけれども、委員

おっしゃられる名水マラソンも一つ魅力的な催しであると思っています。 

 そうしたこともありまして、４月１日号の広報では、助成金のお知らせと

あわせて、大野市のイベントの案内ということで名水マラソンを少し取り上

げさせていただいて、少しでも多くの岩倉市民の方も大野市の行事に参加で

きたらいいなあというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 広報広聴費の関係でお聞かせください。 
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 ホームページのリニューアルが行われました。そのことに対しての市民の

反応だとか、あと市民だけじゃなしに広く何か反応で返ってきているのかど

うか、こういった点についてつかんでいることがありましたらお聞かせいた

だきたいと思います。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） ホームページは12月にリニューア

ルを行いまして、利用者の方からの反応については、きちんとしたアンケー

トという形ではまだとっていませんので、数字的なものは少ないんですけれ

ども、各ページの下のほうに、このページが役立ったか、役に立たなかった

というのを簡単にぽちっと押せるところがあるんですけれども、そういった

簡易評価ではプラスの評価をいただいているページが幾つかありましたので、

おおむねいい評価を得られているのではないかなあというふうに考えており

ます。 

 また、口頭で、よくなった、見やすくなったという意見は、数点、直接私

が聞いております。逆に、以前のに比べて見にくくなったとか、前のほうが

よかったというような意見は、私たちとしては聞いていません。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） そうですね。私たちも見ますけど、非常にわかりや

すくなったなあというふうに思っているところです。 

 アンケートとかはとっていないということでありますけど、やはり効果を

確かめるといいますか、そういった点での何らかのものが必要ではないかな

あと思っていまして、ネット上のアンケートなんかは非常に回答もいいとい

うことも聞いておりますけど、そういうようなことは考えていないのかどう

か。 

 また、特に私たちが気になるのは議会のところなんですけど、そういった

ところについての意見とか、何か聞いているものがありましたら御紹介いた

だきたいと思います。 

◎協働推進課統括主査（宇佐見信仁君） 広報紙のリニューアルのときも少

したってからアンケートを行いましたので、ホームページも何らかの形でア

ンケートはこちらとしてもとろうというふうには考えております。ページで

簡単にアンケートフォームみたいなものも今はつくれるような機能のあるシ

ステムを入れましたので、そういったものも活用して集計をとっていきたい

というふうに思っております。 

 議会のページについては、特段、今のところ意見としては、具体的にはお

伺いをしたことがありませんので。 

◎委員（大野慎治君） 予算書の94、95ページの財政管理費の事務管理費、

公会計支援システム導入等業務委託料についてお聞かせください。 
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 昨年度、固定資産台帳の整備支援の業務委託があって、それと今回の公会

計支援システムの導入はリンクしているのか、していないのか、お聞かせく

ださい。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 新地方公会計の導入ということで、今年

度は固定資産台帳の整備を委託して、おおむね今岩倉市が持っている資産に

ついて取りまとめがされて、固定資産台帳の整備ということででき上がって

きます。 

 これが、今度、平成29年度ということになりますと、公会計のシステム導

入等業務ということで予算を組ませていただいております。財務４表という

のを新地方公会計制度では統一したモデルで、これは今でも財務４表につい

ては作成はしておるんですけれども、全国的に見るといろんなモデル、例え

ば今までうちですと、改訂モデルといって、決算統計の数字を組み合わせて

公表をしていたというところがあります。一部では、基準モデルといって、

こういう固定資産台帳の整備を前提として、それを取り入れて財務４表をつ

くっていくというような方式、それから東京の方式だとか、さまざまな方式

がありました。今回の新地方公会計の導入というのは、もう全国的に統一し

たモデルで作成していくと、それが29年度中に作成していくというところで

ございます。 

 統一したモデルを作成するに当たっては、固定資産台帳の整備というのが

必須となっておりますので、28年度にまずは固定資産台帳の整備を先に実施

したものでございます。 

◎委員（大野慎治君） よくわかりました、ありがとうございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目４企画

費から目６財政管理費までの質疑を終結いたします。 

 お諮りします。ここで休憩したいと思いますけど、いいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ、25分まで休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目７財産管理費から目11公平委員

会費までの質疑を許します。 

 予算書は94ページから104ページまでです。 

 質疑を許します。 
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◎委員（大野慎治君） 済みません、先ほどは失礼いたしました。 

 予算書94、95ページの財産管理費の事務管理費のうちの市有地雑草草刈等

委託料についてお聞かせください。 

 昨年度も質問させていただきました。耕起作業として、田んぼが７カ所、

畑が５カ所となっております。特に田んぼのほうは、昨年度は5,000円が２

カ所、6,600円が５カ所となっておりましたが、ことしは１カ所当たり7,321

円となっております。これが上がった理由、そしてまた畑が昨年度は６カ所

でしたが、ことし５カ所になった理由をお聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 単価の見積もりの仕方ということでございま

すが、こちらについてはＪＡあいちさん、愛知北さんに毎年お願いをしてい

るというところで、見積もりをいただいておりまして、そちらの見積もりの

結果がこの積算の単価だったということでございます。 

 あと、１カ所減ったことにつきましては、野寄町の宮前９番というところ

が萩原多気線の用地買収に当たって代替地として提供していたということで、

１カ所減らしているものでございます。 

◎委員（大野慎治君） 野寄町の土地が中心となった12カ所だと思いますが、

この活用計画はできたのか、できていないのか、お聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらの野寄の関係でございますが、今も13

筆ございます。 

 先ほどの御質問にもございましたが、田んぼ、畑については、耕起作業で

すとかレンゲの種まきというような形で、地力の回復というようなことを現

在は続けているということでございます。具体的な計画というところではご

ざいませんが、畑については、名古屋江南線の今拡幅が始まっておりますが、

それに伴って総合体育文化センターに植えられていました樹木の移転先とし

て一部利用しているということですとか、友好都市であります大野市から寄

贈を受けましたハナモモの苗を植樹し、公共施設等に移植できるようになる

まで育成をしているということでございます。 

 また、野寄町寺浦26という土地ですとか、あと野寄町高島10番地１という

土地につきましては、都市計画法に基づく開発行為等の許可に関する条例が

制定されて、これに基づく指定地域に含まれるということから、市街化調整

区域ではあるものの、一定の条件を満たせば住宅等の建築が可能になったと

いう状況の変化もございますので、改めて活用方法を見直す必要があるとい

うふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 地力の活力は、当初、購入時は３年ほどでできると

いうことでございましたが、できていないということは、活用方法が考えら
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れないということでできていないということになっているだけで、地力はほ

ぼ回復しつつあるというので、答弁がちょっと違うかなあとは思いますが、

次の質問に移ります。 

 予算書の98、99の公用車購入事業についてお聞かせください。予算積算内

訳では14ページであります。 

 ライトバンを１台173万5,000円ぐらいで購入いたしますが、これは何の車

の入れかえなのか、新たに購入するのか、どちらなんでしょうか、お聞かせ

ください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、現在持っておりますカロ

ーラバンの８号車、こちらは平成６年度に購入しておりまして、22年経過し

ているということで、走行距離も12万8,000キロということでございます。

こちらの代替としてライトバンを購入するということでございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） じゃあ、次に行きます。94ページです。 

 事務管理費の中で木津用水使用料があります。市役所の庁舎と農業用水と

いうのがちょっとどうしても結びつかないんですけれども、この関係性をち

ょっと教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 木津用水賦課金につきましては、先ほどの質

問にもございました野寄町、川井町の田んぼの７筆ですね、こちらと、あと

東町白山に２筆ございまして、こちらに対して賦課がされるということでご

ざいますのでよろしくお願いします。 

◎委員（櫻井伸賢君） それじゃあ、次、97ページになります。 

 庁舎施設管理費の中で建物保険料というのが、保険料、12の中で、真ん中

ら辺にあるんですけれども、これはどこの建物がまず保険の対象になってい

るのかお聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらの保険料につきましては、庁舎を初め

として、市有物件災害共済会に加入している公共施設全部のものでございま

すのでよろしくお願いします。 

◎委員（櫻井伸賢君） それでは、ちょっと確認で聞くんですけれども、満

期返戻金のない契約ということで考えてよろしいでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、保険料も低い額で抑えて

いただいているということもございまして、満期返戻金というのはないとい

うことでございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） それでは、次へ行きます。 

 99ページ、先ほど出ました公用車の購入事業で、ライトバンを買いかえる

よということでしたんですけれども、ライトバンの車検はいつでしょうか、
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教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、平成29年６月22日が車検

満了日でございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） それでは、買いかえは普通のガソリン車でしょうか、

電気自動車等を考えてみえますでしょうか、対象の車種がありましたら教え

てください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについてはガソリン車で考えておりま

して、見積もりをとったのはプロボックスという車種でございます。 

◎委員（櫻井伸賢君） ２の１の９交通安全防犯推進費のほうへ移ります。

105ページのほうになります。 

 多分これは皆さん御承知なのか、私だけ知らないのかなあというふうに思

うんですけど、上のほう、19番負担金補助及び交付金のほうで、サクランド

共用部分で放置自転車対策という形になっていますけど、具体的にサクラン

ドの共有部分を使って放置自転車はどういう事業になるでしょうか、教えて

ください。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） サクランド岩倉内にございます岩倉

市岩倉駅自転車駐輪場がございますが、その負担金になります。 

◎委員（櫻井伸賢君） 最後です。 

 その下にあります自転車駐輪場の防犯カメラですけれども、毎年継続して

順次つけていっているよというのはイメージでわかりましたけれども、本年

度は繰入金というのが特定財源でありましたけれども、本年はありません。

何か理由があればということで教えてください。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 再開をいたします。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 今の自動車駐車場防犯カメラ設置事業で

ございますが、28年度は繰入金として50万円計上しております。これはふる

さと基金の繰り入れをここの事業に充てたということで、29年度はございま

せんのでよろしくお願いします。 

◎委員（櫻井伸賢君） 以上です。ありがとうございました。 

◎委員（鈴木麻住君） 97ページの13番委託料についてお聞きします。 

 庁舎設備維持管理業務委託料がございます。これも4,600万ほど計上され

ているんですけれども、毎月大体380万ぐらいが12カ月積み上がって4,600万

ということなんですけれども、この委託業務はどういう内容のものを委託さ

れているのか、どういう積み上げでこの金額になっているのかお聞かせくだ
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さい。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらにつきましては、庁舎内の設備関係の

維持管理業務全般ということでございます。 

 具体的には、空調関係ですとか電気設備関係、消防設備関係といった保守

の業務というか、日常の運転業務ですね、そういったことをお願いしている

ということでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 例えば、空調はどこに委託しているとか、細かいこ

とは何かあるんですかね。わかればあれですけど、わからなければまた後で

教えていただければ結構ですけど。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 今、私が申し上げたことは、全てこちらの今

回の委託料でもってやっているということでございますので、個別にそれぞ

れが別個の契約をしているというわけではございませんので、よろしくお願

いします。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、どこか１カ所にまとめて委託をして

いるという考え方ですよね。 

 その委託というのは、どういう形で。この庁舎は築15年ぐらいですか、そ

の間に、例えば毎年毎年委託契約を随意で結ぶのか、ほかのところと見積も

りをとって更改していくのか、その辺はどうでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらについては、３年間の長期継続契約と

いうことでございます。現在の契約につきましては、28年５月１日から31年

４月30日までということでございまして、業者の選定に当たっては指名競争

入札を行っているということでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 今までに、過去に、その委託業務をされているとこ

ろがかわった経緯ってありますか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） これまではかわっていることはなくて、ずう

っと同じ会社でございます。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、私も94、95の庁舎施設管理費の関係でお聞

かせいただきたいと思います。 

 駐車場の混雑の問題が大きな問題で、昨年度議論したところだというふう

に思います。それで、今回、申告の時期も過ぎたわけでありますが、駐車場

の混雑状況というのはどういう推移をしているのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 駐車場につきましては、ちょうど１年前です

か、議論いただいたように、１日に２回、11時ごろと３時半から４時ごろで

すね、ナンバーのチェックをして、それでその２回、ずうっととめているよ
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うな車に対しては張り紙をするというような取り組みは当然続けております。 

 混雑状況ということでございますが、申告の時期は確かに混んでおりまし

て、税務課の職員を中心に、結構毎日のように駐車整理に当たっていたとい

うことでございます。その期間を除いた場合は、常にということではござい

ませんが、たびたび行政課の職員が交通整理に当たるということは行ってお

ります。ちょっと数は申し上げられませんが、おとついも駐車場のほうに出

て整理を行っております。 

◎委員（木村冬樹君） 申告のときは、私たちも、多分議員も見ているとこ

ろで、相当並んでいる時間帯があったというふうには感じているところです。

税務課の職員の方々は本当に大変だったというふうに思うわけですけど、こ

の議論の中でいろいろ対策をとろうということであったというふうに思いま

す。例えば会議を分散させるだとか、そういう対策というものは試みられて

いるのかなあというところについて、どのような状況でしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 会議につきましては、一部、例えば夜でござ

いましたら職員講演会だとか、そういったことで生涯学習センター等を利用

する場合もありますが、庁舎で使えるということであれば基本的には庁舎で

行っているということでございます。 

◎委員（桝谷規子君） ７階で会議があるところを、確定申告の11日間はや

はり調整をして、事前にその11日間の中でどの会議があって、この会議なら

体育文化センターでもいいんじゃないか、生涯学習センターや、または消防

署でもいいんじゃないかみたいな、そういった調整はやはり必要なんじゃな

いかと思うんですが、特に11日間に限っての対策というのをやはり要望する

ものですが、どうでしょうか。 

◎総務部長（山田日出雄君） 済みません、行政課のほうでは把握し切れて

いない部分があるということで少しお話をさせてもらいますけれども、こと

しの２月20日の週ぐらいで、もう結構福祉の関係で生涯学習センターとかふ

れあいセンターといったものは活用させてもらってもいます。 

 例えば、２月20日に人権研修を行いましたけれども、それは生涯学習セン

ター、あと23日の全民協ですね、民生委員さんの会議ですが、こちらについ

てはふれあいセンター、あとは少し戻りますけれども、21日に健康づくりの

推進協議会がございましたが、これも生涯学習センターで行っております。

あとは、高齢者保健福祉計画の推進委員会ですが、こちらも生涯学習センタ

ーで行っておると。また、地域福祉計画の地区懇談会、これは土曜日だから

いいですね。 

 そうした形で、一定、各課、当然部長会等で担当の市民部長のほうから確
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定申告の時期になるといったところは年明けぐらいから話があって、会場を

移せるものは移すように、そうした形での努力はさせていただいております

のでよろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） そういう対応がとられているということで、行政課

のほうで１日２回のチェックが続けられているということなんですけど、要

するにいわゆる市役所が利用目的じゃないような駐車というのは、依然とし

て同じような状況なのかどうか、そういった点についてはどういう実態にな

っていますでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 先ほど、張り紙を続けているという話をさせ

ていただいています。張り紙ももう１年半近くになっているということで、

ちょっと具体的な数字ではないんですが、以前よりは明らかに減っているの

かなあというふうには思っています。 

◎委員（木村冬樹君） そうしますと、やはり駐車場の絶対数が足らないと

いうことになってくるんじゃないかなあというふうに思うんですね。その辺

での何か対策というのがとれないのかなあというふうに思うんですけど、例

えば申告の時期に何か対応するなんてこともやっぱり必要じゃないかなあと

いうふうに思うんですけど、そういう検討はいかがなものでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎行政課長（中村定秋君） なかなか臨時的にお借りするというのも、現実

的には難しいのではないかなあというふうに考えます。 

 今、駐車場がある、庁舎建設時に必要な分で計算して確保した駐車場の範

囲内の話でしたら市民の方にも理解いただけると思うんですけれども、それ

を超えたところで、例えば有料駐車場を借りるとかそういったことをして、

例えば中には自転車を使って見えている方も見えますし、中には公共交通機

関で見えている方も見えると思うんですね。そういったところで、そこまで

して駐車場を一時的に拡張するべきなのかというところも、ちょっと私も整

理ができていませんので、現時点では考えていないということでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。またこの点については議論をしてい

きたいなあというふうに思います。 

 次の点です。本庁公用車管理事業の関係でお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ドライブレコーダーがつけられているということであります。なかなか公

用車に乗ったときの会話なども録音されたりというふうに聞いておりますの
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で、いろいろ管理についてはしっかりしていただきたいなあというふうに思

っていますが、このドライブレコーダーの映像だとか音声だとか、こういっ

たところというのはどのような管理になっているんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） ドライブレコーダーにつきましては、平成26

年１月でしたかね、事故が起きたということをきっかけにして、市全体の安

全対策を進めるという観点で、全ての公用車についているというものでござ

います。 

 こちらのドライブレコーダーを設置する際に、ドライブレコーダーの管理

に関する要綱というものを定めております。その中で、ドライブレコーダー

の中に保存されておりますデータについては、交通安全教育に資するような

場合ですとか、あと交通事故の原因究明に関すること、そういった場合に限

って中を見ることができるというような規定にしておりますので、厳格に管

理をさせていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。またその辺の要綱等も、議会として

もチェックしたいなあというふうに思います。 

 次に、先ほど櫻井委員が聞いたところの、105ページの自転車駐車場防犯

カメラ設置事業についてお聞かせください。 

 自転車駐車場の防犯カメラというのが設置されていっているというふうに

思っております。それで、この間の防犯としての効果がどうなのかという点

だとか、あるいは万が一犯罪が発生した場合にカメラの運用はどうなってい

るのか、こういった点で何か今の実態についてありましたらお聞かせいただ

きたいと思います。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 防犯カメラの設置による効果でござ

いますが、駐輪場の主に自転車盗対策を目的に設置をしております。市全体

の自転車盗の件数は減少傾向にありますので、一概に駐輪場の件数と比較し

て減った、ふえたということは言えない部分もございますが、おおむね設置

前の自転車等盗難件数と比べて、設置によって半数程度に減少しておると考

えております。 

 また、その活用ですが、自転車盗以外にも自転車駐車場内における痴漢や

盗撮などの犯罪抑止にも利用がされておりますが、実際に警察のほうから捜

査照会によって依頼があった場合にのみ開示をするような運用となっており

ます。 

◎委員（木村冬樹君） 実態としてはないんですか。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 実態は年間数件ございます。 

◎委員（木村冬樹君） ということは、警察のほうからそういうのがあった
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場合に、そのデータを警察のほうに渡しているということだと思うんですけ

ど、そういった場合というのは、その先の運用というのは、もう市から離れ

てしまってということになってしまうものなんでしょうか。 

 要するに、渡したらいついつに返ってくるみたいなことで、そのデータが

どうやって使われたかということなどは市には報告があるのかどうか、そう

いった点についてお聞かせください。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 刑事訴訟法に基づくデータの提供に

よりますので、警察による犯罪捜査のみによって利用がされておると考えて

おりますので、その後の回収等は行っておりません。警察から返却等を受け

ているわけではございません。 

◎委員（堀  巌君） 公用車購入事業で、プロボックスというふうに聞い

たわけですけれども、環境に優しいいわゆる電気自動車、ハイブリッド、一

時期防災に役立つと言って買ったあの流れというのは、もう終わりなんでし

ょうか。 

 市の方針として、買いかえについてはそういうふうにしていくというよう

なことが、環境にも優しいし、前の市長の話だとそういうふうに実験でいろ

いろやっていくんだという、そういう積極的な意向があったんですけど、そ

ういう考え方はもう消えたということなんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 公用車の買いかえにつきましては、私どもの

中で公用車の買いかえの更新の計画を持っておりまして、その計画に基づい

て買いかえを進めておるということでございます。 

 ずうっと電気自動車ですとかプラグインハイブリッドということでもなく

て、今回はカローラバンのほうの代替ということであったものですから、同

タイプのプロボックスを考えているということでございます。 

 なお、地下の電気充電設備のほうも無限大につけられるということでもな

いもんですから、そこの電気の容量も勘案して、計画的に環境に配慮した車

も含めて買いかえをしていくということでございます。 

 ごめんなさい、軽自動車については、今の買いかえの更新計画の中でも基

本的には電気自動車を進めていくということでございます。 

◎委員（堀  巌君） 計画がいつできたかちょっとわかりませんけれども、

少なくとも災害対応だということで、いろいろ実験的にという考え方もあっ

たわけですけれども、それはその計画の中には生かされていないということ

でいいんでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） プラグインハイブリッドにつきましては、平

成27年度でしたかね、購入した際にも答弁というか実際に御説明させていた



５０ 

だいたように、防災訓練において避難所等での給電の実験を行っているとい

うような活動をしておるということで、プラグインハイブリッドについて、

その計画で計画的に購入することがなくなったということではございません

ので、今後、必要に応じて計画的に購入を進めていきたいと。プラグインハ

イブリッドだけじゃないですけどね、市全体の公用車のことを考えて計画的

に進めていきたいと考えております。 

◎委員（堀  巌君） ちょっとくどくなりますけれども、よくわかりませ

ん。 

 プラグインハイブリッドを買ったときは、防災訓練に役立てるために買っ

たわけではないですよね。実際に災害が起きたときに、何か役に立てるかも

しれないということの検証のために取り組んだわけではないですか。それを

どう評価して、もうやめたのか、それとも今後も、今回はプロボックスだけ

れども、また機会があるときにそういうのを買って、実際の災害に役立てる

ような方向性を持っているのかどうなのか、そういうことを聞きたかったん

です。 

◎行政課長（中村定秋君） もともとプラグインハイブリッドを購入したと

きも、通常のハイブリッドプラスアルファ、60万か70万だったと思うんです

けれども、それならばより災害のときに役に立つであろうプラグインに変更

したと、それで補正を出したというふうに私は理解していますし、今の公用

車の配備計画の中で、公用車でどれだけの電力を賄おうかという、別にそう

いう計画があるわけではございません。なので、例のプラグインハイブリッ

ドについては、やはりガソリンで発電もできる、そういったところで災害に

より役に立つであろうということで購入したものでございますので、当然災

害時には活躍をしていくことになるというふうに考えています。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、公用車でこれだけの電気を確保しよ

うという、そういうものは今はございませんので、先ほどグループ長が申し

上げたような、軽自動車は基本的には電気というのが、現在はそこまでとい

うことになります。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。多分、評価としてはこれでもう終わ

りだということだというふうに解釈をして、この質問を終わりたいというふ

うに思います。 

 次に、防犯カメラのところなんですけれども、さっき全体では微減で、駐

輪場については半分ぐらい減ったという、そういう答弁だったと思うんです

けれども、以前同じような質問をちょっとしたことがあったときに、やはり

防犯カメラについてのところは効果があったけど、市全体でいうとそんなに
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は減っていないというような答弁で、一緒かもしれませんけど、要は外へ逃

げている、アパートの駐輪場であるとかそっちに逃げているというふうに答

弁を聞いた記憶があるんです。 

 そうなると、どのぐらい減っているのかというのはちょっと数字的にまだ

聞いていないのでわからないんですけれども、全体的に防犯カメラの効果が、

その地域ではあったけれども、市全体ではないというところを見ると、市と

してはどういうように考えているのかをお聞かせください。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 犯罪の発生件数、27年中と28年中を

比べたところですと、犯罪の発生件数自体は、28年中は刑法犯全体で470件、

前年比で57件の減少。その中で、特に市内で発生した自転車盗につきまして

は10件減の113件となっております。件数自体は、若干防犯カメラの効果も

あるとは考えているんですが、減少傾向にあります。 

 発生自体は、委員言われるように、駐輪場ばかりで発生しているわけでは

なく、市内のマンションあるいは一戸建て住宅の庭先から被害に遭う自転車

も多数あると聞いておりますので、交番・警察等と連携をして、特に駅周辺

の区に対して周知をして、被害の発生抑止に努めているところでございます。 

◎委員（堀  巌君） 27と28の比較はマイナス10だったかもしれませんが、

防犯カメラをずうっと経年的につけてきて、年度の経年変化は見ていると思

うんですよね。それで、本当に防犯カメラの、さっき言ったように、市全体

として効果があったかないのかというところの判断はどのように考えている

のかという、そういう質問なんです。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 堀委員の言われるとおり、今、駐輪場の防

犯カメラということで、犯罪がカメラがあるところ以外のところに流れるん

じゃないかと、全体の話でそういった流れかなあと思いますけれども、言わ

れるとおり、犯罪の発生件数自体は、本会議でもお話ししたとおり、10年前

と比べると約４割弱まで下がってきているというのは、確かに防犯パトロー

ルだとか人の目による効果によるものかなあというふうに思っております。 

 ただ、28年でいうと470件という件数になるんですけれども、これを見る

と、もう少し掘り下げてデータを見てみますと、江南署管内の、例えばお隣

の江南市につきましては、岩倉市は10％ぐらいの減なんですけれども、江南

市を見ると15％の減と、そんなような数字が出ています。というのは、堀委

員言われるように、犯罪というのは、要は強化をしているところから避けて
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違うところに流れるという性質があるのかなあということが言えると思いま

す。 

 ですから、今、人の目によるパトロールを強化して、皆さんに御尽力して

いただいておりますけれども、それに加えて、やはり防犯カメラというもの

を、ハード部分を使って効果的な配置をすることによって、より一層そうい

った市外への、要は岩倉は犯罪が起こしにくい市なんだよというＰＲも兼ね

て、そういった位置づけでやっていくといったことは非常に有効な手段では

ないのかなあというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） やっぱり防犯カメラが市長の新しいマニフェストに

もあって、設置していくという方向性になっているもんですから、ちょっと

いろいろ慎重に考えたほうがいいのかなあというふうに思っているもんです

から、もう少しお聞かせいただきたいと思いますけど、先ほど、例えば犯罪

が起きた、あるいは今、国会で共謀罪問題がいろいろ取り沙汰されているん

ですけど、要するに防犯カメラに映った映像というのが捜査当局によって自

由にされるみたいなことがあるといけないというふうに思うんですね、やは

り市が設置している以上。その辺の、捜査当局か、これは刑事訴訟法による

ということですから、訴訟があった場合にのみというふうになっているのか

なあというふうに思うんですけど、その辺がきちんとされているのかどうか

という点についてお聞かせください。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） これは刑事訴訟法のお話ということで、い

わゆる警察からの要望に従ってお出しするものです。今現在もお出ししてい

ますし、今後もマニフェストにあるような形で防犯カメラを設置していく形

になっても同じ形になるのかなあというふうに考えています。 

 ただ、今のところ、捜査情報ということで、なかなかじゃあどういった犯

罪でどういったものについて情報が必要なんですかというような問いかけと

いうのは、現在はしていない状況です。ただ、そういったものが可能かどう

かといったことも含めて、少し江南警察署と、それ以外の警察署からの照会

があるかもしれませんけれども、警察サイドと調整ができるのか、まずは可

能なのかということの検討をさせていただいて、じゃあデータが欲しいとい

う要望が出たら、どういったデータなんですかということを問いかけて、こ

ちらは、撮った画角についてはこちらがデータを持っているもんですから、

出し方というのももしかしたら工夫ができるかもしれませんので、そういっ

たことは協議の中で、恐らく信頼関係みたいなところもやっぱり大きな部分

になるのかなあと思いますけれども、そういったところも含めて検討してい

かないといけないという問題意識は持っております。 
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◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 先ほど言ったように、今、国会でも上程されようとしているような問題も

あるもんですから、要するに捜査当局の思惑でいろんなことができてしまう

ような世の中になってしまってはいけないというふうに思います。確実に犯

罪の防止という目的であれば私はいいというふうに思うんですけど、いろん

な市民運動なんかが映っていて、それがそれに利用されるというような形に

なってくると、非常に恐ろしい世の中になってくるんじゃないかなあという

ふうに思うわけで、そういった点で、ぜひ当局として警察との協議をちょっ

と重ねていただきたいなあというふうに要望していきます。以上です。 

◎委員（鈴木麻住君） 先ほどの庁舎の設備の維持管理計画で、もうちょっ

と聞きたかったことがあったんですけど、途中でとまったので、ちょっと追

加で質問させてください。 

 これは全協のときに、この庁舎の空調がきかないと、冷暖房がきかないと

いう話をさせてもらいまして、そのときのお話で、できた当初からききが悪

いんですよという衝撃的なお話を聞きまして、そのままずうっと維持管理を

されてきたと。今のお話で、維持管理はどこで契約しているんですかと聞い

たら、ずうっと15年間同じところで維持管理をされているということで、当

初からきかないような施設を維持管理ずうっとしながら、何も改善されてこ

なかったというのがちょっとまず驚きなんですね。 

 15年たっているということは、ある程度、もう一定、全協でもお話しさせ

てもらいましたが、設備の更新時期であるというふうに思うわけです。その

更新計画を、要するに維持管理をやっている業者はどのように報告されてい

るのか。 

 当然、庁舎としても、長寿命化だとかいろんな計画の中に、その設備を更

新していくということも想定に入れて検討していくべきだと思うんですね。

その辺は、今までの維持管理業務の中での報告だとか、そういうこともあわ

せて今後どういうふうに考えられるのか、この場でちょっと、全協のときで

は余りすっきりした回答はいただけなかったんですけど、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 庁舎の空調のききが悪いということで、全協

のときにも一定の説明をさせていただきました。その際も説明はしておりま

すが、何も改善をしてこなかったということではなくて、８階についても、

特に事務室というか北側が寒いという話がございましたので、吹き出し口を

設けたりといった改善をするような形で行ってきたということでございます。 

 庁舎の維持管理につきましては、毎年、実施計画のほうで、設備を中心と
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して計画的に更新をしていくというような形で進めております。今年度につ

いても、非常用発電機のほうの更新を行いましたので、確かに15年たって、

もうそういう時期に来ているもんですから、優先順位を持って計画的に取り

かえ等を行っていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） ですから、ずうっと空調がきかない状態で維持管理

をされてきたということ自体が、まずもってまずいんじゃないかなあ。一定

更新時期に来ているので、いつごろそれを更新するという計画を立てるべき

だと思うんですけれども、それはどうでしょうか。 

 要するに、容量不足というのか、機器の能力がないということがある程度

わかっているわけだから、吹き出し口をふやしたり何かしても、能力不足の

ものはもうカバーできないということがわかると思うんですけれども、その

辺が、だから維持管理している人たちであればある程度こうするべきだとい

うのが、更新時期だとかそういうものもわかるはずなので、そういう報告は

受けているはずだと僕は思うんですけど、もし受けていなかったら、それは

ちょっとまずいかなあと。 

 その辺で、どういうふうに今後進めていくのか、検討されているのか、ち

ょっと教えてください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 庁舎の維持管理をされている業者さんとは、

毎週、週報という形で、毎日の記録についての意見交換を受けたりですとか、

先ほど申し上げた実施計画の時期には、今後５年にわたって必要な設備修繕

のことについての御提案をいただいて、優先順位を決めてというような形で

計画的に更新をしているということでございます。 

 空調につきましても、確かに一部ききが悪い場所というのはございますが、

庁舎全体で考えれば、今、一定能力を果たしているのかなあというふうに思

いますので、全協のときにもお答えさせていただきましたが、そういうきき

が悪いところについては温度を調整するというような形で今対応していると

いうことでございます。空調全体を更新するとなると、本当に大変な額がか

かってまいりますので、今はそういうような形で、空調も含めた設備全体の

更新を今後５年間ということで計画的に行っているという状況でございます。 

◎委員（大野慎治君） 今の関連で、ほかの市町の市役所もいろんな会社さ

んでやっているので、情報交換しなきゃだめなんですね。うちはこの会社し

か知らないんだから、ずうっと。ほかの市役所さんは違う会社さんでやって

いたり、どこの会社さんとか、そういった情報交換をするという機会が多分

ないと思うんですね、きっと。そういうことだから、わからない。１社だけ

聞いているから、１社のことしか知らない。 
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 やっぱりいろんな会社さんの話を聞いたり、ほかの市役所の職員との情報

交換が必要だと思いますが、そういうことは行っているのか、行っていない

のか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 庁舎の管理について、横の他市とのつながり

があるかというと、ほとんどないということでございます。 

 庁舎は、庁舎ごとに仕組みも異なるものですから、なかなかそれも難しい

のかなあと思いつつも、ここ数年で、例えば小牧市さんですとか犬山市さん

といったところは新しい庁舎も建てられているということですので、率直に

今どういうふうに維持管理しているのというような形で聞いてみたいなあと

は思っています。 

◎委員（大野慎治君） 最終的に、市役所はもう15年たっていますが、30年

以上のやつは長寿命化計画なり修繕計画をつくっていくということになって

いますが、まず市役所ができていなくてほかの施設をできるかと、一般的に。

市役所の将来計画、長寿命化計画をつくっておかないと、何もできない。当

然なんですね、これ。まず隗より始めよで、市役所は絶対に必要な施設です

ので、そういったものはつくる気はないのかというのが大きな疑問なんです

が、その辺のところの考え方は総務部長に聞いたほうがいいのかな。 

◎総務部長（山田日出雄君） 当然その市の重要な施設でありますので、当

然再配置計画の中で長寿命化も検討をしていきますが、ただ市も、この庁舎

自体は今のお話で15年ですので、そうした中でいけば、対象としてどう捉え

ていくかということがやっぱりあると思うんですね。 

 ただ、空調が15年でというふうに言われますけれども、そういう意味では

一定の期間はたってきているだろうなあというふうには認識はしていますけ

れども、まだそういった更新をしていくようなところまで来ているというふ

うには考えておりません。 

 ですので、今後、メンテの会社、それはいろいろメンテの仕方、委託の仕

方はあるにしても、のほうと十分協議をしながら、毎回、実施計画では大き

なものも、空調ほどではありませんが、上げられてきて、その中で緊急度を

判断しながら実施計画に計上し、さらに予算計上というような形で来ていま

す。その中にもいずれは空調設備も入ってくるのかもしれませんけれども、

現段階でじゃあいつごろというようなところも、具体的なものまでは持って

いませんので、今後様子を見ながらというんですかね、話をしながら検討を

していくものだというふうに考えています。 

◎委員（堀  巌君） ちょっと気になった点で、さっきのドライブレコー

ダーのところで、交通安全教育のときにも開示するみたいな話があったんで
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すが、これってどういうことでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） それは、交通事故防止対策委員会というのが

ございます。部長職ですとか、あと安全運転管理者である課の課長が構成す

る組織でございますが、そちらの中で、例えば一旦停止をきちんと線路の手

前で行うですとか、方向指示器の出し方とか、そういった具体的な事故防止

につなげられるような運転をしているというようなことを確認して、勉強し

合うというような目的で使うということでございます。 

◎委員（堀  巌君） いや、そんなことを言い出したら、何でもかんでも

見えて聞かれてしまうということで、それは個人的には何か問題が直感的に

はあるような気がするんですけれども、ちょっとこれは意見が分かれるとこ

ろなので、意見として聞いてくださればと思います。 

 それから、さっきの防犯カメラのところなんですけれども、提供という言

葉のあり方で、さっき今後見直すと言いましたが、提供というのは原本をそ

のまま差し上げるものではなくて、もともと所有権というのはうちにあって、

提供というのは写しでも提供になると思うし、原本を上げたらやっぱり返し

てもらうということが必要だと思うんですけれども、その点の考え方をもう

一度。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 今現在は特に深い考えもなく原本を渡して

いたというところもあるかと思いますけれども、今後の方針として、防犯カ

メラを設置していく形になれば、そういった機会もかなりふえてくるという

ふうに思われますので、原本を持ちながら、例えばどの時間帯のどういった

データが欲しいんですかというような問いかけでもって、その内容に合致し

たものの写しをお渡しするといった形に今後はなっていくんだろうなあと、

まだ方針は決まっておりませんけれども、なっていくんだろうなあと思って

おります。 

◎委員（塚本秋雄君） ３点ほど聞かせていただきます。 

 財産管理費で、公共施設整備基金積立金、利子の積み立てだと思いますけ

れども、去年とことしは下がってきているんですけれども、この傾向は続く

かどうか。 

 私たちも普通の任意団体をやっているんですけれども、利子というのはか

なり下がっている感じを受けますけれども、去年とことしの会計報告をつく

ろうと思いますけど、そこら辺の利子の関係について、ほかの積立金の利子

もあると思いますけれども、現状の捉えている情報の中での報告をお願いい

たします。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 基金の利子ということでございます。 
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 市でも、公共施設の基金、財政調整基金、それから減債基金だとか、さま

ざまな基金があります。予算を上げる段階では、基金の利息については、28

年度までは0.5％で見ておりました。これは余り低くても足らなくなってし

まうので、毎回補正とか流用とかという話になってしまいます。ですけど、

今の資金の運用は会計課のほうがしていると思うんですけれども、会計課の

運用を見ていると0.5ではまだ少し余裕があるというところがありますので、

29年度予算からは、一律、予算計上のパーセンテージとしては0.3％で29年

度からは計上しております。それによって減っているということになってお

ります。 

◎委員（塚本秋雄君） 参考までに、それはそれとして、公共施設整備基金

積立金って、午前中の段階で、補正で１億積んだのかね。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） はい。 

◎委員（塚本秋雄君） そのお金も入った予算書の積立金になっているのか

どうか。時期の問題があるかと思いますけど。 

 ３月中に積み立てれば来年度の総額が変わってくるし、４月１日以降であ

れば３月末の金額の予算の積算根拠になると思う。そういうことです。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 29年度当初では、この予算をつくった段

階のときには、まだ少し１億円積み立てるというところの方針がなかったも

んですから、28年度末残高で補正予算を抜きにすると２億5,000という残高

を予定していたので、２億5,000に0.3％をかけたもので公共施設整備基金の

積立金については予算計上しておりました。 

 ですので、今回１億円、３月補正で積み立てを予定しておりますけれども、

その分はあくまでも29年度予算の段階では見ていないということになります。 

◎委員（塚本秋雄君） 私もそう思いますから、確認の意味で質問しました。 

 次の２つ目、会計管理費の中の指定金融機関収納窓口事務取扱手数料。 

 法的には、指定金融機関というのは、議会が議決項目に上げて議決すれば、

議会に諮らなあかんという制度があると聞いたことがありますけど、そうい

う制度になっているのかどうかということが一つと、指定金融機関取扱手数

料、かつてはゼロだったけど、その次に100万だったかのかな、上がって、

今はこの値段になってきていますけど、現在の金額に至った経過をお尋ねし

たいと思います。 

◎会計管理者兼会計課長（榊原惣一郎君） 指定金融機関の収納窓口事務の
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取扱手数料は、御承知のように、会計課の隣の三菱東京ＵＦＪ銀行の派出扱

いということに関する手数料で、指定金を定めて公金管理のパートナーとし

ていくということですけれど、非常に以前の状況ということについて、私ど

も、ちょっと経緯について、どのような推移をしたかについて、手元に資料

がございませんが、かつては銀行の支所扱いということがあったというふう

な覚えがございます。これが、要は公金取り扱いの事務を取り扱う職員を派

遣してもらって、それに対して事務取扱手数料を支払うという形に切りかわ

ってきたということであります。 

 また、指定金融機関制度というものの定めに、これは議決が必要であるの

かということにつきましては、申しわけございませんが、27年度から切りか

えて、おおむね５年をもってまた見直しをするという、そういう形で、現在、

三菱東京ＵＦＪでございますけれども、次期見直しの際にどういった根拠で

見直しをするのかということについては、ちょっとこの場で、条例上等にそ

ういった規定はないというふうに承知しておりますけれど。 

◎委員（塚本秋雄君） 片岡市長のときに指定金融機関の検討がされたとい

う私は記憶があります。 

 当初は手数料がゼロだったということぐらいはわかってみえるかどうかだ

けお尋ねします。 

◎会計管理者兼会計課長（榊原惣一郎君） 要は、銀行の支所が入っていた

という時代においては委託料の支払いはなかったということです。 

◎総務部長（山田日出雄君） 確かに以前は無料だったと思います。それが、

前の前の会計管理者ぐらいのときにたしか有料化になるという話があって、

それもなるべく引き延ばしてきていたんですけど、いよいよ有料になって、

それがだんだんこの値段になってきたという経過は聞いたことはありますの

で、なるべくそうした中でたしか一回見直しという話もしたんですが、結局、

今のところにまだ現段階では落ちついているという状況だと考えております

のでお願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） 変えてくださいとは言っていません。そういう経過

だけはやっぱり説明をしていただきたいなあと思っております。 

 じゃあ、せっかく総務部長がしゃべっていただきましたので、総務部長に

質問をします。 

 交通安全事業について、交通安全宣言をここの場で読んでくださいとは言

いませんが、交通安全宣言の言葉が時代的に合っていないんじゃないかなあ

と思いますから、部長がいる間に宣言を市民参加で検討できるかどうかの可

能性だけお尋ねしておきます。 
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◎総務部長（山田日出雄君） たしかこれは本会議か何かでも以前お話があ

って、私も見させてもらいました。確かにもう交通戦争とかそういう時代の、

昭和30年代の時代のものだなあというのは認識しておりますし、その際、片

岡市長も見直しは検討していきたいというお答えをさせてもらったと思いま

す。 

 少しどういう形で進めるかというのはわかりませんけれども、そうした問

題はあるということは認識しつつ、機会があれば、研究とかというんですか、

検討というんですか、市民参加のあり方も含めて考えていきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 

 予算書の104、105ページ、交通安全防犯推進費の放置自転車対策事業費の

中の委託料、自転車整理委託料についてお聞かせください。 

 岩倉駅周辺自転車駐車場の整備で計上されておりますが、もう前から問題

となっておりますが、サクランド岩倉北側の駐車場ですね、線路から東の駐

車場です。市役所近くの駐車場ですが、朝は整理員の方がいてきれいな状態

なんですが、ちょうど今ぐらいの時間から夜にかけて、自転車がかなり出さ

れて、もう追いつかない状況というか、道が塞がっている状況なんですね。 

 これの対策というのは、４時から６時ぐらいの間で、もうかなりひどい間

は整理員を置く考えはあるのかないのか、必要であると考えますが、当局の

見解をお聞かせください。 

◎危機管理課統括主査（早川高志君） 御指摘の自転車駐車場ですが、市と

しても、いわゆる歩道に自転車が取り出すときに出されて、通行に支障が出

ておるというのは認識をしておるところでございます。 

 具体的な対策としまして、御質問にありました委託料につきましては、シ

ルバー人材センターに委託をして朝の自転車整理をお願いしておるんですが、

従来行っておりました放置自転車保管所のパート職員による巡回のパトロー

ル、それからシルバー委託後のいわゆる日中の自転車整理の時間を、従来は

４時までの勤務だったものを来年度からは５時まで時間を少しずらして、特

に今御指摘のあった駐輪場の対策に当たりたいと予定をしておるところでご

ざいます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目７財産

管理費から目11公平委員会費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費、目12市民相談費から目19諸費まで

の質疑を許します。 

 予算書は104ページから114ページまでです。 
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 質疑を許します。 

◎委員（桝谷規子君） 目16になると思いますが、防災対策費のほうで、ち

ょっと予算書の中にはきちんと載っていなくて、積算内訳を持っていらっし

ゃる人は22ページの一番最後の医薬材料費についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 薬品でヨウ化カリウムが計上されておりますが、これは放射線のヨウ素剤

で、甲状腺の内部被曝の予防として備蓄してくださっているものだと思うん

ですが、今回の予算は、子どもたち、今まで少しずつ年齢幅を広げて備蓄し

てもらっているものですが、その年齢幅を広げるものなのか、使用期限が切

れるものでの買いかえのものなのか、その中身をお尋ねします。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 今回、ヨウ素剤のほうを購入いたします

が、これは平成25年度から20歳未満の市民に対して服用するものとして備蓄

をしているもので、29年度中に、このうち使用期限が切れるものがあります

ので、その分の買いかえということになります。 

◎委員（桝谷規子君） 確認させてください。 

 20歳未満の子どもたちというか、全部対象ということで備蓄されていると

いうことでいいんでしょうか。また、丸剤と粉末の内訳の対象となる人たち

についても教えてください。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 備蓄している丸剤のほうは１歳から19歳

未満の方を対象としておりまして、粉末のほうは乳児を対象としているもの

になります。 

◎委員（鈴木麻住君）  予算書の115ページ、行政区の運営費についてお尋

ねします。 

 ここに、報酬として区長及び区長代理者の報酬が980万ほど計上されてい

ます。区長１人が年間12万ちょっと、区長代理がその半分の６万ちょっとで

すね。 

 ちょうど今、各行政区が役員改選で新しい区長を選ぶということで、各行

政区が対応しているんですけれども、大変非常に苦労している行政区が最近

多いと。区長の選定もさることながら、役員自体がなかなか決まらないと。

それが、報酬が少ないというのもあるのかも。だけじゃないとは思うんです

ね。だけど、当然、いろんな今までの委員会の報酬なんかを見ると、１人１

日5,000円とか、最低ですね、そこからぐらいの基準額があるんですけど、

区長の仕事というのは非常に多いわけですね。月でもほとんど半数以上は区

の行政にかかわった仕事をしていると。 

 そこからすると、今、当然70歳とかそのぐらいまで、高齢になるまで働く
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方がもう非常に多い状況のもとで、この報酬でボランティア活動をしなさい

というのはなかなか皆さんやらないと。１回受けたら、もう２回目は懲り懲

りだというお話もよく聞いています。 

 いろんな募金集めだとか、非常にお金を扱う業務も多いということで、大

変苦労しているのが現状なんですけれども、この辺についてちょっと御意見

があればお聞かせ願いたいと思いますが、まず報酬は、これはずうっと、い

つからこの値段で決まっているのか、ちょっと教えてください。 

◎協働推進課統括主査（小﨑尚美君） 区役員さんの報酬について規定があ

るんですが、済みません、いつからか、ちょっと今すぐ申し上げられないん

ですが、委員さんがおっしゃったように、区の役員さん方の大変な御尽力を

いただいて区の活動というのが成り立っているのは重々承知しておりまして、

役員さんの担い手不足だったり、区の加入の世帯が減少していたりとか、そ

ういったお悩みを抱えていらっしゃることも担当課としては十分把握してい

るところでございます。 

 区役員さんの報酬について、一度、27年４月だったんですけれども、近隣

市町の状況等は確認させていただいておりまして、市によって本当に出し方

はまちまちでございます。例えば、世帯数に応じた数だったり、区長さんに

一括で報酬を60万ぐらい払って、それで運用している市だったり、いろいろ

ありますが、トータルで見たところ、岩倉市の区長さんに対する報酬12万

6,000円と区長代理者さんにお渡ししている６万3,400円というこの報酬の金

額が、決して低いものではないというふうには認識しております。 

 ただ、区長さんに御負担いただいているお仕事も勘案しまして、検討する

ところは必要なのかなあというふうにも考えておりますが、現在、区の加入

の促進のチラシだったり、区長さんに対して、区が大切であるとかそういっ

たことをお話しするような機会とか、あとチラシを作成して区の方の参加を

呼びかけたりとか、そういった方向で区長さんのお仕事の支援をさせていた

だきたいなあというふうに考えておりますので、すぐに報酬を上げるとか、

そういったことは現在の時点では考えておりませんのでよろしくお願いいた

します。 

◎委員（鈴木麻住君） 一番区の運営で大変なのは、さっき言った募金活動、

集金、これがほぼ毎月のようにあるということが、一度に済ませれば１回で

済むわけですよね。そうすると１回の募金金額がたくさんになるので集まら

ないということで、毎月のように振り分けて募金活動をしているというよう

な事情があるということも聞いています。 

 それと、例えば民生委員の改選とかとなると、その人選も区長さんに頼む
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と。そうすると、区長さんが一生懸命民生委員の人選までやらなきゃいけな

いということもありまして、最後のそういう民生委員になっていただける方

がいない場合、区長さんにあんたやりなさいということまで言われて、お受

けしている民生委員の方、区長さんが終わってから民生委員をやっていると

いう方も見えます。 

 だから、その辺をちょっと見直すことができないのかどうか、その辺だけ

お聞きします。 

◎総務部長（山田日出雄君） 先ほどグループ長がお話ししたとおり、特に

行政区の皆さんの活動というのは非常に大変だということは十分認識してい

ますし、来年から、うちも班長をやるわけですけれども、総会に来てくださ

いねと言われていましたが、当然私も仕事をしていますので、妻と助け合い

ながらやっていくことになるというふうには認識していますけれども。 

 あと、報酬に関していえば、じゃあどこら辺が適正なのか、あるいは幾ら

だったら受けていただけるのかと、そういう話というのは非常に難しい話で

すよね。安いと言うのは簡単ですけど、じゃあ幾らならいいんですかという

話はとても難しい話です。その中でいけば、27年度に近隣の市町の状況を調

べていろいろあるということがわかったということ。 

 あと、確かにこの報酬に関しては、随分長いこと多分変わっていないと思

います。そういった意味で、どういうふうな形で改正するのか、あるいは見

直すのかと、非常に難しい話なのかなあというふうには思います。 

 ただ、今回、協働推進課ということで、昨年度の組織機構改革で変えて、

いろいろやっぱり区の運営に関してはできるだけ支援をしていこうと、市民

活動支援センターも含めてですけれども、支援をしていこうと。そういう中

で、例えば、ちょっと利用率は余り上がっていませんけれども、会計システ

ムをつくってみたり、そういう簡略化できるというんですかね、系統立てで

きるところはできるだけ使っていただきながら、そうした部分での負担はこ

れからも軽減策支援には取り組んでいかなくちゃいけないだろうなあと思い

ます。 

 ただ、やっぱりなり手というのはなかなか非常に難しい話で、今、委員が

言われたように、結構60を過ぎてもまだお仕事をされている方がいらっしゃ

いますので、そうするとかつてのように、じゃあ定年になったから地元に帰

ってきてというようなところはなかなか難しいということだと思います。ど

この区でも、区長さん方とお会いすると、お顔を見かけると、まだまだ随分、

こう言ってはあれですけど、御高齢の方がやっていらっしゃる、あるいは代

がわりをするところもありますけれども、そういうところは我々もしても非
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常に難しいですけれども、そうしたお手伝いをすることで、なるべく区長さ

ん、あるいは区の役員さんをやっていただいて、そういうところから地域と

のつながりをつくっていただく、あるいは地域づくりをしていただくという

のがやっぱり一つ大切なところなのかなあと。 

 絶対必要な組織、役職であるというふうには認識していますので、そうし

たところを今後、協働という観点も含めながら、行政としては取り組んでい

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 民生委員さんのこともお話

が出まして、今、民生委員さんと児童委員さんを含めて市内に76人の方が見

えます。 

 それで、今言われましたように、なかなか民生委員さんもなり手がないと

いうところで、そんな中で民生委員法に基づいて民生委員さんを選ばれるん

ですけど、国のほうも少し民生委員さんの基準の緩和がされまして、今まで

継続の場合は75歳未満の方ということだったんですけど、少し地域によって

はなり手がないということで、75歳を超えても１回に限り延長ができるとい

う制度になりました。 

 それで岩倉市の実態は、今言われましたように、なり手がないところで、

昨年12月１日から改選があって、実際、一つの区では区長さんがなられたと

ころがあります。その前の３年前のところでも、幾つかのところでは努力を

していただいたんですけど見つからなくてということで、区長さんが引き受

けられたという実態はございます。今回は１人の方がということで、全国的

にやっぱりそういう民生委員さんのなり手というところは難しいところがご

ざいまして、そういう中で、国のほうも少し基準の緩和が今回されたという

状況でございます。 

◎委員（宮川 隆君）  予算書110ページの支援マップの関係でお聞きした

いと思います。 

 このマップというのは具体的に、例えばここに描かれている中央公園を中

心として、そこに誘導し、そこからまた散らばるといいましょうか、帰宅す

る、そういうような形のつくりになっているんでしょうか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 今回作成しますマップにつきましては、

現在つくっているマップにつきましては市内の地図ということで、市内のコ

ンビニだとかそういったところが載っている地図なんですけど、今度は岩倉

市を中心に近隣の市町村なんかも入れて、そこへの徒歩帰宅についても支援

するような形でつくっていきたいというふうに思っております。 

◎委員（宮川 隆君） 説明資料を見ますと、配置場所は市内の事業者で、
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例えばコンビニだとかガソリンスタンド、新聞店等、「等」の中に駅も入っ

ているんでしょうか。 

 要は、一番集中して人が集まるというのはやっぱり駅だと思うんですね。

そこがここでは含まれていないので、どうなのかお聞きしたいと思います。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 今回、ちょっと代表的なのを書かせてい

ただいたので、当然駅のほうにも部数的にはちょっと多目に配ろうというふ

うには思っております。 

◎委員（宮川 隆君） 先ほどの帰宅支援という部分なんですけれども、例

えば駅から中央公園、中央公園まで行くとステーションがあるから、そこで

一定の対応はできると思うんですけれども、駅から中央公園というのは地図

で見て誘導できるようなつくりになっているのか、それともどなたかが誘導

できるような形で対応するのか、どういうふうな対応を考えておみえでしょ

うか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 地図は当然広域なものになりますので、

中央公園に導くというような目的ではありません。 

 実際にそういった事態が起これば、職員をそこに配置して、一定誘導しよ

うというふうには考えております。 

◎委員（宮川 隆君）  じゃあ次に、やはり予算書110ページの、今度は移

動系の防災無線のことでお聞きしたいと思います。 

 携帯電話の基地局を利用するという記述になっているんですけれども、た

しかアンテナ１本で半径600メートルで30本、大体10本束なので300本ぐらい

が一気に通話できるようなものだと思います。それから、ＮＴＴさんが最近

やっているスーパーアンテナが3.2キロ半径だというふうに記憶しているん

ですけれども、これは経験上なんですけれども、例えば災害が発生した場合、

人が集中する場所で全く通話ができないんですね。何度かそういう経験をし

ているんですけれども、特別の回線でつなげられるような、そういうことに

なっているんでしょうか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） ＩＰ無線機についてなんですが、こちら

は確かにＮＴＴの携帯電話の基地局を使って通話をするというものなんです

が、通常の通話の音域といいますか、そこの部分ではなくて、メールだとか

そういうパケット通信をする、そこの部分を使って通話をしますので、そこ

の部分については、通常の音声通話をする場合だと通話規制って先ほど言っ

たようにかかるんですけど、そこはかかりづらいということになっておりま

すので、災害のときでもつながりやすい通信機器だというふうになっており

ます。 
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 実際に、熊本地震でもこういったＩＰ無線機というのは使われておりまし

て、そこでも効果を発揮しているというふうに聞いておりますので、今回導

入して、有効性については検証していきたいというふうに考えております。 

◎委員（宮川 隆君）  また110ページ、非常用電話の設置というのが書か

れているんですけれども、確認までなんですけれども、これは市の管理地で

あります駅の地下道にも５回線設置されているというのは御存じですか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） それは認識しておりませんでした。 

◎委員（櫻井伸賢君）  一番最後、19になります、諸費です。115ページに

なるんですけれども、過誤納金還付金です。 

 例えばこれが徴税費の中の過誤納金還付金であれば、源泉徴収されたもの

を確定申告した結果、還付になったよという還付申告の手続でお返しすると

いうのはイメージできるんですけれども、総務管理費の中における過誤納金

の還付金というのはどういうのをイメージすればよろしいんでしょうか、教

えてください。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 諸費についてなんですけれども、過誤納

金還付金ですけれども、一般会計で補助金等をもらって事業をするというと

ころがありますけれども、主に当該年度より前に交付された補助金を決算等

の確定で返す場合に、こちらの諸費のほうで返還しているというような予算

になっておりますのでお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 予算書114、115の協働推進費の委託料の市民活動支

援センター運営委託料についての質問をさせてください。 

 65歳の集いの委託料、昨年度と一緒の14万2,440円が計上されております

が、65歳の集いに僕も参加させていただいておりますが、ボランティア団体

の一員として。集まりが最近よくないと。もっと魅力のある公演者だったり、

一番最初のときは小室 等さんのコンサートもあったと思いますが、魅力の

あるようなものがないとやっぱり集まりが非常に悪いと思うんですが、場合

によっては、僕はもっと予算をしっかりつけて、しっかりとした公演者だっ

たり演者の方を呼んで魅力のあるものにしない限りは参加者が少ないままで

あると思いますが、今の参加状況はどのようになっているのか、参加割合か

参加人数か、わかれば教えてください。 

◎協働推進課統括主査（小﨑尚美君） 本年度開催させていただきました65

歳の集いですが、男性が40人、女性が32人、合わせて72人の方、そして参加

団体は20団体の市民活動団体の方に御参加いただいております。 

 65歳の集いも実行委員会をつくっていただいて、そこで内容等を協議して

いただいておりますし、委託先のローカルワイドウェブいわくら等が検討を
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されて、講師の方を呼ばれたり、いろんなアトラクション等を工夫されてお

りますので、参加がふえるように、また来年度もしっかりこちらのほうも支

援していきたいと思っております。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 防災対策費のところで２点ばかりお聞かせください。 

 新規事業としての特設公衆電話設置事業についてですが、各小学校に２基

設置するということでありますけど、電話回線の関係なんかで、どのあたり

に設置するという見込みなんかはどのようになっているんでしょうか。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 体育館の中になりますと、実際に避難生

活を送りますので、そこで通話すると避難生活に支障が出るということも考

えられますので、入り口の土間というんですかね、靴を脱ぐあたり、あの辺

に線のほうは出そうというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 その工事の費用というのは特に予算があるんですかね、ちょっとわからな

いんです、読み取れないんですけど。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 特設公衆電話は、電話のところから施設

までの引き込みについてはＮＴＴのほうでやっていただけます。市のほうと

しては、配線された後の線に電話をつなぐだけということになりますので、

今回、電話機だけの購入の予算を上げているということになります。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 もう一つですけど、昨年度あたりからですけど、地震が来たときに電気を

シャットアウトとする感震ブレーカーの設置に補助を出して進めてきていま

すけど、この設置状況というのは把握されていますでしょうか、状況を教え

てください。 

◎危機管理課主幹（秋田伸裕君） 感震ブレーカーの補助につきましては、

今年度から変えさせていただいたんですけど、今まで30件を超える申請が来

ております。ですので、一定周知活動についても、自主防災会の方に協力を

いただいて全戸に回覧するなどしましたので、その成果が出ているのかなあ

というふうには考えております。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項１総務管理費、目12市民

相談費から目19諸費までの質疑を終結いたします。 

 お諮りをいたします。審議の途中でございますけど、本日はこれをもって

散会したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認めます。そのように決しました。 

 次回は３月13日午前10時より再開をいたします。お疲れさまでした。 
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財務常任委員会（平成29年３月13日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、財務常任委員会２日目でございますけど、お願いいたしましたとこ

ろ、当局の皆さん、議員の皆さんの全員の出席をいただきましてありがとご

ざいます。３月10日に引き続きまして、財務常任委員会をただいまより開催

をさせていただきます。 

 当局から一言お願いします、部長さん。 

◎総務部長（山田日出雄君） 改めまして、おはようございます。 

 一昨日、11日の土曜日、五条川クリーンアップということで、議員の皆さ

んにおかれましても御参加いただきました。どうもありがとうございました。

また、11日は東日本大震災から６年目ということで、他市、市外でも追悼行

事というのが行われていましたけれども、私も少し行ってきましたが、やは

りまだまだこれからだというふうには思っております。 

 きょうは関係職員も出席させていただいておりますので、いろいろと御意

見、御審議等いただきまして、よろしくお願いいたします。失礼します。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 それでは、10日に引き続きまして財務常任委員会、ただいまより開催をさ

せていただきます。 

 平成29年度一般会計予算でございますが、続いて款２総務費、項２徴税費

の質疑を許します。 

 予算書は114ページから120ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（桝谷規子君） 確定申告の時期の11日間でしたか、本当にたくさん

の市民の方が見えて、この時期は税務課が一番大変な時期だと思うんですが、

御苦労さまでした。 

 この時期の駐車場問題というのが総務費のほうでも出たんですが、この相

談会場というのは、市役所７階以外での会場でやるということはやはり難し

いんでしょうか。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 確定申告時の駐車場の件ということで、

確定申告会場については、以前はふれあいセンターで実施していて、この庁

舎が建てかえをしてからは市の中心にあるというようなことから、この市役

所で実施をしております。 

 少し現在の状況を御説明させていただきますと、現在は市役所７階の大会

議室を確定申告相談会場として、委員会室の一部屋は税理士による無料相談
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会場というふうで開設しております。また、確定申告会場には、通常業務で

使用しているパソコンを配備して、所得状況や住民記録の情報が閲覧できる

ように住民情報系の回線を接続して対応しております。 

 また、状況によっては関係所属部署に内線電話で照会したり、場合によっ

てはその関係所属部署の職員が申告会場に来て、申告される方とお話をさせ

ていただくということもあります。 

 先ほどおっしゃられました申告会場をほかの施設でというところですけれ

ども、現在は市役所駐車場については混雑状況を見ながら税務課職員で行っ

ているところですが、仮に市役所以外で実施するということになると、駐車

場の台数が確保できて混雑状況の緩和が期待できる総合体育文化センターと

いうところが候補に上げられると思いますけれども、住民情報系の端末を利

用するための回線接続工事費ですとか、回線使用料、また電話開設に伴う費

用というのも発生しますし、約２週間という期間において確定申告のみで使

用することになりますので、土・日や夜間についてちょっと別の目的で使用

することが難しい状況になるというふうで考えています。 

 過去３年の総合体育文化センターの利用実績等を見ますと、さまざまな団

体が使用しておりまして、毎年２月中旬に開催される教室等もございますの

で、そういった団体の配慮ですとか調整も必要になるのかなあというふうに

考えておりますので、現時点では市役所を会場とするのが妥当というふうに

考えております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 私も申告の関係で、賦課費の関係でお聞かせいただ

きたいと思います。 

 マイナンバーの記入が、今回の確定申告、去年の分の確定申告から導入さ

れています。ただ、記載がなくても受け付けるということで、全国的にやら

れているということをお聞きしているところでありますが、このマイナンバ

ーのカードだとか番号を記入してこられるだとか、その場で持ってきて記入

するだとか、そういった状況というのはどうなんでしょうか。要するに、マ

イナンバーが必要だという認識が市民の中にきちんとされているのかどうか

というところは、税務課の受けとめとしてはどうなんでしょうか。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 今、委員が御意見いただいたように、マ

イナンバーの番号というのが、去年中の収入に対する確定申告から必要とな

りました。先月末まで確定申告が行われていましたけれども、その中の状況

を見ますと、比較的マイナンバーのカードですとか通知カードを初め、手元

に持ってみえる申告用紙にマイナンバーのカードを書かれている方もたくさ

ん見えましたので、国等の周知というものがある程度浸透しているのかなと
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いうふうには感じました。 

 今回については、マイナンバーが書いてなくても申告はできるというふう

で税務署から通知が来ておりますので、このたびの確定申告については、そ

のような旨を申告者の方にお伝えして、来年からは必要ですよというような

ことを伝えておりますので、来年以降はさらにマイナンバーの記入というの

が進んでいくのかなというふうに感じております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 またマイナンバーの後のところで、制度についてはお聞きしたいというふ

うに思います。 

 次に、徴収費のほうですけど、この間コンビニ収納だとかが広がってきて

いるというふうに思っています。それで、収納する方法がたくさんいろいろ

あったほうがいいんではないかということで、この間いろいろ提案もしてき

ているところでありますけど、新たな納付方法の検討というのは進んでいる

部分があるんでしょうか。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 新たな収納方法として、以前議員のほう

からもモバイルレジというものを提案いただきまして、市のほうでも検討さ

せていただいたんですけど、導入された近隣の状況を見ると、なかなかちょ

っと費用対効果の観点から今のところ導入には至っていないという状況です。 

 それ以外に、今は、近隣の自治体でクレジットカード収納を導入している

自治体がふえてきておりまして、岩倉市においても導入費用を含めた形で現

在検討している段階でございます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 特に若い方なんかは、手軽に税の収納とかができる方法というのはあると

便利だというふうに思いますので、ぜひ進めていってほしいなあというふう

に思います。もちろん費用対効果の問題がありますので、その辺も見ながら

広げるような努力をお願いしたいと思います。 

 それと、徴収費のほうの関係で、インターネット公売が予算として出てい

ますが、この間ずうっとこういう予算が組まれているんではないかなあとい

うふうに思うんですけど、このインターネット公売の状況といいますか、本

当にそういう公売がうまくいっているのかどうかというところを、少し説明

していただきたいというふうに思います。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） インターネット公売のほうは、平成27年

度から実施することができまして、平成27年度は２回公売をさせていただき

まして、合計16件の品物を出品して、落札されているということになります。 

 28年度も２件、軽自動車と三輪バイクのほうをインターネット公売にかけ
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させていただきまして、２件とも落札しているという状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 一定資産のある部分についてはそういう対応がされて、出品、落札がされ

ているという状況であるというふうに思います。 

 もう一点ですけど、広域滞納整理機構の問題については本会議でもお聞き

しました。ここに引き継ぎをする要件として、この間言われているのが50万

円以上の滞納があること、市内に居住していること、それから、所得の状況

から納めることができる状況があるんではないか、あるいはそれが不明な状

況ということだったというふうに思うんですけど、引き継ぎの事案について、

本会議でももう少し精査をするべきではないかというふうにお聞きをしたと

ころでありますが、担当課としてはその辺をどのように考えているのか。大

体100件ぐらい引き継ぎということで、これは何か目標みたいになっている

のかどうか、こういった点についても少しお聞かせいただきたいと思います。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 滞納整理機構の件なんですけれども、引

き継ぎ事案ということで、毎年100人ちょっとの方を滞納整理機構のほうに

送って、滞納整理事務をやっているという状況です。 

 件数と送る基準なんですけれども、今までと変わりはない状況でございま

して、今の時点で大体3,000人ぐらいの滞納者の方がいるんですけど、そこ

の中から各担当地区の担当者がリストアップして、100人以上の方からさら

に滞納整理機構の班長さんに案件を見ていただいて、毎年選定しているとい

う状況であります。 

◎税務課長（岡本康弘君） 少し補足でございますけれども、一応100件と

いうのがめどにはなっておりますけれども、この件数の設定自体は１人の担

当者が年間に対応する上限に近い考え方でございますので、これに合わせて

無理に送り込むという形ではございませんので、そこのところはよろしくお

願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） 多分、滞納整理機構から来た方だと思うんですが、

ちょうど日曜日に相談があって、どれぐらいでという条件を先ほど木村議員

がおっしゃったんですが、今までも何カ月分かたまっちゃって、でも滞納し

たことはなくて、一度に払っていたという方らしいんですけど、今回初めて

４期の市県民税の最終通告書という文書がオレンジ色の封筒で届いて、強制

執行の実績が写真入りで示されて、本当に悪質な滞納者扱いで脅迫状のよう

に読み取れたという、びっくりしたという市民の方がいらっしゃいました。 

 先ほどのどれぐらいの状況でということでは、50万以上の滞納があるとい

うことで、４期の市県民税といったら50万以上にもならないんじゃないかな
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あと思うんですが、これまでも少しずつ滞納はあっても何カ月分かまとめて

お金が、正規社員になかなかなれない方なので、やっと職が見つかると滞納

分を慌てて何カ月分か一度に払っていたという方らしいんですけど、やはり

最終通告書という形で強制執行の実績が写真入りで示されて、脅迫状のよう

に見えたというような方が実際に見えるので、滞納整理機構でそういうふう

に送られる前に、何とか穏便にというとおかしいけど、市の窓口のほうから

その前に勧告みたいなのができないのかなと思うんですが、いかがでしょう

か。 

◎税務課長（岡本康弘君） 今回、御相談があった方のところに届いた手紙

というのは、現年分の滞納のある方のところへお手紙で差し上げたものでご

ざいます。 

 税務課のほうでは、滞納が高額になってしまいますと本当にお支払いにな

るのも大変なので、現年の徴収のほうに力を入れておりまして、実際には地

方税法であるとか関係法令では、納期限を過ぎまして督促状が出て指定期限

までにお支払いがなければ、差し押さえを執行して取りなさいというような

規定になっておりますが、現実的にはそこまでの対応をしておりませんけれ

ども、高額事案になってきますとそういうことにも発展してまいりますので、

そこら辺のことまで含めてお知らせをして、早期の納付をお願いしている、

そういう状況のお手紙が届いた方だというふうに思っております。 

 滞納整理機構の引き継ぎのほうは、年度改まりまして５月ぐらいにお手紙

を発送する形になりますので、まだその方は滞納整理機構の対象ということ

ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） ということは、そのオレンジ色の封筒でということ

は、市の税務課からのお知らせなんですか。 

◎税務課長（岡本康弘君） はい、そのとおりでございます。 

◎委員（堀  巌君） 小牧税務推進協議会負担金であるとか、地方税電子

化協議会負担金という負担金があります。これはどういったもので、市にど

ういったメリットがあるんでしょうか。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 負担金の中の小牧税務推進協議会負担金

ですけれども、こちらについては、小牧税務署管内の５市２町と県税、国税

というところが連携して、税務行政の推進を図ることを目的として設けられ

た協議会になります。内容については、２月中旬から３月中旬にかけて実施

される確定申告を初め、納税啓発を目的とした税を知る週間ですとか、納税

功労者の表彰、また税制改正等にかかわる研修会などに対する負担金という

形になっております。 
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 もう一つが地方電子化協議会負担金、こちらについては、電子申告、ｅＬ

ＴＡＸというのがありますけれども、こちらに伴うシステム運用の費用を分

担金として負担するものであります。 

 負担金の内訳としては、人口１人当たり１円としたものに調整率を乗じた

会費ですとか、電子申告に関する経費というものを人口比で案分した負担額

というふうになっております。いずれも税務行政を進めていく上では必要な

ものだということで計上させていただいております。以上です。 

◎委員（堀  巌君） さっきのインターネット公売でお聞きします。 

 それぞれ件数があるんですけれども、これを出品するに際して、例えば物

の評価をどういうふうに決めて、最低落札をどういうふうに決めているかと

いうところを少し説明をお願いいたします。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 今まで27年度のときは、時計とかの品物

を大須とかに行って評価していただいて、それを参考にさせていただいてお

ります。あと軽自動車の場合は、査定協会のほうにお願いしまして、その予

算も組んであるんですけど、協会のほうで最低価格というものを出していた

だいております。 

◎委員（堀  巌君） ということは、実際に公売をかけて、その査定価格

より高い価格で取引されて、要は市にメリットがあるということでよろしい

でしょうか。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） はい、そのとおりでございます。 

◎委員（大野慎治君） 予算書118、119ページの賦課費の中の地番図、家屋

位置図システムデータ修正業務委託料についてお聞かせください。 

 空き家の管理というのは家屋図を使って本当は管理するものだと思うんで

すが、今ちょっと所管が建設部さんに行っておりますが、税務課さんで空き

家の管理というのは、空き家というのは家屋位置図でわかっているんでしょ

うか、わかっていないんでしょうか。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 家屋位置図のほうなんですけれども、こ

ちらは航空写真のデータというものを、家屋の外形というものを落とし込ん

で、家屋の新築ですとか滅失、移動について反映させていくというもので、

税務課として空き家の情報を家屋位置図システムでは把握というものはして

はおりません。以上です。 

◎委員（大野慎治君） そうすると、家屋位置図と水道メーターでマッチン

グして空き家を出したと。そうすると、ＧＩＳ管理というのは今どこでやっ

ているんでしょうか、税務課さんじゃないとすると。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 
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（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 岩倉市においては、空き家の情報は

ＧＩＳでは管理はしておりません、現状。 

 ＧＩＳに関しては、いわゆる固定資産の関係と都市計画図の関係で導入し

ているものと、町内でゼンリンのＺｍａｐの関係を使ったシステムというの

を庁内で開発したものが管理はされていますけれども、そちらと空き家の情

報というのはひもづいた情報になっていませんので、空き家については27年

度に調査をした情報については、所在地と所有者等々の情報を一元的に管理

をしていると。位置情報にはなっていないという状況でございます。 

◎委員（大野慎治君） それをマッチングするのがＧＩＳで、活用の方法だ

と思うんですね、ひもづけするのが。そうしないとＧＩＳの持っている意味

が意味がない。簡単ですから、ひもづけするのは。それを色づけするだけの

ことなんで、色づけができないとなるとＧＩＳを活用しているという意味が

ない。単なるひもづけですよ、これは。 

 簡単なこともやっていないということになると、委託の方法自体が間違っ

ているという話になるけど。 

◎秘書企画課統括主査（小出健二君） 基本的に、ＧＩＳで空き家を管理し

ていくかどうかというのは、調査をする段階で検討はさせていただきました。

しかし、ＧＩＳで管理をするための情報として抽出をして管理をしていくと

なると、まずどういった課でどういった情報を管理していくか、ライセンス

の問題もございますし、市のほうの庁内で開発したＧＩＳのほうにデータを

のせていくということであれば、そうした住宅地図の情報になりますので、

そこの調整が必要になります。 

 現状、税務課のほうで管理をしているＧＩＳということになれば、ライセ

ンスも必要になってきますし、データの更新費用もかなり必要になってきま

すので、今回の調査の段階ではＧＩＳでの管理を想定せずに、効率的な価格

で調査ができる方法として調査をしたということでございます。 

◎委員（大野慎治君） ライセンスじゃなくて、ＧＩＳでひもづけするだけ

のことなんで、そういうことと違うんですね。ちょっと根本的なことが違う

と思う。 

 位置情報もわからずに住所だけで管理していても、それは空き家管理には

ならないし、空き家バンクにもならない。余り難しいシステムじゃないので、

ただ単にひもづけするだけのことで、住所があればひもづけできますので、

その辺のところをどのように管理しているのかというところがわからないん
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だったら、それが課題として、もう質問はやめますね。ちょっと検討してい

かないと、難しいことではないもんですから。若干の委託料はかかりますけ

ど、大したお金ではないもんですから、そういった管理も今後必要であると

いうことで、提言で終わらせておきます。多分答えられないと思います。 

◎委員（堀  巌君） 家屋評価について、再度確認なんですけれども、さ

っきのＧＩＳにも関連すると思いますが、新築とか増築とかそういったこと

をどのように把握して、何％ぐらい毎年達成できているんでしょうか。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 新築、増築の把握についてでございます

けれども、今は消防のほうに、家を建てる際に、済みません、正式な名前が

わからないんですけど、申請書というものが提出されまして、どこに建てる

ですとか、そこに平面図がついたり立面図がついたりというような、昔でい

う確認申請書みたいなものが提出されますので、それを税務課が情報をいた

だいて把握するものと、あとは法務局から登記をされる情報について把握を

するものというところで把握をしております。 

 通常、登記がされる分については、全件把握しております。未登記のもの

については、冒頭申し上げました消防からの情報をもとにというところと、

簡易な車庫とか物置というようなところは、なかなか現地をまめにチェック

をしないとわからないようなところもありますので、必ずしも100％把握し

ているというわけではないんですけれども、少しほかの委託料のところとも

絡みますけれども、固定資産実地調査補助業務委託料というものをゼンリン

のほうに28年度から委託しておりますので、そちらについては前年と比較し

て土地・家屋の移動があったものについて情報を提供いただけるものですか

ら、この部分について把握をしていける状態にありますので、100％と言い

切れるものではありませんが、ほぼ全ての新築・増築については把握をして

いるというふうに考えております。 

◎委員（堀  巌君） 職員による現地調査というか、地域を決めて回って

見て歩くという作業はやられていると思うんですけれども、要は人が足りて

いるのか、もう少しやっぱりくまなくやるべきなのかというところの見解は

どうなんでしょうか。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 委託業務を含めてですけれども、職員で

も定期的に現地の調査というものはしております。現在は固定資産税の担当

は全部で４人という形で、おおよそバス通りを挟みまして北部エリア、南部

エリア２人ずつ配属担当でやっておりますが、なかなか土地も膨大な筆数で

すし、家屋も１万9,000棟市内にありますので、全部把握するというのは少

し難しい状況ではありますが、限られた人数でやっていくということですの
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で、効率的な方法も考えながら今は対応してやっている状況であります。以

上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項２徴税費の質疑を終結い

たします。 

 続いて、款２総務費、項３戸籍住民基本台帳費から項７災害救助費までの

質疑を許します。 

 予算書は120ページから128ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） 戸籍住民基本台帳費の関係でお聞かせいただきたい

と思います。 

 通知カード、個人番号カードの関係でありますが、今の時点でわかるとこ

ろでいいですけど、通知カードの受け取りがされていない件数、また通知カ

ードを紛失してしまったとかいう問い合わせなんかはあるのかどうか、こう

いった点について、まずお聞かせください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 通知カードは、郵便局より累計で2,187

通の返却がありまして、そのうち窓口で1,690通お渡しをしております。死

亡による廃棄は36通、転出による廃棄は170通、職権消除による廃棄は36通

で、市に現在255通保管しております。なお、長期受け取りがない方の理由

で、通知カードを廃棄する処分は行っておりません。 

 あと、通知カードを紛失されたという方につきまして、平成28年の４月１

日から平成29年の２月28日まで、再交付申請があった件数ですけれども、通

知カードにつきましては330件再交付の申請をいただいております。以上で

す。 

◎委員（木村冬樹君） 通知カードのまだ現在市役所内にとめ置きしている

分が255通ということで、これというのはどういう取り扱いになっていくん

でしょうか。要するに、さっき言ったような転出だとか死亡だとか除いてい

っているわけですから、市内に住民票があって、ただ居住実態があるかどう

かというのはちょっとわからないところだというふうに思うんですけど、こ

の取り扱いというのはどういうふうになっていくんでしょうか。ずうっと保

管しておくということなんでしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） こちらの保管分につきましては、窓口に

その方がお見えになったときに、住民票等をとられたときに、わかるように

システムに入力してありますので、その都度お声がけさせていただくという

ことになりますし、国のほうでもスペースがある限りは廃棄をせずに長期間

で保存をという通知も来ておりますので、当面廃棄をするということにはな
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っておりません。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 番号をわからずにという人がまだ依然としているという段階で、制度がど

んどん動いていっているという状況があるというふうに思います。 

 紛失の件数が非常に多いなあというふうに思いました。330ということで、

なかなか私の身近な人でもカードの管理というものがきちんとできていない

というか、その大切さというか、申告の時期になったら要るよということで

再発行の手続とかされる方もいるみたいなんですけど、そういう周知という

のは、担当課ではどのようにされているんでしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 通知カードの再交付の申請の段階で、大

事なものですからなくさないようにというお声がけをさせていただいている

ところです。 

◎委員（木村冬樹君） ただ、そういうふうに紛失している人がこれだけい

るということですから、管理をしっかりしなきゃいけないということが十分

周知されている状況ではないんではないかなというふうに思いますので、私

に相談があった人も、そんなに大切なものなのみたいな反応でしたので、少

しそういうところの周知がしていただきたいな、もう少しきちんとしていた

だきたいなというふうに思います。 

 個人番号カードについてですけど、当時は申請をしてもなかなか受け取り

までの時間がかなりかかったという時期があったというふうに思いますが、

現状ではどれくらいの時間で申請から受け取れるという状況になっているん

でしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 当初、大量申請があった分、滞留した期

日が平成28年の６月ですけれども、それ以降につきましては、市民の方が地

方公共団体情報システム機構に申請を行った後、市役所から受け取りの交付

通知を発送するまでに要する期間は約１カ月となっております。 

 あと、交付の電話予約につきましても、現状ほぼ今、希望の日時に予約し

ていただける状況になっております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 一定落ちついて、申請から１カ月後ぐらいには本人のところに準備できた

よという通知が行って、その後交付の予約をとって交付されるという仕組み

になっているというふうに思います。 

 それで、個人番号カードの普及率というのはどうなんでしょうか。わかる

範囲で少し教えていただきたいと思います。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） ２月末現在ですけれども、市内人口に対
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する交付率は約7.6％となっております。 

◎委員（櫻井伸賢君） 今の通知カードの関係ですけれども、亡くなられた

方で36件抜いたよという意味の発言だったと思うんですけれども、通知カー

ドというのは世帯ごとに封筒に入っているんですけれども、亡くなられた方

の世帯のを開封して該当者を引き抜くというイメージでよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） ひとり世帯のところもありまして、そこ

で抜いているというところもありますので、お願いいたします。 

◎委員（櫻井伸賢君） じゃあ、ちょっと変えます。選挙啓発費に行きます。 

 予算書は125ページのほうになります。選挙費の一番最後のところになり

ます。 

 本会議でもほかの議員が聞いておりましたけれども、明るい選挙推進協議

会委員謝礼でございます。積算内訳、34ページになるんですけれども、これ

を見ると単価5,000円掛ける14名掛ける１回というふうにあるんですけれど

も、この14名というのは、もう今決まっているんでしょうか、教えてくださ

い。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらの数字につきましては、以前明るい選

挙推進協議会を設けていたときにお願いをしていた人数ということでござい

ますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 他いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款２総務費、項３戸籍住民基本台帳費か

ら項７災害救助費までの質疑を終結いたします。 

 ここで暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉費総務費から目４老

人憩の家総務費までの質疑を許します。 

 予算書は128ページから140ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（宮川 隆君）  予算書136ページ、岩倉市高齢者すこやかタクシー

料金助成事業についてお聞きしたいと思います。 

 一部本会議のほうでもお伺いしたところなんですけれども、ここでいうタ

クシーというのはどういうものを想定されているんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 一般の小型タクシー、大型タクシー、

中型タクシーの乗り物、タクシーとしてのものと、あと介助ということで、
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すこやかタクシーに今年度から予算づけをさせていただきましたものについ

ては、介護福祉タクシーとして介護士の経験やヘルパーの有資格者が運行し

ているタクシー等も含めて考えております。 

◎委員（宮川 隆君） 本会議のときに聞いたように、道路交通法上の第４

条、要はざくっと言って緑ナンバーのタクシーと、かつて白タクに関して合

法的に認めていくという内容の中で、79条に基づく福祉有償運送だとか、岩

倉の場合は緑ナンバーだと思いますけれども、デマンド交通なんかがそこに

含まれてくると思います。 

 先日お話ししたように、基本的に岩倉市を営業拠点とする営業免許を持っ

ている緑ナンバーのタクシー会社は、基本的に２級のヘルパーさんを取るよ

うな指導はしていますけれども、それを取ったからといって別料金をいただ

くという、身体介護をすることによって別料金をいただくという考え方は今

のところ持っていないと。 

 一部特殊車両に関して、昔でいう福祉有償運送が行っていたようなベッ

ド・ツー・ベッドみたいなサービスに関しては、500円いただいている場合

もあるということでしたけれども、岩倉の営業の免許を持っている車両の中

では、その料金をいただいている会社は免許を持っていないという状況であ

るということでありました。 

 そうしますと、先ほど言った中での、例えば老人福祉施設にかかわる部分

であったり、それからお年寄りの福祉サービスに基づく輸送というところに

なっているところが中心となると思うんですけれども、そのような認識でよ

ろしいでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 個々にタクシー業者さんとも確認を

とっておりまして、議員さんおっしゃられるとおり福祉系のところが主な該

当する事業所さんとなっております。 

◎委員（宮川 隆君） では次に、タクシーチケットの助成事業そのものに

関しては、先日、桝谷議員のほうからもあって、できるだけ下げていただき

たいというような趣旨だったと思うんですけれども、今回のこの部分に関し

ていいますと、対象が40名ということで予算組みがされていると思います。

この40名というものに関しては、申請があったものに対して出していくとい

う方針なんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 介護支援専門員との意見書による申

請を添付していただいて、該当になられる方のみの補助となっております。 

◎委員（宮川 隆君） 当然、現行どのぐらいの利用者があるのかというの

は把握された上で積算がされていると思うんですけれども、岩倉市も高齢化
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とともにこういう対象者がどんどんふえていくということになると思うんで

すけれども、その受ける部分に関しては、今後柔軟な姿勢を持って申請があ

れば、一定の基準を満たしていれば発行していくという対応でよろしいんで

しょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） そのとおりです。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと何点か聞きます。 

 予算書の131ページの国民健康保険特別会計繰出金について、まずお聞か

せください。 

 ここに積算内訳書を見ますと、保険者支援分として7,444万8,000円という

ことで、これがいわゆる平成27年度から国のほうで保険者支援として出され

ている部分の国の負担、県の負担、市の負担というのを合計した部分になっ

てくるのかなというふうに思うわけですけど、この保険者支援分というのは

平成27年からスタートして、それ以前はなかったということでいいのかどう

かということと、さっき言った市のほうの負担も４分の１あるという認識で

いいのかどうか、その辺についてもう少し説明していただきたいというふう

に思います。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 保険者支援制度については、27年度以前か

らもございました。27年度から拡充されたということでございます。 

 それまでの制度は、軽減対象の方の収納額に応じて７割・５割が対象とな

っておりました。27年度以降の拡充分については、収納額ではなくて算定額

に対して、また７割・５割に加えて２割も対象となった。また、７割・５割

の対象となる割合についてもふえたということで、支援が拡充されたという

ことでございます。 

 また、この支援の拡充、繰出金の7,444万8,000円の中には、市の負担分４

分の１、1,861万2,000円が含まれているということでございます。 

◎委員（木村冬樹君） ようやくこの制度についてのみ込めてきたというと

ころであります。いろいろ説明していただいてありがとうございました。 

 平成27年度以前にもあった制度で、それが平成27年度から都道府県化に向

けて、国のほうとしては1,700億円と一般的に言われている分が追加された

という認識でいいということだというふうに思います。ありがとうございま

した。 

 続きまして、地域福祉計画の第２期の関係でも少しお聞かせいただきたい

と思います。 

 本会議でもお聞きしまして、健康福祉部長のほうから、今回は小学校区ご

とぐらいできちんと課題を出して、それを解決するのを小学校区単位ぐらい
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のコミュニティーでやっていこうという第２期の計画の特徴であるのかなあ

というふうに思っているところであります。 

 それで、この間、地域懇談会が小学校区ごとに開かれておりますが、その

辺の状況だとか、出てきている地域課題だとか、余り細かいところまでいく

と大変ですので、特徴的なものとかございましたら教えていただきたいとい

うふうに思いますし、多分その小学校地域懇談会みたいなところでも、そう

いうふうな計画で今度は考えているんだよということを打ち出していかない

と、なかなか何をやっているんだろうという感じでわからないところもある

んですよね。 

 私も実はこの議会の中で健康福祉部長の答弁で、そういう方向なんだとい

うことで非常に納得したわけでありますけど、そういうのを地域に知らせて

いくという活動はどのように行っていくんでしょうか。お聞かせいただきた

いと思います。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 地域福祉計画につきましては、平成28年

度と29年度の２カ年で、平成30年度から５カ年の第２期岩倉市地域福祉計画

を策定することとしています。 

 内容といたしましては、平成28年度は無作為抽出した市民2,000人に対し

て、幸せと安心についてアンケート調査を実施しました。また、今、木村議

員がおっしゃられたように小学校区を単位に地区懇談会を実施しました。参

加者は、区長を通じて子ども会の役員や民生委員など地域で活動している方

に参加をしていただき、地域活動に参加していない方を地域活動に巻き込ん

でいくための要素を教えていただくことを目的として、グループワークを行

いました。 

 続く平成29年度には、アンケートと地区懇談会で出された内容を整理して、

地域の方々が自分たちの住んでいる地域を活性化するためにはどんな取り組

みを進めていくべきなのかを、各小学校区の地域の有志の方々に集まってい

ただき、第２期の地域福祉計画策定に向けて一緒に意見交換を行いながら検

討する機会を設け、各小学校区で取り組むことを第２期の地域福祉計画にの

せていきたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 非常に旺盛に地区懇談会でグループワークは取り組まれたというふうに思

います。それで、第１期でいきますと市民会議というものが設けられて、そ

の市民会議がいろんな課題に取り組むという形でやってきていました。です

から、例えば市民会議に参加していない人たちにはなかなか見えにくい計画

推進だったというふうに思っていまして、それが第２期ではそういうふうに
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地域を中心にして、小学校区単位でコミュニティーで解決を図っていくとい

うことで考えると、非常に地域に見える活動になってくるのかなあというふ

うに思うわけですけど、そうすると、やっぱり今までより推進体制というの

が厚くないといけないような気がするんですね。５つの小学校区と考えます

とね。 

 その辺というのはどのように、これまでの市民会議の人数をさらにふやし

ていくような方向で考えているのかどうか。ちょっとその辺についても、こ

れからの計画でありますが、わかる範囲で説明をお願いします。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 第２期計画では、より地域性に考慮した

計画策定と推進を目指しており、小学校区の地域単位を推進母体として考え

ております。 

 そこで、現在４つの部会に分かれている岩倉福祉市民会議は、部会ごとの

意向を考慮しながら全市的な課題に取り組むボランティア団体として、随時

活動を継続していくことを想定しております。 

 また、岩倉福祉市民会議に参加しているメンバーが、それぞれ住む地域の

中で次の推進母体の中で活動していただけるよう声かけをしていきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 大体わかりました。 

 今の市民会議のメンバーが中心となって、小学校区単位でのコミュニティ

ーそれぞれで活動を広げていくということだというふうに思います。ぜひう

まくいくように、私たちも応援していきたいなあというふうに思っていると

ころです。 

 次に、予算書135ページの在宅福祉事業のうちの高齢者保健福祉計画及び

介護保険事業計画策定業務委託料についてお聞かせください。 

 29年度に作成する計画ですから、まだいろいろこれからだというふうに思

いますし、今は事業所のヒアリングだとかアンケートなどが28年度取り組ま

れているのかなあというふうに思っているところです。国の動きがどうなの

かなあというところで、なかなか私たちも情報が入ってこない中で、第７期

の計画の指針として介護保険指針というものが厚生労働省の社会保障審議会

介護保険部会に提案がされております。その中身を見ますと、高齢者の虐待

防止だとか、人材確保及び質の向上という当然のことでありますが、そのほ

かにも自立支援、介護予防、重度化予防。それで、ちょっと一つ気になるの

が、目標の達成状況の点検調査及び評価等並びに講評ということが明示され

ているという中身になってきています。 

 審議会の中でもいろいろ意見が出ているようでありますけど、この指針に
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ついて市はどのように捉えているのか。これからですからなかなか答えにく

いところであるのかなというふうに思いますけど、やはりこの指針に基づい

てつくっていくということでいうと、目標の達成状況なんていうのがどうい

うふうなものになっていくのかなあというふうに思うんですけど、その辺に

ついてどのように捉えているのでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 今、木村議員が言われた第７期の介

護保険事業計画は来年度策定するものでありまして、国のほうからも指針が

示されておりますけれども、今のところまだ、具体的にどのように目標の達

成状況とか点検という方法を市のほうでどういうふうにやっていくかという

のは、まだ今のところは具体的には検討していなくて、これから第７期の計

画を策定する中で、そういったものも考えて計画を策定していきたいという

ふうに考えています。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 また来年度に入りましたら、担当の委員会の協議会等で時々いろいろ情報

提供をしていただきたいなあというふうに思っています。 

 次に、137ページの高齢者権利擁護事業についてもお聞かせいただきたい

と思います。 

 成年後見人制度でありますが、なかなかわかりにくい制度であるなあとい

うふうに思いますし、複雑なというか、生きてきた中でいろいろあった中で

の後見人でありますので、大変な事業だなあというふうに思うところであり

ますけど、この成年後見人の、私も初めてこの問題で相談があって、いろい

ろお聞きしたんですけど、なかなか市民にとってはわかりにくい制度だとい

うふうに思います。 

 例えば、ずうっと近所に住んでいるということで面倒を見てきた人がいて、

こういった人たちが成年後見人になるというのは非常にハードルが高いなあ

というふうに思うんですけど、そういった点についてはどのようなふうなの

か。また、市に相談した場合は、市長が代表者となる後見人の制度になって

いくのかなというふうに思うんですけど、こういったものの申請の状況だと

か、どのぐらいなるのかなというふうに思ったりするんですけど、そういっ

た状況についてもお聞かせいただきたいというふうに思います。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 平成28年度に入りまして、市長申し

立ては今のところ５件ございました。 

 相談窓口としましては、地域包括支援センターですとか、いろいろな専門

職の市民相談ですとか、そういったところへさまざまな権利擁護、成年後見

人についての申し立て等がございます。市に上がってくる成年後見人の申し
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立てにつきましては、身寄りのない方、困難な事例が挙がってまいります。

裁判所のほうへ申し立てをしまして、そういった取り扱いで後見人さんをつ

けていただいている状況です。 

 今後は、また新しく尾張地区での権利擁護に関する相談センターの設立等

に向けての検討もされている状況であります。 

◎委員（木村冬樹君） 平成28年度に５件の相談があったということで、裁

判所に申し立てをするということなもんですから、非常に時間がかかるのか

なあというふうに思っているんですけど、大体どんなぐらいで結論が出て、

正式に後見人が決まっていくというような、時間的なものというのはどんな

ふうでしょうか。わかる範囲でお願いします。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 申し立て対象者の方の親族を調査す

るに当たりまして、追いかけが必要となってまいります。文書のやりとりで

すので、多くの親族の方が出てまいりまして、その方の承諾をいただいたり、

お話をする経過で書類がそろうのに時間もかかります。申し立てをしまして

裁判所へ一式の書類をお持ちしましてから、裁判所のほうでの書類審査が通

りまして、そこからまた後見人さんを探されるのに数カ月かかる場合があり

ます。弁護士さんだったり、司法書士さんだったり、該当の行政書士さんだ

ったり、その方に合う方をお探しになってから審査の審判が下りますので、

３カ月、長いときは数カ月かかる場合がございます。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございました。制度の状況が少しわかり

ました。ありがとうございました。 

 次に、新規事業の在宅医療連携システムの関係でもお聞かせいただきたい

と思います。 

 これも本会議でお聞きしているところでありますが、これについては県費

の補助があるということでありますが……。本会議で聞きましたので、結構

です。 

◎委員（黒川 武君） 私も今、在宅医療連携システム整備事業についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 正直言って、よくイメージが湧かないというのが正直なところなんですね。

それで、説明資料によるとＩＣＴ情報通信技術による在宅医療連携システム

を導入し、他職種で必要な情報を共有できる仕組みを整備するということで、

29年度はそういったところの環境整備のための予算かなあとは思うんですが、

今後、在宅医療と介護を一体的に進めるに当たって、医療と介護の連携は本

当に十分に図られていくのか、住民の理解は得られるのか、地域医療を担う

かかりつけ医である医師会との連携はどうであるのかというところが課題に
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なっていくのかなあと思うんですが、そうしたものに対して、市として整備

事業の後どういう形になるのか、推進事業という形になっていくのか、ある

いは拠点化事業という形になるのかはわかりませんが、今後どのように取り

組んでいくのかということを現時点でわかる範囲でお答え願いたいと思いま

す。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 今現在は、医療と介護の関係者間の

相互の理解とか情報共有といった部分が十分にできていないといったことが

課題でありまして、それをより円滑な医療と介護の連携を図っていくために、

この在宅医療連携システムというのを情報共有のツールとして活用していき

たいというふうに考えております。 

 また、住民の方へは市の広報やホームページへの掲載などで周知を図って

まいりますし、また個別に情報共有して支援する在宅患者様には、個別に担

当しているケアマネジャーさんや訪問看護師さんなどから在宅で生活を支え

るための情報共有のために、このＩＣＴシステムを活用することを説明して、

同意を得た上で患者登録して使っていくということを考えております。 

 また、今後の取り組みとしましては、平成29年度は医師会や歯科医師会、

薬剤師会、在宅医療サポートセンターとかケアマネジャーさん、訪問看護、

地域包括センターなどの医療と介護の関係者が参画する会議を開催して、医

療と介護の現状の把握とか、そこから出てきた課題などの対応策を検討して、

在宅医療と介護の連携を推進するように図っていきたいというふうに考えて

おります。 

◎委員（黒川 武君） キーポイントになるのがやっぱり医師会との連携だ

と思うんですよね。特に内科医とか、あるいは歯科医とかいろいろ専門医の

方がお見えになるわけなんです。そういった医療情報をどう共有していくの

かということになると、前提としてそれぞれの医師のところのカルテの電子

化というのが求められると思うんですよね。じゃあ、その電子化というのは、

本当にそういうことができるのかどうなのかということは、よくわかりませ

ん。 

 しかし、ＩＣＴという環境整備を整える以上は、お互いが情報共有するた

めにはそういうことも必要だろうと思うんですが、そこのところというのは、

医師会とか歯科医師会、あるいは薬剤師会といったところとの話し合いとい

うのは、まだまだこれから進めるということになるんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（山北由美子君）

 医師会との連携という部分で、今カルテの電子化というお話も出たんです

けれども、こちらにつきましては、いわゆる病院や医療機関で診療情報とい



１９ 

うことで取り扱われる情報があると思うんですけれども、その診療情報とい

うことではなくて、診療情報に基づくような参照情報ということで、特に医

療関係者と介護の関係者が在宅療養者を支援するに当たって、医師がどうい

った治療上、また介護上アドバイスを必要としているかというところを広く

介護関係者にも伝えるだとか、服薬の管理で薬剤師さんがどういった服薬の

仕方や薬の副作用だとかそういったものの指導が必要かということで、そう

いった情報を共有し合うとか、そういった診療情報ではなくて、そういった

ことに基づく参照情報、必要な介護上の共有情報ということを前提とした情

報の共有ということになっております。 

◎委員（黒川 武君） なかなか、イメージが正直わからないという、例え

ば歯科医を例にとった場合、今現在、歯科医の方でも施設のほうへはどうも

定期的に行かれているみたいですね。施設のほうも歯科専用の設備があると

ころについては、その施設に入居されている方々の治療等ができるわけなん

です。 

 そうじゃなくて、じゃあ在宅でという形になると、例えば虫歯の治療一つ

とるにしても、大変なことになるんですよね。だって、歯を削ったり、ある

いは埋めたりするための機械、いわゆる動力機械が要るわけなんですね。ほ

とんど個人宅ではそんなことできるがわけないんですよ。無理な話だと僕は

思うんですよね。 

 だからそう考えると、在宅医療といった場合、本来的には歯科医のもとへ

行って治療を受けるというのが衛生的にも安全だろうと思うんですが、しか

し介護を受ける方にしてみればなかなかそこまで行けないと、介護者の問題

もあるし。そうすると、じゃあ自宅でとなると、とてもやはりできることと

できないことがあるんですよ。とすると、自宅で行うのはケアまでなのかな

と。本当に治療までやろうとすると、どういうことが必要なのかなというこ

とが、今後、医師会等との協議の課題になってくるのかなあと思うんです。 

 今は例として挙げたわけなんですが、先ほどもそういった医療とか介護の

関係者の会議を開くということを言われたんですが、何らかの協議会みたい

な、これから進めていくに当たっての協議会みたいな場を今後ともつくって

いくのかどうなのか、その辺の見通しまでお持ちなのかどうか、現時点でお

聞かせをいただければなあと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（山北由美子君）

 医療・介護関係者が情報共有、支援について課題の整理ですとか、取り組

み方法の推進についいろいろ協議する場が必要になってくるというふうに考

えております。 
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 29年度につきましては、（仮称）在宅医療介護連携推進ネットワーク会議

という形で、年に２回市のほうで予算を組んで会議を開催していきたいと考

えております。 

 その他、在宅医療サポートセンターのほうで現在も関係者を踏まえた会議

も年に数回、別にこれは開催されておりますので、来年度につきましては、

その両方の会議を活用した形で協議の場を持っていきたいというふうに考え

ております。 

◎委員（大野慎治君）  済みません、予算書の135ページのすこやかタクシ

ー助成金について質問させてください。 

 本会議と今の委員会の宮川委員の質疑の中で、岩倉市内に関連するタクシ

ー会社さんが、今、乗降介助料金をいただいていないということだったんで

すが、29年度から必要なタクシー会社があるということでしょうか。あって、

この助成を出すのか、ないけどこの助成を出すのかというところを教えてく

ださい。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 近隣市町のタクシー事業所さんに確

認をして、10社ほどそういったサービスをやってみえるところがおありで、

市民の方も利用しているところがあるということで、契約のほうも進めてい

く予定をしております。 

◎委員（大野慎治君） 10社ほどお聞きした中で、何社が必要だということ

なのか、お聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 三十数社ほどある中で、10社ほどが

そういった取り扱いで介助料として料金を設定しているということでした。 

◎委員（大野慎治君） それは、恐らく愛知県内ですこやかタクシーの助成

で利用できるタクシー会社さん全てにお聞きしたと思うんですが、岩倉から

乗降するときに必要なタクシー会社さんは含まれているのか、含まれていな

いのか、お聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 含まれております。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 法人の尾張交通株式会社さんについ

てですけれども、一宮発か一宮着が条件でやられてみえるそうですが、ここ

は台数が少ないということで、まだ検討をさせていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） 済みません、在宅医療連携システムのことで、黒川

議員が質疑した件で、また少しさらにお聞きしたいなと思っているんですが、
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このシステムがなぜ必要なのかなということを考えると、団塊の世代の方々

が全員75歳以上になるという2025年に向けて医療費を抑えるということで、

病床を制限していくという中で在宅の医療、あるいは介護にその受け皿にな

ってもらうということが大きな狙いであるなあというふうに思っています。 

 それで、先ほど診療情報などはこのシステムの中で取り扱わないというこ

とであります。なかなか難しいなあというのは、要するに介護保険というの

は、ケアマネジャーがその人のことを大体ほとんど生活のことも含めてつか

んで、もちろん利用者の主治医などの意見も聞きながら計画を立てていくと

いうことをこれまでずうっとやってきている中で、なぜこのシステムが必要

なのかなというところがどうしても理解ができないというか。 

 これまでもケアマネジャーさんがかなりそういう努力をして主治医の話を

聞きながら、情報をつかみながら、その人が例えばどういう治療をやってい

るのかということも、薬もどういうものを飲んでいるのかということもつか

みながら、多分業務をやっている人たちがほとんどだというふうに思います

けど、そういう中でこのシステムの意味というのがなかなかわかりにくいと

ころです。 

 また、このシステムの中に全部のせちゃうということになると、またそれ

はそれで問題も大きいなあというふうに思います。例えば、レセプト情報が

全部入ってしまうだとか、介護保険の請求の状況が全部入ってしまうなんて

いうふうになってくると、その事業所のことも非常に情報が入ってしまうと

いうことも含めて問題なのかなというふうに思うんですけど。 

 そうやって思うと、このシステムの、なぜ国はこういうシステムをつくろ

うとしているのかというところが少し見えにくいんですけど、その点につい

てどういうメリットがあるのかなというところについて、担当課の考えをお

聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 在宅医療連携システムを取り入れる

のは、情報共有のツールの一つとして取り入れるんですけれども、今、木村

議員が言われたように在宅で介護されている方は主にケアマネジャーさんが

主治医の先生から情報を得て計画等をつくって介護提供をしていくんですけ

れども、やはりケアマネジャーさん、お医者さんとの医療、そこへ情報を提

供するのになかなか簡単ではないというのが実情で、ファクスとかでやりと

りをするということも先生から聞いていまして、そのファクスもすごい来た

りして見落とすんじゃないかという心配もあるということで、こういったＩ

ＣＴシステムを使って情報共有がしやすい環境をつくっていくということで、

今回この在宅医療連携システムを取り入れていくということが目的とされて
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います。 

 医療と介護の連携が全くできているわけではなくて、より円滑にするよう

にシステムを導入するというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 医師会との話し合いが担当課としてはやってきて、

それがオーケーだよということで１年前倒しでスタートさせるということだ

というふうに思うんですが、介護事業所に対しての周知といいますか、そう

いった点はどうなのかなあということを思うのと、あと事業所の負担という

のは、このシステムを導入することによって発生するものなのかどうか。こ

ういった点について少しお聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 介護保険事業所につきましては、今

後、居宅介護支援事業者連絡調整会議、ケアマネさんが集まる会議や事業者

さんに説明をしてまいります。 

 また、事業者さんの負担については、インターネットがある回線を利用し

ていれば、そのインターネットの回線使用料のみが事業者さんの負担という

ことになります。 

◎委員（堀  巌君） 今の関連からですけれども、診療情報と参照情報と

いう表現がありました。実際このシステムに入力される情報というのは、具

体的に、例えばこの人はどこどこの病院に通っているよとか、どういった情

報が参照情報なんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 在宅医療連携システムで支援者間の

情報共有支援ということなので、どこどこに通っている先生にはこのシステ

ムに登録していただいて、支援をしている方全員が見られるようになってお

りますので、そこら辺はどこの先生がというのは、支援者間ではその患者さ

んがどこのお医者さんにかかっているのかというのはわかっているというふ

うになっております。 

◎委員（堀  巌君） 今、私が言ったことも入力情報の一つであると。例

えば、普通はシステムをつくるときには、氏名とか生年月日、住所、年齢、

性別、そういった基本情報を入れますよね。それは、ウエブ上でパスワード

で見られると。それ以外の情報として、今、具体的にどこどこの病院に通っ

ているとかいうのは言いましたけど、ほかにどういった情報が考えられるん

ですか。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 患者登録の際には、今、堀議員が言

われた氏名、生年月日、性別、電話番号、住所というのを患者登録の基本情

報として入力します。あとは支援者間の情報共有の支援ということでありま

すので、ケアマネさんが御自宅に行ったときに、今、この患者さんはこうい
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った状態ですよ、お口の状態がこういった状態ですよとか、お薬がこれだけ

残っていますよとかいった在宅生活を支えるためにお医者さんに問いかけし

たい部分とか、現状報告といったところで情報を共有して、在宅生活を支え

ていくための情報を入れていくということになります。 

◎委員（堀  巌君） 要は、そういった多分テキスト情報みたいなのをど

ういった区分けで入れていくのか、何種類あるのかわかりません、そういう

ことだというふうに解釈をしました。もし間違っていたら教えてください。 

 次に、131ページの社会福祉協議会補助金2,000万円、これは人件費補助が

ほとんどだと思いますが、この内訳はどのようになっているんでしょうか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 局長初め、４名の職員の人件費です。 

◎委員（堀  巌君） ４名の職員の人件費だということなんですけれども、

こういった多額の補助金が払われる団体に対して、その運用状況だとか監査、

会計検査みたいな仕組みはどのようになされているんでしょうか。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 社会福祉法人の監査ということですけれども、

平成25年の４月からこれまで愛知県が所轄庁として行ってきた事務が権限移

譲されまして、法人の設立許可、それから定款の変更等の許可、それから法

人の指導監査といった事務を岩倉市で行うようになりました。その中で、そ

ういった社協の補助金、全体的な法人の運営等を見ているところです。 

◎委員（堀  巌君） それは毎年行われているということでよろしいです

か。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 要綱で定めているんですけれども、基本は２年

ということになっております。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。 

 同じように、シルバー人材センターに対しても1,151万4,000円払われてい

ますが、これも同じような監査とか検査がやられているということでよろし

いでしょうか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 先ほど、社会福祉協議会の監査のほうな

んですが、今は２年に１回なんですが、今度改正を行いましたので３年に１

回ということに変わりました。 

◎委員長（伊藤隆信君） ここで暫時休憩したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ、40分から。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 
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 質疑はございませんか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 公益社団法人の岩倉市シルバー人材

センターの監査につきましては、国が愛知労働局３年に１回、県の産業労働

部も３年に１回実施されてみえるということです。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。 

 次に、135ページの福祉有償運送運営協議会の委員謝礼なんですけれども、

現在、市にはＮＰＯ主体の福祉有償運送はなくなったということなんですよ

ね。この協議会はどんなイメージで開催されるんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 登録の申し出がありました際に、協

議会を立ち上げて審査を行うためのものとなっております。 

◎委員（堀  巌君） 登録がない限りは開かないということなんですけれ

ども、地域のこういった福祉有償運送を総合的に考えるということで、やは

り開いて、今後のあるべき姿みたいなところの協議はすべきだと思うんです

が、そういう考えはないということでよろしいでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 今のところは登録について協議を行

う予定です。登録があった際に協議を行う予定をしております。 

◎委員（宮川 隆君）  予算書135ページの在宅福祉事業のうち、委託費の

徘回高齢者家族サービス事業委託料についてお聞きしたいと思います。 

 これというのは、ＧＰＳの貸し出し事業のことを示しているんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） そのとおりです。 

◎委員（宮川 隆君） そうしますと、これはたしかもう18年ほど継続して

いる事業だと思います。当時は、徘回老人の高齢者の捜索依頼はファクスか

何かで出ていて、岩倉市においても金華山で見つかったり、小牧市役所だと

か名古屋港で見つかったという事例に基づいて、当時タクシー事業者と協力

しながらこの制度を導入していったということでありました。 

 この積算を見ますと、３件の方を予定しているわけなんですけれども、こ

こにお集まりの方、皆さんそうであるように、結構在宅でお年寄りの介護の

経験をされている方は多いと思います。その経験に基づきますと、認知症等

で少し記憶障害なんかを持ってみえる方で健康な体力をお持ちのお年寄りと

いうのが家族にとってとても負担なんですよね。いつどこに行くかわからな

いという。 

 一定、寝たきりの方がいいとは申しませんけれども、家族が目を離せない

という意味合いでいいますと、認知症を患ってみえるような健康なお年寄り

というのが大変だと思うわけなんですけれども、そうしますと、この３件と

いうのは余りにも少ないような気がするんですね。これは実績に基づいて積
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算されていると思うんですけれども、そうしますと、この制度の周知のあり

方というところに問題があるのかなと思うんですが、どのような周知のあり

方をしてみえるんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 毎年広報に年度当初に高齢者福祉サ

ービス一覧表といった、さまざまな福祉事業に関するサービスについての事

業の中で紹介をしております。 

 あとは、新しく65歳になられて介護保険の書類を送る中への御案内で皆様

に周知をさせていただいております。 

 また、認知症高齢者に対するさまざまな事業の中で、こういった徘回高齢

者の家族支援事業ということで、徘回に関してほっと情報メールの登録です

とか、このようなさまざまな支援事業があるということをその都度チラシ等

周知をさせていただいている状況です。 

◎委員（宮川 隆君） そういう周知をした上で実績として３件ということ

であります。 

 実際にはもっと必要とされている方というのは、御家族は多いと思います

ので、もう少し積極的ないろんな機会を通じて周知を図っていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 今後も引き続き周知に努めさせてい

ただきたいと思います。 

◎委員（梅村 均君） 先ほどからの在宅医療で、１つだけお聞かせくださ

い。 

 タブレット端末の使い方なんですけど、新規の事業の説明書には普及啓発

活動等の際に使用するためと書いてあるんですけど、どんなふうに使われて

いるのかをお聞かせをお願いいたします。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） こちらのタブレット端末使用方法な

んですけれども、新しい介護事業所さんや医師の方が登録の際とかお電話で

難しい場合もございますので、私どもがそのタブレット端末を持って実際の

登録の仕方とかを、利用の仕方、持ち運びができますので、そういったこと

に使う予定もしております。 

◎委員（桝谷規子君） ２点お願いします。 

 タクシー助成ですけど、85歳以上の人の年齢引き下げはまだ難しいという

ことでしたが、江南市などでやっている被爆者の人たちは85歳にならなくて

もタクシー助成があるというふうにお聞きしております。被爆者行脚の毎年

の要望でも、去年もことしも江南市のようにタクシー助成ができないでしょ

うかというお願いがあるんですが、そこら辺、85歳前でも被爆者の方につい
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てはということでの助成はどうでしょうか。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 桝谷議員の御質問にあったように、江南市は被

爆者手帳を持っている方を助成しているという認識は承知はしております。

岩倉市の考え方として、障害のある方について、特に重い方、あと知的のＡ

判定の方、それから精神の１級の方ということで、単独で行動のしにくい方

ということで、基本的には移動の困難な方という考えで行っております。 

 したがいまして、被爆者手帳を持っていらっしゃる方でそういった移動が

困難であるという方については、手帳をとっていただいて、その範囲内で助

成していくという考えでおりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 幸いにも、まだ障害者手帳を持つまでもなくいらっ

しゃるという方でも、やはりなかなか外に出られないという方たちも多いと

お聞きしていますので、今後検討をお願いします。 

 もう一点、予算書では131ページの扶助費なんですが、災害見舞金として、

積算内訳では40ページに火災や自然災害についての見舞金というのが出てい

るんですが、岩倉市は以前、鈴井にあった被災された方の被災者住宅を壊さ

れている中で、民間の方たちの何とか組合か、協議会か、固定資産、そうい

うアパートなんかを持っていらっしゃる人たちの会で受けるというところと

の契約をされているそうなんですが、被災者住宅じゃなくそういう民間にと

いう場合は、賃貸の住居費みたいなものは予算化しなくていいんでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎消防長（堀尾明弘君） 以前、おっしゃるとおり鈴井のほうで消防のほう

で対応させていただいておりましたが、取り壊しをさせていただいたとき以

降については、民間のほうに私どものほうと協定を結ばせていただいてあっ

せんはさせていただいておりますが、市から独自の補助金は出しておりませ

ん。 

◎委員（桝谷規子君） 以前の被災者住宅のときには、出ていかれるときに

水光熱費だけは実費をいただくけれども、家賃としてはお支払いしていない

というふうに認識しているんですけど、今回、被災者住宅がなくなるときに

民間の住宅を持っていらっしゃる業界と、正式名称はわからないんですけど、

あっせん協定はされたものの、その補助というのはゼロでいいんでしょうか。 

◎消防長（堀尾明弘君） その時点でも、あくまでも一時的なものですので、

それ以降やはり本拠を構えられれば、それで住居を自分で確保していただく

というふうに認識をしていますので、新しい住居がすぐに確保できるのであ
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れば、やはり御自身で負担をしていただくべきではないかというふうに考え

ています。 

◎委員（塚本秋雄君） １点だけお聞きいたします。 

 高齢者福祉サービスで市の予算は投入されていないと思いますけれども、

たくさんある中で65歳以上のシルバー優待証明カードの交付金、県の制度な

んですけれども、どのような形でカードを発行され、市として何人カード発

行されているか把握はされていますでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 申請がありますと窓口で住所等を確

認させていただきまして、キャッシュカードほどの大きさのものになります

けれども、シルバー優待証明カード、顔写真つきの生年月日、住所等書いて

あるものを発行させていただいております。名古屋港ポートビル、南極観測

船ふじ、名古屋港水族館等の料金の助成等が示されております。 

 29年１月現在で発行、今年度25人になっております。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会

福祉費総務費から目４老人憩の家総務費の質疑を終結いたします。 

 お諮りをいたします。ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認めます。 

 １時10分より再開いたします。よろしくお願いします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 初めに、消防長のほうから発言の申し出がございましたので許可します。 

◎消防長（堀尾明弘君） 先ほどの最後の午前中の答弁で、私の認識不足が

ありましたので、訂正をさせていただきます。 

 その前に、先ほどの発言、休憩中のほうの勢いでしゃべってしまいまして、

座ったままで発言をしてしまいましたので、申しわけございません。立つと

ころから訂正をさせていただきます。 

 災害見舞金の支給要綱の先ほどの予算書で131ページ、積算内訳でいきま

すと40ページのところの災害見舞金の話ですが、26年７月１日に岩倉市共同

住宅経営者会と協定を結ばせていただいておりますが、その前の26年４月１

日付の段階で岩倉市災害見舞金支給要綱というのを改正させていただきまし

て、それまでは水害等で被災をされたときに１万円だけ支給をさせていただ

いておりましたが、これ以降、火災も含むということで要綱を改正した上で、

全焼の場合は５万円、それから半焼の場合は３万円ということで、金額も上
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げさせていただいておりますので、その分家賃の補填も含めてお見舞金を出

させていただいているということで御理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは、続いて款３民生費、項１社会福祉費、

目５後期高齢者福祉医療費から目８子ども発達支援施設費までの質疑を許し

ます。 

 予算書は、140ページから150ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 本会議で堀議員のほうから

少し障害者計画と障害福祉計画のところで、これまで今回５期になるんです

けど、４期までの策定の委託業者のことで少し質問がございまして、委員会

で答弁させていただくという回答をしておりますので、まず最初にそちらの

答弁を担当のほうからさせていただきますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 障害者計画については、現在第４期の計

画となっていますが、契約方法としましては、第１期、第２期については、

日本福祉大学への随意契約、第３期については、指名競争入札により名豊コ

ンサルタント株式会社に、第４期については、簡易プロポーザルにより株式

会社エディケーションに業務委託をしてきました。第５期については、同じ

く簡易プロポーザルを予定しております。契約方法や委託先については、そ

の時々で検討をし、契約の決裁の中で選定理由などを明記しながら行ってま

いります。なお、障害福祉計画については、業務委託をしないで全て自前で

策定をしております。 

◎委員長（伊藤隆信君） 報告は終わりました。 

 では、質疑に入ります。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） 後期高齢者福祉医療費支給事業の関係で、この区分

でいきますと障害者医療費だとかありますし、児童福祉費のほうでいけば子

ども医療費、母子・父子家庭医療費ということで、県の福祉医療制度につい

てです。 

 県の福祉医療制度につきましては、ほかの都道府県にはないすぐれた制度

だというふうに思っています。この存続をぜひということで考えているわけ

でありますが、以前、自己負担を導入するだとか、あるいは所得制限を設け
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るだとか、こういう動きがあったと思います。その後、こういう声は聞かれ

ていないところでありますが、現在この福祉医療について、県はどのような

姿勢を持っているのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 今のところ、愛知県としては厳しい

財政状況であり、限られた財源の中で持続可能な制度とするために、当面は

現行の制度を維持していきたいということで、特にその後の何か変更などは

聞いておりませんので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。ぜひ、現行の基準を保っていただく

ように、市としても意見をしていただきたいなというふうに思っています。

必要があれば、議会としても意見していきたいというふうに思います。 

 次に、143ページです。積算内訳書では48ページになりますが、在宅福祉

事業の中の身体障害者賃貸住宅住みかえ助成金についてですが、高齢者のほ

うの住宅住みかえ助成金については、多少利用もあったりということでこの

間あったというふうに思います。対象となる住宅というのが、岩倉団地の高

齢者優良賃貸住宅ということで、高優賃と言われているところに引っ越した

場合にこの助成金が支給されるというふうに思います。 

 それで、身体障害者の場合の住居というのは、どういう住居への転居が対

象となるものなのか、改めて教えていただきたいということと、この実績と

いうのは、この間どうなっているんでしょうか。その２点についてお聞かせ

ください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 対象要件である１級または２級の下肢障

害、体幹機能障害者、視覚障害者などの重度障害に該当する方が該当になっ

ております。 

◎委員（木村冬樹君） 住みかえなんだけど。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 失礼いたしました。 

 障害ではやっておりません。申しわけございませんでした。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 障害者の賃貸住宅住みかえ助成金ということで、

高齢者の同じ要綱を使って助成をしている事業になります。基本的な対象、

どういった住宅がというようなお話ですけれども、バリアフリーであったり

とか、基本的には高齢者と同じような住宅というふうに考えております。 

 実績については、これまでは知っている範囲ではないということです。お

願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。ということは、バリアフリーという

とすごく幅があるというか、わかりにくいところもあるんですけど、高齢者

と同じ要件ということは、今対象となる施設というのは、岩倉団地の高優賃
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という考えでいいんでしょうか。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 基本的にはそうなるかと思いますけれども、た

だ新しい住宅が建設される中で、要件を満たせば対象になってくるというふ

うには考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。なるべく、これまで活用がないとい

うことですので、周知も含めてお願いしたいというふうに思います。 

 次に、予算書147ページの地域自殺対策事業についてもお聞かせください。 

 毎回、予算決算のたびに聞いている部分があるというふうに思いますが、

29年度予算でいきますと、今年度の予算と同じ予算組みになっています。効

果はどうなのかというところで、全国的な数値は３万人を切ってということ

で、３年目になるんですかね。そういうような状況になってきていると思い

ますが、新年度の中で何か新たな取り組みがあるのか、あるいは岩倉市の今

の自殺者の状況はどうなのか、こういった点について少し説明をお願いしま

す。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 29年度の事業としては、28年度に引き続

いた形での実施を考えており、新規の内容はありませんが、健康課と一層の

連携を図りながら、自殺者の減少に向け取り組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） この事業でとても大事だというふうに思うのは、メ

ンタルな疾患にかかった場合に、自分の中だけで考えるんじゃなくて、いろ

んなところに相談ができる体制だとか、あるいは医療機関につなげることが

一番大事だというふうに思っています。それで、臨床心理士の相談が非常に

重要だというふうに思うところなんですね。 

 そういった中で、例えば今の体制で十分相談窓口が開けているという状況

ならいいんですけど、月に１回の相談ですので、そういった体制でいいのか

どうかということも含めて、この間少しお聞きしているところだというふう

に思いますけど、そういったところの体制の問題だとか、できれば27年ぐら

いの自殺者の数は出ていると思いますので、その数も少し教えていただきた

いと思います。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 岩倉市として独自で時間外の相談とかを

やっていることはないんですけれども、臨床心理士による相談は平成27年度

で延べ21人おります。月１人から３人の利用で、30分の相談記録でございま

す。 

 相談をされた方が、その後どこの医療機関を受診したかということについ

ての確認はしておりませんが、継続して相談が必要な方については、時間を
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かけて引き続き相談のサポートをしていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 数はわからないの。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 自殺死亡

者数の人数なんですけれども、平成27年度まで出ておりまして、岩倉市は３

人になっております。 

◎委員（桝谷規子君）  予算書145ページの一番上の障害者自立支援給付費

の中の給付費全体についてまずお伺いしたいんですが、以前は本当に障害者

のそういうサービス施設が少ない中で、今いろんなところがつくられてきて

いるんですが、特に今、就労継続支援の一番ふえているなと思うのがＢ型と

放課後等デイサービスが市内でも事業所としてふえてきているんじゃないか

なと思うんですが、そういう事業所には、民間ではあっても市内の障害を持

っている人たちがどのようなサービスをということで、今度の計画策定の中

でも事業所のヒアリングやアンケートなどもされるということをお聞きして

いますが、事業所へのさまざまな調査というとあれだけど、中身を訪問して

見ていらっしゃるのかどうか、どんな支援をされているか把握されているの

かどうか、お伺いしたいと思います。 

 特に児童デイサービスなんかでは、結構支援の内容が障害を持っている子

どもたち、特別支援学校や支援学級から帰ってから、就労しているお母さん

たちがお迎えまでの間という時間が、テレビを見せているだけというところ

なんかもあるという実態も聞くんですが、やはり一人一人の子どもたちに対

して発達保障をしている中身だとか、そういったことがどんな支援の実態か、

把握されているのかどうかお伺いします。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 放課後等デイサービスは、平成24年４月

に児童福祉法に位置づけられた新たな支援であり、利用する子どもや保護者

のニーズはさまざまで、提供される支援の内容は多種多様であり、支援の質

の観点からも大きな開きがあるとの指摘がなされました。そのような状況を

踏まえて、平成25年４月１日に厚生労働省から放課後等デイサービスを実施

するに当たって、基本的事項を示した放課後等デイサービスガイドラインが

出され、各事業所はこのガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情

や個々の子どもの状況に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の

向上に努めなければならないとされています。 

 お問い合わせの市内に３つある児童発達支援放課後等デイサービス事業所

におけるテレビとか部屋の広さについての状況につきましては、テレビにつ

きましては、帰りの短時間にだけテレビを見せる、または夏休みなど長期の
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休みのときにＤＶＤの時間を設ける、あるいは勉強と体を動かすことを考え

ているためテレビは置いていないという事業所もあります。 

 また、サービス提供の部屋につきましては、12畳の大きさの事業所は４名

から６名程度、15畳の大きさの事業所は５名から７名程度、20畳の大きさの

事業所には最大12名の利用者がいて、職員が３名から５名ほどついて、宿題

の支援や簡単な調理実習、工作、買い物訓練、散歩など、自立を目指した福

祉サービス支援を行っております。 

 今後も障害福祉サービス事業所交流会の中でのヒアリングや定期的な県の

指導監査の随行時などの現場確認などを通して把握に努めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君）  予算書の143ページ、先ほどの部長の答弁でありま

した障害者計画及び障害者福祉計画策定業務委託料で、これがプロポーザル

でやられるということで、前年度と今年度はプロポーザルでやりますよと。

上のほうに障害者計画策定委員会委員の報酬がありますね、57万。これはそ

のプロポーザルの審査をするための費用なのか、全然違うのか。そのプロポ

ーザルの審査は誰がどういう形で審査をするのか、ちょっとその辺を教えて

ください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） プロポーザルの審査に関しましては、市

の部課長職員で行います。策定委員会に関しましては、それは第５期の障害

者計画と障害福祉計画策定のための委員の報酬でございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 全然違うことをやるということですか。内容はダブ

っているということではないんですかね。そのプロポーザルの内容と今の委

員会の委員の報酬、計画策定委員会の委員の報酬というか、だから委員会が

６回開くと書いてあるんですけれども、年に６回ですかね。だから、今の第

５期の障害者計画を策定するのはプロポーザルでやって、そこに委託すると

いうことですよね。それと今の計画策定委員会というのは、全然違うことを

やるということですね。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 鈴木さんの今の質問に対して、今部長さんが答えてくれたけど、もう一回。

簡単でいいですけど。 

◎総務部長（山田日出雄君） 少し一般論の話になりますが、御質問にあり

ました業者をプロポーザルで選ぶというのは、部長級、あるいは課長による

選定委員会の中で、こうした計画をつくっていきますよというときに、つく
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り方としてもいい提案があるかどうかを、どの業者かというのを決めていく

というのが選定委員会です。 

 この策定委員会というのは、その業者さんと一緒に事務局が計画をつくっ

ていくわけですが、そこの中でいかにその計画に市民の意見を反映させてい

くかとか、あるいは中身ですね。施策事業等をどういうふうに書き込むかと

か、そうしたところの策定をしていくための市民委員の意見を反映していく

という場が策定委員会ですので、お願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） じゃあ今のに関連で、障害者計画はコンサルにと。

障害福祉計画は自前というふうに言われました。これって２つの計画って関

連性が結構高いものと思われますけれども、どうして一方では民間事業者、

一方では直営ということになっているんでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎福祉課長（丹羽 至君） 障害者計画は、障害者のいろいろな施策を将来

にわたって立てていくという計画であって、障害福祉計画というのは、障害

福祉サービスだとか、障害児のサービスを３年間見込む計画ということにな

っております。実際、そういった数字的な見込みを立てるのは、やはり市の

中でいろんな情報等を持っていますので、そういった中で、他市においては

業者委託しているところもありますけれども、岩倉市においては委託しなく

ても自前でつくれるといったことで判断して、策定をしているところです。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 

 予算書144、145ページの地域生活支援事業の中の７の賃金がございます。

昨年度は障害者相談パート賃金が計上されていましたが、今年度は計上され

ていませんが、その理由をお聞かせください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） パート職員から嘱託に組みかえをしたか

らです。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかはございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目５後期

高齢者福祉医療費から目８子ども発達支援施設費までの質疑を終結いたしま

す。 

 続いて、款３民生費、項１社会福祉費、目９ふれあいセンター運営費から

目11多世代交流センター費までの質疑を許します。 

 予算書は、150ページから154ページまでです。 
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 質疑を許します。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） たびたび済みません。本会

議で堀議員のほうからふれあいセンターの指定管理の経緯についてお話がご

ざいました。委員会で答弁をさせていただくということで、お話しをしたい

というふうに思っております。 

 ふれあいセンターの指定管理につきましては、平成21年４月から指定管理

でお願いをしております。それ以前につきましては、ふれあいセンターの開

設時であります平成５年度から社会福祉協議会に業務の一部委託をお願いし

ております。指定管理につきましては、岩倉市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第２条のただし書きの規定により、公の施設の設置

目的、整備手法、立地条件及び特性等を考慮し、当該施設の管理を特定の団

体に行わせることが当該施設の設置の目的を効果的に達成することができる

と認めたときは、公募によらなくてもよいことによるもので、随意で社会福

祉協議会にふれあいセンターの指定管理をお願いしているものでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 報告をいただきました。 

◎委員（堀  巌君） このふれあいセンターの指定管理料の内訳というの

は、どういった形になっていますでしょうか。ほとんど人件費なんでしょう

か。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） ふれあいセンターの業務の

委託に関しましては、利用許可等に関する業務、それから建物、設備、備品

等の維持管理に関する業務、そこには警備管理業務ですとか清掃業務、設備

等の保守点検、それから駐車場、駐輪場の管理業務、樹木の保全ということ

でございます。人件費については含めていません。 

◎委員（堀  巌君） それはちょっとおかしいんではないですか。例えば

清掃だとか、ほかにまた委託の委託で頼むようなことであるとか、そういう

必要経費を組むのはわかりますけれども、少なくともここでは許可業務であ

るとか、指定管理者としての業務は当然やられているわけで、その人件費は

当然組むべきではないでしょうか。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 社会福祉協議会につきまし

ては、先ほどのところにもございましたように、社会福祉協議会、人件費４

人分を支払いをしておりまして、その中で業務として指定管理の部分も行っ

ていただいているという考えで、指定管理料のところに人件費を含めていな

い状況でございます。 

◎委員（堀  巌君） それはちょっとまずいというか、ぐちゃぐちゃにし

ているわけで、きちっとここで指定管理料、この業務では幾ら人件費がかか
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るんだということを明確にすべきだと思いますので、検討のほうをよろしく

お願いしたいというふうに思います。 

 それから、この社会福祉協議会に施設として目的外利用許可で単年度で許

可を出しているというふうに聞いておりますが、その点はそうなんでしょう

か。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 今、堀委員が言われたよう

に、行政財産の目的外使用という形で、１年間で許可を出しております。こ

れにつきましては、通常の指定管理の業者と違いまして、ふれあいセンター

の建物の中に社会福祉協議会の事務所を定めているということがございます

ので、その中のふれあいセンターの中に社会福祉協議会の事務所があって、

その中で一部指定管理の業務を行っているということでございますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

◎委員（堀  巌君） それもちょっと変だと思いますけど、指定管理者と

して全体の施設の管理を任されている。例えば総体文であるとか、いろんな

ところで指定管理者をやっていますけど、そこで目的外使用許可を一時とっ

ていることはないと思いますし、少なくとも行政処分による許可を単年度で

やることと、指定管理者の契約の中で３年、５年という長期でやることと相

矛盾するということにもなりますので、その点の考え方についてもう一度お

願いいたします。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 今、お話がございました総

合体育文化センターですとか、生涯学習センターも指定管理をしておりまし

て、そこには例えば愛知スイミングですとか、来未ですとか、そこの事務所

は総合体育文化センターなり生涯学習センターの中には置いておりません。

指定管理の業務だけを行うということで、そこに職員がおるということで、

会社の事務所があるわけではございませんので、行政財産の目的外使用の許

可は必要ないという考えでございます。 

◎委員（堀  巌君） 質問にちょっと答えていない。 

 単年度で許可を出すことと、指定管理者として契約を３年、５年、長期す

るということと矛盾しているんではないでしょうか。やるとすれば貸し付け

でやるべきだというふうに思います。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） その辺のところにつきまし

ても、これまで指定管理の指定手続等に関する条例に基づきまして、それと

行政財産の目的外使用のことにつきましては、条例に基づいて１年というこ

とで取り扱いをさせていただいております。その辺のところは一度また検討

したいなというふうに思います。 
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◎委員（鈴木麻住君） 同じくふれあいセンターの件でお聞きします。 

 151ページですけど、空調設備賃借料が425万1,000円計上されています。

これは去年ふれあいセンターの空調をリース契約か何かで新しくしたという、

それのリース料ということだと思うんですけれども、このリース契約の内容

というのはどういうふうになっているのか。保守点検なんかも全部含まれて

いるのか。それとリース契約の期間等もちょっと教えてください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） リースは10年契約で、点検に関しまして

は、半年ごとに一度行うということで、保守点検を含んでおります。 

◎委員（鈴木麻住君） 10年のリース契約が切れた後、再リース契約するの

か、その契約が切れた後、10年後どういう形になるのか。そのまま再リース

契約するのか、買い取るのか、あと当然空調機を取りかえて、またそのまま

リース継続、その辺はどういうふうになるんでしょうか。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 一応10年終えた後は、無償譲渡という形

になっております。 

◎委員（鈴木麻住君） それと、その上に施設修繕というのが323万4,000円

計上されています。これが、中身を見ると、高圧ケーブルの取りかえとかあ

るんですけれども、その一部修繕料で170万ぐらい計上されているんですね。

積算資料の53ページです、積算内訳。これ去年、たしか外壁のタイルとか点

検をずうっとやって修繕を終えていると思うんですけど、これ何をまた修繕

しなきゃいけないという、どういう内容なのか教えてください。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 平成５年３月竣工のふれあいセンターが

設置後20年以上経過をして、平成29年度が更新推奨時期の最終年度であり、

高圧ケーブルと高圧機器の取りかえ修繕を行います。 

◎委員（鈴木麻住君） それはわかるんですね、中に書いてあるから。それ

以外の施設修繕で170万計上されているんですけど、去年たしかタイルとか

全部ずうっと防水関係を修繕したと思うんですけど、それ以外に何を修繕さ

れるのかという内容を聞きたいですけど。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 170万に関しましては、毎年度同じ修繕

費を計上しておりまして、これは緊急時のためのものでございます。 

◎委員（木村冬樹君）  予算書の153ページ、後期高齢者医療の医療費の関

係で２点お聞かせください。 

 実績をちょっとお聞きしたいわけですけど、健康診査業務委託料のところ
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の後期高齢者の健康診査ですけど、受診率が平成28年度では速報値ではどの

ぐらいになっているのか。また、脳ドック等検査もありますが、平成28年度

の受診状況というのは、100件の予算に対して何件ぐらいになっているのか。

こういった実績をちょっとお聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 見込みでありますが、健康診査の受

診率につきましては34.3％で、ちょっと昨年度よりは低い状況になっていま

す。 

 また、脳ドックのお申し込みの状況でございますが、定員100名に対して

72名のお申し込みがあった状況です。 

◎委員長（伊藤隆信君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費、目９ふれ

あいセンター運営費から目11多世代交流センター費までの質疑を終結いたし

ます。 

 続いて、款３民生費、項２児童福祉費の質疑を許します。 

 予算書は、154ページから184ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（相原俊一君）  予算書の157ページの幼児２人同乗用自転車購入補

助事業についてお伺いします。 

 125万でなっているんですけど、積算内訳が２万5,000円で50台と。以前た

しか175万で出ていたんですよね。平成26年、27年と。そのときは３万5,000

円の補助金だったと思うんですけど、それが２万5,000円ということで、１

万円減ったのはどういう理由からなのか、お教えください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（富 邦也君） こちらのほうにつ

きましては、２人乗り用自転車なんですが、今年度から３万5,000円から２

万5,000円に額を変えさせていただいております。こちらのほうは、各近隣

のほうの状況を調べまして、あと２人乗り自転車のほうが普及等をしており

ましたところ、あと２人乗り自転車の価格等が下がっておりますので、金額

を下げさせていただいて、今年度から２万5,000円という形で予算をとらせ

ていただいております。 

◎委員（相原俊一君） たしか３万5,000円のときが限度額２分の１だった

んですよね。金額が下がって２分の１でも十分２万5,000円で支給ができる

ということで下げられたわけですか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（富 邦也君） 相原委員が言われ

るとおり、額のほうが前までは10万を超えていたんですが、実際のところ今
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現在は７万前後ということで、購入価格になっておりますので、購入できる

ものが、そのような形で変えさせていただきました。 

◎委員（鈴木麻住君）  予算書の163ページ、北部保育園の空調設備設置工

事、これは本会議でもちょっとお聞きしまして、３室分の空調機を入れると。

１台は給食センターのものを移設するというふうにお聞きしています。 

 それで、これは400万の予算が見てあるんですけれども、北部保育園は木

造で非常に古い建物だということで、老朽化も非常に進んでいると。そこに

400万もかけて空調機を入れるというのもどうなのかなあと思うんですけど、

業務用の空調機を入れるとそうなるんでしょうけれども、家庭用の空調機で

代用するというのも一つあるのかなと思います。 

 一方で、園児の数が年長、年中、年小と非常に減ってきていると。29年度

は随分減るようなお話もお聞きしています。そうなると、この先、あそこの

保育園がどういう形になるのかもわからないと。どこかと統廃合というのか、

複合施設で管理しなきゃいけないのかなあというようなことも視野に入れて、

この400万の業務用の空調機を入れるということはどうなのか、ちょっと考

えをお聞きしたいんですけれども。無駄じゃないでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 本会議の繰り返しになるかもわか

りませんが、そのとき積算については申し上げられませんでしたので、空調

設備として130万ほどと、あと電気設備ですね。キュービクル、電圧のもの

の入れかえで約130万ほどかかる。それで経費等をかけて400万という積算を

しているところでございます。 

 保育園の空調については、御承知のとおり、幼児室が設置できていないの

が北部保育園だけでございまして、夏は遊戯室なんかで保育をしたりしてい

るところでございます。今後、木造の園舎ということ、あれももともと学校

で使っていたものを移設してきたというふうに聞いておりますけれども、今

後どうするのかは、劣化度もかなり評価としては低いものですから、おっし

ゃるとおり建て直しということもあろうかと思いますけれども、今後すぐに

統廃合ですとか、今まだ在園児も３歳未満から３、４、５歳といるもんです

から、もし統合というふうになった場合でも、少なくとも今いらっしゃる方

が卒園してからというところになろうかと思います。その後も別の目的でも

使っていくかもわかりません。移設できるようなものも選定しておりますの

で、最終的には、天井も高いもんですから、家庭用のものでは十分冷えない

ということで、少し高額になっているかと思います。ロボット教室で延長で

使う部屋は給食センターのものも移設していますので、もし北部の部屋が使

用にたえないということであれば、今設置したものも移設できるというふう
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に考えております。 

◎委員（大野慎治君） 五条川小学校の放課後児童クラブと、本会議でも述

べましたが、教育こども未来部で総合的な施設配置というのを考えていない

んですよ。一個一個ばらばらに考えているからこんなことになっている。再

配置計画は建設部がつくっていると思っているというふうに思われても困る

わけですよ。未来計画の中でこうしていこうというんだったらわかるんです

が、一個一個のものをばらばらに考えている。それでは、公共施設の再配置

計画というのがつくれないんですよ。ですから、私たちは本会議で五条川小

学校の放課後児童クラブの建設は複合施設にするとか、未来形の形にすると

か、もっと夢のあるプランをつくったらどうだということを提案させていた

だきましたが、教育こども未来部の中で北部保育園とこれとばらばらに考え

ていたらだめだって。複合的な考えを持たないと、再配置計画を否定してい

ることになるということを頭に入れながら計画を立てていかないと、これは

ある部が計画をつくっています。こっちはばらばらに考えていますというの

は、ちょっと総合的ではないし、未来志向ではない。だから、家庭用で効か

ないといっても、家庭用のやつを多く入れてもいいわけですよ。一部屋に２

台とか３台入れてもいいから安く抑えますとか、そういったものを見せてい

ただかないと、移設可能かもしれませんと言われても、どこに移設するんで

すかという計画もないのに、そういった御発言はいかがなものかと考えます

が、総合的な教育こども未来部としての考え方をお聞かせください。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 総合再配置計画については建設部

だけでやっているというふうには、ここの岩倉市の職員は誰も思っていませ

ん。岩倉市全体で取り組むという姿勢を示しております。 

 特に教育こども未来部については、床面積の７割を抱えていますので、庁

内会議でもうちが中心だよという話もしておりますし、総務部についてもそ

ういう考えの者はないと思っています。 

 再配置は今後40年の計画だもんですから、学校、保育園施設だけでなくて、

地域の集会所だって取り込んでいかなければいけないかなというふうに考え

ております。目先だけのふうに思われているかもしれませんけれども、北部

地域は第六児童館もあります。岩倉北幼稚園も認定こども園になりました。

そういったこともトータルで考えていくことなのかなというふうに考えてお

りますので、給食センターの跡地の問題も市民参加手続を踏んでやるという

ふうにしていますので、保育園だったから教育こども未来部でまた使ってい

くんだということではないかと思います。 

 計画としては明確なものは出せていませんけれども、五条川小学校につく
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る施設についても、平日の昼間はあいていますので、学校の授業、例えば正

座でやる授業なんかにも使ってくださいという話もしていますし、これも繰

り返しかもわかりませんけど、児童館の幼児教室にも使っていけたらなとい

うふうに思います。 

 ひいては、先には地域の集会所的なふうに使ってもらっても、学校施設は

開放していってもいいのではないかなという話も教育未来部ではしておりま

す。具体的にここでどうしていくというのは申し上げられませんけれども、

保育の実態として、縦割り保育を北部は実施しているんですけれども、ばら

したときに、それぞれの教室にエアコンがあるところで保育も実施していき

たいという通っている方の要望もございます。最後の１園になってしまった

というところで、父母の会等々のところでは、理由が全然わからないという

話もございました。来年度、エアコンについてはやっと説明ができてくるの

かなというふうに思います。 

 家庭用については十分検討しました。見ていただくと、かなり天井が高い

んですね。昔は学校の校舎だったようですので、それでは十分に冷えないよ

という業者との相談の上、機種についても選定したところかと思います。 

 ちょっと十分な答えにはなっておりませんけれども、再配置の今後40年間

の計画については、市のほうで案を提示していただいて、市民の皆さんとみ

んなで検討していく問題、社会問題だというふうに認識しておりますので、

教育こども未来部の施設だったから、それでずっと使っていくという考えで

はないかなというふうに思います。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと聞き取れなかったんですけど、どこと相談

されたんですか。家庭用では冷えないよという。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ちょっと固有名詞は避けたいと思

いますけど、市内の電気設備の業者さんです。 

◎委員（鈴木麻住君） 今の答弁で、再配置計画が今後40年というお話で、

ということは、本当に非常に古い園舎なんですけど、その40年のスパンであ

れを見るという感覚なのか、だめなものは早く手を打って、統廃合なり建て

直しなり、いろんな手を打っていかなきゃいけないと思うんですけれども、

どうもちょっと違和感を覚えます。 

 それと冷房に関しては、家庭用で十分冷えるんですね。空間が幾ら高くた

って、冷気というのは下へおりるわけだから冷えます。ただ、暖房について

は逆に上へ上がるんで、その辺の問題はありますけれども、上からサーキュ

レーターとか扇風機でもいいんですけど、回せば暖気は下へおります。そう

いうことは十分対応できると思うんですね。 
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 さらにあの建物に業務用の空調機を入れるということは、今のお話であり

ましたように、キュービクルから高圧になるんで、全部かえなきゃいけない。

その予算も100万ついていると。だから、要するにあんな小さな規模の園舎

で、業務用の空調機を入れて、キュービクルまでかえてやるということが僕

はちょっと理解しづらい、バランスとして。もうちょっと大きな園舎だった

らわかるんですけれども、今後また学校の空調機の入れかえだとかというの

も出てくると思うんですけれども、市長のマニフェストにありましたから。

それもじゃあ全部満足のいくようなものを入れるとなると、当然それだけの

コストもかかるし、キュービクル、電気設備から全部かえていかなきゃいけ

ない。相当な費用になるはずですね。 

 だから、ケース・バイ・ケースで、建物も老朽化しているし、建てかえな

きゃいけないということを視野に入れたときに、その400万をそこにかける

だけの価値があるのかないのか。それをもっと安く抑える方法も考えられる

んじゃないかということを私は言っているのであって、なぜそこへ行ったの

かなあというのが理解できません。 

 だから、そういうふうな考え方にはできないんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 保育園につきましては、この間、

順番に乳児室も含めて再整備をしてまいりましたけれども、北部保育園につ

いてはないところだけの整備にとどめました。今ある乳児室については更新

しないという判断もしたところでございます。 

 その先の使い方は未定ですけれども、移設先もわかりませんけれども、今

の選定している機種については、相談の上必要最低限の整備だというふうに

考えております。 

◎委員（桝谷規子君） 私は、再配置計画は40年計画で、本当に今いる子ど

もたちがいらっしゃるんだから、無駄とか必要ないみたいな考えのほうが本

当におかしいなと思うんですが、私が聞きたいのは、五条川小学校に児童館

の放課後児童クラブをつくるということでの予算積算書では、子ども環境整

備事業になっておりますが、やはり９月議会のときには、これまでも夏休み

の学童保育が第六児童館の中ではいっぱいになっていて、その子どもたちを

多世代交流センターのさくらの家に、それも生活の場で、固定の部屋という

んではなく、さくらの家の運用の中であちこち行ったりというんで、本当に

子どもたちが夏休みの落ちつく場所なのかみたいな質問はさせていただいた

ところでありますが、そのときには明確に、五条川小学校区の学童保育の子

どもたちがどうしていくのかというところは具体的な答弁はないままだった

んですが、その後、きちんと保護者や、子どもたちの父母にどのような説明
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をして、五条川小学校区の中の空きスペースの中に五条川小学校放課後児童

クラブをつくるというところに持っていったのかというのが、説明責任がさ

れているのかというところが、議員に対しても、学童の保護者に対しても、

非常に不明確なんですが、そこら辺はどうなんでしょうか、経過の中で。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 放課後

児童クラブの整備に関しましては、放課後子ども総合プランの基本方針を決

定する中で、各小学校の現状などを聞き取りしながら、並行して行ってまい

りました。 

 南小、東小に関しましては、空き教室等がございましたので、皆様にも認

めていただいて、放課後児童クラブ仕様に改修をさせていただいて、学校の

中に整備をさせていただいたんですが、学校と連携をとりながら、お部屋を

利用しながら行っております。 

 岩倉北小学校、五条川小学校に関しましては、児童数が多いため、空き教

室とか余裕教室、多目的に利用可能な部屋は見込めない状況が確認されてお

りましたので、同時に敷地内整備や学校施設での改築にあわせた放課後児童

クラブの検討を進めてまいりました。 

 岩倉北小学校、五条川小学校、曽野小学校区、３校の検討を進める中で、

放課後児童クラブの受け入れ状況の緊急性、先ほど桝谷委員も言われました

ように、多世代交流センターさくらの家で臨時開設をずっと進めてまいりま

したが、利用される人数もふえてまいりまして、利用できる部屋もその日に

よっては違ってくるというような状況がありましたので、緊急性も含めて五

条川小学校を先にさせていただくように考えてまいりました。 

 周知につきましても、放課後子ども総合プランの基本方針を決定する中で、

学童保育の連絡協議会のほうの役員さんも委員の中に入っていただいていま

す。放課後児童クラブの父母の会の連絡の役員さんたちとのヒアリング等も

させていただいた中で、新しい事業を進めるたびに父母の会の連絡協議会の

方とお話をさせていただいたりしてまいりました。父母の会のほうも、これ

を受けて総合プランに関して勉強会等をされていまして、その中で意見交流

をさせていただきました。また、父母の会のほうからも要望書等を出させて

いただいた時点で、こちらからそのようなお話をさせていただいております

ので、周知等はされていると思っております。 

◎委員（桝谷規子君） 今、子どもが第六児童館にいらっしゃる親でも知ら

ない人たちがいっぱいいらっしゃったので、役員さんは総合プランの中にい

らして、ヒアリングをされていたということですが、全員の父母の皆さんに

は知らされないままに、今の２月の時点でも私が聞いた人たちは誰も知らな
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かったんですよね、３、４人、５人。小学校の先生たちも11月ぐらいに児童

課の方が見えてということで、初めてお聞きしてという状況をお聞きするの

で、やはり新しい計画のときには、本当に丁寧な説明がもっと要るんじゃな

いかなと思うんですが、今後、その方面でよろしくお願いをいたします。 

 それと、送迎ステーションですが、答弁の中では、本会議の中でもいろい

ろ言われて、送りの人たちは十何人いらっしゃるけど、迎えはほとんど保護

者の人たちが行っていらっしゃるということで、夕方のお迎えはほとんど利

用がないということですが、帰りの時間の利用はなくても、運転士さんへの

報酬はそのままなんでしょうか。来年度の御希望の方はどれぐらいになって

いるんでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 平成29年度４月からの利用者の

予定見込みなんですが、今お申し込みを出されている方の人数が16名いらっ

しゃいまして、最初の朝の分と帰りの分と両方のお申し込みという方ではな

くて、逆に今度帰りだけとか、朝だけとか、片方を使われる方が出ていらっ

しゃいますので、車に乗車する運転手さんが出勤されるのが朝だけというふ

うになる日だけではない状態です。 

◎委員（桝谷規子君） なので、運転手さんの報酬は、帰りも必要なのでそ

のままということなんですよね。来年度が16名。その16名が帰りだけという

方とか、ちょっとわかりますでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 最終的にはまだ調整中ですので、

今把握している中では、お２人が帰りだけというふうに使われる予定なんで

すが、ちょっとまだ最終ではありませんので、調整中です。 

◎委員（鈴木麻住君） 桝谷委員の五条川小学校の放課後児童クラブが途中

で質疑が終わっちゃってあれですけど、もう一度戻します。 

 放課後児童クラブが父母の会とか何かの方に説明されているというふうに

今お話がありました。たまたまその父母の会、今度あそこを利用している人

で父母の会の役員になる方かな、お話を聞きました。全然そういう話が聞こ

えてこなくて、突然そういう話が出てきて、ああ、やるんだというふうに皆

さん驚いているという。まあ、やってもらえるんだったらいいねというぐら

いの感覚なんですけど、一方で北小の給排水なんかが全部やり直して、トイ

レが非常にきれいになっていると。もっとそういうところに金かけてほしい

よねと、五条小もやってほしいよねという話が子どもたちの声も上がってい

ます。それは僕も聞いています。本来からすれば、そういうものを先に優先

してやっていただいて、児童クラブは今第六を使っていて、そんなに不便し

ていないということもありますので、できればそういうのを皆さんにきちっ
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とお話しして、どちらを優先すべきかということも含めてやるべきかなと思

うんですけど。 

 これもまた再配置計画の関連でどうしてもくるんですけれども、再配置計

画が29年度に一応事業策定されますよね。そうすると、今さっき言った北部

保育園なんかもそうですけど、五条小学校の学校の中で、どこの学校と統廃

合するとか、それは40年先の計画かもわからんですけど、そういう方針が出

た段階で再検討すべきじゃないのかなと。必要だったらつくればいいし、今

の北部保育園と一緒にした児童クラブというのもあり得るかもわからない、

大野委員が言ったようにね。そういうことを視野に入れて検討すべきじゃな

いかな。だから、今29年度の予算案で執行するんじゃなくて、これは補助金

がついているからということだと思うんですけれども、補助金に頼るんじゃ

なくて、もうちょっと全体を見ていい計画、夢のある計画にすべきだと思う

んですけれども、１年間おくらせるわけにはいかないんでしょうか。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 確かに

学校のトイレとか、市全体の中の改修とか、いろんな工事なんかもあると思

うんですが、放課後児童クラブの現状としましては、31年までに整備を整え

てやっていきなさいというふうに国のほうからおりてきている部分もありま

すし、また条例に乗せて１人に対して1.65平米以上の面積基準とか、定員の

こと、指導員のこと等が決めて行っていくようにというような指導もあわせ

ておりてきております。それで、岩倉市もそういった条例を26年度に制定さ

せていただいたんですが、五条川小校区に関しましては第六児童館、本当に

手狭で、今の放課後児童クラブをあそこでやろうとすると、30人を切ってし

まうような定員になってきますので、今度は放課後児童クラブの受け入れ先

ができなくなっていってしまうというような現状もありますので、そこも含

めて今五条川小学校校区に放課後児童クラブの施設が必要かなと思っており

ます。 

 もちろん学童保育だけで利用するというような思いは持っておりませんの

で、地域との連携と、あと子ども教室等の連携等も図って使用していきたい

なあとは思っておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） そうすると、北小学校も第二児童館、物すごい狭い

ところでやっています。曽野小学校は第三児童館。それは、31年度までに全

て同じように校内にそういう放課後児童クラブを整備していくという考えで

進めているということでいいんですかね。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 北小学

校に関しましては、第二児童館と第一児童館、くすのきの家がございますの
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で、今くすのきの家は２つの放課後児童クラブができておりまして、60人の

定員を受けております。第二児童館に関しましては40人を受けておりますけ

れども、夏休み等は両方で、夏休みだけの希望の方がいらっしゃいますので、

少し面積基準的に大きいくすのきの家のほうで少し余分に放課後を受け入れ

て、あと北小学校のお部屋を低学年図書室と調べ学習室等をお借りして、臨

時的な保育をやっておりますが、まだ２カ所ありますし、北小をお借りでき

るというような状況もございますので、様子を見ながらということになって

きますし、学校とほかの整備との調整等もありますので、そこら辺は考えな

がらやっていきたいなと思っております。 

◎委員（鈴木麻住君） つまり臨機応変にケース・バイ・ケースで対応して

いくということだと思うんですね、今の回答は。ということは、五条小も今

喫緊に困っていてということもあるのかもわかりませんけれども、１年間先

延ばし、要するに今、再配置計画が策定のときに来ているわけだから、もう

ちょっと１年間先延ばしして様子を見たほうがいいんじゃないのという提案

なんですね。費用的にも、そこの受水槽を撤去したり、飼育小屋を移設した

り、いろんなことをやらなきゃ設置できない。１億以上かける工事なんです

ね。１億あれば、北小学校の北館の給排水の整備だって全部できちゃったん

ですよね。だから、五条小よりもそっちを先にやってよという声もあるんで

すよ、現実問題は。だから、必要なものは必要で、別につくるなとは言って

いるんじゃないんですけど、つくるタイミングと考え方をもうちょっと精査

すべきじゃないんですかというお話をさせてもらっているんですけど、その

辺はどうなんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（富 邦也君） 先ほども述べまし

たが、計画的にこちらのほうも放課後総合プランの基本計画で計画をしてお

りまして、調査したところ、五条川小学校のほうが近々でありますが、児童

数も保護者のニーズもふえておりまして、夏休みではもう定員いっぱいの形

で受け入れておりますので、その状況を見てこちらのほうも判断させていた

だきましたので、よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 引き続き五条川小学校の放課後児童クラブですが、

プランの中では、五条川小学校の放課後児童クラブは70名で計画されていて、

今回80名で計画しています。80名仕様になっているんですね、たしか面積的

には。このプランと違うじゃないですか。これから子どもがふえていくとい

う、維持していくのかもしれませんが、ふえていくという計画はどこにある

んですか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 審議の途中ですけど、休憩したいと思いますけど、
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御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 40分まで休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 大野委員のほうから当局の質問でございますけど、当局のほうよろしいで

すか。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 先ほど

の御質問なんですが、新たな施設整備による確保人数ということで、平成31

年度に70という目標値が出ておりますが、これは五条川小学校を開設するこ

とによって達成する定員ではありません。これは定員ではなく、確保量とい

うか、人数確保の目標値になっています。 

◎委員（大野慎治君） 書いてあるのは、将来利用推計ニーズ量と書いてあ

るんですね。ニーズですから、それは確保量とは違う。ニーズがこんだけあ

りますよという計画でしょう、これは。ニーズなのか、計画なのか、目標な

のか、何なのかはっきりしてください。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 五条川

小だけではなく、市全体の放課後児童クラブのニーズ量ということになりま

す。 

◎委員（大野慎治君） ここに書いてあるのは、各小学校別に書いてあって、

全体で書いてあるわけではないもんですから、それを言われても何をおっし

ゃっているの。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎委員（大野慎治君） もう一度聞きます。 

 現在の五条川小学校の学童保育、放課後児童クラブと学童保育がちょっと

混雑しますが、学童保育として利用されている方は何名いらっしゃるんでし

ょうか、夏休みと平常時と。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 平成28

年度の通年を通して利用されている方が48人で、夏休みの利用の方が31名で、

合計79名となっております。 

◎委員（大野慎治君） そうすると、通常は48名であるということですね。

それぐらいの大きさでよくて、夏休み期間中は別にしないので、そこで一気

に放課後児童クラブを開設するので、80人欲しいということですね、今の考
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え方は。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 建設に

伴って学校の敷地内に放課後児童クラブを開設するに当たって、学年拡大を

していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 現実に学年拡大したところも、５年生、６年生の御

利用者の方は極端に少ない。１名ないし２名いらっしゃるのかなと、５、６

年生に関しては。いるかいらっしゃらないかは別ですが、ニーズは余り岩倉

の場合は特に発生していないということで、そこの人数を入れてしまうと多

いですが、そこの人数が目標値よりも少なくなるので、そこはどのように推

計されているんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（富 邦也君） こちらのほうです

けど、実際のところ今は数値のほう、今回南小学校と東小学校のほうで小学

校６年生まで拡大しましたが、だんだん年齢が上がるにつれて、小学校４年

生、５年生と、またニーズのほうが上がってくると思われますので、またそ

のところは検討しながら、こちらのほうも今回、利用の定員とかも実際のと

ころ79名と、年々地区のほうでも就労の体系とか、そういった関係でニーズ

のほうが上がっておりますので、だんだんと人数がふえてくるという形で推

移しております。 

◎委員（大野慎治君） 質問を変えます。済みませんでした。 

 162、163の保育事業費の中のパート賃金についてお聞かせください。 

 私も12月議会で御質問させていただきましたが、昨年度よりパート賃金を

上げてほしいということで、40円、28年度より各パートの方が上がっており

ますが、今のところ、僕、確認しましたところ、上がった賃金は当然まだ議

会で議決しておりませんが、低いほうの賃金で募集がかかっているという現

状であると思うんですね。ここのことについては特に御異論は皆さんないと

思うんで、上がった賃金で募集しないと、３月中の確保が難しいんじゃない

のかと考えられますが、今のパート保育士の不足数は何名いらっしゃるんで

しょうか。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 今の御

質問ですが、29年度の見込みを今調整中なんですけれども、その段階では今

３名の不足になっております。 

◎委員（木村冬樹君） 最初に、保育園費の最初の職員と管理費の関係で、

以前もお尋ねしたんですけど、保育士さんたちの時間外勤務手当がこの人数

でこの額ということだもんですから、月額にすると２時間未満ぐらいなのか

なあというふうに、１人当たり平均は出しても余り意味がないかもしれませ
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んけど、というふうに思うんですね。ほかの部門の職員と比べると、やはり

そういう時間外勤務手当の額は１人当たりは少ないなあというふうに思うん

ですけど、パートさんも不足しているという段階で、本当に事務作業なども

含めて、こういう実態でいけるんでしょうか。サービス残業とか、持ち帰り

残業とかはなしで岩倉市はやっているというふうにこの間ずっと答弁されて

いますので、そういうふうでやっているというふうに思いますけど、実態と

して本当に回っていくのかどうか。その見通しについてお聞かせください。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 今まで

の御質問の中で、以前から持ち帰り残業があるのではないかという御指摘も

いただいているところなんですけれども、保育業務の中で何とかやっていく

という形をとらせていただいていて、保育園事務としては、指導計画の年間

計画、それから月の月案、指導計画、それから週の指導計画等あるんですけ

れども、あと乳児のところでは、毎日のお便り帳という連絡帳をつけている

んですが、御家庭と保育園とのやりとりをしているんですけど、それは必ず

園での作業になりますし、あと幼児のかわら版というのがあるんですけれど

も、その日の課業の様子だったり、御家庭に御連絡をさせていただくという

ことも園内でやっています。あと、年３回個別の指導記録というのがあるん

ですけれども、児童記録というのはつけておるんですが、それに関しては園

内でやることにはなっておりますが、時間内でやるというのが割と時間がか

かってしまうもんですから、時間外ということでつけさせていただいていま

す。 

 時間内での保障なんですけれども、前回の御質問のときにお答えしたと思

うですが、フリー保育士、それか延長保育士、園長で保障をしているととい

うことをお話ししたんですけれども、具体的にどのようにというところでは、

週に１回から２回早番勤務というのをするんですけれども、早番勤務で７時

半に出勤して業務に当たるんですけれども、３時から４時の１時間は、お部

屋を離れて事務をとるという形で、そこへフリー保育士なり長時間保育士が

入るという形で保障をしています。 

 あと、土曜日の勤務なんですが、保育園は開園しておりますが、子どもた

ちが通常よりもかなり少なく、週休２日で保護者の方がお休みがあるという

ことで、保育園のほうも子どもたちがお休みをするということがありますの

で、通常よりもかなり少ないお子さんの保育という形になりますが、朝７時

半から園によっては６時半、７時までおりますので、保育士は通常必ずダブ

って出勤をしております。その中で12時から４時ぐらいに勤務をする保育士

は、その時間帯は事務がとれるという形になっておりますので、その辺のと
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ころで月の指導計画とか、週の指導計画の反省等を書かせていただくという

形で保障をしているところです。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 実態はわかりました。 

 公立保育園でもいろいろ状況の違いはあるのかなというふうに思います。

また一般質問で改めてお聞きしたいと思います。 

 もう一点ですけど、保育事業費の関係で、新年度の入園の申し込みの状況

も一般質問で聞くわけですけど、ちょっとこの間、いろいろ希望があった方

などから問い合わせがあって、少しお聞きしたところ、既にもうゼロ、１、

２歳は満員で、認定こども園も民間保育園も含めてなかなか大変な状況にな

っているというふうにお聞きします。現状の新年度の入園状況というのはど

ういう状況になっているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 平成29年度の入園状況につきま

しては、既に決定通知のほうを送付しておりまして、その後も住所の移動な

どで転出したりとか、新たに転入されている方とかの入園の申し込みがあり、

まだ調整は最後まで続けるところですが、ゼロ、１、２歳児は大変込み合っ

ておりまして、１歳児では２名の待機児童が出る見込みです。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。年度当初から待機児童が発生する見

込みだということであります。 

 これからまだ転入が３月ということであり得るところの中で、さらにふえ

る可能性もあるところだというふうに思います。非常に残念といいますか、

市長がかわって、そういった点での政策を打ち上げてスタートしようとして

いるところでこういう状況ということで、市民にとっては少し失望感がある

んではないかなというふうに思うところです。 

 何ともならんというところなのか、それとも公立保育園のところで、年度

途中からでも対応できるような分があるのかどうか、こういった点について

の考え方をお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 公立保育園においても、平成29

年度は１歳児クラスを２クラス、２歳児クラスを３クラスふやすこととして

対応いたしました。平成28年度は、３歳未満児の人数なんですが、249人に

対して来年度は280人を予定しておりまして、まだ調整で変わる可能性はあ

りますが、31人の増加となっております。来年度の入園の利用調整も最大限

努力をしておりますが、途中入園に関しても各施設、利用調整のほうを行い

まして、できる限り入園の受け入れをできるように努力していきたいと思っ

ております。 

◎委員（桝谷規子君） 今、何歳児を何クラスふやすというのをちょっと聞
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き取れなかったんですが、28年度に関してはまだ７つの保育園の１歳児、２

歳児のクラスをふやす部屋のスペースはあったと思うんですが、やはり４月

スタートの待機児がいては、市長が言われる子育て世代住みたいまちナンバ

ーワンにはならないと思います。 

 補正予算の中でも妊産婦健診の受診がふえて、増額補正をしたぐらいです

ので、やはり子どもがいらっしゃる世帯が確実にふえてきているといううれ

しい悲鳴をちゃんと受けとめて、１歳児クラスをどこかの園でちゃんと１ク

ラスふやすという方向を持たなくちゃいけないんじゃないかと思うんですが、

どうでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） クラス数の増減については、ク

ラス担任は正規保育士でということになりますと、職員の数を年度当初にと

いいますと、利用調整している時期と調整のずれが出てきますので、今回は

最大限増加できるクラス数をもって調整いたしました。 

◎委員（桝谷規子君） 29年度は産休・育休明けの保育士さんがかなりいら

っしゃるというのもお聞きするんですが、その人たちを正規で全部配置して

も足らないという見込みなんでしょうか。何人いらっしゃるんでしたっけ、

産休・育休明け。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 平成29年度４月から育児休暇を

取得して復帰する保育士は８名おりますが、その分を見込んでもクラス数は

そのようになります。 

◎委員（桝谷規子君） 先ほど28年から29年にクラスをふやしたというゼロ、

１、２歳、何歳児で幾つというのをもう一度お願いできないですか。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） １歳児クラスを２クラス、２歳

児クラスを３クラスです。 

◎委員（堀  巌君） 関連です。さっきパートさんの不足数が見込みで３

名というふうに言われました。現状では何人なんですか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 現状の

欠員としましては６名です。 

◎委員（堀  巌君） その６名に対して、29年度が３名まだ不足するとい

うその見込み。私は、29年度はこれからなので見込みはゼロでなきゃならな

いというふうに思うわけですけど、何で３名欠員見込みなんですか。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（八木純子君） 今、い
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ろんなところで募集をかけていますし、いろんな形で募集をしております。

新しく入ってくださる方が見えるので、３名までには何とかなるんですけど、

今の時点ではまだ３名が補充できていないということです。 

◎委員（堀  巌君） それは現状ですよ。現状で当てがあるところを差し

引くと今３名足りないという見込みなわけですよね。だけど、市の方針とし

ては、やっぱりゼロというふうに言わないといけないと思いますが。 

 それはちょっと置いておいて、全体的な議論を聞いていると、今、国の動

向として働きやすい環境を整えるということで、さっきの放課後児童クラブ

であるとか、拡大傾向で自治体も努力しなさいよという方向なんですよね。

実際、岩倉市の今後のニーズをどう見ているかというところで、今後どんど

んふえていく。例えば５年ぐらいのスパンで見て、どんどんふえていくとい

う推計、計画値というのは持っておみえなんでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） まず初めに、この項目が始まると

きに報告しなければいけなかったかもわかりませんけど、本会議のときに桝

谷議員が出生時の地区別人数をということでありました。まずそれをお答え

させていただきたいと思います。 

 出生したときの地区人数というのは、今の住基上で捉えにくくて、現存の

人数ということで、平成27年度中に生まれた子どもというのが436人で、平

成28年度中、この２月いっぱいまでですか、あと１カ月ありますけど、そこ

までに生まれた子が467人。おかげさまで30人ほどふえたというところです。

ただ、これは転入も含んでおりますし、転出された方については抜いている

というものでございます。金曜日に妊娠届け出数は平成27年で518件という

ふうに健康課のほうからあったんですけれども、それから28年度は477件。

生まれるときと妊娠届けは当然違いますし、不幸にして出産に至らなかった

というケースもあろうかと思います。岩倉市の27年度の出生数としては、住

民基本台帳の記録では456人というところになってございます。 

 この子ども・子育て支援事業計画、平成27年度から31年度の計画をつくっ

たときに、幼児期の保育の見込み量というのを推計しております。幼稚園を

希望するのか、保育園を希望するのか、それからゼロ、１、２ではどれぐら

い希望するのかというニーズ量をはかっております。今の答弁でもありまし

たように、早くに保育園に預けたいというニーズがふえてきているというこ

とで、先ほど３歳未満児が、来年度は今年度と比べると30人ぐらいふえてい
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る。ただ一方で、３歳以上については20人ほど減っている。これはまさに少

子化の傾向があらわれているのかなというところは把握をしております。 

 今後しばらくも、出生数はそう岩倉市としては変化はないもんですから、

残念ながら子どもの数は漸減していくという見込みを立てております。なん

ですけれども、ゼロ、１、２のニーズはふえていっている。早く預けたいと

いうような傾向が出て、先ほど言いました待機というようなところかと思い

ます。 

 保育の必要量については、認定こども園、それから公立保育園、それから

小規模の保育所を合わせて岩倉の保育量ということで、定員の確保について

は岩倉市として拡大に努めたいというふうに考えております。 

 この計画も31年度までの計画ですので、計画量については来年度見直しも

図っていく予定でございます。 

 現在の計画でいきますと、幼児期の保育の必要量というのは、今年度679

人だったものが31年度は610人というふうに見越しておりますけれども、こ

の見越しは３歳以上については緩やかに減っていくんですけど、ゼロ、１、

２については今後ふえるという見込みを立て直さないといけないというふう

に考えております。 

◎委員（堀  巌君） そのとおりだというふうに思いました、聞いていて

ね。そうだとするならば、やはりそこの配置基準として保育士が足りなくな

るわけですから、そこに予算を充てるべきじゃないでしょうか。 

 さっき言った政策人口の話を代表質問のときにしましたけれども、やはり

国の動向プラス岩倉市の今後の現市長の方向性からすると、ここの子育て部

分というのは手厚くすべきということもあって、パートの不足数３名見込む

なんていう話ではなくて、やはりここも賃金を他市以上に上げながら確保す

るのが岩倉市の保育の今後の流れというか、今、現市長の考えている方向性

だというふうに思います。 

 あわせて、児童数はさっき言ったように減っていく、漸減すると言ってい

ましたよね。そうしたら、放課後児童クラブのところの人数というのは、児

童数は減るわけですから、そこはちゃんと考えていって、公共施設の計画を

つくるべきではないでしょうか。 

◎子育て支援課児童館長兼地域交通センター長代理（柴垣裕子君） 動向を

見てということなんですが、当面共働き家庭はふえていくと思っております。

現実、南小学校のほうなんですが、整備をさせていただいて、今まで第四児

童館のほうで放課後児童クラブを行っていたんですが、地域的に曽野小校区

のほうにあったということもありまして、利便性から、やっぱり預けたくて
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も遠くで預けられない、行ったり来たりが大変だということで預けなかった

けど、学校の放課後児童クラブを見て、その中で預けてみようかなという形

で、そこからお仕事を始められた方も南小のほうでは多々ありますので、今

後、放課後児童クラブのニーズは当面ふえると思っております。 

◎委員（大野慎治君）  保育園送迎ステーション運営委託料、予算書168、

169ページについて質問します。 

 昨年の３月議会のこの委員会で、私が車が１台で十分対応できるのではな

いかという質疑をさせていただきました。そのときの答弁趣旨が、帰りは利

用者がもっと多いと思いますので、２台必要なんですというような趣旨の答

弁であったと思います。結果は１名ないし２名ですね。結論から言いますと、

帰りの車は１台で十分だと。行きも目標の20名を何とか３月までには確保を

するように努力するという趣旨がありましたが、結果は13名ですか、現状は。

帰りは１人というようなことをお聞きしておりますが、この現状についてど

のように考えているのか。 

 また、帰りの車は１台で十分じゃないかと。１人の方はどのようにしてい

るの、帰りのときの場合は。ずうっと待機して車は動いていないのか、今の

現状をお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 現在、平成28年度に利用されて

いるのは、兄弟の方でお２人いらっしゃるんですけれども、その方は１台で

送迎しております。 

◎委員（大野慎治君） 今のこの13名、帰りがお１人か２人のときの、現実

20名の目標に対して、この結果というのは計画が間違っていたのか、ニーズ

がなかったのか、どのように分析しているのかということをお聞きしていま

す。 

◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 平成28年度の利用されている方

については、帰りを利用されている方は朝も夕方も両方使われている方なん

ですが、29年度の申し込み状況を見ておりますと、帰りだけのニーズの方も

いらっしゃいました。これから途中からでも受け入れができれば、保育園送

迎ステーションのほうは利用していっていただけるように調整を図っていき

ますので、多様な方法で、帰りだけの方はいらっしゃるのかなあと思ってい

たら、29年度の方はいらっしゃったので、両方使われる方、朝だけ使われる

方、帰りだけ使われる方、そういった形で広まっていけば、いろんな方が使

っていただけるようになると思っております。 

◎委員（大野慎治君） ２台ある車のうち１台はどうしているのか、帰りの

ときは、２台活用しているんですか。１台で活用しているんですか。 
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◎子育て支援課統括主査（佐藤さとみ君） 現在は１台で稼働しております。 

◎委員（大野慎治君） そうすると、１台朝だけで十分じゃないかという話

になるんですね。もともとの計画が間違っていたのか、計画目標が違うのか、

必要あるんでしょうか。朝だけの委託で十分なんじゃないでしょうか。１日

の拘束は必要ないと考えますが、いかがでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 現在は、朝が１つの車が３回、も

う１台が４回出発しております。朝はそういう送迎状況です。なるべく子ど

もの負担も軽くということで、バスに乗っている時間も短くというようなこ

とで、そういった運行状況です。 

 車は、朝７時から９時までの間に終わりましたら、市役所の地下の駐車場

に置いてございます。午後は１台だけですので、１台の申し込みだもんです

から、１人の方は出勤しておりません。１台だけ動かしております。 

 また、土曜日についても１台だけで運用できておりますので、お１人だけ

の出勤。これは出来高の委託契約にしておりますので、土曜日については１

人分の運転手さんの先ほどの費用しか発生させておりません。 

 ステーションについて周知不足等もあろうかと思いますが、今年度より少

しふえるというような状況で来年度はスタートするのかなというふうに考え

ております。今年度使ってくれた方も引き続きという方もおりますし、新た

な方もいらっしゃいます。来年度は父母の会の要望でもありまして、下寺は

近いから利用がないだろうということで、対象にしないというふうにしてい

たんですけど、下寺も入れてくださいという父母の会の要望もございました

ので、父母の会の要望にありましたように下寺保育園も対象にして運用して

いきたいというふうに考えております。 

 私も初めてでしたので、三、四回バスにも乗っていきましたけれども、先

ほどのなるべく短くというふうにとっても、１人で乗っている子どもがいま

して、保護者の方とも相談して、長く乗っていってもいいので、お友達と一

緒に乗っていきたいというような運行の変更もしております。車の中で本当

にコミュニティーも生まれておりまして、違う保育園に通っている子、お姉

ちゃんが先におりるもんですから、ハイタッチをしておりていく。まさにコ

ミュニティーバスのよい点も生まれてきているのかなということも目の当た

りにしましたし、最初は子どもに負荷をかけ過ぎる、ずうっと乗っているの

はどうかなということも考えておりましたけれども、そういった乗り方、乗
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せ方についても、御家族、保護者の方と相談しながら運用していっていると

ころです。これもそういったことを周知しながら、利用がふえるようにして

まいりたいと。遠くの保育園に預けるという負荷を緩和するために始めた事

業でもございますので、そういったよき点も周知しながら、利用を広めてい

きたいというふうに考えております。 

 あと、運転手の方もいい方で、保育園のほうでも手を振ってもらったりし

て、やりがいをということをおっしゃっていただいているので、ソフトを重

視して進めてまいりたいというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） 再度確認ですが、自動車の運行管理業務の委託料は、

平日のお迎えの分は、１人は出来高制なので、結果的には支払わないという

ことでよろしいでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） １日幾らというふうに契約をして

おりますので、土曜日は発生していないんですけれども、平日については発

生をしております、同じ額で。 

◎委員（大野慎治君） そこは見直す予定はないんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 会社のほうとしても、１人の方を

雇用すると、保険等の発生、運行管理、安全教育等も発生するということで、

そこは１日当たりという変更をせずに契約をしていきたいというふうに考え

ています。 

◎委員（櫻井伸賢君） １つだけ済みません。 

 県内初でこの保育園送迎ステーション事業の運用が始まったということで

ありますけれども、行政視察でほかの市町からお見えになるのはどれぐらい

ありますでしょうか、お答えください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（富 邦也君） 現在、今年度です

が、尾張旭市と岡崎の市議の方で２件視察のほうはありましたが、あとその

他、子育て支援課の窓口のほうに一宮市の職員とか犬山市の方も来庁された

場合、ステーションのほうをお聞きしたいということで、視察ではないです

が、お話等はさせていただいております。 

◎委員（堀  巌君） 私も本会議で、保育園送迎ステーションは自分がや

るとすればＤ評価だというふうにしましたんで、ちょっとお聞きしたいと思

うんですけれども、この理想形で20人いっぱい埋まったとして、この事業の

費用対効果、利用している人は、それは喜んでくれると思います。じゃなく

て、これに対する、本当に市として取り組む必要があって、内部評価をする

とするならば、今どういうふうに見ているかというのを、さっき大野委員が

質問をしましたけれども、ただ人数をふやしていきますという回答だったん
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ですよね。そうじゃなくて、どう見ているかというのをちょっと聞かせてく

ださい。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 保育園送迎ステーションは28年度

の新規事業で始めまして、まずは近くに入園可能な保育園や認定こども園が

見つからない子どもたちに対して、自宅から遠距離にある保育園で通園を可

能にすることで、入園児童の均衡や送迎に係る保護者の負担軽減を図るとい

うところで、待機児童の解消につなげるということ。それから、子どもを安

心して育てることのできる環境整備事業の一つとして実施してきたところで

ございます。 

 確かに利用者が十何人、これは毎日なんですけれども、延べ人数にすると

年間少ないかと思いますけれども、今後、保護者の方はなるべく近くの保育

園にということを希望されるんですけれども、かなわない場合の一つの施策

として実施をしております。 

 また、副次的に子育てしやすい岩倉市をシティープロモーションの一環と

してＰＲする役割も果たしていただけるのではないかというふうに考えてお

ります。先ほど視察等もございましたし、テレビなどでも取り上げられたり

もしております。 

 岩倉市の保育環境の整備事業として有効な手段というふうに考えておりま

すが、今後、先ほど言いました子どもの数が減ってきて、全ての方が近くの

保育園で入所できるということであれば、もしかしたら違う運行の仕方も考

えていく必要があるかもしれないということは思いながら、現在は岩倉市の

駅から通勤する方も多いということで、この場所を起点にして実施していく

ステーション事業が有効であるというふうに考えています。 

 また、一つの条件として、商業保育施設が隣にあるということもあったん

ですけれども、岩倉市の一番の駅で実施しているというのは、そういった経

過でございます。 

 この事業については、ニーズといいますか、利用規模もふえているという

ことから、Ｄランクではないのかなと。引き続きソフトを考えながら、安全

な運行に努めていきたいというふうに考えています。 

◎委員（堀  巌君） やはり本会議でも申し上げましたように、きちんと

こういった事務事業評価をやってほしいというふうに思います。トップダウ

ンが一概に悪いとは言いませんし、だけどこれはボトムアップで市民からニ

ーズがあってとかいうことではなくて、やはり大都市でやられているような、

もっと広域な自治体で待機児童を減らすための有効手段だということは、書

かれているのを見ましたけれども、岩倉に本当にそれが適応するのかどうな
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のか。待機児童がどれだけ減ったという費用対効果があるのかどうなのかと

いうのをもう一回見直していただきたいと思います。これは意見です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項２児童福祉費の質疑を終

結いたします。 

 続いて、款３民生費、項３生活保護費の質疑を許します。 

 予算書は、184ページから188ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） 生活保護の関係でお聞きします。 

 扶助費の関係で、住宅扶助についてお聞かせいただきたいと思います。 

 この間、本会議の議案質疑などでずうっと聞いてきている部分ですが、住

宅扶助費が２人世帯のところで減額になるということで、対象となる世帯が

十二、三世帯あったというふうに思います。いろいろ対応がされているとこ

ろだというふうに思いますが、引っ越しが困難な人たちが当然いるわけで、

そういうことも勘案して、十分な対応がとれているのかどうかという状況に

ついて、少し説明をお願いいたしたいと思います。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、木村委員から御質問をいただいた件につ

いて答弁をさせていただきます。 

 昨年の９月議会で御質問いただいたことと思いますが、９月議会のときに

もお答えをさせていただいたとおり、やはり制度上、転居が必要にはなるん

ですが、どうしても状況は難しいという方がおられますので、中には転居さ

れた方もおられますけど、柔軟に対応させていただいております。 

 ただ、制度ということもございますが、やみくもにというわけではなく、

やはり保護世帯の方の状況をよく見ながら引き続き対応させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。ということは、転居した人もいるし、

転居しなくて、住宅扶助費は引き下げられたけど、生活扶助の中でその分を

賄っているという考えでよろしいでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 御質問のとおりでございますし、やはり先ほ

ども申し上げましたけど、制度というのは当然考え方としてはありますけど、

中には不動産屋さんと御自身が交渉されて、苦慮をされている方もおられま

すので、いろいろと状況を見ながら対応させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） １件だけお願いいたします。 

 生活困窮者自立支援事業のうち、自立相談支援事業委託料の中で、新たに

家計相談支援事業分が含まれるということでございますが、この家計相談支
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援員と申し上げていいのかどうかわかりませんが、そういった相談に乗る方

というのは何か資格を必要とするものかどうか、これをお聞きいたします。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、黒川委員の御質問についてですが、家計

相談支援事業というものは、生活困窮者自立支援法の中でも任意事業という

こととなっております。 

 こちらにつきましては、資格ということでございますけど、やはりお金に

かかわることの相談業務でございますので、相談支援にかかわる知識や技術、

家計管理にかかわる知識、技術、社会保障制度や金融にかかわる知識等を有

していることが必要ということでございまして、消費生活専門相談員、消費

生活アドバイザーまたは消費生活コンサル等の資格を有する方とか、社会福

祉士の有資格の方とか、社会保険労務士の資格を有する方、ファイナンシャ

ルプランナーの資格を有する方か、それに先ほども申し上げた掲げる者と同

等の能力またはそれによる実務経験を有する方が有資格ということで該当し

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） 自立相談支援事業そのものというのは、従前から委

託をしてみえますよね、ワーカーズコープですよね。必然的にそのところが

次年度のほうも、継続性、安定性からいくと事業委託されるだろうと思いま

すけど、そこの中に、今述べられた経験を持った方というのは現にお見えに

なるわけですか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 現在は２人の相談員の方にやっていただいて

おりますが、４月から、予定でございますけど、家計相談の支援員に来てい

ただくことになっております。その予定の方につきましては、これまでの業

務において、お金に困った人とか生活保護受給者で自立したい人などの相談

業務の経験があり、実務経験を有する方ということで聞いておりますので、

４月からそういうふうに対応させていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） 現在も委託先のワーカーズコープでこのような相談

をしていただいている状況もあると思うんですが、私も実際同行して、やっ

ぱりその方は１回で解決するものではなく、毎月毎月いろんな払うお金がな

くなってしまうとか、いろんな状況がある中で、継続して相談に乗っていか

なくちゃいけないというケースが非常に多いと思うんですが、そういった全

体の相談件数がふえている中で、特に家計相談に特化した相談というのも本

当に必要になってくる中で、今度ふやしていただいたのかなとも思うわけな

んですが、この相談数の状況、リピーターの人が非常に多いと思うんですが、

そこら辺はどうでしょうか。 
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◎福祉課主幹（田島勝己君） 桝谷委員の御質問でございますが、今年度２

月末時点の相談人数ですが、延べで答弁させていただきたいと思いますが、

全体で51名の方が本来であれば家計相談に該当するということで、確認をし

ております。 

◎委員（桝谷規子君） 全体の相談数も一緒にお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 休憩をいただきまして、ありがとうございま

した。 

 今年度の２月時点ですが、相談の総数としては124件でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 桝谷委員も言ったように、議員のもとにも相談が来

て、それで一緒に話をしたりとか、あるいはその人を連れていったりとかい

うこともしているわけですけど、予約をとらないと、なかなか急に行ってと

いうふうにならないところもあるんじゃないかなというふうに思うんですけ

ど、今度の体制がとれることによって、例えばきょう行きたい、あした行き

たいけど、この日にしてくださいみたいな形で言われるときがあるんですよ

ね。そういったような対応は、少しは改善されるんでしょうか。 

◎福祉課主幹（田島勝己君） 今、御質問いただいた件でございますが、ど

うしても現在の体制ですと、週５日、月おおむね10日ということですので、

どうしても相談が立て込んでくると、ちょっと日にちを調整していただくと

いうことがあったということかと思います。 

 来年度からにつきましては、増員ということになりますが、やはり家計と

いうことで、アウトリーチがそうするということで、外へ出たりすることも

ありますが、現在よりは多少は緩和されるんではないかなというふうに見て

おります。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款３民生費、項３生活保護費を終結いた

します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款４衛生費、項１保健衛生費、目１健康総務費から目４保健セン

ター費運営費までの質疑を許します。 
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 予算書は188ページから202ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（桝谷規子君） 補正予算の中で、妊産婦健診の受診料が増額補正さ

れたんですが、この新年度予算では、28年度よりは増額になっておりますが、

補正予算で増額した分までは増額されていないんですが、そこら辺の見込み

はどう立てられてきたのか教えてください。 

◎健康課主幹（長瀨信子君） 今回、妊婦及び乳児健康診査のほうで補正予

算を上げさせていただいておりますが、そのふえた分につきましては、平成

27年１月、２月、３月の妊娠届け出数が予想を上回っていたということで、

この新年度予算を計上する時点ではそのあたりがまだ読めていないところで、

妊婦と乳児につきましては平成28年度並みで予算を計上させていただいてお

ります。 

◎委員（桝谷規子君） じゃあ、昨年度よりはふえているんですが、まだう

れしい増額補正をしなくちゃいけない時期もあるのかなとも思いますが、ま

たそのときはよろしくお願いします。 

 続きまして、昨年度、28年度に産前からの切れ目のない相談体制をという

ことで、助産師の方、嘱託でということで入れていただいたと思うんですが、

こういった中で妊娠前からの不安の相談や、産後、民生委員さんの赤ちゃん

訪問や、保健師さん、助産師さんのさまざまな切れ目のない支援ということ

でされてきたと思うんですが、その民生委員さんたちと保健師さん、助産師

さんとの連携の状況がどうなのか。また、その方に対してさまざまな民生委

員さんや助産師さんや保健師さんという専門家の人たちの支援も必要だと思

いますし、そういう新米のママというのは、同じようなママたちと一緒にか

かわって成長していくと思うんですが、そういった支援などもされてきてい

るのかなと思うんですが、そこら辺、いろいろ保健センターの中で頑張って

きていらっしゃる状況などを教えていただきたいと思います。 

◎健康課主幹（長瀨信子君） まず最初の民生委員・児童委員さんとの連携

というところですが、民生委員さんは地域の赤ちゃんの赤ちゃん訪問という

ことで行っているところですが、月に１回赤ちゃん訪問の運営委員会という

のを民生委員さんが行っておりますので、今年度からその運営委員会に保健

師も参加させていただいております。 

 訪問で会えなかったお子さんや気になる親子についての情報を共有させて

いただいて、保健センターで把握している、例えば健康相談とか健診で把握

している状況等をあわせて民生委員さんにも情報を提供しているところです。 

 また、緊急に対応が必要と思われるような方に対しては、直接保健師のほ
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うに連絡をいただいたりということで連携をさせていただいております。 

 それから２つ目の御質問ですが、子育ての仲間づくりといいますか、地域

で安心して育てていけるというところで、保健センターでは母親教室のほう

で妊婦さんと、それから産後３カ月までの産婦さんが出席する母親教室とい

うのを開いておりますが、その中で交流の場を設けて、育児についての自由

な意見交換とか情報交換をしていただく場所をつくっております。その中で、

お友達ができたり、一緒に健診や相談に参加していただいたりというような

行動が見られております。 

 それから、訪問や教室などに参加されるお母さん方から、赤ちゃんを連れ

て出かける場所がないわというような声もよく聞かれておりましたので、身

近な地域で集える場所を提供して子育てを支援するということで、子育て支

援センターと連携して、平成29年度からおでかけひよこ広場を実施していく

予定です。 

◎委員（桝谷規子君） ありがとうございました。 

 やはり専門家としての保健師さんがいろんなところで、民生委員さんたち

や子育て支援課ともつながって次の事業に発展させるというのは本当に大事

なことだなと思って、引き続きよろしくお願いします。 

 また、中学校での家庭科で実際、赤ちゃん、育児を学ぶみたいなところで、

そういう連携もされているんですよね。そこら辺もお聞かせいただけますで

しょうか。 

◎健康課主幹（長瀨信子君） 南部中学校でいのちの授業といいますか、赤

ちゃんとの触れ合い体験を含めた授業をしておりますが、そこに参加をして

いただく乳児さんの親子を毎年募集しているんですけれども、保健センター

の教室等に参加されたお母さん方がそちらのほうをお友達同士で参加をして

いただいたりということで、保健センターで参加される方を募っているとこ

ろなんですけれども、そういったグループでの参加をしていただけるという

状況もあります。 

◎委員（木村冬樹君）  予算書の195ページの母子保健対策事業の扶助費の

一般不妊治療費助成金についてお聞かせください。 

 28年度の予算と比べて、ちょっと予算立ての仕方が変わっているというふ

うに思いますが、これはどういうことか御説明をお願いします。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 平成29年

度は２万8,000円掛ける40人ということで計上させていただいております。 

 28年度は４万5,000円というふうに計上をしているんですけれども、４万

5,000円というのは、１人の方の４万5,000円までという限度額になっており
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ます。その限度額をそのまま４万5,000円と掛けて人数を出していたんです

けれども、実際の利用される補助の金額を見てみますと、大体４万5,000円

まで行かれる方が本当に数名しかいないんですね。そこから平均の金額を出

しまして、大体２万8,000円で計上するということと、それから件数のほう

も27年度は34件だったものですから、その実績から40人ということで、計上

の仕方を変えさせていただきました。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 予算の立て方としてはいいのかなというふうに思いますけど、限度額その

ものが低いというふうに私は思っているもんですから、そういった点での引

き続きの引き上げの要望などをしていただきたいなというふうに思います。 

 もう一点ですが、歯科保健事業のほうです。 

 197ページの今回から妊婦の歯科健康診査を行っていくということです。

あわせて、65歳節目の歯科健康診査も集団方式から個別健診もやっていくと

いう形になっていくところであります。非常にうれしい受診の機会が広がる

ということで、重要な事業だというふうに思いますが、市内の歯科医療機関

というのはどれぐらい協力していただけるのか。全ての医療機関が協力して

いただけるような体制になっているのかどうか。その点についてお聞かせく

ださい。 

◎健康課主幹（長瀨信子君） 市内の歯科の委託医療機関なんですが、尾北

歯科医師会の岩倉支部に加入してみえる先生には全て御協力をいただける予

定です。 

◎委員（木村冬樹君） 歯科医師の方々の協力ということは喜ばしい限りだ

というふうに思います。あわせて全体的な健康診査事業として、この衛生費

でいえばがん検診とかになってくると思いますけど、こういう健診事業もさ

まざまな医療機関で取り組んでいただけるように、ぜひ広めていただきたい

というふうに思います。29年度、新たに広がっているということはもちろん

承知していますし、新しいセットメニューなんかもつくられて受診率が上が

っていくことが望ましいんですが、引き続きそういう要望を医師会にお願い

したいと思いますという要望です。 

◎委員（堀  巌君） たびあるごとに言っているんですけれども、医師会

嘱託料、説明しにくい金額の件は、その後どんな進展、見直し等の経緯があ

ったんでしょうか。よろしくお願いします。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 嘱託料につきましては、事業を実施す

るに当たり、医師の割り振り等相互調整を医師会が担っているため、医師会

に対して嘱託料を支払うものですので、よろしくお願いいたします。 



６３ 

◎委員（堀  巌君） 予防接種事業94万3,000円、それから健康増進事業

も94万3,000円。これは医師の割り振りだけのために医師会にこれだけ大き

なお金が払われるということなんですか。積算根拠はどうなっていますでし

ょうか。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 健康増進

事業医師会嘱託料、そして予防接種事業医師会嘱託料、割り振りのためだけ

にこの金額を払っているのかという件ですけれども、保健事業につきまして

も、いろいろ新たな事業等、がん検診、そして健康教育等行っております。

そういった中で、じゃあがん検診をどのように進めていくかというところも

医師会の先生方、また担当する先生方とお話をさせていただいたり、調整を

しております。 

 また、予防接種事業に関しても、個別の予防接種が年々増加してきており

ます。そういった中で、協力していただける先生方に説明、あるいは調整を

させていただいたりしている状況ですので、そういったことを含めましての

医師会嘱託料と考えております。 

◎委員（堀  巌君） これは以前に部長からも答弁いただいているんです

けれども、やはりきちんと見える化というか、中身が本当にこれが妥当な金

額なのかというところを、今のだと、会議費用だとすれば、会議費１日幾ら

掛ける何人なわけでしょう。そういったことをきちんと説明できるんですか、

本当に。それができないんであれば、ここは医師会と交渉していくだとか、

いろいろ話があったはずなんですけれども、全然後退の答弁だというふうに

思うんですが、いかがでしょう。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（原 咲子君） 後退と言

われましたが、維持ということで捉えていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（森山 稔君） 堀委員から昨年も言われて

おりまして、私どもも問題意識を持って、各市の状況ですとかそういうもの

も調べながら、医師会と毎年事業ですとか委託料の相談をする中で、そこも

相談させていただいておるんですが、実態としては現状維持というところに

とどまっておる状況でございまして、引き続きこのことについてはまた相談

をさせていただきたいというふうに考えております。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかはございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款４衛生費、項１保健衛生費、目１健康

総務費から目４保健センター運営費までの質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。議案審査の途中でございますけどが、本日はこれをも

って散会したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 次回は、３月14日午前10時より再開をいたします。お疲れさまでした。 
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財務常任委員会（平成29年３月14日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） 皆さん、おはようございます。 

 昨日に引き続きまして財務常任委員会をお願いいたしましたところ、議員

の皆さん、そしてまた当局の出席をいただいております。どうもありがとう

ございます。 

 ただいまより財務常任委員会を昨日に引き続きまして開催をさせていただ

きます。 

 それでは、きのうに続きまして、続いて款４衛生費、項１保健衛生費、目

５環境衛生費から目７公害対策費までの質疑を許します。 

 予算書は、202ページから206ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君） この間、聞いてきていることの現状がどうなってい

るのかということで、何点かお聞きしたいというふうに思います。 

 １つは、予算書203ページの関係衛生費のうちの地域猫避妊等手術補助金

の関連でお聞かせいただきたいと思います。 

 地域猫が、この間市内で、以前は西・南のあたりの地域に多かったという

ふうに言われておりましたが、それ以外の地域でも少し見受けられるという

ふうなことで、この間議論してきたというふうに思いますけど、その後、そ

の調査といいますか、市民からの声だとか、そういった点では現状どうなっ

ているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 地域猫、野良猫の関係だと思います

が、全体的には現状維持といいますか、大地のほうですとふえてはいないと。

あと南の岩倉南部中学校のほうもありますが、こちらもふえてはいない状況

ということです。 

 ですが、八剱町のほうも前々から野良猫がという話がありまして、こちら

はふえて、避妊手術をしたりして面倒を見ておるということで、そこまでふ

えていはいないということですが、たまに苦情は入ってくるような状況であ

ります。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。私が見ているところだと、下本町の

五条川の周辺だとか、そういうところでも、私、朝早く行き来するときがあ

るものですから、見受けているところでありますので、引き続き調査をしな

がら適正な対応をお願いしたいというふうにお願いしておきます。 

 次に、アダプトプログラムの関係で、次の205ページですが、これも昨年

の決算のとき、昨年度の決算の関係でお聞きしたところでありますが、市民
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活動団体で活動している市民の方々から、いろいろ市内の清掃だとか、そう

いったことについて自主的にやりたいというような声もあったわけですね。

そういう中で、やっぱりこのアダプトプログラムの市民周知という点が、時

期が大分たってということで少し弱まっているのか、市民周知が行き届いて

いないのかなというふうに思ったりもしたわけですけど、そういった点につ

いて、現状だとか、この間の取り組みについてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） アダプトプログラムの事業に関しま

しては、毎年５月30日をアダプトプログラムの日としまして、アダプトをや

ってみえる団体さんがやっている施設、公園とかですけれども、そこで一斉

に集まってアダプト、清掃活動を行うというようなことをやっております。

そのときに来てくれた方たちに、こういう活動をしていますよということで

説明して入っていただくとか、あとは通年にわたりまして清掃活動をやって

みえる方も見えますので、そういった方にアダプトはどうですかとか、お誘

いをしたり、あとは広報とかで啓発をしているというような状況であります。

お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。市民が目につくところが市の施設な

のか、あるいは県の施設なのかというところもあるものですから、そういう

ところでなかなか、県のほうの施設で少し手入れをしたほうがいいようなと

ころというのが、多分市民の目にはついているのかなと思うものですから、

このアダプトプログラムの事業に結びつくかというと、なかなかそうはいか

ないのかなというふうな思いもあるところであります。しかしながら、ぜひ

市民周知に努めていただいて、そういう善意ある市民の声を生かしていただ

きたいなというふうに思います。 

 最後の点ですけど、その次の207ページ、地球温暖化対策推進事業の関係

でお聞かせください。 

 節電特典制度のことです。 

 これも28年度どうだったのか、新年度についてどういう取り組みを考えて

いるのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 節電特典制度でございますが、こち

らは去年の27年度から始めまして、ことしは２年目ということであります。 

 ことしですが、７月、８月ということで実施をいたしました。７月が結構

人数がたくさん申請をしていただきまして、用意していた枚数は全部出たと

いうことであります。８月なんですが、こちらは暑かった影響かと思います

が、余り申請というか、そちらはなかったという形であります。 
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 こちらなんですけれども、来年度も実施いたしまして、そこで一旦区切り

をつけまして、周知啓発は行えたというような形で考えております。３年間

の限定した事業として考えております。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 28年度の参加の人数って、具体的な数字は今わかりますでしょうか。わか

ったら教えてください。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君）  ７月の申し込み人数が188名、節電

の電力量ですが、１万4,128キロワットアワー、お渡ししたプラ袋の枚数で

すが、3,627枚です。 

 ８月分ですが、こちらは申請者数が15名、削減の電力量が885キロワット

アワー、お渡ししたプラ袋が254枚となります。 

 こちらの合計ですが、申請者数が203名、削減電力量が１万5,013キロワッ

トアワー、お渡ししたプラ袋が3,881枚ということであります。よろしくお

願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 27年度と比較しても、かなり数がふえているというふうに思います。29年

度まで、来年度までの事業と考えているということでありますが、29年度で

さらに広がるようであれば、やっぱりその辺では一定検討が必要かなという

ふうに思っていますので、またそこで少し情報も教えていただきたいという

ふうに思います。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 先ほどの地域猫のところで、野良猫という言葉が出

ましたけれども、地域猫の定義をちょっと教えてください。野良猫と一緒な

んでしょうか。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 地域猫の定義ですが、こちらは、た

だいま猫の会と岩倉市とで協定を結びまして、地域猫支援事業ということで

やっております。 

 地域猫なんですが、もともと飼われていた猫が捨てられたりとか、そうい

ったことでふえた猫を見つけまして、そこで猫の会のほうで捕獲して、避妊

や去勢手術をしてそれ以上ふえないようにします。その猫を発見した地域で

面倒を見て寿命を全うさせるといったことをやっておりまして、そういった

ように面倒を見ている猫は地域猫。それ以前の猫といいますか、まだ発見さ

れていない猫といいますか、それが野良猫というような形で分けております。

お願いします。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 

 市内のところですね、ごみが一番多いのはたばこのポイ捨て。特に駅周辺、
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私も朝活動をしておりますが、かなりのたばこのポイ捨てを拾います。集め

ていますが、私は路上シールを一度一般質問で提案をさせていただきました

が、マナーアップとして。そちらの御検討、前向きに調査研究だったんです

が、予算上は計上されておりませんが、どのようなお考えなのかお聞かせく

ださい。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 駅周辺などに路上シールを張り啓発

したらどうかというような御質問かと思いますが、環境保全課としましては、

新年度にシールを購入し、道路に張って啓発を行うことを考えておりました

が、予算編成時におきまして、もう少し違う方法はないかというようなこと

になり、シールではなく、道路の植え込みなどに看板を設置して周知啓発を

するような方法を実施していきたいというようなことに変更をさせていただ

いたということです。 

 なぜかといいますと、路上喫煙を条例で禁止している名古屋市とかでは、

そのシールを張ってというのはよく見かけるのですが、路上喫煙を条例で禁

止をしていないところですね、岩倉市とか、そういったほかの自治体を見ま

すと、路上シールを張ってというところまではなかなかないということです

ので、その辺も考慮に入れまして、まずは路上シールではなくて、看板で周

知をしていきたいというような形で考えております。お願いします。 

◎委員（大野慎治君） 路上シールというのは、僕も一回提案したときに看

板を張っていただいて、一向に減らないんです、看板だと。駐輪のやつが張

られましたが、ほとんど放置の自転車はなくなりました。たばこも路上シー

ルを張ることによって捨てる意識を抑える、書いてあるからと。そういった

啓発活動をすることが、新しい活動をやって、東京でも１市か２市か、そう

いう啓発活動のところがあったと思いますが、愛知県内にほかにないからと

か、そういうことじゃなくて、新しい取り組みとしてチャレンジすることが

正しいと僕は思うんですね。環境保全課さんは検討していただいておったの

で批判はしませんが、引き続き検討していただいて、看板ではなく、やっぱ

りよりよいもので啓発していただきますよう、意見として述べさせていただ

きます。 

◎委員（堀  巌君） 生態園なんですけれども、ビオトープネットワーク

という緑の基本計画を持っている担当課として、できた当時はいろいろ全国

から人を集めてシンポジウムをやったり、北小でビオトープを先生たちもつ

くったり、いろいろ活動があったと思うんですけど、最近ちょっと弱い感じ

がするんですが、担当課としての考え方、自然生態園、ビオトープネットワ

ーク、その確認をしたいんですけれども、今どんな現状なんでしょうか。 
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◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 自然生態園の活用を含めてといった

ことかと思うんですけれども、自然生態園では、御存じのように年間イベン

トが何個かありまして、ザリガニ釣りとか、自然観察会とか、そういったも

のをやっております。そこで自然に触れ合い、そういう環境保全に関するこ

とを育んでいただくとか、周知とかそういったことをやっております。 

 ビオトープネットワークとしましては、池と、あとほかの学校とか、そう

いった池とかのネットワークということで、そういったものがないとなかな

か進めていけないという面もあるかと思います。 

 また、ことしは予算にも上げさせていただきましたが、生き物ガイドブッ

クの作成を考えておりまして、こちらは市民の方に広報で生き物を探してく

ださいと。４月から11月にかけて、こういうガイドブックをつくるので、市

内の生き物を見つけていただいて、こちらにお知らせしてくださいねという

ようなことを考えております。 

 また、そうした中で年に何回か生き物調査ということで生き物調査日を設

けまして、市民の方も公募しまして、そこで生き物を見つけてということを

考えております。そこの中で、自然生態園も含めて考えておりますので、そ

ういったことで自然生態園の活用というのは十分重きを置いて考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 緑の基本計画の進捗状況みたいな管理は、どんなよ

うな状況でやっているんでしょうか。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（堀  巌君） それは後でいいです。 

 次の質問に行きます。 

 生態園のワークハウスの塗装なんですけど、予算が上がっていますが、こ

れは何年に１回塗りかえる計画ですか。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） ワークハウスの塗装は、３年に１回

やることとしております。よろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） 雨漏りなんかも結構、しみなんかもできていて、そ

の対策というのはどんなような状況になっているんでしょうか。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 雨漏りでございますが、やはり実際、本

当に横殴りの豪雨に近いようなときに結構雨漏りがあって、壁に掲示してあ

る展示物がちょっとしなしなになっているという事実がございました。 

 工務店さんに現場確認と見積もりとしてもらっている中で、恐らくログハ

ウス的な感じで木と木のすき間が若干、目視でも光が入ってくるようなとこ

ろがというところは、横壁の部分は埋めたりはしたんですけれども、どうし



６ 

ても屋根の上の部分で構造的なところで、横殴りのときだけ、梅雨どきだけ

降るという状況がありまして、そこを根本的にやろうとすると場所の特定か

らで、かなりの費用がかかるということがあるということと、通常時のとき

には雨漏りはしてこないということで、もう少し様子を見させていただくと

いう形にはなっているというところでございますので、よろしくお願いをい

たします。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。ぜひ長もちするように、それもよろ

しくお願いします。 

 それから、緑のカーテンの取り組みがありますよね。あれの今の現状。コ

ンテストをやっていて、どのぐらい応募があって、どんな効果があるかとい

う、数字でもしわかれば。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 緑のカーテンコンテストのほうなん

ですけれども、25年度から始めまして、初年度は28作品の応募があり、26年

度は33作品、27年度は23作品です。今年度は、ごめんなさい、ちょっと今す

ぐはあれなんですけど、二十数作品の応募が出てきております。よろしくお

願いします。 

◎委員（堀  巌君） こういう取り組みは、本当にいい取り組みだと思い

ますので、この啓発も含めて、若干件数も頭打ちになっているようなので、

できればもう少しやっていただきたいなというのが意見です。以上です。 

◎委員（鈴木麻住君） １点お聞かせください。 

 地球温暖化対策事業の中で、先ほど太陽光発電の話も出ました。それで、

新しい補助金の中でリチウムイオンの蓄電池システムに対する補助金が出て

いるんですけれども、蓄電して、また改めて使うということでは非常に有効

だなと思うんですけれども、例えば余った電気を売電するのと、蓄電して再

利用というのか、また家庭の中で使うのと、どちらがメリットがあるのかな

というのがちょっとよくわからないんですね。発電、家庭で使って余った分

を売電すれば、それはそれでお金が入ってくるわけだからいいんですけど、

蓄電池まで買って蓄電して、それを足らないときに使ってというのだと、売

電する価格とのあれもあるんでしょうけど、それを入れるだけのメリットが

あるのかないのかというのがちょっと、それによってこの補助金が有効なの

かどうかというのが決まってくると思うんですけど、その辺はどうなんです

かね。 
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◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） そちらの関係なんですが、売電価格

とか、そういったこともものすごく関係すると思いますが、市としましては、

まずはクリーンエネルギーの利用を促進するということと、あとは市民の環

境保全意識を高揚させ、地球温暖化の防止に寄与するというようなことを主

な目的としておりますので、現在、その太陽光発電の設置件数も割と頭打ち

になってきておりますので、そういったことによって県のほうも補助メニュ

ーをふやしてきたということで、また近隣の市も蓄電池やらＨＥＭＳやらの

補助を始めておりますので、そういったことを含めて、市のほうでも新たな

ＨＥＭＳと蓄電池の補助を行いたいということがあります。 

 また、環境基本計画のほうのリーディング事業としまして、各家庭の見え

る化の機器の設置普及事業というのを環境基本計画でうたってあるんですけ

れども、こちらは電気使用量などがリアルタイムで表示できる省エネナビな

どの測定機器の普及ということで貸出制度をうたってあるのですが、今ＨＥ

ＭＳがそれにかわるものということで、こちらの補助を進めることによって

環境基本計画のリーディング事業のほうのかわりになるのではないかと、そ

ういったことも含めまして、こういった補助を新たに設けるということであ

ります。よろしくお願いします。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） １点ちょっと補足というか、つけ足しを

させていただきますが、委員の御質問にあった、そのまま売ったほうと電池

で再利用するのとどっちがメリットがあるかというところにつきましては、

やはりメーカー側のほうの販売の戦略というのもあるのかもしれませんけれ

ども、説明の内容と一般的な利用方法としましては、日中太陽光で発電をし

ているときに、まず電池にため込むと。ため終わった部分はそのまま売れる

よと。通常の場合は、太陽光ですと夜は中部電力さんから電気を買って生活

を行うと。ただ、蓄電池を使うとためた蓄電池の部分で夜の電力を賄えると

いうことになるもんですから、その御家庭の使い方にもよりますけれども、

基本的には、売り側のふれ込みとしては、夜も買わずにためた分で使い切れ

るということなので、当然買う部分はなくなると。売るだけでいくと。そう

すると収支は何年かで回収ができるよというような言い方をしているもんで

すから、買う市民の方にとってはメリットがあるということでやっておると。

あとＣＯ２削減という意味でいっても、中電から買う部分がなくなりますの

で、寄与できるという捉え方で考えておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） その蓄電池って、何キロぐらい蓄電できるのかとい

うのが、家庭用ということなので、通常５キロぐらいのパネルを載っけると

思うんですけど、そうすると５キロぐらい発電できるものはためられるのか、
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どのぐらいなんでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 今回の助成をするに当たりまして、各メ

ーカーのものを調べさせていただいておる中では、本当に簡易なものである

と１キロのものから売っているんですけれども、おおむね５キロから10キロ

の間のもの、一番多いものでは20キロ、中には15キロぐらいのも二、三点ご

ざいますので、物としては十分、本当に多種そろえられておるという状況で

ございます。よろしくお願いします。 

◎委員（塚本秋雄君） 自然生態園についてお聞きいたします。 

 借地料で運営されていると思うんですけれども、この借地料は幾らかの値

段が出ているわけなんですけれども、これに対してちょっとお聞きいたしま

す。 

 まず、土地自体はどういう地籍。農地なのか、どういう形で積算されてい

ますでしょうか。森林なのか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 申しわけございません。今すぐに地籍は

どういう形かというお答えはできませんが、単価に当たりましては、行政課

の管理のほうで統一的な単価を頂戴している中で、１坪当たり月額208円と

いう単価でやらせていただいております。 

 済みません、地籍についてはちょっとまた確認をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いをいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） この金額が出ている地主がいると思うんですけど、

面積と何人の地主かというのはわかりますね。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 面積につきましては、坪でお願いいたし

ます。351.2坪ということで、地主といたしましては区のほうにということ

になっておりまして、相手方契約先は北島区という形になっておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

◎委員（塚本秋雄君） そうしますと、何年のときからこの値段が変わらな

いのかどうかということと、契約自体は１年契約なのか、何年契約なのか。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 契約書上は毎年、単価は行政統一的に３

年に１度、借地の場合見直しをしておるかと思いますので、そのときに合わ
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せて見直しをさせていただいておりますので、契約書上は３年ごとに契約書

は取り交わしをさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 他ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で款４衛生費、項１保健衛生費、目５環境衛

生費から目７公害対策費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款４衛生費、項２清掃費の質疑を許します。 

 予算書は206ページから214ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（桝谷規子君） ごみ収集についてお伺いします。 

 委託が現在何コースで、直営が何コースでやっていらっしゃるのか、まず

体制をお聞かせください。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 現在、ごみ収集コースに

つきましては、６コースのうち４コースが委託となっております。 

 コースの委託は、環境員の退職に合わせて実施しております。直近では平

成24年度に１コースを委託しておりまして、今後につきましては職員の人員

配置の状況を見据えながら検討をしていくということになります。お願いし

ます。 

◎委員（桝谷規子君） 高齢者の方などで、足が悪くなってごみ収集場所、

ステーションに持っていくのが難しいという方もいらっしゃるんですが、ヘ

ルパーさんなんかに朝早く来てもらってお願いしているという方も今多く出

てきている状況なんですが、今の市の収集体制の中では、そういった要望に

お応えして、高齢者の人たち、障害を持った人たちに対する戸別収集の体制

というのは難しいんでしょうか。 

 また、他市町で、扶桑なんかでやられているような、ステーションを決め

てではなく、自宅の前に置いての戸別収集というんですか、そういう体制を

とっているところなんかも各市町であるわけなんですが、そういったステー

ションをどこに置くかというのもいろいろ難しい問題もあったりするし、割

と市境のところなんかでは、深夜にごみを置いていくという場合なんかもあ

るのを防ぐという点でも、そういう高齢者の人たちがステーションまで持っ

ていかなくてはいけないという点でも、収集体制を自宅前の戸別収集みたい

には持っていけないのかどうかお伺いします。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 戸別収集にすれば、確か

に高齢者ですとか、あとお体の不自由な方への対応とはなりますけれども、

戸別収集を実施しているような自治体の多くは市街地の整備が進んでおりま
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して、ある程度道幅も広いところが多いのではないかというふうに考えてお

ります。 

 岩倉市の市域性を考えましても、特に中心部のあたりはかなり道幅の狭い

ところが多くて、ちょっと難しいところがありまして、仮に実施するとして

も、相応の人員配置と、あと予算が必要となるものですから、現実的にはち

ょっと厳しいところがあると考えております。 

 ただ、高齢者の方ですとか、あとお体の不自由な方への対応ということに

つきましては、それぞれの御家庭の個別の相談に応じまして、清掃事務所か

らお宅にとりに行くということなどの対応はしています。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） 個別に対応されているという状況は、具体的にはど

んなふうなんでしょうか、現状では。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 特に分別収集ですと、ち

ょっと歩く距離とかも長くなったりするもんですから、特に資源物ですね、

そういったものについては、特に腐ったりするようなものでもないものです

から、定期的に、一月に１回とか、二、三週間に１回とかいうような形で、

御連絡を受けたらとりに行くというような対応をさせていただいております。 

◎委員（桝谷規子君） 今後もそういう対応も受け付けていただけるという

ことで確認していいんでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 一応、その方個人個人の

状況とかにもよりますけれども、福祉部局のほうから依頼があったり、そう

いった諸条件が整えばさせていただくということになります。 

◎委員（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 もう一点、ごみ袋のことについてお伺いしたいんですが、以前のごみ袋組

合での統一価格で岩倉市内の100以上の小売店に置くという状況から変更さ

れたわけなんですが、市民の方から、余りにもごみ袋の値段が違う。市内で

買うと、私もびっくりしたんですが、市内の小売店でしか買わないので、大

手のスーパーは何でもいろいろ置いてあるので、市内のスーパーで買うと

254円もするものが、伝法寺のほうのスーパーで買ったら204円で、50円もの

違いがあるというらしいです。自由競争でごみ袋の体制も変わったわけなん

ですが、やはり市内の小売のところで、地元のものは地元で買って、地域の

経済の活性化をということを考えれば、市外のスーパーで50円も違ってとい

うのがどうなのかなと思うわけなんですが、どうお考えでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 市の指定袋の製造に関し

ましては、平成27年10月から指定袋承認制度というものに移行しておりまし

て、現在の承認業者は５社となっております。これにあわせまして、販売方
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法につきましても、市場原理にかけて自由価格で販売していただくという方

法になっております。 

 価格につきましては、もともとの経済状況を考慮すれば、価格上昇の要素

があったと考えられるため、一概には言えないんですけれども、全体の傾向

としては、１枚の単価が以前の袋に比べて若干上がっている傾向でございま

す。ただ、その一方で、店舗や袋の種類によりましては逆に下がっているよ

うなケースもございます。 

 自由販売となったことから、承認業者、あるいはその店舗によりまして価

格差が出るということは認識しておりますが、市内・市外での差ということ

ではなく、あくまでもそれぞれの店舗の戦略的な部分の差であるものという

ふうに考えます。 

◎委員（桝谷規子君）  以前の100カ所以上の小売店などにも引き続き置い

てもらっていると思うんですが、そこの価格は200円で統一されているとい

う状況でしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 基本的には、各店舗ごと

の考えに基づいて小売価格は設定していただいているというふうに考えてお

ります。 

◎委員（木村冬樹君） 塵芥処理費の関係で、この間、櫻井議員も質問して

いますし、私も以前しましたし、その以前はほかの先輩議員もされているか

と思いますけど、カラス対策についてでありますが、やっぱり時期的に、一

定の地域が厳しくなるとまた別の地域に移ってということで、面でカラスが

移動しているのかなというふうに思うんですけど、なかなか研究しても、さ

らにその上をいくといいますか、そういうカラスでありますので、難しさは

あるというふうに思いますけど、何かこの間の研究内容だとか、新たな取り

組みとかありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） カラスについては、委員

さんのおっしゃるとおり頭のいい鳥ですので、イタチごっこ的な状況になっ

ているということではありますけれども、昨年度からも言っているように、

カラス対策として今一番有効なのは、物理的にカラスと食べ物の間を遮断す

るということで、ネットの取りつけを進めると。あともう一つは、そこを利

用する住民の方にマナーを守っていただく。ちゃんとネットの中に入れる、

それから時間を守っていただく、そういったことを同時進行として啓発して

やっているところでございます。 

 ただ、お地元に任せっきりというふうではなかなかカラスの被害を防げな

いということで、取りつけ方について、御連絡が入って、どうしてもここの
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集積場がよくならないということであれば、私ども職員が行って、ネットだ

けではなくて、鎖とかおもり、カラスが持ち上げられないようなおもりをつ

けて、こうやってやるとさすがのカラスもつつけませんよというようなこと

を知っていただくというようなことは、今年度、各集積場所のほうで依頼が

あったら行って、そういった指導を行っております。 

◎委員（木村冬樹君） 個別の対応もしていただいているということで大変

ありがたいわけでありますが、ネットそのものにもう少しおもりをつければ

というところであって、チェーンがついているようなやつもあるということ

で、この間一般質問でも紹介されていますけど、そういうものの普及といい

ますか、もう少しできないのかなというふうに思うんですけど、ネットの値

段の問題などもあるとは思いますが、その辺の考えはいかがでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） ネットそのものについて

は、区長さんからの要望によりまして、清掃事務所のほうで幅は２メートル

と決まっているんですけれども、必要な、縦というか横というか、長さは切

ってお渡ししています。 

 チェーンつきのネットをお渡しということではなくて、私どもが行くとき

は、廃棄物で出てきたチェーンを切って、それをインシュロックというきゅ

っととめる道具を使って、手づくりでそういった集積ネットをつくっている

というふうでございます。 

 ネットの正しい取りつけ方ですとか、あとチェーンをつけるなどの工夫に

ついては、岩倉市ごみ集積場所カラス対策ガイドというものを平成27年に作

成しまして、毎年４月の環境委員会のときに各行政区の環境委員さんのほう

にお渡しして参考にしていただいているということです。 

◎委員（堀  巌君） 岩倉市のごみ、分別を含めて市民の意識は高いと思

うんですけれども、岩倉市のごみ減量化の水準というのは、近隣とか県内と

か、どういうふうに当局は見ているんでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 岩倉市がどのぐらい減量

化が進んでいるかというところについては、一応県のほうから毎年３月ぐら

いに発表される指数として、１日の市民１人当たりのごみ排出量というのが

あるんですけれども、昨年の３月に発表されたのが平成26年度の数値なんで

すけれども、これが県内の市でいうと上から５番目に少なかったということ

です。何グラムかというのは、ちょっと済みません、調べればわかるんです

けれども、第５位ということです。水準が高いと認識しております。 

◎委員（堀  巌君） 多分高水準のというか、胸を張れるということで、

頑張っていただいているというふうに評価をいたします。 
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 それにあわせて、さっきのごみ袋の話なんですけど、今２種類、紙ごみ系

とプラスチック系と分けていますよね。焼却炉が進化して行き先は一緒だと

思うんですけれども、そのことについて、市民の中では一緒にしちゃえばい

いんじゃないかという、そういう無駄を排除するという意見があるんですけ

れども、それを一回聞いたら、分別のモラルが低下するという懸念があるか

ら分けているんだという回答があったと思うんですけれども、本当にそうな

んでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 平成27年４月から稼働し

ています小牧岩倉エコルセンターの炉については、確かに委員のおっしゃる

とおり、溶融炉ということで、不燃物も同じ炉で溶融しているんですけれど

も、ただ、不燃物の中でも大きな固形のものについては破砕してからじゃな

いと炉が安定しないということで、今、水曜日のごみは破砕ごみという名前

に変えて収集しております。 

 分別について、一緒にすればいいじゃないかという声があることについて

は、私どもとしても認識はしているんですけれども、溶融炉に入れると、確

かに再利用できるものにはなるんですけれども、何になるかというとスラグ

というものと、あとメタルというものなんですけれども、スラグというもの

はアスファルトの路盤材など、あと下水管の埋め戻し材とか、そういった用

途に使えるというふうに聞いております。あとメタルのほうについては、例

えば建築資材のカウンターウエイトといって、おもりに、ショベルカーの反

対側の、傾かないように反対側のところに重さがかかるように使う、そのカ

ウンターウエイトになるというようなことは聞いておりますけれども、ただ、

岩倉でやっているような分別については、もっと質の高いリサイクルという

か、例えばペットボトルだと、ペットボトルから繊維をつくって服になった

りとか、同じペットボトルになったりとか、あと金属であれば純度が高いも

のですから、さまざまな、アルミだったらアルミ、鉄だったら鉄という形の

リサイクルができると。なので、今の分別収集を続けるということは質の高

いリサイクルができるというふうに考えておりますので、全て一緒に同じ炉

で焼却するというふうな分別に変えるということは、今のところそのような

考えは持ってはいないです。 

◎委員（黒川 武君） 私もちょっと関連でお聞きしたいと思います。 

 先ほど委員がおっしゃられたように、岩倉市民の分別の意識というのはか

なり高いと思うんですね。しかし、新しく岩倉に転入されてみえる方、これ

は窓口でもっていろいろごみの資源の出し方とか、そういったものをお渡し

していると思う。ただ、なかなか渡すだけでは持って帰ってそのままという
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ことで、やはり新しく見える方もかなり意識が高い方があるんです。岩倉よ

りも進んだところから見えた方は、岩倉はまだこんなことをやっているんで

すかという方も見えるし、逆の方もあるわけですよね。だから、やっぱり岩

倉方式に早くなじんでいただくような、そういった啓発って絶えずやる必要

があるだろうなと思うんですが、そこのところはいろいろ努力されていると

思いますけど、どうなんでしょうか。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 今、御指摘のとおりでございまして、分

別の意識というのは引っ越しをしてくるとそれぞれに応じて大分違っている

部分はございます。 

 市民の実践を交えた、今御意見があったような周知、勉強の方法というの

は、従来からやっております、子どもがいらっしゃる世帯にはお子様に向け

ては親子ごみ探検教室と、また最近では大人の社会見学といってごみ処理場

を回る部分があるということもございますし、オール岩倉の取り組みとして

は、今年度は、たまたまですけれども、先月ぐるっと岩倉というところで市

民に来ていただくコースの中で、清掃事務所のｅ－ライフプラザにお越しい

ただきました。その場では、実際にうちの担当のほうで各種類のごみをその

場に並べておいて、このごみはどういうふうに分けますよというのは実践で

現物を見せながら説明をしていると。同じように小学校での出前授業におき

ましても、パッカー車と一緒にそれぞれの資源を持っていって、子どもたち

に実践して分けていただくというようなことも取り組んでおりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

◎委員（黒川 武君） 今、課長が答弁されたように、子どもなんですよね。

子どもを通じてごみの資源化と、分け方とか、そういったものをすることが

肝心。大人ってやっぱりどうしても固定観念があるし、それぞれの生活、ラ

イフスタイルがあるもんで、なかなかやっぱり意識を変えるのが難しい部類

もあるけれど、子どもを通じてお父さん、お母さんにお声かけをしていただ

くことがかなり大事だと思いますので、この辺は教育委員会、学校とも連携

をとりながら進めていただきたいなと。 

 もう一点お聞きしたいのは、ごみの量は、確かに上から５番目というと少

ないんですが、小牧に比べるとまだまだ岩倉は多いんですね。多い要因とい

うのは雑紙なんですよ。確かに、例えばお手紙をいただいて、封書をいただ

いて、あるいは個人情報が入ったものというのはなかなかリサイクルとして

出しにくい部類もあるんですよね。そういったところというのは、例えば封

筒で自分の住所氏名が記載された部分だけは切り取って、それは可燃ごみと

するけど、ほかの部分はリサイクルとして使うということを、手間はかかる
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んです。しかし、やっぱり個人がそういうことをしないと、なかなか雑紙そ

のものが減らないところもあるんだろうなと思いますので、そういう意味合

いでは、本当に手とり足とりと申し上げるんですか、かなり細かく訴えてい

かないと、なかなか雑紙が減るということにならないのではないかなと思う

んですが、その辺の取り組みのお考えはどうでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 委員のおっしゃられると

おり、可燃ごみにはかなり雑紙というのが混入されている状況でありまして、

年１回、内容物調査というのをやっているんですけれども、その中にも大体

15％から20％ほど、本当だったらリサイクルできるような雑紙が混入されて

いるような状況があります。 

 今後、より一層ごみの減量を進めていくというようなことになると、どう

してもやっぱり雑紙の部分に着目する必要があるんですけれども、雑紙につ

いては今年度、市民の方に向けて、クリーンチェックいわくらという事業を

いつも10月にやっているんですけれども、そのチラシの裏面のほうに雑紙リ

サイクルについてお示しさせていただきました。それから、広報の特集記事

ということで、２月号にリサイクルに積極的に取り組んでみえる市民の方を

インタビューさせていただきまして、そこで雑紙のリサイクルの重要性につ

いて啓発させていただきました。 

◎委員（黒川 武君） 今、答弁の中で資源回収団体ということがあったか

と思うんですね。やっぱりこの間、どうも頭打ちのような感じがするんです

よ。１キロ５円ということで、これは本当に集めれば、それぞれ団体の資金

源になっていくものだなと思うんですが、どうもこの間、その辺の資源回収

団体として登録の周知がないような気がするんですね。今までずうっと、既

に登録された方々、つまり子ども会とか、かねて昔からやってみえた行政区

とか、そういったまだ一部の限られた団体ではないかなと思うんですが、し

かしそういうことをすると、片や市からの１キロ５円の保証なんですが、経

費もかかるという、そういった面もあるんですけれど、やはり僕は、その辺

は市民の力をおかりしながら、リサイクルすべきものはリサイクルするとい

うことを進めていく、そういうことが必要ではないか。そうすることによっ

て、その団体のある一定の資金づくりにつながるんではないかなと思うんで

すが、その辺のお考え方はどうでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 委員のおっしゃるとおり、

子ども会、あるいは地元の行政区とか、そういったところで資源を集めても

らうことは、それは地域に戻ってくることですので、非常に重要なことだと

思います。ただ、近年の状況だと、民間の業者が、例えば古紙だとステーシ
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ョンを置いたりして、24時間いつでも持っていけるような状況があるもんで

すから、確かに先ほど言われたように頭打ちであるというような状況ではあ

りますが、やはり地元で出た資源は地元に戻すというようなことは重要であ

ると考えますので、市民の団体向けにこちらからも声をかけるなどして、積

極的に助成金制度を活用していただきたいというふうに考えております。 

◎委員（桝谷規子君） 私は、雑紙は結構、この三、四年ぐらいでかなり減

ってきているように思うんですよ。というのが、いろんな人からも頼まれて

ｅ－ライフプラザに持っていっても、雑紙の量はすごいふえているし、子ど

も会の廃品回収でも雑紙がきちんと紙袋に入れて出ている状況もすごい見る

んですけど、今の答弁でまだまだ入っているという状況なんですが、私は減

量の場合、生ごみの減量についてもっと進められないかと常に考えているん

ですけど、ことしの予算でも生ごみ処理機の購入は２万円掛ける10台分が計

上されていますが、毎年10台分がどんなふうに減量に活かされているのかと

いうことを思うときに、今ごみを考える会の人たちがつくっていらっしゃる

ぼかしを利用して、そのぼかし用バケツがごみ減量推進店で、これは予算に

18個分が計上されていますが、それは1,350円なんですよ。1,350円の18個分

ではなく、もっとこれをふやして、その２万円の生ごみ処理機よりもより市

民の啓発というか、今、一市民活動団体にお任せの状況ですけど、もっとそ

こを広げられないかと思うんですが、生ごみの減量については今の現状をど

うお考えになって、今後このままでいいのかどうか、お考えをお聞かせくだ

さい。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 雑紙と並んでごみの減量

については、生ごみも非常に重要な要素だというふうに考えております。 

 それは以前からずっとそうでして、生ごみ処理機の補助金については、平

成何年かは忘れたんですけど、かなり以前からそのような補助金はさせてい

ただいておるということと、あとフラワーリサイクル事業という、生ごみリ

サイクルを手がけていただく団体のほうで、ぼかしを使った生ごみのリサイ

クルということも市としても協力しておりまして、一定の成果が上がってい

るという状況であります。 

 生ごみの減量化について、一番大事になってくるのは水分を絞るというよ

うなことですね。そこについては広報で、特に夏場ですけれども、水分を切

って出してくださいというような啓発はさせていただいております。ただ、

そこだけではちょっとなかなか伝わりにくい部分もあるかと思いますので、

どのような啓発の仕方があるかについては、今後検討を重ねていきたいとい

うふうに考えております。 
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◎委員（桝谷規子君） やはり岩倉独自でごみを考える会でぼかしをつくっ

ていらっしゃるし、いろんな店で、障害者団体なんかもいいぼかしづくりを

やってお店に置いてあるというところもふえてきているんですよね。一方で、

ぼかし農園はそう農家がふえていないみたいなんですが、そういうぼかし農

園を広げることや、ぼかしを使っての循環型社会を目指すというところを、

より環境課のほうでも啓発していただきたいなと思いますが、これは要望で

す。お願いします。 

◎委員（櫻井伸賢君） １点だけ。 

 カラスの話題が出たので、ちょっと戻っちゃうんですけれども、聞いてい

ますと、論理的には私の頭の中で構成されていないので、まだちょっといろ

いろ聞いていないんですけど、カラスは、要は自然生態系の上位の鳥、いわ

ゆるワシだとかタカだとかが舞っているといなくなるよというような一般的

な考え方であるので、例えば岩倉市内でタカ匠さんを呼んできてタカを離す

とか、あともう一つ、これは本当に真実味があるのかどうかわからないんで

すけれども、カラスに挨拶をし続けるとごみを荒らさなくなるという情報が

あるんですね。そこら辺、何か情報を得ていたり、お考えがあればちょっと

いただけたらなと思うんですけれども。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 私どももはっきりした情報を持っておる

わけではございませんが、実際、真清田神社の境内のところでタカ匠が来て

やったというのが新聞で記事もございました。私どものほうからも、一宮市

のほうに一度、その件についてはお伺いをさせていただいた部分がございま

す。その中では、それを来なくなるまでと思うと、やっぱり年に数回、例え

ば１週間なら１週間を一月単位とか二月単位でという、根気よく連れてきて、

すり込むまでは必要であるということで、本当に直接的な効果をすっと得ら

れるというわけではないというところがあるというような感想というか、御

意見を伺っております。 

 あと申しわけありません、挨拶のほうは私のほうも、ちょっとそれについ

ては知見は持ち合わせてございませんので、申しわけございませんが、また

調査ができればと思います。よろしくお願いをいたします。以上です。 

◎委員（堀  巌君） さっきの生ごみのところなんですけれども、溶融炉

になったとしても水分を含んだごみを燃やすのにすごいエネルギーが必要だ

ということで、水分を抜いてくれという指導だと思うんですね。それがどの

ぐらいエネルギー換算すると余分なエネルギーを使うかというところってわ

かりますかね。 

◎環境保全課長（西井上 剛君） 申しわけありません。現状、それはちょ
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っと持ち合わせてはおりません。ただ、ちょっと論点が外れたら恐縮ですけ

れども、仮に水を切って岩倉市民が出していただけるようなことがもし続き

ますと、小牧岩倉のエコルセンターへの運営費の負担金は、ごみの搬入量に

応じて何億というお金の中で割り振りをしておるもんですから、皆様が少し

ずつ減量していただければ、そういう意味では税金としての使用量の削減に

もつながるという方面はあるということで、済みません。エネルギーのほう

は、私のほうで今ちょっとお答えはできませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

◎委員（堀  巌君） 多分、市民の方って、そういうお金に換算して見せ

られるとああと思うので、広報に流すときなんかもそういうふうに周知され

たらいいかというふうに思います。意見です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款４衛生費、項２清掃費の質疑を終結い

たします。 

 お諮りいたします。 

 ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 15分より再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款５農林水産業費の質疑を許します。 

 予算書は214ページから222ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（大野慎治君） 済みません、予算書218、219ページの農業振興地域

整備管理費について質問させていただきます。 

 今回の整備計画の作成は、愛知県企業庁を利用した野寄町、川井町の開発

事業に注視した計画変更とありますが、農地転用をされたところとか、除外

されて新たにつくっていくと思うんですが、２年間で560万円余の予算が計

上されていますが、設計単価を見ますと大体４万円から５万円ぐらい。ちょ

っと人件費が高くなってきまして、１人当たり。コンサル関係でございます

ので、50人ぐらいの計上がされていると思いますが、実際、資料収集・整理、

基礎調査までは、ほとんど役所の資料を提供して人がかかっていない。本来

は整備計画案の作成、図面はＧＩＳで管理していますので除去するだけです

ね。ほとんどの形がそう苦労するものではないと考えますが、560万という

価格が少し高いんではないかと。近隣で最近つくったのが大口町さん、扶桑

町さん。市域面積、町面積も余り変わらないところと状況を勘案して、この
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値段が妥当であるのかどうなのかというのは調査されていますでしょうか、

お聞かせください。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 基礎調査に関しましては、近隣市町

の状況なども調査させていただきまして、近隣市町ですが、犬山や江南、小

牧、大口、いろいろございますが、大体２カ年で740万から1,000万ぐらいの

金額がかかっているということを聞いております。 

 調査内容につきましては、確かに地方公共団体が集めた統計調査とかもご

ざいますが、こちらのデータの抽出や分析などもやっていただくということ

でございますので、金額は妥当と考えております。 

◎委員（大野慎治君） コンサルフィーであっても、50人分の人件費という

ほどかからないんですよ、こんなのは。ＧＩＳで管理しているんですから。

その辺のところがもうちょっと他市町の状況を調査して、市域面積が違った

ら全然違いますし、農地面積、岩倉はそんなに多くないですから。その辺の

ところを勘案して調査しないと、それが妥当か妥当でないかというのは全然

違うんですね。ここはよく調査した上で発注してくださいということでお願

いします。 

 次に行きます。 

 予算書の200ページ、221ページ、土地改良事業の中の用排水路補修工事。

ずうっと行っておりますが、新堀用排水路の補修工事3,400万ほどの予算が

計上されておりますが、今年度に引き続き、これは何メーター分の予算なの

か、お聞かせください。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 来年度は53メートルです。 

◎委員（大野慎治君） この新堀用排水路の改修工事、道路を閉鎖したり、

次の工区に多分入るだろうアパートや御自宅の出入り口等々にかかると思い

ますが、そちらへの工事配慮はどのようにお考えでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） こちらの事業につきましては、前

年度から進めているところでございますけど、工法もいろいろ検討して苦慮

しながら現場のほうは進めておるんですけど、工事をするに当たりまして、

道路への影響、または東側に民地が張りついているわけでありますけど、そ

ちらが引っ張られたりしてちょっと苦慮しているところでありますけど、来

年度実施するところにつきましても、民地側を調査しましたところ、既設の

水路がもう腹が膨れておりまして引っ張られているという現状がありますの

で、ブロック塀が破損していたり、土間コンクリートが割れたりとかしてい

るという現状も把握しておりますので、その辺について、これ以上損傷を及
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ぼさないように工法のほうを検討したり、またちょっと事前に地権者のほう

にお伺いして、補償しなければいけなければ、そういった内容について詳細

に事前に検討しながら、工事のほうを発注していきたいと思っております。 

◎委員（木村冬樹君） 先ほどの農業振興地域整備計画の関係で、今回は企

業誘致のほうに注目したような中身に変えていくということでありますが、

その中でも農業振興をどう進めるかということで、本会議で市民農園だとか、

あるいは地産地消を進めるというようなことが言われています。 

 それで、市民農園のことは毎回いろいろ聞いているところでありますが、

農家開設型ということで、この間働きかけをずうっとしてきているというふ

うに思っています。また、課題もあるということは、この間の議論の中で承

知しているところでありますけど、現状ではどのような状況になっているの

かお聞かせいただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 農家開設型の市民農園につきまして

は、各農家さんにお話はさせていただいたりしているんでございますが、な

かなか難しい。あと、農地として貸したときに返してほしいとかいう要望と

かもございますので、なかなか話が先に進んではいない状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 昨年のところの答弁では、１カ所でも開設をしたい

というようなことで答弁があったというふうに思います。また、今、岩倉ら

しい農業の振興というところでの大きな柱になってくるのかなというふうに

思っていますので、もう少し進める姿勢を見せていただきたいなというふう

に思いますが、課題はいろいろあるということは承知しているところであり

ますけど、もちろん農家の皆さんの理解だとか、了解が必要なのは当然であ

りますけど、全然動かない状況というのをどう見ているんでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） その農家開設型なんですけれども、これま

でも答弁させていただきましたように、農家開設型でやろうとしますと、や

はりその指導というところも必要になってきます。市内に認定農業者の数も

少ないこともあり、一人ずつ本当にやってもらえないかという話はしている

んですけど、なかなか進まない、了解を得られていないというのが状況です。 

 今回の新しい久保田市長のマニフェストの中に近郊型の農業の推進とあり

まして、先日もＪＡ愛知北さんの理事さんとそういったことについて、岩倉

市でどういった農業ができていくのかというところも検討を始めていますの

で、そういった中でも農家開設型も含めて、今後の岩倉市の農業のあり方に

ついてＪＡさんと検討していきたいと考えています。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。では、引き続きよろしくお願いしま

す。 
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 続きまして、予算書でいいますと219ページの農畜産業振興費の中の農業

次世代人材投資資金ということで、青年就農ということでこの間補助金を出

してきたところだというふうに思うんですが、最終年度ということで半年分

という予算だというふうにお聞きしております。 

 それで、青年によるイチゴ農家ですが、この補助金によっての効果だとか、

あるいは軌道に乗ってきているのかどうかということだとか、販路だとか、

生産量だとか、こういったところの状況はどのように把握しているんでしょ

うか。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 今回、新年度の半年分の75万円で補

助金自体は終わってしまいますが、イチゴ農家として軌道に乗っているかと

いうことでございますと、農業所得としては年々、少しずつではあるがふえ

ていっているという状況ではございます。しかし、自立しているかと言われ

るとまだまだな状況でもございます。ただ本人も、まだ今後も続けて努力し

て頑張っていくというやる気は見せておりますので、市としても今後もいろ

んな面でサポートしていきたいと考えております。 

 また、販路につきましてでございますが、岩倉市の洋菓子店や小売店とか、

スーパーやまひことかにも卸しているというふうに本人から聞いております

ので、この販路確保にもより一層努めていくということで本人から聞き取り

はしております。 

◎委員（堀  巌君） 農業振興地域の整備計画は、法律に基づく計画です

けれども、大きい総合計画に基づく農業の基本計画というのはあるんでしょ

うか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 岩倉市におきましては、平成８年に

つくられた岩倉市農業ビジョンが計画としては今まだある状況でございます。 

◎委員（堀  巌君） ですから、以前も言ったように、その岩倉市農業ビ

ジョンを今読んでみても、まだ達成できていないものがあったり、結構まだ

読み応えのある内容の計画だと思うんですね。時代に合っていないところも

やっぱりあるし、さっきの市民農園の話であるとか、そういったことも含め

て、平成８年につくった岩倉市農業ビジョンをまだ平成28年、29年に、それ

を刷新しないといけない時期はもうとっくに過ぎていると思うんですが、そ

の考え方はどうなんですか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 前回の議会の委員会の中でもそういった御
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意見をいただいております。確かにそういった面はあると思うんですけれど

も、なかなかこの狭い地域の中で、各農家さんが多く、区割りも小さい中で、

国の進めている中間管理機構みたいな大型集積ということもなかなか難しい

中で、この農業ビジョンを改定するに当たって、本当に岩倉市の農業がどこ

を目指していくのかというところも含めて、今後、先ほど言いましたＪＡさ

んと少しその辺も含めて相談していきたいと考えています。 

◎委員（堀  巌君） ということは、今のいろんな、今後の、近年の農業

施策というのは、そのビジョンを持たずにやられているということなんです

か。その平成８年のビジョンを引きずってというか、それを達成するために

やられているのか、ビジョンを持っていないのか、どっちなんでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） そういった意味でいくと、市民農園にして

も、農業体験塾にしましても、そういったものはこのビジョンの中に掲げら

れておりますので、このビジョンに沿ったものであると思っていますが、た

だ、そのファーマーズマーケットですかね、そういった少し大きなものにつ

いては、なかなか現実できていないというのが現状です。 

◎委員（桝谷規子君） ４年ほど前にこの中でお聞きした、岩倉でできた農

産物で商品化して販売するという第６次産業などの動きはないでしょうかと

いうときに、そこら辺は岩倉では難しいというふうにお答えされたんだけれ

ど、今、岩倉でつくられたお米、酒米で、お酒をつくるところはお隣の江南

のところでつくられるということなんですけど、岩倉のＪＡで販売されてい

る夢吟香が、岩倉総合高校の生徒たちのデザインでラベルが張られて今販売

されているという状況が、いろいろミニコミ誌にも、新聞でもかなり話題を

広げている状況だと思うんですけど、この動きが今後どんなふうに、大事に

して広げていっていただきたいと思うんですが、その状況は、広がりはどん

なふうでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 昨年初めてＪＡさん、岩倉市で栽培した酒

米でつくった夢吟香が新しく６次産業というところでできました。 

 今年度も同じように規模を広げてやっています。そういったものが少しで

も大きくなって、夢吟香が岩倉市のお酒として、ラベルには岩倉市産という

ことが書いてありますので、そういったものを広げていきたいということを

考えていますし、ちょうど来週の月曜日、祝日なんですけれども、観光振興

会のほうが岩倉市の野菜を使ったドレッシングづくりという新しい試みも講

座としてやります。それは産直センターに参加者が行って、市内の野菜を買

って、それをドレッシングにして岩倉の野菜を食べようというイベントです

ので、地産地消にもつながりますし、もしそういったドレッシングがうまく
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いけば、６次産業につながっていく可能性はあるのではないかということで

考えております。 

◎委員（桝谷規子君） 具体的に夢吟香がどれぐらいの生産が28年度あって、

29年度はどれぐらいに広げる方向かはわかりませんか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 去年は500本ぐらいだったんですが、こと

しはそれ以上だということは聞いているんですけど、ちょっと数字は、済み

ません、覚えていませんので、またわかりましたら。 

◎委員（塚本秋雄君） 農業振興地域整備促進協議会と計画の関係でお聞き

するんですけれども、この策定業務が２年間でやるんですけど、昨年結んだ

専門業者の名前と、今度専門業者に業務委託すると言っているんですけど、

何者ぐらい岩倉としては考えられるのか、あるいは一者随契なのか、お尋ね

いたします。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 来年度、入札でその業者を決めて、その業

者に２年間、２年目は随意契約で計画を策定していきたいと考えております。 

◎委員（塚本秋雄君） 前回の業者は言えますね。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 前回の業者は、アジア航測さんのほ

うで、25年に計画を策定しております。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 済みません、随意契約と申しましたけど、

債務負担で２年間やっていきますので、同じ業者で２年間計画をつくってい

くということになります。 

◎委員（塚本秋雄君） それに絡んできて一番必要なのは、報酬が出ていま

す促進協議会の委員だと思いますけど、去年からことしにかけて人数を減ら

した理由は何でしょう。市の職員が入るもんで、そこは払わないということ

でしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 委員さんの関係なんですけれども、農業委

員会の委員さんが４名ですとか、ＪＡさんの役員さん２名、木津用水の土地

改良区の役員さん、都市計画審議会の委員さん、学識を有する者の４名のう

ち、県の職員ですとかＪＡの職員とか、報酬の発生していない委員さんがお

見えになりましたので、今回ちょっと実績に合わせて減らせていただいたと

いうことで、委員の数については変更ありません。 

◎委員（堀  巌君） 名古屋コーチン振興補助金なんですけれども、世代

がかわっていって、この名古屋コーチンの衰退が心配なんですが、市として
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この名古屋コーチンがなくなってもいいとは思っていないと思うんですけれ

ども、支援体制として、今後の方向性というか、どのように考えているかと

いうのはちょっと教えてください。 

◎商工農政課統括主査（水野功一君） 関戸さんが亡くなられて、息子さん

が跡を継がれたわけでございますが、息子さんとも何度かお話、挨拶させて

いただきまして、頑張ってやっていくということでございますので、今まで

と変わらず市としてはサポートして支援していきたいと考えております。 

◎委員（宮川 隆君） 名古屋コーチンのお話が出たので、ちょっとお伺い

したいです。 

 どちらかというと、農畜産業の振興費全般の考え方に関してお聞きしたい

ところなんですけれども、今出ました名古屋コーチンに関しましては、小牧

と春日井さんにほとんど持っていかれているという、事実上市場は持ってい

かれていると。細々と１軒で進めているということであります。以前から、

これは観光なのか、農業なのかという議論がある中で、あえてまだ農畜産の

ほうで扱っているということであります。 

 １点、先ほどイチゴの話も出ました。先日、安八のイチゴ農園のほうに行

かせていただいたんですけれども、１粒５万円のイチゴ、食べてはきません

でしたけれども、この半年ぐらいでテレビ放映、取材だけでも五、六回入っ

ているみたいですね。先日は長野の、たしか3,000メートル級の高地で、日

照時間が少なくて気温が低いのを逆手にとって、たしか12粒で３万円ぐらい

のキリの箱に入ったイチゴを発売していました。 

 岩倉市、先ほど課長が少し述べられたように、狭いところですので、小規

模で、なおかつ付加価値をつけていかなければ生き残れないのかなというふ

うに全般的に捉えているんですけれども、これは行政だけがかぶるものでは

なくて、やっぱり農協さんとも、そういう農業指導という部分でいうと、上

手に意見交換だとか情報を集めるという作業のもとに進めていかなければい

けないと考えるわけなんですけれども、その辺の努力はどのように今進んで

いるんでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 売り上げを上げるための方策だと思うんで

すけど、そういった話はよく聞きますが、まだ今のところ、岩倉市のＪＡさ

んではそういったことは進んでいない状況ではあります。 

◎委員（宮川 隆君） 元農協の方を隣にして、とても言いづらいところな

んですけれども、過去の議論の中で、農協さんが金融業のほうに特化し過ぎ

てしまっているんじゃないかというような議論があります。やはり餅は餅屋

で、専門の知識だとか専門の情報を仕入れる一つの大きな組織でありますの
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で、そういうところの情報を上手に取り入れながら、岩倉らしい農業のあり

方というのを模索していっていただきたいと思うんですけれども、その辺の

協力体制をいま一度お聞きしていきたいと思います。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） その点についても、余りほかのＪＡさんは

わからないんですけれども、特に岩倉支店の理事さんは、昨年度も耕作放棄

地の解消のために農地保全管理組合をつくって、少しでも耕作放棄地をなく

そうという取り組みもしておりますし、先ほどの夢吟香にしてもそうなんで

すけれども、新しいことを進めていっておりますので、今後も、先ほど申し

上げましたＪＡさんと何度かこれからも相談、打ち合わせはしていきますの

で、そういった中でこういった御意見をいただいたことをお話ししまして、

先進事例の取り組みなども取り入れながら、岩倉市でできるかどうかについ

ても検討していきたいと考えています。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で款５農林水産業費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款６商工費の質疑を許します。 

 予算書は222ページから232ページでございます。 

 質疑を許します。 

◎委員（宮川 隆君）  予算書223ページのシティプロモーション事業に絡

めてお聞きしたいです。 

 ここにいる方で、いわくらしやすいのバッジをつけてみえる方と、それか

らい～わくんのバッジをつけてみえる方と見えると思うんですけど、今、こ

のい～わくんという一つのキャラクターなんですけれども、桜、こいのぼり、

五条川という岩倉市の売りですね、特徴的なものを上手に凝縮していますし、

このバッジをつけて市外なんかに視察に行くと、やっぱり他市は他市のキャ

ラクターがあるんでしょうけれども、結構興味を持っていただける。それか

ら、市内においてもお子さんたちには結構受けがいいという状況であります。 

 シティプロモーションの大きな目的として岩倉市をどう売り込むか、どう

印象づけていくのかという戦略的な取り組みというところが大きな問題だと

思うんですけれども、今後、このい～わくんと、それからシティプロモーシ

ョンに絡めたい～わくんの位置づけというものをどのように捉えて進めてい

くおつもりなのか、お聞きしたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） い～わくんは、まずもって観光のま

ちづくり、観光プロモーションといったところで、従来始めさせていただい

て５年経過したところであります。 

 今回、昨年の12月に発表させていただきましたシティプロモーション全体

として、まずもって岩倉市民の愛着、またその岩倉のよさを市外に発信して
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いくといったところで、いわくらしやすいというような形を始めさせていた

だいております。 

 そういった中で、いわくらしやすいといったところのシティプロモーショ

ン全体の中で、い～わくんも引き続きどういうふうに活用していくといった

ところは考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

◎委員（鬼頭博和君） 同じくシティプロモーション事業のところでお聞き

したいと思います。 

 主要事業の説明資料の中で、いわくらしやすい109の学校キャラバンとい

うのがあります。代表質問のときにもちょっと聞いたんですけれども、中学

生と高校生、これは324万という金額がついているんですが、アイデア発掘

と創出プログラムというので、ワークショップ形式で岩倉のよさを発見して

もらうというような御答弁をいただいたんですが、もう少し詳しく教えてい

ただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 学校キャラバンにつきましてですけ

れども、まず次世代を担う中学生、または高校生の視点から、岩倉市の暮ら

しやすさとその理由をまずは上げていただきます。そこから実際に、そうい

った中で具体的にＰＲ方法について、ワークショップ形式の中で検討をさせ

ていく中で岩倉市に関心を持ってもらい、また好きになってもらうようなプ

ログラムを予定しております。 

◎委員（鬼頭博和君） 中学生と高校生で、この内容というのは同じ内容な

んでしょうか、違う内容で行うんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 中学生については、先ほどお話しさ

せていただいた、まず岩倉市の暮らしやすさとその理由といったものは全校

の学生にやっていただきまして、その中でワークショップについては２年生

を対象にやっていきたいというふうに考えています。 

 高校生につきましても、全学年を基本的に対象にしながら、岩倉市の暮ら

しやすさ、その理由を集めますけれども、実際のワークショップについては

高校の先生と相談しながら進めていきたいと思っておりますのでお願いしま

す。 

◎委員（堀  巌君） 今のところなんですけれども、ワークショップで好

きになってもらう、関心を持ってもらう、その先は何を目指しているんでし

ょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 当初のほうにシティプロモーション

の目的として、岩倉市のよさを再発見といったところもあります。そういっ
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た中で、実際にまだまだ見つけられていない岩倉市のよさといったものを見

出しながら、そういったものを実際に市外の方にどういうふうに発信してい

くとよりＰＲ効果が高いのか、また岩倉に来ていただけるのか、そういった

ところを含めて一緒になって考えていきたいというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） 引き続きシティプロモーションの件で、私も家族と

相談しながら３つ、４つ提案させていただいていまして、私の名前だけじゃ

なくて娘の提案もあります。やっぱり一番市内のことを知っている市役所の

職員、私たち議員もそうなんですが、職員にも１人１個、いろんな仕事をさ

れていますので、一つずつぐらいは提案を受けるというようなことは考えて

いないのか。やっぱり職員も１つぐらいは、109というやつで提案を求める

ことはしていかないのかということをお聞きします。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今御提案いただきました職員向けに

いわくらしやすいを募集していくといったところも、強制することはできま

せんけれども、積極的に応募いただくような形で声かけをしていきたいとい

うふうに思っておりますので、お願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君） ついでにちょっとお聞きします。 

 宮川委員の話にもありました缶バッジですか、それと、僕はい～わくんを

つけているんですけどね。あれはなかなかつけても真っ白で何が書いてある

のか見えないというのがありまして、何だろうなというのが。 

 それで、今、いわくらしやすい109の理由というのを募集しているという

ことですけれども、なかなか集まっていない現状があると。要するにシティ

プロモーションでロゴとかマークを決めたり、いろいろしていく過程が全然

見えていなかったんですね。多分コンサルがいろんな提案をしてきて、その

コンサルの提案に乗っかって、その中で誰かがこれがいいと決めたんだろう

と思うんですけれども、そうすると、皆さんやっぱり余り経過がわからない

し、その決まったものに対する愛着も持たないし、い～わくんは公募をかけ

て決まったキャラクターだと。ゆめミールのああいうところの絵なんかも高

校生の作品を壁に張っているというような経過があって、そうすると市民の

皆さんは関心も持つし、もっとＰＲしていこうとか、そういう気持ちになる

と思うんですけど、このロゴだとかマークですね、決まった経過をちょっと

教えていただけますか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） このキャッチフレーズとロゴなんですけれ

ども、インターネット調査と、あとは小さい子どもをお持ちのお母さん方の

ワークショップでいただいた意見などからつくりました。それは予算をいた

だくときのこの委員会の中でもお話ししましたけれども、やっぱりこういっ
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たキャッチフレーズとかデザインは、なかなか僕らでは考えられませんので、

そういったところを広告代理店の力をかりて、キャッチフレーズとロゴを決

めさせていただきました。 

 その周知というか、愛着というところに関しては、い～わくんは皆さん大

変いいと言っていただいてありがとうございますということなんですけれど

も、い～わくんも５年でここまで来ていますので、このいわくらしやすいの

キャッチフレーズとロゴも、今後いろんない～わくんの活用も含めながら、

少しでも知っていただけるようにこれから周知していきたいと考えています。 

◎委員（鈴木麻住君） 次に、ビジネスサポートセンターの件でちょっとお

伺いします。 

 先ほどちょっと休憩時間にお聞きしたんですけど、２月14日から商工会議

所の中でビジネスサポートセンターが開設されて、いろんな相談に応じてい

るということでありますけれども、今お聞きしたら、岩倉市内に住んでいる

中小企業の業者さんであればどなたでも相談に応じると。無料で相談できる

ということなんですけれども、商工会の中にあると、どうしても商工会員じ

ゃないといけないのかなとか、そういう感覚になるんじゃないかというお話

をさせてもらいました。誰でもいいんですよということなんですけれども、

それがどこにも書いていない。だから、その辺をやっぱりもうちょっと周知

していただきたいなと思うんですけれども、どのように周知する方法があり

ますか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） この岩倉市のビジネスサポートセンターを

立ち上げるに当たっては、以前から御協力いただいているｆ－Ｂｉｚですと

かＯｋａ－Ｂｉｚの手法を取り入れてやっています。ｆ－Ｂｉｚ、Ｏｋａ－

Ｂｉｚはどこの事業者でもいいですし、今はちょっと相談が多くて変わって

きてはいるんですけど、市外の事業所についての相談も受けてきたという話

を聞いています。そういったところで岩倉市のビジネスサポートセンターも

商工会の中に置くんですけれども、商工会会員じゃなくても相談を受けられ

るというところで、あえて商工会に限るということを書かなかったというの

がちょっとだめだったので、商工会員じゃなくても相談できますよというこ

とをあえて書けばよかったと、今少し反省していますので、今後、また広報

等でＰＲしていくときには、そういった一文を入れて、商工会会員以外の事

業者さんもぜひ相談してくださいということで周知していきたいと考えてい

ます。 

◎委員（黒川 武君）  私も227ページの商工振興費に関連してお聞かせい

ただきたいと思います。 
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 総合戦略の具体的な施策として、中小企業小規模事業者活性化行動計画と

創業支援事業計画というのが上げられているわけなんですが、これはいつご

ろ、どこが主体となって策定するものなのかお聞きします。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 初めに、中小企業小規模事業者活性

化行動計画でありますけれども、商工会ですとか、市内金融機関と市で構成

する岩倉市地域産業活性化推進協議会の中で、今までのアンケート結果です

とか、円卓会議で議論した課題ですとか問題、こういったものを整理した上

で策定しておりますので、22日の水曜日の全員協議会の中で報告をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 また、創業支援事業計画につきましては、平成27年度に岩倉市と大口町、

扶桑町の市町と商工会とが一体となりまして策定しておりまして、平成28年

５月に産業競争力強化法における創業支援事業計画として国の認定を受けた

ことから、国を初め各種関係団体が実施しています創業に係るさまざま支援

が受けられるようになっております。 

◎委員（黒川 武君） ごめんなさい。もう既に今度の全協で報告と。創業

支援事業計画は既に昨年の５月に国の認定を受けたということですが、これ

はごめんなさいね、私うっかりしておったのかもしれんですが、議会には報

告はいただいておりますかしら。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 創業支援事業計画については、議会

のほうに報告させていただいておりませんでしたので、申しわけありません

でした。 

◎委員（黒川 武君） じゃあ速やかに議会のほうにも説明報告のほうをお

願いしたいと思います。 

◎委員（塚本秋雄君） 桜は管理事業とか、観光を含めてあると思うんです

けれども、桜を通じた観光事業の中で提案をしていきたいと思うんですけれ

ども、全国さくらサミットというのが開かれているんです。それに対する情

報収集なりお考えは今まであったか、全然タッチしていないかお聞きしたい

と思います。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 全国さくらサミットというのがあるのは承

知しておりまして、参加したいのはやまやまなんですけれども、そのサミッ

トが開かれる時期が、ちょうど桜まつりの時期とかぶさって参加できない状

況ですので、今のところ参加できていない状況ではありますが、承知してい

ましたし、関心も持っております。 

◎委員（塚本秋雄君） 過去を調べると、若干一、二週間ずれているから、

うちと重なることはなかったんじゃないかなと思いますから、それは次回、
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まだ22回開かれているだけですから、そういう中での取り組みがあるかなと

思います。 

 そうしたら、日本さくらの女王というのが決まっていて、別に国内外でも

ボランティアで来るという制度がありますが、それは知っていますでしょう

かどうか、例えば岩倉の桜まつりに来ていただくような形。３人見えるんじ

ゃないかなと思いますけど、そこら辺の情報はどんなふうに持っていますで

しょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 申しわけありませんが、承知していません

でした。 

◎委員（塚本秋雄君） 勉強してください。 

◎委員（梅村 均君）  229ページの市民ふれ愛まつり事業の関連でお聞き

しますけれども、８０２０の表彰があったかと思うんですけど、なかなか高

齢者の方が自分の足で来れなくて送ってもらってきましたというような話を

聞きまして、ただ交通規制があるものですから、会場へなかなか近づけなく

て大変苦労しましたということをお聞きしました。それで、どこか、そうい

う送りの高齢者とか、ちょっと不自由な方に近くまで車が寄せられるような

場所が要るなということを少し感じるんですけど、そういった方々への移動

手段みたいなことというのは何か今まで検討されたことってありましたでし

ょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） その件につきましては、障害者の方も含め

て、今、障害者の乗降場所が地蔵寺への駐車場になっております。ただ、あ

そこも少し遠いという意見もありましたし、ふれ愛まつりの反省会の中でも

今の８０２０に参加される方の乗降する場所がないということが出てきてい

ましたので、少し来年に向けて、駐車はできないんですけれども、乗りおろ

しぐらいできる場所が確保したいとは思っているんですけれども、ちょっと

それをどこで、多分１台だけであればいいんですけど、２台、３台重なった

ときにどうしていこうかと。バスが借りているコンビニの駐車場も下は砂利

ですし、なかなか車椅子だと難しいというところもあるんですけれども、ど

こまでできるかわからないですけれども、乗降場所について、ほかのところ

からの話もありますので、少し検討していきたいと思います。 

◎委員（堀  巌君） 今のふれ愛まつりとも関連はするんですけれども、

盆踊りのときに北てつろうさんが歌って、みんな喜んでいますよね。私から

は、瀬川瑛子さんの「岩倉が好きです」を当局、市はどういうふうに捉えて

いるのか。あれもやっぱり資産の一つだと思うんですね。どうして瀬川さん

を呼ばないんでしょうか。 
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◎商工農政課長（伊藤新治君） 「岩倉が好きです」は、桜まつりで僕もよ

く聞いているんですけれども、盆踊りは……。 

〔発言する者あり〕 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 呼ぶかという、シティプロモーションとい

うことですね。ちょっと瀬川瑛子さんは今まで考えていなかったんですけれ

ども、一度ダンシングヒーローが大変人気があるので、荻野目洋子さんを呼

ぼうとして見積もりをとったら100万円ぐらいかかったので、ちょっと諦め

たことがあったんですけれども、それは桜まつりに瀬川瑛子さんを呼ぶとい

う、どこでもいい。 

〔発言する者あり〕 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 桜まつりではＢＧＭでかけていますので、

全然忘れていることはないし、あの曲を聞くと桜まつりだなという、僕自身

もイメージが湧きますので、桜まつりでは今後も活用していきたいと考えて

います。 

◎委員長（伊藤隆信君） お諮りいたします。 

 ここで審議の途中でございますが、休憩したいと思いますけど、御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） １時10分より再開いたします。よろしくお願いし

ます。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 先ほどの款６商工費の質疑がまだ途中でございますけど、引き続いて款６

商工費の質疑を許します。 

◎委員（木村冬樹君）  予算書227ページの商工振興費のうち、まちなか空

き店舗出店者支援事業補助金についてお聞かせください。 

 この制度は非常にいい制度だというふうに、この間ずうっと言ってきてお

りますが、非常に商工振興に有効な制度ではないかなあというふうに思って

います。 

 ほかのところにはない制度ということでありますが、最近この補助金の活

用がないということで、事情を聞きますと、店舗があいたとしても１年以内

にまた新しい出店者があらわれて、空き店舗の状態でずうっとあるわけでは

ないというようなことがあったというふうに思います。 

 それで、中心市街地だけではなしに、それ以外の商店街などでもできない

のかということの検討を進めていきたいというようなこともあったと思いま
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すが、現状でこの制度についてどのような検討状況になっているのかお聞か

せいただきたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 町なか空き店舗の関係ですけれども、

実際に各商店街、それぞれの通りのほうを、商工会の職員とともに現状のほ

うを確認してきておりますけれども、実態としては住宅兼といったような形

で御利用されているといったところもありまして、こちらの制度を御利用し

ていくといったものがなかなか難しいような状況でありますのでお願いいた

します。 

◎委員（木村冬樹君） うちのすぐそばにも商店街がありますけど、そうい

うところを見ましても、あいても１年以内にまた新しい店が出るということ

は、状況としてはやっぱりあるというふうに思います。 

 居住している実態があるところもあるんですけど、そうでないところもあ

るわけで、すぐにそういうふうに結論づけてしまうんではなしに、もう少し

きちんと調べる必要があるんではないかなあというふうに思いますが、そう

いったお考えはどうでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今のようなお話ですけれども、商工

会とともに定期的に状況を見ながら、引き続き検討をしてまいりたいと思い

ますのでお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 今の関連なんですけれども、町なか空き店舗の町な

かというところの定義は、要綱の中ではどんなふうになっているんでしょう

か。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 商業地域といったところで、区域は

名草線から岩倉街道のあたりになりますけれども、そのあたりの町なかのエ

リアをとっております。 

◎委員（堀  巌君） 岩倉市域は狭いわけで、例えば名草線で区切る、名

草線の反対側もありますよね、店舗とか。だから、そこら辺の緩和みたいな

ことは考えることはないんでしょうか。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 町なか空き店舗というところで、真ん中の

中心の商工区域を区切ってこれまでは助成してきました。 

 まず一つとしては、先ほど木村委員さんがおっしゃられたみたいに、それ

ぞれに商店街があるもんですから、その辺を対象にまずは考えていきたいな

あと思っていまして、そういったところをやりながら、市域全体というとこ

ろはまた次の段階として考えていければいいかなあと考えています。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款６商工費の質疑を終結いたします。 

 ここで入れかえのため、暫時休憩いたします。 
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（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、款７土木費の質疑を許します。 

 予算書は232ページから248ページまでです。 

 質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（鈴木麻住君）  予算書の237ページに耐震対策費があります。これ

は毎年聞いているんですけれども、木造住宅の耐震診断委託料と耐震改修の

件数ですね、余りふえていないとお聞きしていますが、現状、昨年の診断件

数と耐震補強した件数ですね、ちょっと教えてください。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） 耐震診断と改修におきましてでござ

いますが、平成27年につきましては21件ございまして、改修のほうが１件ご

ざいました。平成28年度におきましては、今の段階ですと、診断のほうが25

件、改修のほうが２件という状況でございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 新たに今度３世代同居の補助金が追加されるという

ことになりますが、その辺の見込みってどのぐらいを見込んでおられるのか、

想定されているのか、ちょっと教えてください。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） 見込みでございますが、なかなか正

直難しいところがございまして、近隣ですと犬山市さんだとか小牧市さんで

この３世代、犬山市さんはＵターンというような形で３世代に別にこだわっ

てはいないんですけれども、その部分で小牧市さん等の予算組みを参考にさ

せていただいて、今回ですと、同居については５件ですね、近居については

一応10件ということで、なかなかこの全てを予算執行できるかどうかという

ところはわからないんですけれども、これぐらい出てきてほしいなあという

ことも込めて予算計上のほうをさせていただいております。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと聞くのを忘れました。 

 耐震シェルターは、その後どのように推移していますか。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） シェルターでございますが、現在の

ところ、まだ実績のほうがゼロ件というところでございます。 

◎委員（黒川 武君） 目４公園費のところで１件お聞かせ願いたいと思い

ます。 

 予算書の247ページになりますが、石仏公園整備事業で、埋蔵文化財、こ

れの試掘の調査はもう行っているのでしょうか。行っているのならば、その

結果が出ていれば、その結果はどうなんでしょうか、お聞きいたします。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 石仏につきましては、今年度から用
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地買収のほうをさせていただいておりますので、まだ試掘のほうは行ってお

りません。 

 参考までに、石仏に今グラウンドがありまして、道路で区切ると南に２区

画公園の予定地があるんですけれども、北側の区画に関しては包蔵地となっ

ておりませんので、埋蔵文化財の発掘調査とか試掘をやるときは、南の区画

で必要になってきますので、用地買収させていただいたら速やかに試掘をや

っていく予定でおります。 

◎委員（大野慎治君） 道路新設改良費の中の工事請負費の舗装・側溝工事

について御質問させていただきます。 

 今年度も約9,500万ほど計上されておりますが、これで28年度までの区長

要望に対してどれぐらいの割合で、ざっとの割合でいいので、要望をかなえ

られているのかお聞かせください。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） 今、数字まではちょっと把握できて

おりませんけれども、大体半分もまだ行っていないんじゃないかなあという

ところです。 

◎委員（大野慎治君） 引き続きまして、交通安全施設設置事業の中に、工

事費の中に区画線引き工事が入っておるんですが、市民の皆さんから、市役

所の周りが一番薄い状態という御意見が、よく市民の方が来られますので。

市役所周辺を除外して、もっと地域のやつを引いていることは十分認識して

おりますが、今年度は市役所周辺は引かれるのかどうかというのは、まだこ

れからの計画だと思いますが、どのような認識をされているかお聞かせくだ

さい。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 市役所の南の東西線の区画線につ

きましては、薄いことは存じ上げておりますけど、市内一円でそういう箇所

が多々見受けられますので、市内一円のバランスを図りながら、市役所南の

東西線の区画線のほうについても引くようにしていきたいと思います。 

◎委員（堀  巌君） さっきの緑の基本計画の進捗管理はどのようになさ

れているんでしょうか。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） 緑の基本計画でございますけれども、

こちらは平成23年度に策定のほうをされておりまして、10年間というような

形のもので一応目標のほうが定められております。 

 その中で、緑の保全だとか緑の創出、緑の回廊、緑の育成と、その４つの

部分に分けた形の目標が掲げられておりまして、例えば１つ、緑の保全でい

いますと、保護樹の指定本数というところもございまして、なかなか解除が

多いような状況で、何とか少しでも保護樹の指定を、新規の指定もそうです
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し、今現在指定しているものについてもできる限り長く保護していただこう

というような形で、ことしから剪定費の補助金等だとか、枝が折れたときの

第三者の賠償保険を市で入ったりとか、そういったことで、できる限り指定

本数を減らさないような形の取り組みをさせていただいております。 

 また、緑の創出につきましても、公共施設の緑化率というところが目標に

定められておるんですけれども、その中で平成28年度におきましては、関係

各課、公共施設を持っているところに集まっていただきまして、緑の基本計

画をまた再度周知するとともに、各課で管理している施設の緑化率について

また調査をかけて、今後、例えば枯れてしまって補植が必要なところがあれ

ば、都市整備課のほうと相談をしながら進めていきたいということも考えて

いますし、もしそういった木を伐採するに当たっても、都市整備課のほうに

一度相談していただいて、安易に緑を減らさないような取り組みをしている

ところではございますけれども、この目標値を達成するというのはなかなか

今の現状では厳しい状況ということで認識しております。 

◎委員（堀  巌君） 平成23年度から10年計画ということなんですけれど

も、近づいてきていますよね。次の計画みたいなことはどうされる予定なん

ですか。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） こちらにつきましても、今後、実施

計画、多分こちらについてはなかなか自前では難しいかと思いますので、こ

の計画の策定に当たって、また予算が必要になってくることもあるかと思い

ますので、実施計画を上げながら、今度の32年度に向けまして、どういう計

画にするかも踏まえて、今後検討していきたいというふうに考えております。 

◎委員（堀  巌君） 続きで、緑化ウオール事業の委託料が組まれていま

すよね。さっき環境保全課のところで緑のカーテンのコンテストみたいな話

もしたんですけど、やっぱり環境と緑って密接に関係があるし、ここで持っ

ている予算もあるし、関連しているところの部署との連携みたいなところは

どんなふうにされているんでしょうか。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） 環境保全課ももちろん緑のこともや

っているので、都市整備課としても緑のことをやっていますので、できる限

り連携をするような形で環境保全課とも情報は共有してはおるんですけれど

も、全てが共有できていない部分がございますので、こちらについても先ほ

ど申した庁内の組織といいますか、その部分で、よりそういったものを踏ま

えて、できる限りかぶらないといいますか、協力できるところは協力してい

くような形で何とか緑の保全に努めていきたいというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） １点お聞かせください。 
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 予算書242、243の事務管理費の中の三世代同居・近居支援事業補助金につ

いてお聞かせください。 

 櫻井委員が本会議でも御質問されましたが、子育て世代という、どこまで

を対象として募集するのか、またいつから募集をかけるのかというのをお聞

かせください。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） こちらにつきましては、本会議で部

長のほうからも答弁がありましたとおり、一応実施は７月を予定しておりま

す。 

 どういった要件にするかというようなことでございますけれども、今はま

だ案の段階でございますけれども、基本的には妊娠している、または義務教

育終了前のお子さんがいるということを要件としようということで、今、案

のほうをつくっているところでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 公共施設の再配置計画策定事業で、これは本会議で

もちょっとお聞きしました。細かいことは、もうちょっと突っ込んだ質問を

したいんですけど、長寿命化計画の立案というのがありまして、その長寿命

化というのは、30年を超えたものに対して中性化の試験をやったりとか、そ

ういうものを実施していきますと。 

 この計画策定は、再配置と一緒に計画案が策定されるというふうにお聞き

したんですけれども、別々のものとして計画案はまとめられるんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 今年度と来年度にかけまして、再配置計

画は現在進めてございます。一方、長寿命化計画につきましては、予算のほ

うにも上げさせていただきましたが、来年度に中性化試験を行いまして、そ

れに伴って長寿命化計画を立てていきますので、基本的には別物ということ

で解釈のほうをお願いしたいと思います。 

◎委員（鈴木麻住君） ということは、来年度にまとめるという計画ではな

いと、まだもうちょっと時間がかかるという判断ですよね。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） ですから、長寿命化計画につきましては、

来年度に中性化試験を行って、その結果を踏まえて長寿命化計画を立ててい

くという計画でございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 先日ニュースで見たんですけど、北海道のほうで古

いマンションのベランダのひさしが崩落したというニュースがありました。

あれはたしか45年につくられた建物で、まだ見たら鉄筋も丸鋼だったと思い

ます。 

 築45年から50年たってくると、当然のことながら、そういう中性化したも

のは、鉄筋なんかもさびてくるし、強度も落ちてくるということが考えられ
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るんですけれども、それで目視点検をされたと書いたんですね、26年に。そ

れを踏まえて長寿命化計画を立てていくというふうになっているんですけれ

ども、そういう築50年の、例えば東小学校なんかは築50年たっているんです

ね。そういう危険性が、例えばクラックがあって、そこから雨がしみ込んで、

コンクリートが中性化して崩落するというようなこともあると思うんですけ

れども、そういうような建物は岩倉市の公共施設の中にはないということで

よろしいんでしょうか。 

 目視検査したときには、そういうものは上がってこなかったということで

よろしいですね。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） そのとおりでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議でもお聞きしましたし、補正予算のところで

もお聞きしているわけですけど、こういう土木の関係の国庫負担金、国庫補

助金が思うようについてこないというところで、要望の３割ぐらいしか来な

いというようなことで、非常に憂慮をするところです。 

 一応先ほどの補正予算のときには、石仏公園がうまくいった場合の最大の

完成見込みみたいなことの答弁はあったところなんですけど、その他の、例

えば29年度の予算に含まれていない五条川右岸堤防道路の整備事業だとか、

あとは天保橋及び岩倉西春線の関係、それから桜通線というところはどうい

うスケジュールになっていくものなのか。なかなか見通せないというふうに

は思いますが、この辺についても少し、今、担当課としての腹づもりといい

ますか、めどをどんなように捉えているのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

◎都市整備課統括主査（田中伸行君） まずは五条川の右岸の関係でのお話

をさせていただきます。 

 県のほうの予算もなくなったということで、工事のほうが今やれていない

という状態があります。残りの用地買収に関しましては、県ともこの間ちょ

っと電話で話をしたんですけれども、まだ工事が今めどが立っていない状況

なので、新しい土地を買いに行くタイミングではないというふうに判断をさ

れております。なので、五条川堤防に関しては、南の既に買収したところの

工事に着手できるような状態になってから用地買収に手をつけていこうとい

うところがまず一つ、五条川の状況はそうです。なので、ちょっと今、具体

的に何年をめどにというところまではお答えできない状況であります。 

 桜通線につきましては、事業認可自体は32年までの事業認可として今認可

を受けておりまして、32年というともう三、四年というところなんですけれ

ども、実際そこにはまず無理だろうというふうに思っております。県のほう
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にも相談をかけておるんですけれども、事業認可の延伸という今度は作業に

入っていくんですけれども、それもよく延ばせても２年、３年ではないかな

あというところがありますので、35年ぐらいまでには何とか完成できるよう

な方策を考えて、これから事業を進めていかなければいけないなあというふ

うに思っております。 

 あと、岩倉西春線と天保橋につきましては、天保橋は、今、北名古屋市の

ほうで桁の製作を行っておりますので、現地に物ができるということは今年

度はないです。29年11月ごろから現場に北名古屋のほうが入ってきまして、

29年度中、３月末には橋がかかります。 

 当初、実施計画の段階では、岩倉西春線も一部手をつけて工事をやるとい

うような実施計画を立てさせていただいていたんですけれども、北名古屋の

仮設の工事ですね、橋をかけに行く工事が、岩倉市側にレッカーを据えて工

事をしに行くということで、岩倉市が今度そこら辺の工事をやろうとすると、

北名古屋と工事がバッティングしてしまって、お互いに工事がやりにくくな

ってしまうということがありましたので、岩倉市のほうは来年工事のほうは

やらない状況にしてあります。 

 あと、その関係で、岩倉西春線も当然北島藤島線まで道路改良のほうは行

っていくんですけれども、今年度に岩倉西春線の東側の用地買収をさせてい

ただきまして、来年度に西側の用地買収のほうをさせていただく予算になっ

ております。 

 あと、企業誘致のほうも進んでおりますので、企業誘致の進捗というんで

すかね、地区の合意形成によって道路の形態とかが変わってしまう可能性が

あるので、細かい話でいくと隅切りがなくなったりだとかということも考え

られますので、そちらに関しては工事のほうもまだできないかなあというふ

うに思っております。ですが、天保橋が29年末にはかかりますので、そんな

に長い間、完成した橋を放っておくわけにはいかないもんですから、岩倉西

春線についても速やかに、橋が完成して企業誘致のめどが立ちましたら、事

業のほうを進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 担当課としての思いというか考えはよくわかりまし

た。桜通線については、非常に大幅なおくれもあるかなあというところで、

非常に深刻な状況ではないかなあというふうに思います。 

 あと一点、住宅費の関係で、大山寺市営住宅の塗装等の修繕については29

年度で終了ということでよかったでしょうか。ちょっと確認をさせてくださ

い。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 今年度に２棟目をやっておりまして、29
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年度におきましては最終ということで、３棟目の塗装を予定しております。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと確認させてください。 

 前々から気になっていたんですけれども、桜通線の用地買収が済んだとこ

ろが、砂利を敷いた状態で柵がしてあるんですよね。あれは非常にもったい

ないなあと思うんですけど、あれは何でもうちょっと有効利用しないのかな

あ。 

 例えば、今、大野委員が、自転車置き場のところが非常に混雑していて、

通行に苦労しているような部分もあると。ああいうところを自転車置き場と

して開放すれば、その辺も緩和できるんじゃないかなあと。買いっ放しで、

ほうりっ放しで、柵をして入るなというのは非常に不合理だと思うんですけ

れども、なぜ有効利用を考えないのかなあと思うんですけど、その辺は何か

理由があるんですか。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 桜通線の用地を買わせていただいたところ

については、今、柵をして、防草シートを張ってということで管理している

んですが、実際、自転車駐輪場が少ないというお話は伺ってはいるんですが、

当時、私、再開発事業をやらせていただいたときに、民間の名鉄の駐輪場が

消えるということで、仮設の駐輪場を、今、洋品のスミダさんの横に実際設

置して、無料の駐輪場をつくろうということでやったんですが、やはりモラ

ルの問題といいますか、またそこにそれをつくることによって適当に自転車

を置かれ、またそこに人件費が発生し、最終的にそこを撤去する際も自転車

がいつまでも残ってしまうということで、当時は無料の駐輪場を駅の周辺に

設けるということについては、最終的撤去するときに非常に問題が出てくる

ということと、あと都市として無料の駐輪場をぽんぽんぽんぽんつくること

というのが非常に見苦しいといいますか、安っちい市として見られてしまう

ということもございまして、それ以降は極力そういった駐輪場については、

都市整備としては駅前につくっていただきたくないということを申しており

ました。 

 一方で、じゃあ何もせずに置いておくのかというあたりもございますので、

例えば桜まつりのときの一時的な何かの案内所をつくるだとか、そういった

部分については今後検討の余地があるかとは思っておるんですけれども、ま

だそれについてはちょっとこれから、例えば商工農政課と協議したりだとか

して、いろいろ有効活用を図っていきたいとは考えております。以上です。 

◎委員（塚本秋雄君） 都市計画総務費についてお尋ねいたします。 

 都市計画の基礎調査委託料、昨年もあってことしもあるんですけれども、

もう一度おさらいの意味で目的、効果など、事業内容についてお尋ねします。
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説明してください。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） こちらについては、都市計画法の第

６条第１項によりまして、おおむね５年ごとに実施をされる都市計画策定上

の重要な調査というような形になっておりまして、愛知県の都市計画基礎調

査要綱に基づきまして県が定める、毎年において調査項目を決めております

ので、それに基づいて行うということで、今回につきましては平成28年度か

ら32年度までというような形で、この５年間のサイクルで調査のほうをして

いくという形になります。 

 来年度につきましては、２年目ということで、建物の利用状況だとか新築

の状況だとか、そういったものを調査するという予定にしております。以上

でございます。 

◎委員（塚本秋雄君） そうすると、去年やった業者と今回同じ業者がやる

という形でいいですか。 

◎都市整備課統括主査（岡 茂雄君） こちらについては入札をかけてして

いくということで、今年度どの業者になるということはまだわからない、入

札で落としたところにやっていただくという形で進めていきます。 

◎商工農政課長（伊藤新治君） 先ほど農林水産業費のところで桝谷委員か

ら質問されて回答できなかった部分なんですけれども、夢吟香の本数なんで

すけれども、昨年度が500本つくりまして、今年度は700本つくる予定だと聞

いております。 

 販売については、現在はＪＡ愛知北の岩倉支店と産直センター、あとは桜

まつり期間中に、昨年同様、名古屋コーチンのブースの中でＪＡの職員が販

売するということを聞いていますので、ぜひ御購入いただければと思います。

よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款７土木費の質疑を終結いたします。 

 ここで暫時休憩して、入れかえです。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款８消防費の質疑を許します。 

 予算書は248ページから260ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（黒川 武君）  予算書255ページの常備消防費の節19負担金及び交

付金の関係で、新規事業になるかと思うんですけど、尾張北部地区メディカ

ルコントロール協議会運営負担金というのが計上されておりますが、これの

目的とか構成団体、あるいは取り組みの内容等につきまして説明をお願いい
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たします。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 協議会の目的は、救急救命士等に対

する指示体制、事後検証体制及び研修体制の充実のために設置されているも

のであります。 

 構成団体につきましては、愛知県救急業務高度化推進協議会に７つの地区

メディカルコントロール協議会があります。この地区は尾張北部地区メディ

カルコントロール協議会で、構成は県の防災局、健康福祉部と、この地区に

あります４つの保健所、７つの医師会、９つの医療機関、９つの消防本部に

より構成されています。 

 取り組み内容は、救急隊員に対する指示・助言の体制、救急隊員の病院実

習、救急の搬送・医療体制、救急活動の事後検証、救急に携わる隊員及び指

令員の教育等の病院前救護の向上について取り組んでいます。 

 この協議会の運営ですけれども、これまでは県からの支給のほか、隊員教

育に関して受講等の負担金を人数に応じて消防が支払ってきましたが、教育

に協力をいただいている医師に対して一部無償であった部分ですとか、今後

の備品・消耗品等の整備に必要になったものについて負担をするものであり

ます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 最初に、いつも決算等で聞いている部分でお聞きし

たいと思いますが、住宅用火災警報器の設置についてのこの間の取り組みは

どうか、また設置率についてはどのような変化があるのか、こういった点に

ついてお聞かせください。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 住宅用火災警報器の28年６月１日に

公表されました数字につきましては、全国平均が66.5％、愛知県の平均が

55％で、岩倉市につきましては60.3％となっています。 

 消防といたしましては、各種イベントでＰＲ活動を行いましたり、広報紙

を通じて市民に住宅用火災警報器の必要性について周知をしているところで

あります。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 県の平均よりは上だけど、全国平均よりは下ということです。これがどん

どん伸びていってくるような状況であればいいんですが、ぜひ今後もＰＲを

進めていただいて、設置が進むようによろしくお願いします。また機会があ

るごとにこの点についてはお聞きしたいというふうに思っていますので、よ

ろしくお願いします。 

 もう一点、常備消防費の関係で、ＡＥＤのコンビニエンスストアへの設置

の問題で少しお聞きしたいと思いますが、ＡＥＤをコンビニエンスストアに
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設置をしているんですけど、そのことがどれだけ市民に周知されているのか

なあということだとか、あるいはコンビニエンスストアとして何か市民に知

らせるような方法がとられているのかどうか、そういった点について現状を

お聞かせいただきたいと思います。 

◎消防署長（真野淳弘君） コンビニは、７月21日に協定の締結式を行いま

した。それで、７月27日に中日新聞に市内全コンビニに来月ＡＥＤ設置とい

うことを載せていただいて、市としては、岩倉市広報の９月号に締結式のピ

ックアップニュースと、10月には地図として広報にも載せました。 

 あと、コンビニにどういうような設置のもののＰＲをしているかというこ

とで、我々もちょっと努力させていただいているんですけれども、オレンジ

色のＡＥＤのマークの入ったシールを張っていただくようにお願いしました。

あと、ＡＥＤ設置店というのぼり旗をつくりまして、それも立てていただけ

るようにはお願いしました。各コンビニさんによっていろいろ温度差があり

まして、本当に協力していただけるところはＡＥＤシールも張ってあります

し、のぼり旗も、少ないんですけれども、立てていただいているところもあ

ります。そんなような形で、ＡＥＤの設置については、ここにＡＥＤがあり

ますよということを知らせるような形をとっています。 

 また、普通救命や応急手当ての講習会が去年８月から２月までに26回、講

習会に700名ぐらいの方が参加されたんですけれども、そういったような機

会を利用してＰＲ活動に努めております。 

 今後もコンビニさんの本部とかにいろいろお願いをしまして、のぼり旗の

設置と、ＡＥＤのシールも全ての店舗に張ってあるわけでありませんので、

そういうこともお願いしていきたいと思っていますのでよろしくお願いいた

します。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 のぼり旗やオレンジ色のマークをつくって配っているということでありま

すので、せっかくつくったのにそれが使われていないというのは非常に不本

意だというふうに思いますので、ぜひこれから進めていただいて、全てのコ

ンビニにのぼり旗が立つようにしていただきたいというふうに思います。 

 私からは最後の点ですけど、非常備消防費のところで、いつもお聞きして

います消防団員の確保についてであります。 

 特に若い世代の消防団員を確保しなければならないというふうに思ってい

るところですけど、幸いといいますか、私の住んでいる地域では来年度から

22歳の若い方がやっていただけるということで、非常に喜んでいるところで

あります。そういったような状況もあるんですけど、全体としては、やはり
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もっともっと若い団員をふやしていかなきゃいけないんじゃないかなあとい

うふうに思っているところですけど、そういった取り組みについて、多面的

にいろんなことをやらなきゃいけないというふうに思いますけど、どのよう

な取り組みがされているのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 消防団員の確保につきましては、全

国的な課題でありまして、本市につきましても、これまで定数の88人を継続

して維持することができていますけれども、これにつきましては、区長さん

を初め、関係の皆様の御尽力によるところが大きいのが実情でありまして、

今御指摘の部分というのは、今もって課題としてあります。 

 ですので、ちょっと手探りな部分もあるんですけれども、今年度のふれ愛

まつりにおきまして、小さなお子さんと一緒に見えた御家族に対して消防団

を紹介するようなものを配付しまして、消防団について理解と協力が得られ

ないかというような目的で配付したんですけれども、効果としてはすぐ上が

るものではないもんですから、今後もそういった視点を持って取り組んでい

きたいなあというふうに考えております。 

◎委員（堀  巌君）  最初に、257ページの防災コミュニティーセンター

についてお尋ねします。 

 この建物は、災害時の避難施設であるとか防災活動の拠点、平常時は地域

住民の防災意識の高揚、自主防災活動に使うという目的で設置されたもので

すけど、地域住民というのはどの範囲を示すんでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 大山寺町を中心としました岩倉市南

部の地域と認識しております。 

◎委員（堀  巌君） 具体的にいうと、稲荷、大山寺、曽野、五条町あた

りですか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 先ほども言ったんですけれども、特

に限定はせずに岩倉市南部というふうな認識でおります。 

◎委員（堀  巌君） 基本的に、その目的に沿った理由については使用料

は徴収しないということになっています。研修室１・２・３、それから避難

室というふうにあると思うんですけれども、それぞれの稼働率って、大体で

いいので、どのぐらいで、使用料は20万円特定財源で組んでいますけど、目

的に合った利用とそれ以外の利用と、どんな割合でここを利用されているん

でしょうか。 

◎消防本部総務課長兼防災コミュニティーセンター長（伊藤真澄君） 28年

度、２月末の状況なんですが、有料の貸し出しにつきましては142件、減免

につきましては52件の状況となっております。 
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◎委員（堀  巌君） ちょっとわかりにくいんですけど、どんな使われ方

が多いのかなあというところでお聞きしたかったわけですけれども、件数で

いうと142件というと、４つ部屋があるとして、稼働率としては大体どんな

程度なんでしょうか。 

◎消防本部総務課長兼防災コミュニティーセンター長（伊藤真澄君） 稼働

率としてはかなり少ない状況でありますが、人員としては、一応避難室が延

べで1,700名ぐらい、研修室１が1,000人ぐらい、研修室２が60名、研修室３

が80名ぐらいの……。 

 減免で申しますと、岩倉市の防災ボランティア会、それとか大山寺町、そ

れと市役所の環境保全課、上下水道課に数点貸し出しをしております。 

◎委員（堀  巌君） 減免という言い方が変だというか、もともと目的に

合ったものは徴収しないと言っているので、減免とはちょっと違うと思うん

ですけれども、それはちょっと別にして、あいている部屋が多いんだったら、

もう少し有効活用というか、もう少しアピールして使ってもらうような方策

というか、そういうことはやられないんでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 防災コミュニティーセンターを設置

しました当初の目的に合った形ですと、それを厳密に運用しようとしますと、

この数字よりもかなり少なくなると思うんですが、ちょっと拡大解釈をして

いるところでこれぐらいの利用になっているのが現状です。 

 今後、防災の目的を維持しながら、今御指摘があったような有効な活用と

いうのがどの程度できるかというのを研究していきたいと考えています。 

◎委員（桝谷規子君） 救急車の搬送についてお伺いしたいんですが、市民

の方から、二、三人の方からちょうど同じようなことを要望されたのでお伺

いしたいんですが、寒くなった時期に、多分脳梗塞のような状況で、親戚と

か知り合いなんかでも同じような症状だったのでということで、倒れられて

救急車に来てもらった場合に、やっぱり寒い時期なので一刻も早く救急車に

乗せて、暖かくして搬送してもらいたいと思うんだけれども、マニュアルが

あると思うんですけど、本人確認を丁寧にお聞きすると。本人は、もう意識

が大分遠のいていたりとか、すぐに名前とかが言えない、そんな状況の中で、

家族が本人の名前やら何やら言っても丁寧に本人確認をされるという、それ

が何とかならないのかとお聞きされるんですが、これはそういうマニュアル

になっているので、本人確認をやっぱりきちんと、どんな状況であっても本

人が聞いていかなくちゃいけないのか、その確認をしてからでないと救急車

の中には搬送できないのか、そこら辺はどうなんでしょうか。 

◎消防署長（真野淳弘君） いろいろな場合が考えられるんですけれども、
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緊急を争うような場合は、そういったことは後回しにして、とりあえず病院

に受け入れてもらっております。ただ、軽症とか、ある程度救急車内でバイ

タルというか、血圧とかそういった情報も救急車ではかって、それを病院の

先生にお伝えしなければならないということもありまして、そういった時間

を利用しまして本人確認も、いろんな状況ということ、詳しいことを病院の

先生からも聞かれることもありますので、そういった意味で救命士のほうも

詳しく聞いているものと思います。 

 大体救命士が判断して、本当に意識の状態が悪いようでしたら、そこまで

せずに病院搬送を優先して搬送するようにはしていますので、またそういう

ことも含めて救命士のほうとちょっと話してみたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 救急搬送のことで、ＰＡ連携でポンプ車と一緒に救

急車が救急に出るということが、今年度は昨年度に比べて多かったのか少な

かったのかというのは、現時点の傾向というのはわかりますでしょうか。 

◎消防署長（真野淳弘君） ＰＡ連携といいますと、重症者とか本当に意識

が今後悪くなるような方とか、そういう方を119番通報で受けまして、通信

員が即座に判断するもんですから、ある程度のキーワードを聞いて、例えば

これはちょっと重症になる可能性があるなあといった場合にＰＡ連携します。 

 それで、去年、指令センターができる前、岩倉消防署で119番をとってい

たときは、大体救急件数に対して16％ぐらいの割合でした。だけど、去年、

指令センターに移りまして、やっぱりいろんな市町の通信員が行ったもので

すから、市町によってある程度、いろいろとり方によって違いがありまして、

とにかくオーバートリアージをしましょうというようなことでやっています

ので、去年は22％ぐらいの割合になっております。 

◎委員（大野慎治君） 結果的にＰＡ連携、救急出動も多いんですが、今の

50人体制では、やはり昔と違って人員体制的にかなりきつい状況。火災のと

きも１台救急車が出ていたと、ことしに入って以降の火災でですね。そうい

ったお話も聞いておるので、本会議でもお聞きしたので、総務部長、やっぱ

り計画的に増員計画をつくっていかないと、消防学校とかそういったところ

の話し合いもできませんもんですから、増員計画、何年かかるかというのは、

人員計画をつくる気は、消防長は努力するとおっしゃっておりましたが、ど

のような考えなのか、総務部長の御見解をお聞かせください。 

◎総務部長（山田日出雄君） 本会議の中でも消防長がお答えさせてもらい

ましたけれども、一定職員全体の中で判断をしていくという話と、あと当然

消防の体制として充実はしていくというところで、以前からも少しお話をさ
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せてもらっているところです。 

 それに向かっては、市職員全体として、管理をする総務部として、また来

年度採用とかそうしたところも考えていきたいと思っていますし、一応51人

体制というところはちゃんと認識はしていますので、それに向けて、一度に

そこまで行けるかどうかという話もありますけれども、当然消防学校も受け

入れ体制とかもありますので、そうしたところは計画的に職員採用、消防職

の採用を図っていきたいと考えていますのでお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 56人体制に向けて、どのような人員計画をつくって

いくかというところなんですね。指揮隊もない、ＰＡ連携でも出動が多い。

もう本当に消防職員に僕は感謝していますよ。よく出動されていますので、

大変だというのはよく認識しているんだけど、今の人数体制では、ちょっと

研修とかに出ていたりとか、結果的に人数が13人体制を維持できないという

状況下において、３班ありますが、２名の６名増員というのは計画的にふや

していかなければならないと考えますが、いや、それが５年か６年かけてゆ

っくり、一気に６人採れなんてことは言いませんが、そういった計画をつく

っていかないと計画が遂行できないのではないかという質問なんですが。 

◎総務部長（山田日出雄君） 56という定数はございますけれども、それは

まずは51というところで考えております。その先、採用をふやしていく、あ

るいは退職の関係もあります。そういうところも含めて、採用・退職と計画

的な職員の学校への派遣、それも含めた上でやっていきたいと思いますが、

まずは51を目標にしておりますのでお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款８消防費の質疑を終結いたします。 

 お諮りします。ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 15分より再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 続いて、款９教育費、項１教育総務費から項３中学校費までの質疑を許し

ます。 

 予算書は260ページから284ページまでです。 

 質疑を許します。 

◎委員（桝谷規子君） 就学援助の金額が新年度は変わったんですが、まだ

この積算内訳書には28年度までの金額で、要保護及び準要保護の積算内訳、

小学校、151ページでは入学児童学用品が２万470円掛ける30になっているん

ですが、これが国のほうで上がって４万600円になったと思うんですが、中
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学校は、158ページの内訳書で、同じように入学の準備金が２万3,550円が４

万7,400円に上がったものですが、予算書では古いままですが、値上げされ

た金額で29年度は計上していただけるんですよね。その確認をお願いします。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 29年度に改正後の金額で支給を予定

しております。 

 また、予算につきましては、執行状況を見ながら補正等で対応させていた

だくことになろうかと思いますのでお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） 代表質問でも取り上げたんですが、入学準備金が４

月の入学の前に支給されるのではなく入学後の６月ということで、やはり中

学校だと制服を買ったりとかそういったことも、入学をする準備の費用で、

そういういっぱいの要望の中で値上げされた金額だと思うので、やはり入学

前の支給をという要望が強く全国的にも出ていて、全国市町では入学前に前

倒しで支給できたというところが、今、非常に各自治体でふえてきているん

ですが、やはり事務手続の中では大変だと思うんですが、ぜひ実現していた

だきたいと思いますが、再度どうでしょうか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 確かに全国的に見ますと、前倒しで

支給をされる自治体がふえてきていることは承知しております。 

 現在は、入学前年の世帯所得で対象者を判定させていただいておりますが、

前倒しを実施するとなりますと、前々年の世帯所得をもとに判定をすること

になります。そうした場合の課題等、既に前倒しを実施している自治体の情

報等を収集しながら、慎重に今後検討を進めさせていただきたいと思います。 

◎委員（桝谷規子君） よろしくお願いします。 

 特に、前にお聞きしたときには、転出・転入の部分で難しいということを

お聞きしたことがあったんですが、特に中学校に関しては、小学校に在籍し

ていて中学校も岩倉にいるという確認が早くできると思うので、そういった

一刻も早く検討をしていただきたいと思います。 

 もう一点、教育委員会ですけれど、教育委員会の傍聴を希望されていた方

が、２月の教育委員会の定例、第４木曜日の午後の教育委員会が７階の会議

室であるんですが、やはり確定申告の時期なのでだと思うんですが、この日

は小学校で午前中に行われたということで、インターネットでも教育委員会

がどのように開催されているかという情報が見られるんですが、ネットの情

報では会場変更、時間の変更がなかったというふうにお聞きしたんですが、

ぜひそういう会場変更や時間変更があった場合、早目にきちんと変更のお知

らせはネットでされているということなので、すぐ変更のお知らせを流して

ほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 
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◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 定例教育委員会の開催につきまして

は、前回御提案もいただきましたので、トピックスのほうで開催等を掲載さ

せていただいております。確かに今は日程しかホームページのほうにアップ

しておりませんので、今後、場所と時間も事前にわかるように掲載をしたい

と思います。 

 ただ、今回、２月は五条川小学校のほうで開催をさせていただいておりま

すが、年間12回の開催のうち、７つの小・中学校、それぞれ月を決めまして

順番に開催するようにしております。ちなみに、３月は市役所のほうで開催

をさせていただきますので、またきちんと傍聴の方にもわかるように啓発を

させていただきます。 

◎委員（鈴木麻住君）  予算書の277ページ、五条川小学校の受水槽移設工

事についてお尋ねします。 

 これは民生のところでちょこっと話が出ましたが、放課後児童クラブの建

設に伴って移設をするというお話でした。この受水槽自体が半地下式で、法

令上も問題があるという答弁だったと思います。これは59年の告示で法改正

がされて、周囲から点検できるような施設にしなきゃいけないということだ

ったんですけど、これが今まで放置されていたというのはどういうことなん

でしょうか。要するに、30年以上その状態で放ってあったということが非常

にまずいんじゃないだろうかと思うんですけど、なぜ放置されていたんでし

ょうか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 昭和50年の建設省の告示のほうでは、

床下に設けることについては、一定の基準を満たしていれば定めるところに

よって設けることができるとしています。 

 今回、何年か前から上に上げることは計画には上げていたんですけれども、

やはり施設がコンクリート製ですので、老朽化してきたということもあって、

安全点検がさらに重要になってくるかということで、上のほうに設置をとい

うことで点検業者のほうから御指摘というか御提言をいただいて、計画に上

げさせていただいておりました。 

◎委員（鈴木麻住君） いや、59年じゃなくて50年ですか。いずれにしても

40年以上放置されていたという。 

 当然そういうものって、要するに危険だから、飲み水で。だから、点検で

きるようにしましょうというのが法改正だと思うんですよね。真っ先に順序

立ててやっていかなきゃいけない話が、なぜここまで、今はもうどうにもな

らないから移設しますよという、新しく変えますよというのは、それはわか

るんですけど、なぜここまで放ってあったかというのが理解できないです。
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その辺はどうでしょうか。 

◎学校教育課長（石川文子君） 今御指摘の五条川小学校の受水槽について

ですけれども、半地下式であることが違法というわけではないんですね。た

だ、特に五条川小学校の場合は近くに浄化槽もあるというところで、半地下

式が違法であるわけではなかったので、機会があるときにいい状態にしたい、

上のほうに上げたいというふうには常々課題としては捉えておりましたので

お願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君） 違法か違法じゃないかということを聞いているんじ

ゃなくて、要するに改善しなさいよという多分指導が来ていると思うんです

よね、そういうものに関しては。だけど、要するに水質を確保しなきゃいけ

ないということなので、本来はもっと優先順位を上げて早急に対応をしてい

くべきものだったんじゃないのかなあということは思います。 

 それで、それ以上追求しても答えはないと思うので、その受水槽の置き場

所ですね、どこへ移設されるのか、受水槽は何トンぐらいの受水槽なのか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 再開をいたします。 

 じゃあ、今の質問に対しては、ちょっと後で報告させます。 

 次の質問はございませんか。 

◎委員（宮川 隆君） せっかくの機会なので、鈴木委員に関連してお聞き

したいと思います。 

 今、災害が叫ばれている中で、３日間ぐらいの水量を確保しろというのが

一つの指導であります。そうしますと、今の現状、五条川小学校で通常使わ

れている水量掛ける３ぐらいの水量があるのかどうかで、ここから先という

のは学校教育の範疇ではないと思うんですけれども、五条川小学校も避難場

所に指定されています。何人ぐらい来られて、その方々が多分使うであろう

想定水量をそこの受水槽で確保できるのかどうか、その必要があるのかない

のかもできればお答えいただきたいと思います。 

◎委員（相原俊一君） 私の一般質問に入っております。 

◎委員（宮川 隆君） そうですか、じゃあそのときに。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかはございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 事務管理費のところです。 

 263ページの教育振興基本計画推進委員会委員報酬の関係でお聞かせいた

だきたいと思いますが、教育振興基本計画というのはいつから効果があるも

のなんでしょうか、まずその点についてお願いします。 
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◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） この３月に策定をいたしまして、29

年度４月からの施策を示したものでございます。 

◎委員（木村冬樹君） そうなんですよね。だから、この評価分というとこ

ろが、やはりちょっとひっかかるのがそこなんです。 

 これまでの教育に係るそういう点検・評価というところは、これまでもず

うっと続けてきているところで、この教育振興基本計画の中に評価を入れる

ということが、教育振興基本計画は29年度からスタートするわけで、28年度

の分を評価するのがここでいいのかなあというところがどうしても何かひっ

かかってしまうんですけど、どのように考えてこの中に評価分を設置しよう

としたのか、ちょっとわかりやすく説明してください。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） まず、28年度の施策につきましては、

これまでと同様の内容でまず評価を行っていただきます。ただ、先回も御説

明させていただきましたが、評価部会の委員さん４人でその内容を行ってい

ただく予定ではおります。 

 評価委員会から評価部会４人に変わりましたけれども、やはり専門家の方、

それから保護者の代表者の方、それぞれ忌憚のない御意見をいただいており

ますが、評価部会というふうに条例で名前が変わったとしても、岩倉の市民

の方には変わりありませんし、同じような御意見をいただけるものと考えて

おりますので、このような形でさせていただきました。 

 新しく教育振興基本計画推進委員会条例のほうで改正させていただいたと

きにも、所掌事項の第３条のところで点検・評価のことは入れさせていただ

いておりますので、28年度の施策について、評価部会で点検・評価していた

だくということで特に支障はないものと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） そんなに変わりないから、こだわらんけりゃこだわ

らんでいいんですよ。だけど、教育振興基本計画の推進委員会の中に置くと

いうことは、教育振興基本計画についての評価をするという、それに照らし

て今の教育がどうなっているかを評価するという見方にどうしてもなってし

まうんですね。ですから、29年度予算では教育委員会評価委員会委員報酬と

いう形で、１人ふやしてもいいですから、そういうのはやはり残しておいて、

30年度から、29年度の分を評価する段階からここに評価部会が加わってくる

というのが原則じゃないかなあというふうに思うんですね。 

 こだわらんけりゃそれでいいんですけど、やはり行政がやることですから、

そこはちょっとしっかり分けておいたほうがいいんではないかなあというふ

うに私は思うんですが、いかがでしょうか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 今回策定しています教育振興基本計
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画は、教育委員会がこれまで行ってきました施策全て入っておりますし、子

育て支援課の業務も入っておりますので、策定している事務局側の都合とい

いますよりも、より広く、幅広い教育委員会の事務を点検・評価していただ

ける機会だと私どもは考えております。 

◎委員（堀  巌君） 私は、木村委員にどっちかというと賛成なんですけ

れども、見方を変えると、何かこれまでの外部評価から内部評価に変わって

しまうように感じるんです。要は、部会なんでしょう。部会というのはその

組織の中の一員で、それは内部評価じゃないですか。それから離れて独立し

た機関が外から見た評価と内部評価ではやっぱり違うわけで、何か後退して

いるように見えるんです。その点、いかがですか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 条例のところでも御説明申し上げ

たかと思うんですけど、今回、策定委員会をつくるときに、専門家として愛

知教育大学の小学校の校長兼学校の教授である方と、岐阜大学の生涯学習で

すとか子育てのところでかかわっていただいた益川教授という方にお願いし

ております。評価もまずその２人には入っていただこうと思いますので、よ

り岩倉市の状況をこの２年間でわかっていただいた、外部的な目も、岐阜大

学の方はほかの市町でもやっていらっしゃいます。学校の校長先生は、国立

の小学校の目線、教育の専門的な目線から評価をいただける。その評価をす

るために、岩倉市の状況をこの２年間でよくわかったいただいたものですか

ら、評価をしていただくのにもふさわしいということで、まずその２人には

お願いしていこうと。残りお２人については、保護者の方、それからもう一

人は文化的な団体からのどなたかというふうに思っておりますので、今でも

３人というのは、岩倉で教員もやっていた方で大学の教授、それからよその、

丹葉地区で校長をやっていらっしゃった方、それから主婦の方という３人で

お願いしております。ですので、任期のちょうど期限でもあるんですけれど

も、内部評価というところではないと思っています。外部の評価を正当にし

ていただける。 

 29年度については、最初の３月のところでは、全員のところにも振興基本

計画の進行状況を報告もしますし、30年度の当初のところでは29年度の評価

もしていただくということなので、いろいろ御批判もいただくところもそう

ですし、見守っていただくところも必要だというふうに考えますので、評価

を緩くするというための人選ではないというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかるんですよ。だけど、僕は外部評価、内部評価

というところよりも、予算立ての仕方がちょっとまずいんじゃないかなあと

いうことを指摘しているだけのことで、そもそも教育振興基本計画推進委員
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会というのは、教育振興基本計画がどういうふうに推進されていっているの

かということを、これもいわゆる外部的なチェックが働く場なんですよね。

それに、ここに一緒に含めてやっていこうという考えは別に悪くはないとい

うふうには思うんですよ、僕は。だけど、29年度から効果を発する教育振興

基本計画のことであれば、その評価をするんであれば、30年度からの予算で

こういうふうになるんだったら僕は理解できるというふうに言っているんで

す。 

 だから、29年度はやはり教育委員会評価委員会委員報酬という形で、１人

ふやした形でもいいですけど、予算立てはこういう形にしないと、形式的と

言われればそうかもしれないですけど、やっぱり考え方としておかしいんじ

ゃないかなあというふうに依然として思うんですけど、間違っていますでし

ょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 予算書上は報酬で一本ですけれど

も、積算のところでは評価分というふうに明示をしているところであります。 

 予算上はこうしておりますし、条例も４月１日施行ということで改正予定

の提案をしておりますので、それに沿った予算の計上の仕方だというふうに

思います。 

◎委員（黒川 武君） 私からも１点だけお聞かせいただきます。 

 271ページの子どもと親の相談員設置事業でありまして、昨年11月にいじ

め防止基本方針が策定され、いよいよ本格的に取り組みが進むものと思いま

す。 

 この取り組みの中で、いじめの早期発見が何よりも重要ではあります。ス

クールカウンセラーや子どもと親の相談員の方々が子どもの悩みや相談に対

応するとしても、年齢的にちょっと遠い人がいてもいいけれど、例えば大学

生や高校生といった、より子どもにとって身近な、兄さん的、姉さん的のよ

うな人がいてもいいのではないかなあと思うんですね。 

 パート職員賃金として計上はされてはおりますけれど、固定的に考えるん

ではなくて、その辺は柔軟に考えてもいいのではないかということで、大学

生や高校生を子どもの身近な存在として配置することについて、どのように

お考えでしょうか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 今、子どもと親の相談員の方もです

が、子どもの悩みとか相談といったことにつきましては、本当に命にもかか

わる大事なことですので、相談員の方も教職員の方も大変慎重に対応をさせ

ていただいているところです。 

 今、学校では、子どもの身近な存在としまして、教員を目指す大学生に学
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校の先生の補助をしていただくフレッシュサポーター制度というのがござい

ます。このような教育を勉強している学生であれば、責任を持った言動等も

とっていただけるかと期待できますので、今後、いただいた御提案につきま

して柔軟な考えで対応させていただきたいと思いますので、お願いいたしま

す。 

◎委員（黒川 武君） そこのところが大事なんです。終わります。 

◎委員長（伊藤隆信君） さっきの鈴木さんの質問の答弁より入ります。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 五条川小学校に新たに新設いたしま

す受水槽の場所なんですが、まず今、ポンプ室がございますので、その東隣

あたりが……。 

〔発言する者あり〕 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） そうです。学校の敷地の南東にポン

プ室がございますので、そのポンプ室の東隣、学校の敷地の際のあたりに設

置する予定です。 

 大きさとしましては、２メートル、２メートル、２メートルの８トンの容

量のものを予定しておりますが、設計につきましては今後になってきますの

で、また変更がありましたらお知らせさせていただきたいと思います。 

◎委員（鈴木麻住君） 受水槽は、そういう要するに古い受水槽だったよと

いう。高架水槽もありますよね。高架水槽はどうなんですか。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 今回工事をさせていただく受水槽の

工事なんですけれども、受水槽を新たに置きまして、そこからポンプ室まで

の配管は新しくいたしますが、ポンプ室からの配管については今回の工事に

含まれておりません。なので、高架水槽も今回新設対象にはしておりません。 

◎委員（鈴木麻住君） ですから、受水槽がそれだけ古いということは、高

架水槽ももう相当古いんじゃないかということを心配しているんですけど、

だから高架水槽へ当然ポンプアップしてためて、それを各ところに給水して、

飲み水だとか手を洗ったりとかと使うわけですけれども、その配管だとか高

架水槽が古いと、水もやっぱり古くなっちゃうんですよね。だから、その辺

の水質の問題をちょっと心配していて、どうなんでしょうかという。 

◎学校教育課統括主査（佐野亜矢君） 水質検査については法令に基づいて

実施しておりますので、今のところ五条川小学校の水質に問題はないという

結果が出ています。 

 やはり古くて給配水管も老朽化するということで、今、北小学校は順次計

画的に進めさせていただいておりますので、また今後の優先順位等をつけて

考えていきたいと思います。 
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◎委員（鈴木麻住君） 最後に、これは放課後児童クラブと一緒に発注をか

けるというふうにお聞きしました。ここに1,600万プラス向こうで9,700万を

合わせて執行していくよということですけど、設計も同じような形で一緒に

一括発注して考えられているのかということですけど。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 私どものほうに依頼がございまして、私

どもの営繕グループとしましては、一括発注で設計のほうを発注していく予

定でございます。もちろんコストの縮減等につながりますので、一括発注で

考えております。 

◎委員（堀  巌君） もう一回確認させてください。 

 半地下式であろうと、法令的にも水質検査的にも問題がないということで

よろしいんですね。 

◎学校教育課長（石川文子君） 問題はございません。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款９教育費、項１教育総務費から項３中

学校費までの質疑を終結いたします。 

 続いて、款９教育費、項４社会教育費から項６給食センター費までの質疑

を許します。 

 予算書は284ページから310ページまでです。 

 質疑を許します。 

〔発言する者あり〕 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 本会議の質疑の中で、ここでは給

食センターの取り壊しについて、鈴木委員からの質問に委員会でというふう

にお答えしておりますので、担当のほうから詳しく最初に説明させていただ

きたいと思います。お願いします。 

◎学校教育課長（石川文子君） よろしくお願いをいたします。 

 旧給食センターの取り壊し工事の、今回の予算計上をしました工事内容に

つきまして御説明させていただきます。 

 建物解体工事といたしましては、給食室ですね、鉄骨造のところになりま

す、838平米の解体。また、コンテナ棟がＲＣなので鉄筋コンクリート造で

243平米の解体。また、ボイラー室棟、倉庫棟、機械室棟、更衣室棟、受水

槽、冷蔵庫・冷凍庫などの解体工事があります。また、内部厨房機器の撤去

工事も入っております。 

 そのほかの撤去工事としましては、外構工事、アスファルト舗装ですとか

プラットホーム、床・土間コンクリート撤去がございます。また、配管です

とかますの設備の撤去、電気設備・空調設備の撤去、また、くい抜きの工事

ですね、４メートルのものが66本、５メートルのものが２本ということで、
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68本のくい抜き工事が入っております。 

 また、パネルフェンスですとかゲートですとかといった共通仮設工事のほ

うと経費のほうが計上をされているというようなことになっております。 

 また、くい抜きの方法なんですけれども、水圧で地面を掘りながら、くい

より太い筒を入れて、ワイヤーをかけて引き抜く工法ということで、このた

め振動はほとんどないということを確認しております。 

 説明は以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 説明いただきました。 

◎委員（大野慎治君） 給食センター費のことは後で質問させていただきま

すので、先に総論のことで質問をさせてください。 

 生涯学習課の各種行事・イベントが余りにも多いんですね。毎週土・日出

られている。多分、長谷川教育こども未来部長も竹井課長もことし初めてだ

ったから、余りにも行事が多過ぎるので、ちょっと事業を見直してはどうか

と、一部見直すべきこともあるのではないかと。場合によっては、団体さん

に全て移管して行事を行っていただくということも必要であると思いますが、

見解をお聞かせください。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼生涯学習センター長（竹井鉄次

君） 生涯学習課の事業、本当に毎週のように事業がございます。ただ、今

のところは、来年につきましては基本的には現事業を継続して実施させてい

ただいて、より多くの皆さんに文化・スポーツに親しんでいただける機会を

提供していきたいというふうに考えておりますが、その運営の仕方でござい

ますとか事業の必要性等につきましては、一定の精査を進めていくというこ

とも視野に入れながら事業を運営していきたいというふうに考えます。以上

です。 

◎委員（大野慎治君） 次に、図書館費についてお聞かせください。予算書

290ページ、291ページ。 

 図書館費の中で、図書館の開館日の拡大事業、私の一般質問で行っていた

だいて、29年度から340日、県下最大の開館日数にしていただいて心から感

謝をしますが、職員体制ですね。館長がいらっしゃいますが、館長も御定年

になって、再任用で働いていただけるとは聞いておりますが、担当の職員も

現状お休みしていただいた中で、職員体制をどのように４月以降とっていく

のか。部長にお答えしていただきたいんですが、職員体制をどのようにして

いくのかというのをちょっと明確にお答えしていただきたいんですが、よろ

しくお願いします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 人事はこれからですけれども、今、
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私も職員の体制を見るときに、春の早い段階で何人必要なのかとか、そうい

った人員をはかって採用計画につなげております。 

 今のところ、現状は図書館グループについては、正規３人、再任用お二人

プラス、パート職員の者で運営をしておりますが、そのグループ間の割り振

りは課長裁量なんですけれども、本来。来年度は今の人員より職員をふやし

て対応をしていきたい、それが可能ということで拡大の判断をしたところで

ございます。 

◎委員（鈴木麻住君） それでは、給食センターの取り壊し工事についてお

伺いします。 

 さっきの説明で大体いろいろ細かいことはわかったんですけれども、設計

委託料がございます、取り壊しの。180万計上してあるんですけれども、何

を設計するのかちょっとよくわからないんですけど、どうなんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 先ほども申しましたように、給食センタ

ーは一般の建物と異なりまして、特殊な建築物ということで、ボイラーや洗

浄機などの設備が数多くございます。解体に当たりまして、そういった数量

を出す設計だとか、あるいはそれに加えて鉄骨の石綿の吹きつけの有無の調

査とか、そういったことも必要になりますので、そういったことも含めて設

計を行うものでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと聞こうと思ったのは、アスベストの調査を

したのかしていないのかというのを聞こうと思ったんですけど、それはこれ

から、設計の中に入っているということですね。 

 それと、管理は委託しないんですか。設計だけですか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 委託につきましては、設計のみでござい

ます。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） アスベストの関

係につきましては、平成23年度に調理場内とか休憩室の天井の露出した部分

については撤去のほうが終わっております。 

 あと、今回の取り壊しに関して、倉庫棟のスレートとか設備の継ぎ手部分

の保温材のアスベストの撤去については見積もりのほうに含まれております。 

 なお、鉄骨の石綿の吹きつけの有無がちょっと不明のため、そちらのほう

は見積もりのほうには撤去費用は含んでおりませんが、調査の費用は含んで

いるという形になっております。 

◎委員（鈴木麻住君） 細かい平米数が今示されました。ということは、設

計書だとか設計図だとか、その辺が残っていると思うんですけれども、それ

で設計書があれば、数量は全てそこから出てくるはずなんですね。解体って、
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数量があればそれでおしまいなので、あと中の使っている食器だとか細かい

ものはあるでしょうけれども、それは設計委託をかけるものじゃないと思う

んですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 先ほど言ったように、解体のボリューム

ですね、コンクリートとか鉄筋だとかそういったものと、あと積算というか、

それに伴う設計費用も含めてやるということで、現体制、私ども営繕グルー

プは実質２人でございますが、２人では到底できないということで、今回、

委託発注をさせていただくというか……。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと済みません。 

 設計書があるのかないのかということをお聞きしたい。設計書があれば、

そこに全部数量が載っているので。要するに、工事をするときに数量を拾う

んですよね。だから、壊すボリュームはそれで全部出てくるはずなので、鉄

骨から鉄筋からコンクリートのボリュームから。それがあれば解体費用って

全て出てくるはずなんです、一々全部拾わなくても。 

◎建設部長（西垣正則君） 図面等は今残っているということで、図面を差

しかえたり、その数量自体は自分たちの手で拾わないとちょっと出てこない

という状況です。 

 それから、あと入札にかける際に当然予定価格をつくらなきゃいけないと

いうことで、今回、この設計の中でも、その価格についてもいろいろ調査を

したり、適正な予定価格を算出するということの手間と申しますか、そうい

うことが今の現体制ではできないということで、今回、委託のほうをさせて

いただきたいということでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） つまり設計書はないということですね。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎委員（大野慎治君） 引き続き、旧給食センター取り壊し工事について質

問をさせていただきます。 

 今後の活用計画は、本会議でも質問させていただきましたが、市民参加を

使って今後検討していくと、まず取り壊すだけだという答弁だと思います。

まず計画があって取り壊すんだったらわかるんですが、順番がドゥーからプ

ランに行くなんていうのは、普通は一般的にはあり得ないと思うんですが、
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まずドゥー、Ｐ、プランというのは本当に僕は考えられないんですが、どう

してこの順番を、先に壊すということを決定し、進めていくのか。もう一度、

本会議でも御質問させていただきましたが、この場でもお聞かせください。 

◎総務部長（山田日出雄君） 本会議の中でもお話しさせてもらったと思い

ますが、確かに少し跡地利用についての検討の着手が遅かったということは

認識をしております。そういう意味では、少し遅くて、ただ一方で、この調

理棟のほうについても、決まるまで放っておくということもいけないという

こともありまして、まずは調理棟のほうの取り壊しをさせていただくと。た

だ、事務所棟のほうに関してはまだ新しゅうございますので、そうした部分

については、まだ活用方法があるのではないかというところも少しあります

ので、今回は調理場のほうの取り壊しだけにさせていただきたいと思います。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、跡地利用に関しての検討、方針を出

すのが少しおくれているということは認識しておりますので、新年度中に一

定の方向性を出して進めていきたいと。今お話もありましたけど、これまで

もお話ししておりますけれども、市民参加の手続を踏まえながら、やはり早

目に一定の方向性が出せるように努力をしていきたいと思っていますのでお

願いします。 

◎委員（大野慎治君） 計画ができてから取り壊せばいいじゃないかと。こ

れが１年おくれようが何しようが、活用計画が決まって、例えば公園にする

ならくいは必要以上に抜かなくてもいいし、例えば売却するんなら全部抜く

んだろうし、例えば児童館機能のようなものを新しくつくるという御提案が

出てくるかもしれません。市民の皆さん、地元の皆さんのお考えがあります

ので。 

 そういった部分で、急いで給食センターを壊す必要性を私は感じないんで

すが、プランをつくってから壊しても、ここの部分に対しては市費しか入っ

ておりませんので、補助金が入っている事業ではないもんですから、これを

繰り越したとしても、何か問題があるんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） その後の利用については、今、総

務部長におっしゃっていただいたとおりかと思います。 

 現在、御存じのとおり、あちらにはもう職員がおりません。電気、ガス、

水道もとめてはあるんですけれども、火災の発生、火災報知器もとめてしま

いましたので作動しない状況であります。管理ができていかない、ガラスが

割られて不審者が侵入すると地域の方の不信もあおりますので、取り壊しを

行いたいという考えでございます。 

 また、くいについては、昭和43年施工の建物、既に50年がたっているもの
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であります。地中に埋まっているものについても、安全性を考えて、今後公

園として使っていくにしても、そこが崩れ落ちて地盤沈下が起こるというよ

うなことも考えられますので、それからまた公共施設を建てるということに

なれば、ＧＬで切っておくと、今度はくいの位置がわからなくなるというよ

うなこともあります。取り壊しであれば、かなり古い建物で、くいがすごく

多く入っていますので、それも確実に確認できるうちに処理していきたいと

いうところでございます。 

◎委員（鈴木麻住君） 跡地利用で、市民参加を手続を経てということなん

ですけれども、例えばそこを売ってしまえといったときに、事務所棟は残す

のか残さないのか。じゃあ一緒に売っちゃったほうがいいんじゃないといっ

たときに、一緒に壊しておいたほうがいいという結論が出ると思うんですけ

ど。 

 だから、今、部長が言われた危ないからというのであれば、もう去年の９

月から新しいところが供用開始されているわけですね。取り壊しに取りかか

るべきだったんでしょう、そのまま放ってあったわけですから、半年近く。

何で今、危ないということで壊そうとするのか。もっと早く市民参加の跡地

利用の手続をしておけばそんなことにはならなかったんじゃないかなあと、

今結論が出ていれば。 

 何でここまでおくれたのか、なぜ今慌ててやるのかということをお聞きし

ます。 

◎総務部長（山田日出雄君） これはなかなかあれかもしれませんけれども、

一定取り壊しに関しては実施計画の中でも上げてきた関係があります。だか

ら、一応そういった部分では予定はしてきておったというところであります、

29年度にですね。 

 それと、これは何度も繰り返しの話で申しわけありませんけれども、その

後の跡地利用をどういう形で進めていくかというのは、実際に進んでいなか

ったというのは事実でございます。一定これも本会議の中でお話をさせても

らいましたけれども、内部的にもいろいろ跡地利用については職員提案等を

使って、それこそ今もお話がありました児童館にしたらどうかとか、あるい

は公園にしたらどうかといったような提案もありました。ただ、それに対し

て、一定担当課としての考え方というのもまとめてきたもんですが、それ以

降進んでいなかったもんですから、今こういう形になっている。ただ、その

ときに、市民参加の手続といったところまではまだ念頭にはなかったんです

けれども、今こうして市民参加条例も28年４月に施行されましたので、そう

いった意味ではちゃんと条例の趣旨にのっとった形で、今後できるだけ早い
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時期に市民の皆さんの御意見を聞きながら進めていきたいと思っています。 

 ただ、一方で、本当に市民参加の手続の中で、こちらとしても情報はでき

るだけ、もちろん全てをオープンにしなくちゃいけないと思いますけれども、

ただその中で、じゃああそこを、例えば事務所棟を一緒に壊してしまって売

ってしまったほうがいいんじゃないかという話になったとしたら、それは、

例えば事務所棟として行政として使いたいものもあるといったところがもし

あれば、それは行政としてもそのときの考え方をお伝えした上で一定の御意

見をお聞きしていくことになると思います。 

 ですので、それが市民参加の手続の中で、行政として市民の皆さんの意向

を全てかなえるということは現実的には難しいので、そういった部分は行政

として判断をして、さらに議会の中で判断をしていただくことになるという

ふうに考えております。 

◎委員（黒川 武君） 私は１点だけお聞かせ願いたいと思います。 

 予算書297ページの音楽文化普及事業についてなんですね。昨年度までセ

ントラル愛知交響楽団運営補助金というのが計上されていたんですが、28年

度までね。29年度の中にはどうも見当たらないということで、打ち切りにな

ったんではないかなあとも思うんですが、そうしますと、今度、音楽のある

まちづくり、こういったものは今後どのように展開していくのか、考え方を

お聞かせください。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） セントラル愛知公共楽団の補助金につき

ましては、平成９年から交付をしておりました。当時、セントラル愛知公共

楽団はナゴヤシティ管弦楽団から名称変更をしたところでして、楽団として

の基盤も脆弱でありましたので、音楽のあるまちづくり事業を当市とともに

推進していくパートナーとして、一翼を担っていただくために補助金を交付

しておりました。 

 しかしながら、現在では、半田市と音楽振興に関する協定を締結したり、

他の市でも定期的な演奏会を開催するなど、活躍の場を全国へと広げており

ます。このような背景から、補助金の役割は一定終えたものと判断をしまし

て、平成25年度から段階的に補助金を減じてきまして、平成28年度が最後の

交付となりました。 

 今後も、セントラル愛知公共楽団とのこれまで築き上げてきましたパート

ナーシップの維持・発展に努めていきまして、魅力あふれる豊かな市民生活

の実現のために、音楽のあるまちづくりは推進をしていきたいと考えており

ますのでよろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） それはそれで結構なんですが、いよいよ自立してや
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っていくという決意として受けとめればよろしいでしょうか。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） セントラル愛知が自立していくというよ

りは、これまでと同様、お互い協力し合って岩倉市の発展に努めていく、そ

ういった考えでございます。 

◎委員（黒川 武君） ごめんなさい、言い方が悪かったです。 

 自立するというのは、市が自立してやっていくのかという、そういう意味

合いでお聞きしたかったんです。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） やはり音楽文化を普及するためには、セ

ントラル愛知であったり、そういったプロの音楽家の力というのは必要と考

えておりますので、協力関係は維持してやっていきたいと思っております。 

◎委員（桝谷規子君）  関連してですけど、299ページのジュニアオーケス

トラ運営委託料とか、そういった委託をしていく事業費としてのセントラル

愛知との関係は、ほかの事業でも継続されているんでしょうか。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） まさにジュニアオーケストラであったり

は、セントラル愛知、そういったプロの音楽家の協力なくしてはなかなか難

しいところでありますので、そういったことはこれまでと同様に、さらに維

持・発展するということでやっていきたいと考えております。 

◎委員（堀  巌君） 今、音楽のあるまちづくりでプロというふうに言わ

れましたけれども、プロしか音楽のあるまちづくりはできないんでしょうか。

アマチュアとかのところにはどういった目を向けて、今後の方向性というの

はどう考えてみえるんでしょうか。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 音楽のあるまちづくりの事業自体が、市

民と行政と音楽家ということで、まさにアマチュアというのは市民でありま

すので、そういったところも踏まえての音楽のあるまちづくりであると考え

ております。 

◎委員（木村冬樹君） 私からは、体育施設の関係でお聞かせいただきたい

と思います。 

 繰り返し聞いてきている部分はなかなか進みませんので、石仏スポーツ広

場の砂状態のグラウンドについては、石仏公園の整備を待つしかないのかな

あというふうに思っておりますし、総合体育文化センターの更衣室のシャワ

ーのお金の問題ですね、あれも何回も繰り返し言っていますけど、これも簡

単には変わらないということです。 

 ただ、フットサル用の壁の防護の、今、網を垂らすやり方をやっているこ

とについては、ほかのところの施設とかを見てきていますでしょうか。例え

ば一宮の総合体育館なんかも同じ網なんだけど、壁からちょっと離してやっ
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ているもんだから、やっぱり当たらないんですよね、ボールが。岩倉市のや

り方は全然意味がないと言ってもいいぐらいです。ばんばんとすごいボール

が当たりますので、あれで壁を防護しておると思ったら本当に大間違いだな

あというふうに思うんですけど、ちょっとその辺で少し改善できるところは

改善していただきたいなあというふうに思いますが、何か考えはございます

でしょうか。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） フットサルのネットについてです

けれども、おっしゃられるように、今、岩倉市の総合体育文化センターにご

ざいますネットにつきましては、観覧席からつり下げて設置していただくと

いうことでの方式をとっております。 

 他市町の施設の状況を見てみますと、一宮とか小牧も、壁面からかなりゴ

ールラインまでスペースがあるということで、例えば小牧ですと天井から電

動でネットがおりてくることであったりとか、一宮ですとカーテン式といい

ますか、ワイヤーをつり下げて、そこで引っ張っていくというような状況で

やっていただいているというところでございますけれども、岩倉市の場合は、

壁面からゴールラインが１メーターもないということもありますので、おも

しを今つけて設置していただいているんですけれども、少しのおもしでは、

やはりボールを蹴っても壁面についてしまうという状況もありますので、ネ

ットをより強く張るなどして、何か方法はないのかなあというところを検討

しているというところでございます。お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 今の現状では、やっぱり意味がないというふうに思います。その準備のた

めとか後片づけでかなり時間がかかるもんですから、利用者にとって非常に

大きな手間になっていて、それで全く意味がないということですので、この

点については本当に改善を図っていただきますようにお願いします。 

 あと、給食センター費の関係でもお聞かせいただきたいと思います。 

 調理業務、配送業務が民間委託となっているということで、本会議でも一

定お聞きをしたところであります。 

 それで、ちょっと確認したいんですけど、給食の温度の問題なんですね。

問題があるという報告はないというような答弁だったというふうに思うんで

すけど、そういう調査は実際、業者の人たちとかはやっているんでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） 温度につきまし

ては、配膳員のほうではかっていただいていると。また、牛乳については、

納入の際とかではかっていただいている。また、御飯についても、非接触式

の温度計のほうを学校のほうに配付しておりますので、はかっているものと
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いう認識でおります。 

◎委員（木村冬樹君） 全然問題ないということですか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） ということで、

問題ないと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） またちょっと、いろいろ声があったら伝えます。 

◎委員（宮川 隆君） 先ほどの旧給食センターの取り壊しの件で、確認の

意味で１点だけお聞きしたいと思います。 

 先ほどの答弁の中で、旧給食センターは無人になり、なおかつ電気等が切

ってあるために火災報知器が作動しない、安全面で不安がある、だから早く

壊すというような内容の答弁だったと思うんですけれども、そうしますと、

管理棟のほうは人的管理がなされ、かつ火災報知器も生きているということ

でよろしいんでしょうか。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） 事務所のほうも

電源は切ってあります。 

 それで、取り壊しのほうで人手が入るということで、計画のほうは来年度

の３月ぐらいに竣工という予定になっておりますので、その間は人が入ると

いう認識でいるので、安全面では大丈夫なのかなあという認識でおります。 

◎委員（堀  巌君） 先ほど給食センターの設計書がないということだっ

たんですけれども、例えば本庁舎の設計書だとか公共施設の設計書というの

は永年保存ではないんでしょうか。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎学校教育課主幹兼学校給食センター所長（神山秀行君） 図面は残ってい

るんですけど、１回水がついたこともありまして、給食センターの事務所の

ほうが。図面がほとんどくっついちゃって、かびているというようなものも

ありました。なので、探したんですけど見当たらなかったので、ひょっとし

たらその際に廃棄されたのかなあということで思っております。 

◎委員（堀  巌君） 旧庁舎のときに、１回、火事で燃えたことがありま

したよね、書庫がね。そういうこともあってないのかなあというふうに思っ

たんですけれども、やっぱりちょっと全体的なことで、わかる範囲で、これ

は永年保存なのか。というのは、今後もあり得るんですよね、こういうこと

って。また設計書がないといって余分なお金を払うということになるわけで、

そこら辺のことをちょっとはっきりしてください。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 契約書は永年保存でございます。どこの
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部署というか、契約書自体がもう永年でございますので。 

◎総務部長（山田日出雄君） 一応、ちょっと記憶で申しわけないんですけ

ど、図面とかは永年保存をして、あと設計書、いわゆる契約書に設計書がつ

いていますので、そうしたところは、いわゆるこうした公共施設の分は、基

本的には永年でというところはある。 

 ただ、現実として、それこそ40年、50年前の施設の書類が全て完全にそろ

っているというのは、やっぱり現実ではないというのは事実です。それは、

先ほど堀委員も言われたように、一時ぼやもありましたし、あとやはりなか

なかできていないというのは、現実に、やっぱり昔のやつはあることはある

んです。ただ、図面とかなんとか、私も以前、児童家庭課のときに、いろい

ろ保育園とか古い施設を、事あるごとに担当の子と一緒に地下まで行ってい

ろいろ探して、なるべく散逸しないような形で保管をしていた覚えがありま

すけど、新しいところは大概みんなあるんですけど、やっぱり古いところは

保育園の施設でもなかなかなかったということですので、今後はそうしたこ

とがないように、当然必要なものはきちんと永年で、当然保存期限も一応定

めておりますので、そうした形での取り扱いはしていかなければいけないと

考えていますのでお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 予算書299ページの文化財保護費でお伺いします。 

 文化財保護費の、嘱託員として文化財指導員という方を28年も予算化され

たんですが、お聞きするところによると、28年度は文化財保護の嘱託の文化

財指導員の方は見つからずに、いらっしゃらない状況が１年続いたようなん

ですが、そういった中で、先ほど大野委員も言われたように、たくさん生涯

学習課の仕事がある中で、この文化財の嘱託の方が見つからなかった１年間

というのは、この業務の中でどのようにとり行われてきたのか。学芸員の資

格を持つ職員が配置転換でほかの部に行かれた後が本当に大変だったんじゃ

ないかなあと思うんですが、どうでしょうか。また、新しい年度は、この嘱

託員の方は確保できるような状況にあるんでしょうか。 

◎生涯学習課主幹（中野高歳君） 文化財指導員の雇用につきましては、特

に埋蔵文化財の分野は、これからも調査を必要とするさまざまな開発が見込

まれたり、とても専門性の高い業務でありますので、専門知識を有する職員

が必要ということで予算を計上したものです。 

 募集要件としましても、大学で考古学等に関する専門課程を専攻して修了

した者で、埋蔵文化財の発掘調査等の実務経験を有する方を考えております

けれども、考古学の分野の専門家は人数が少ない割に求人が多くて、近隣の

自治体でも職員募集をしている、そんなような状況で、全国的に引く手あま
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たと聞いております。 

 これまでも、ホームページや広報での掲載のほか、ハローワークであった

り、大学への求人であったり、あと近隣自治体文化財保護委員や、あと市民

からの紹介などにも頼るなどして人材の確保に努めてまいりましたが、現状

では雇用に至っていないといった状況です。 

 今年度１年、そういった専門職員がいない中、また学芸員もいない中、県

であったり、そういった担当者にいろいろお願いをしながら、助けていただ

いて、１年を乗り切ることができました。厳しい状況ではありますが、引き

続き人材の確保、また年度が変わったということで、また新たな人材が世の

中にはいらっしゃるかなあと思いますので、引き続き確保に努めていきたい

と考えております。 

◎委員（桝谷規子君） やっぱり嘱託職員が、本当に特殊な人材なので、去

年のこの委員会でも16万6,400円の報酬でいらっしゃるんでしょうかと言っ

たら、他市町でもこの金額でやっていらっしゃるし、大丈夫ですというお答

えだったと思うんですが、実際はなかなかそういう人材が見つからないとい

う状況の中で、岩倉市は学芸員の資格を問う採用の職員はないみたいなんで

すが、実際、学芸員の資格を持つ方はいらっしゃるわけですから、やっぱり

そういう人材をこの部署に置くということは必要なんじゃないかなあと思う

んですが、この文化財指導員の、今度、また年度が変われば明るい見通しも

あるかもしれないというお答えだったんですが、どうなんでしょうか、職員

を置くということも含めて。 

◎総務部長（山田日出雄君） 昨年度は担当部長だったので、非常に私自身

も随分去年の４月から気にはしてきたんですが、なかなか実際には、今、グ

ループ長が言ったように人材確保ができなかったというのが現実であって、

ここまで来てしまったというところは思っています。たしか12月補正でも一

部減額させていただいて、対応をさせてもらったと思うんですが、それとあ

わせて、また学芸員資格を持つ職員がちょうど昨年４月に異動したというこ

とも重なってしまって、こういう状況になっているというふうに考えていま

す。 

 職員の人事異動に関しては、確かに専門の知識を持つ職員であっても、や

っぱり岩倉市の規模の職員の構成というんですかね、組織であれば、あと職

員として市民とのかかわり方というところもありますので、ある程度多様な

職場を経験してほしいというところもあって、昨年４月に異動になったとい

うふうに考えています。それとあわせて、この指導員が確保できるというよ

うなところも見込んだ上での異動だったと思うんですが、結果的にこういう
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結果になってしまったので、そういったところはまた十分留意をしながら職

員配置をしていかなくちゃいけないと思っていますし、嘱託員の確保につい

ては、さらに市として頑張っていきたいと思うんですが、確かに去年もいろ

いろ、先ほど話がありましたけど、市民の方にも相談したり、あるいは短時

間でもできないかというところもあったんですが、やっぱりなかなか厳しか

ったという話です。 

 今もずうっと継続して募集をしているそうですが、なかなか反応はないと

いうことですけれども、かつて家庭児童相談員を途中でやめられた方があっ

て、途中で募集したことがあったんですが、そのときもなかなかだめだった

んですけど、応募がなかったんですね。ただ、10月というタイミングとか、

あるときになるとばっと一遍に来る、４月からになるとばっと来るというこ

とも経験的にはありますので、今回もそれを期待したいと思いますけれども、

いずれにしてもできるだけ早期に、28年度の予算もまだありますので、早期

に確保できるようなところは意識していきたいなあと思っていますので、御

理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎委員（鈴木麻住君） １点聞くのを忘れました。 

 学校給食センターで、設計監理で、管理は委託しないというお話でした。

こういう建物を解体すると、産廃だとか、そういうマニフェストをどうやっ

て管理するかとか、危険のそういうものに対する仮設計画だとか、いろんな

ものをやっぱりチェックする必要があると思うんですよね。だから、本来だ

ったら管理業務って大事だと思うんですよね。森友学園じゃないですけど、

穴を掘ってよそへ、そこの敷地の中へ埋めてとかということも困るわけです

し、だからああいうのを管理するためには、やっぱり現場で誰かが管理しな

きゃいけないと思うんですよね。 

 それが、管理委託契約をしないということは、自前でやるということでよ

ろしいんでしょうか。 

◎都市整備課主幹（石黒光広君） 管理につきましては、発注せずに市の職

員で対応をいたします。 

◎委員（鈴木麻住君） わかりました、頑張ってください。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款９教育費、項４社会教育費から項６給

食センター費までの質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ここで休憩したいと思いますけど、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） じゃあ、45分まで休憩。 
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（休  憩） 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 続いて、款10災害復旧費の質疑を許します。 

 予算書は310ページから312ページまでです。 

 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款10災害復旧費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款11公債費から款12予備費までの質疑を許します。 

 予算書は312ページです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款11公債費から款12予備費までの質疑を

終結いたします。 

 続いて、歳入に入ります。 

 款１市税から款12使用料及び手数料までの質疑を許します。 

 予算書は12ページから26ページまでです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君） 固定資産税について、１つお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 提案理由の中でも、建築はかなり好調だということで、固定資産税が伸び

てはいるところです。 

 それで、本年１月１日現在で平成29年度の課税がされるだろうと思います

ので、平成28年中の戸建て住宅の建築の件数をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 戸建て住宅の建築件数ですけれども、専

用住宅につきましては195棟ございます。同じ住宅でも共同住宅というもの

につきましては33棟ございますので、住宅としては228棟ということになり

ます。お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 市民税の関係で、復興特別市民税でありますが、こ

の使途は、この予算をつくる段階で既に決めているんでしょうか、お聞かせ

ください。 

◎税務課統括主査（大橋 透君） 今の御質問についてですが、予算上では

特に明確化というところはしておりません。 

◎委員（木村冬樹君）  500円という、均等割にプラスしてというところで

ありますが、この500円の使途ですね、決算の時期にはそういうふうに使っ

たということで提示があったというふうに思いますが、どういう段階でこの
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復興特別市民税の使途は決められていくんでしょうか。どういう時期だとか、

どういうところで話し合われて決められるんでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 今御質問の個人市民税の均等割引き上げ

分が充てられる経費の充当状況ということで、今お話があったように、決算

のときですね。というと、主要施策の成果報告書をつくる時分のときに、こ

ちらの経費についてはどういった事業に充当するかというのを選定しており

ます。例えば、防災対策費だとか資機材搬送車購入事業、これは27年度です

けれども、それから中学校施設改良費の岩中の柔剣道場天井改修工事等、こ

ういった事業に充当をしております。 

 いつ決定するかと言われれば、主要施策の成果報告書をつくる際に決定し

ているというところでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 これは、国への報告は、ですから決算が決定したときにこういう形で使っ

たというような報告をするという認識でよろしいでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 特に報告義務まではないと認識しており

ます。 

◎委員（木村冬樹君） では、あわせてですけど、15ページの地方消費税交

付金についてもお聞かせいただきたいと思います。 

 これも決算のときに、こんなようなことに使ったということで表が出てい

たというふうに思いますが、これも同じように使途については予算段階では

決められておらず、決算の段階で当てはめ、充当先を決めていくという取り

扱いなんでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） おっしゃるとおりで、同様の取り扱いを

しております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 この充当先というのは、執行機関側の裁量の範囲だというふうで仕方ない

のかなあというふうに思いますけど、例えばこういうところでも市民参加だ

とか、こういったことができると、いろいろ事業に夢ができてくるんではな

いかなあというふうに思いますが、そういった手続はとれないんでしょうか。 

◎行政課長（中村定秋君） やはりこちらはもともと税でございますので、

一般財源ということですので、そういう特定財源化というのはなかなか難し

いのかなあと考えています。やはり一般財源の中で、どのようなところに充

当したかというところが精いっぱいかなあというふうに考えています。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございました。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかはよろしいですか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款１市税から款12使用料及び手数料まで

の質疑を終結いたします。 

 続いて、款13国庫支出金から款20市債までの質疑を許します。 

 予算書は26ページから76ページまでです。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で、款13国庫支出金から款20市債までの質疑

を終結いたします。 

 続きまして、債務負担行為でございます。 

 第２表 債務負担行為、第３表 地方債についての質疑を許します。 

 予算書は６ページです。 

 よろしいですか。 

◎委員（黒川 武君） 第２表の債務負担行為で、ふれあいセンターの空調

設備賃借料で、わざわざその２と入れてあるけど、その２の意味は何でした

かしらね、お聞かせください。 

◎福祉課長（丹羽 至君） その２につきましては、今年度実施した分がご

ざいますので、それを分けるためにその２という形で上げているものになり

ます。 

◎委員（黒川 武君） ちょっと確認しますけど、昨年度の予算では平成29

年度から平成38年度まで載っていたんですよね。本年度の債務負担行為は平

成30年から39年度ということで、そうすると前年度の平成29年から38年のも

のを、言ってみれば変更をかけるという意味合いのことですか、その２とい

うのは。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 今年度、ふれあいセンターの空調設備の

賃借料については、全部で、ふれあいセンター自体、室外機を基本として13

系統あるんですけれども、28年度については２系統のみの10年契約をしてい

るという意味で、28年度の予算については10年間の、その２のつかないふれ

あいセンター空調設備賃借料ということになります。 

 今回、29年度に載っているその２というのは、全13系統あるうちの、28年

度に実施した以外の全系統の部分のいわゆる債務負担行為を30年度から39年

度までとってある。だから、全く別のものになります。ただ、この名称につ

いては、特に決まりもないものですから、それは区別のできるようにという

ことでその２という名称をつけているものでございます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 他ございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） これをもちまして、歳入についての質疑を終結い

たします。 

 お諮りいたします。審議の途中でございますけど、本日はこれをもって散

会したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認めます。 

 次回は３月15日午前10時より再開いたします。お疲れさまでした。 

 

 



１ 

財務常任委員会（平成29年３月15日） 

 

◎委員長（伊藤隆信君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、財務常任委員会４日目でございますけど、慎重審議賜りまして、４

日目に入ることができまして、どうかきょう一日でございますので、最後ま

での御協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 ただいまより財務常任委員会を開催させていただきます。 

 では、入る前に、市民部長のほうからお願いいたします。 

◎市民部長（柴田義晴君） 少し入る前にお時間をいただきまして、きのう

委員会の中で、４款の衛生費のところで、塚元委員より自然生態園の関係の

借地の地目について御質問をいただきました。その件について調べましたの

で、担当のほうから御報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

◎環境保全課統括主査（浅野弘靖君） 自然生態園の借地の地目ですが、４

筆とも畑となっております。 

 あと、契約なんですけれども、きのうは北島町区と岩倉市とで契約してい

ると申し上げましたが、より詳しく申しますと、北島町区と個人の方と岩倉

市の３者契約ということでありますので、補足させていただきます。 

 あと、借地料ですが、それは北島の口座に振り込んでおりますので、よろ

しくお願いいたします。以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ありがとうございました。 

 それでは、議案に入らせていただきます。 

 議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」につきましては、昨日質疑

は全部終了いたしました。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

◎委員（木村冬樹君） 議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」につ

いて、反対の立場で討論を行います。 

 第２次安倍内閣の５回目の予算となる2017年度政府予算案は、総額97兆

4,547億円と５年連続で過去最大となっています。この予算案は、アベノミ

クスと消費税頼みの路線の行き詰まりのしわ寄せを国民に押しつけるともに、

軍拡推進の道を暴走する安倍内閣の強権的な姿勢を象徴するものとなってい

ます。 

 防衛費は、私たちは軍事費と呼んでおりますが、５年連続で増加し、５兆

1,251億円となり、社会保障費は自然増分を1,400億円も削減、文教予算、中

小企業対策費、農業予算などは、軒並み前年度比マイナスとなっています。 
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 地方交付税交付金等は、一般会計ベースでは2,860億円増ですが、実際に

地方に配分される交付税特別会計の出口ベースの地方交付税は3,705億円の

マイナスとなっています。 

 2017年度予算と同時に編成された2016年度第３次補正予算では、税収が当

初見込みより１兆7,440億円も落ち込み、その穴埋めなどとして１兆8,526億

円もの国債を追加発行しています。 

 アベノミクスともてはやされた安倍内閣の経済政策は、大企業には史上最

高の利益をもたらし、内部留保は過去最高の386兆円に達しています。株主

への配当金は1.8倍近くにもふえています。しかし、労働者の実質賃金は４

年連続マイナス、非正規雇用はふえましたが、正規雇用は３年連続で23万人

も減っています。経済の６割を占める家計消費はマイナスが続き、アベノミ

クス不況に陥っているのが現実ではないでしょうか。 

 こうした政府の動きに対して、岩倉市の予算が市民の暮らしや健康、安全

を守るという地方自治体の役割を果たすものになっているかどうか、これが

鋭く問われています。全体としては、そのような予算になっていると考えま

すが、項目別に見ていきますと、幾つかの問題点も浮かび上がってきます。 

 総務費では、防犯カメラのデータの警察への提供について、個人情報保護

に配慮した厳格な規制が必要ではないでしょうか。広域滞納整理機構への参

加も見直す時期が来ていると考えます。マイナンバー制度についても、番号

が通知されていない市民が255人いる中で推進されており、通知カードの再

発行が330件と、カードの管理についての市民周知も不十分な状況ではない

かと考えます。 

 民生費では、保育事業で、現在のところ、年度当初から１歳児に２人の待

機児童が発生することが明らかになりました。久保田新市長の政策の柱であ

る子育て環境の充実の中に、待機児童解消、保育環境充実など、働きながら

子育てできる環境整備という項目がある中で、初年度から待機児童が発生す

るという重大で深刻な事態となっています。年度途中からでも、公立保育園

のクラス数をふやすなど、待機児童の解消を行うべきであります。五条川小

学校放課後児童クラブ施設の建設についても、市民周知や市民参加を図った

上で、別の方法も含めて計画的に実施すべきであります。 

 衛生費では、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種と任意接種の市民負担が

それぞれ2,500円と5,220円となっています。任意接種についても、定期接種

と同額の負担とすべきではないでしょうか。 

 土木費では、県の工事が行われないため、五条川右岸堤防道路整備事業の

予算が組まれていないこと、国庫補助金が不十分なため、桜通線街路改良事
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業や石仏公園整備事業の進行スケジュールにおくれが生じる可能性が出てき

たことなど、市民要望や市長の政策に沿う形で進まない、このことは市の責

任ではありませんが、問題があると考えています。 

 教育費では、小・中学校の就学援助費のうち、入学準備のための援助費、

新入学学用品費が必要な時期に支給されないことが問題となっています。先

進自治体に倣って、前年度支給を早期に進めるべきではないでしょうか。 

 給食センター費の関係では、アレルギー対応が課題となっていますが、除

去食の提供が２学期から、代替食の提供は今後の検討となっています。民間

委託の最大のメリットが民間事業者のノウハウの活用というのであれば、で

きるだけ早く実施すべきではないでしょうか。旧給食センター取り壊し工事

についても、跡地の利用の計画もないままに執行されようとしています。市

民周知や市民参加を図った上で、この点でも別の方法も含めて計画的に実施

すべきであると考えます。 

 また、本議会で審議されております議案第５号及び第７号による特別職と

一部の職員の給与削減の１年延長も含まれている予算であります。単にラス

パイレス指数の比較だけで給与削減すべきでなく、特別職については、条例

に沿った諮問も行われておりません。こういったことは大きな問題であると

考えます。 

 いずれにしましても、国の政策を変えない限り、市民の暮らしや健康、安

全を守るという地方自治体の役割を果たすことは困難であります。しかし、

さきに述べましたような点によりまして、総合的に見て、この平成29年度一

般会計予算に賛成することはできず、反対といたします。 

◎委員（梅村 均君） 議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」につ

きまして、賛成の立場で討論をします。 

 岩倉市の一般会計予算は総額で140億5,000万円といったところであります

が、平成29年度は放課後子ども環境整備事業など、子育て支援、シティ・プ

ロモーション事業を充実させるほか、岩倉出会いつながりサポート事業、３

世代同居・近居等支援事業、観光まちづくり、冬のイベントですね、そうい

った事業などの新規事業を計上し、岩倉市の未来につながる事業や岩倉市の

まちの魅力を高めるための事業が計上されております。 

 なお、今回の予算において、今議会に上程されております岩倉市職員の給

与の特例に関する条例に基づく職員の給料の削減も含まれているわけであり

まして、こちらは職員にとっては大変厳しいものでありますけれども、給与

の適正化のため、総合的な給与制度の見直しを行うまでの措置とのことで考

えておりまして、職員組合との協議も調っているとのことであります。 
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 また、市税の滞納対策についても、滞納整理機構とも連携をし、引き続き

適切に行われていくものと思っております。本会議、委員会を通じて議論さ

れたことについても十分留意しつつ、着実に事務事業を遂行していただくよ

う申し添えまして、本議案に賛成するものといたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかよろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」について、賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第19号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

〔「動議」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 動議が今出ましたけど、賛成の方。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 動議は成立いたします。 

◎委員（鈴木麻住君） ただいま可決されました議案第19号「平成29年度岩

倉市一般会計予算」に対する附帯決議に付することを提案いたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩いたします。 

〔休  憩〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

 それでは、配付されました議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」

に対する附帯決議の動議の提案説明をお願いいたします。 

◎委員（鈴木麻住君） 委員長の許しを得ましたので説明させていただきま

す。 

 平成29年度岩倉市一般会計予算の執行に当たり、次の事項を踏まえること

を求める。 

 １．放課後子ども環境整備事業、五条川小学校敷地内に新たに放課後児童

クラブ施設を建設する事業、款３項２目４及び五条川小学校受水槽移設等工

事、款９項２目１は一体事業である。国全体の女性の社会進出や子育て環境

の整備の拡充という大きな流れからは、保育や放課後児童クラブに対するニ

ーズがふえていることが予測されるが、一方で、少子化の流れはとめられず、

児童・生徒の全体数は減少していくことも予測されている。この二面性の中

で、今年度、岩倉市全体の公共施設のあり方を議論することとなっており、
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保育園の建てかえや施設の複合化などの検討もしていかなければならない。

よって、この方針が決定されるまでの間、当該事業の執行を留保すること。 

 ２．旧岩倉市立学校給食センター取り壊し工事、款９項６目１については、

基礎ぐいを撤去する多額の費用が算入されているが、当該センターの跡地を

どのように利用するかによってその必要性がなくなる可能性があるため、そ

れまでの間は予算の執行を留保し、跡地の利用計画に沿い、当該工事内容を

見直した上で執行すること。以上であります。 

 皆様全員の賛同を得て、採決されることを期待しています。 

◎委員長（伊藤隆信君） 提案説明が終わりました。 

 お諮りします。 

 ここで議案精読のため休憩したいと思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 10時半より再開いたします。15分精読でございま

す。お願いします。 

〔休  憩〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

◎委員（相原俊一君） ちょっと確認なんですが、この附帯決議については、

正・副委員長はいつお聞きになったのか、その辺をちょっと確認させていた

だきます。 

◎委員長（伊藤隆信君） きのうの３時半ぐらいか３時ぐらいの休憩のとき

に、私が会派室におりましたら、鈴木さんのほうからこういうことをやると、

動議を出すという話をお聞きしました。そのときは、休憩の時間で、副委員

長は同席していませんでした。 

◎委員（相原俊一君） 要するに、正・副委員長さんがいらっしゃらないと

きに附帯決議を出すよというお話だったわけですね。 

◎委員長（伊藤隆信君） そういうことです。私だけのときに持ってきたん

です。 

◎委員（相原俊一君） 附帯決議は前もって出すという話で、正・副委員長

のもとで、それは説明して受けるという形ですよね。 

◎委員長（伊藤隆信君） 昨年の９月に、例の補正予算のときに、監視カメ

ラ、防犯カメラの件でいわゆる修正動議が出されるときには、委員会の始ま

る前の日に修正動議を出される方から出すよという話がございまして、僕は

委員会が始まる前にというふうに書いてありますので一応受けたわけです。

今回の場合は、こういう委員会が始まっている最中に出されたということで

ございます。それについては、いろいろ議論はございますけど、私の委員長
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判断として、ここで聞いたということで今回許可したという形ですね。そう

いう経過でございますので、皆さんよろしくお願いします。 

 それでは、議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」に対する附帯決

議の動議に対しましての質疑に入ります。 

 質疑を許します。 

◎委員（梅村 均君） １つ確認させてください。 

 ２番の給食センターの取り壊しのほうですけど、これの意図しているのは、

建物は壊して、くいだけを残したほうがいいんじゃないかというような意味

なのか、全部、建物から、次の計画が決まるまではさわらないほうがいいの

か、どちらの意図だったかだけ確認させてください。 

◎委員（鈴木麻住君） 計画を決めてから壊すべきであって、そうでないと

そういう無駄も生じるんじゃないかという意図です。まず計画ありきという

ことです。 

◎委員（梅村 均君） その中で、残しておくのはくいだけを言っているの

か、建物もくいも残しておいたほうがいいと、さわらないほうがいいと言っ

ているのか、ちょっとその意味が。上物は撤去しちゃってもいいよ、でもく

いだけは次の計画が決まってからやったほうがいいんじゃないかと言われて

いるのか、建物からくいから全部、次の計画が決まるまでやらないほうがい

いかというところです。 

◎委員（鈴木麻住君） 解体工事着手そのもの自体を、跡地利用の計画を決

めてからやるべきじゃないかということです。 

◎副委員長（関戸郁文君） １番のほうなんですけれども、その方針が決定

されるまでの間、当該事業の執行を留保することとなっております。という

ことは、結構これは長いことできなくなってしまうと考えられます、この事

業を。放課後子ども環境整備、児童クラブの施設をつくることができなくな

ってしまうと。児童クラブができなくなってしまうことのインパクトという

んですか、つくれなかったときの問題点というのは、どのようなものがある

のかをちょっとお尋ねしたいんですけれども。 

◎委員（大野慎治君） 公共施設の再配置計画策定後とは言っておりません

ので、公共施設の再配置の基本方針決定後ということですので、教育こども

未来部の中で基本方針を決めていただければ、それを議会のほうに示してい

ただければ特に問題ないと思っています、執行のほうには。 

◎委員（黒川 武君） ちょっとよくわからない点があるというのか、公共

施設のあり方そのものは、これから議会においても、協議会のもとで本格的

な検討・議論というのがなされていくものだろうと思います。それと、施策
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との関連をどう持たせるのかという問題でもあると思うんですよね。それで、

今般、五条川小学校における放課後児童クラブの施設の建設というのは、昨

年３月に策定された岩倉市放課後子ども総合プラン基本方針に基づいて、28

年度は南小と東小において開設された。それから、29年度は、先ほど申し上

げたように、五条川小学校において施設を建設し、30年度から恐らく供用開

始、その後も北小、曽野ということで、ずっと計画的、一連的な流れの中で

なされるべきものだということで、この方針そのものは、やはり共働き世帯

の保護者が強く希望する施策でもあるわけですよね。共働きする親御さんた

ちにとって、放課後子どもの居場所があるということは、大変安心・安全に

つながるものであるわけです。 

 こういった考え方は、従来から岩倉市は子どもを大事にするまちという形

で、過去からずうっと受け継いで進めている事業なわけです。そういった事

業を公共施設のあり方に絡めて議論してしまうと、施策そのものがストップ

してしまう、市民の期待を裏切ってしまうというおそれがあるのではないの

なとも感じるわけですので、提案者としましては、その辺の施策の展開と公

共施設のあり方というのはどのようにお考えになってみえるのかお聞きした

いと思います。 

◎委員（大野慎治君） 公共施設白書をつくったときに、３カ年計画公共施

設等総合管理計画、その後、再配置計画を策定することが25年度から決まっ

ておることでございまして、基本方針や方針決定というのは、それまでに検

討できたと思うんですね。放課後児童クラブの前からこのような方針は決ま

っておったということでございますので、総合計画策定前から計画案をつく

っていくべきであったと私は思っています。 

◎委員（黒川 武君） 先ほど申し上げたように、岩倉市放課後子ども総合

プラン基本方針というのは、昨年の３月に策定されたもので、もちろんその

前から委員会、協議会等においてもいろいろ説明をいただいているわけです。

当然、それの執行の上で問題があるというんだったら、少なくともその時点

できちっとした問題提起をしないままに来てしまっている。したがって、公

共施設のあり方そのものと関連があるというんだったら、基本方針が策定さ

れる過程の中で、議会側としてもやはりそれに向けて問題提起とか、あるい

は意見表明とか、そういうことが必要ではないだろうかと。それがないまま

に来てしまうということは、執行機関にしてみれば、基本方針そのものが議

会においても受けとめられたものと判断し、いよいよその次の計画推進のほ

うへ進むというものになりますので、やはりその辺のところはきちっと我々

自身が見きわめていかないといかんだろうなと。今般の附帯決議を見ながら
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そんな感じを受けているわけなんですが、その辺、改めてということになり

ますけれど、提案者としてはどのようにお考えになりますかしら。 

◎委員（鈴木麻住君） 何も私たちはこの児童クラブを建設することを反対

しているということではないんですね。そういう計画案に基づいてこういう

計画が出てくるということは、一定理解もできますし、それをとめようとい

うことではないんですね。ただ、それをやるのに、再配置も含めて、白書も

含めて、そういう計画もなされてきているわけですね。これからそういうこ

とも検討して、視野に入れて公共施設を考えていきましょうという状況にあ

る中で、多方面からのいろんな情報を留意しながら施設を計画するというの

が筋ではないかということを申し上げているんであって、だからそういう方

針が決定されれば、こういうものも計画としてもう一度上げていただいて執

行していただければいいと思うんですけれども、そういう計画、方針がない

ままそういうものをつくろうとすること自体にちょっと異を唱えると。もう

ちょっと考え直したほうがいいんじゃないかということを申し上げているん

であります。 

◎委員（梅村 均君） 今、放課後児童クラブをつくることには反対ではな

いと言われているんですけれども、方針が決定するまではつくっちゃいけな

い、反対しているということですよね。そのところに限れば反対していると

いうことでよかったでしょうか。 

◎委員（鈴木麻住君） 留保してくださいということですね。 

◎委員（大野慎治君） 予算案には賛成しておりますので、反対ではござい

ませんので、失礼のないようにしていただきたいと思います。 

◎委員（梅村 均君） 予算案に賛成しているのはわかっているんですけど、

だけど、方針が決まるまではつくってはいけませんよということですよね。

そういう附帯決議をつけるという内容ではないですか。 

◎委員（大野慎治君） だから、早急に方針を決めていただければいいと私

は思っております。議会のほうに示していただければいいと思っております。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほか意見はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結い

たします。 

 続いて討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」に対

する附帯決議におきまして、反対の立場で討論します。 
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 五条川小学校敷地内に新たに放課後児童クラブ施設を建設する事業に対し

て、公共施設のあり方の方針が決定されるまで、その事業の執行を留保する

といったような内容でございます。 

 この放課後子ども環境整備の計画は、共働き家庭の増加や就労形態の多様

化などを踏まえて、岩倉市子ども・子育て支援事業計画や放課後子ども総合

プラン基本方針において計画的に進められてきているものであります。 

 また、この計画は、ＰＴＡさんや保育園父母の会、保護者の代表など、市

民委員も入っておりまして策定されたものであり、決して軽視できる計画で

はない、軽視というのは言い過ぎかもしれませんけれども、考慮をしていか

なければいけない計画である、そんなふうに考えております。 

 また、放課後児童健全育成事業というものにおきましては、第４次総合計

画ですとか、まち・ひと・しごと総合戦略においても計画をされているとこ

ろでございます。 

 今後の公共施設のあり方は、考慮をしていくということは必要であるとは

思っておりますけれども、この地区の放課後児童クラブにおいては、今後も

少子化傾向とはいえ、ニーズ量は今の定員枠では賄えない状況が続くことが

予想されると思います。そしてまた、この事業は国庫補助の充当がありまし

て、活用すべきタイミングであると思います。こういった必要性は、国全体

でも優先的になっているということで捉えています。子育て世帯をふやして

いこうとしているさなか、逆行するようなことにもなりかねませんので、こ

ういったことから、この事業は新年度に着手するべき事業であると考えます。 

 また、旧岩倉市学校給食センター取り壊し工事においてですけれども、跡

地利用については、市民参加手続を経ていくということで、できるだけ多く

の意見を聞いて決めてほしいところであります。 

 この施設は、昭和44年竣工の施設で、50年近く使用されたものであります。

こういった施設を誰も職員がおらず、管理が不十分になる古い建物をそのま

まにしておくということは、社会問題化している空き家のような施設を公共

として存続させることとなりますので、問題があるのではないかと思います。

くいにつきましても、古くなっているようでありまして、公園にするにして

も、安全確保のためには抜いたほうがよいのではないかと考えているところ

であります。 

 そのようなことから、このタイミングで同時に取り壊しや撤去工事を実施

して、将来の公共用地の利活用に備えることが望ましいと考えます。 

 以上のことより、この附帯決議には反対します。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第19号「平成29年度岩倉市一般会計予算」に対する附帯決議の動議に

つきまして、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 賛成多数により、附帯決議は可決すべきものと決

しました。 

 それでは、新年度予算の特別会計に入らせていただきます。 

 続いて、特別会計予算の審査に入ります。 

 議案第20号「平成29年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」についてを議

題といたします。 

 予算書は335ページから380ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 人間ドックのところからまずお聞きします。 

 予算書の370、371ページで、今年度から人間ドック費用の助成が始まりま

した。新年度にもこれが継続されるというふうに思います。それで、28年度

の受診者の実績というのはどうなっているのか、速報値になると思いますが、

お聞かせいただきたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） ２月末現在の申し込みの人数になり

ますが、定員500名のところ373名の方のお申し込みがあった状況です。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 一定の数の申し込みがあったということで、これから３月末まで受けられ

ていくというふうに思います。 

 では、新年度に向けて、29年度と28年度を比較して、何か変更点があるの

かどうか。また、実施をしている医療機関に変更があるのかどうか、人間ド

ックをやるというところがふえているのかどうか、こういった状況も含めて

少し説明をお願いいたします。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 29年度は２年目になるんですが、変

更点としましては、助成対象の医療機関が新たに１カ所ふえまして、市内８

カ所で受診ができるようになりました。また、基本的な健診項目であります

Ａコースにつきましては、全ての医療機関で受診費用が１万円ということに

統一になりまして、助成金額が１万円のため、Ａコースについては自己負担
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がなしで受けられるように、受診しやすい環境を整えることができました。

引き続き助成制度の効果的な周知に努めて、健康寿命の延伸につながるよう

に受診率向上を図っていきたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、わかりました。 

 特定健康診査の事業も含めまして、この人間ドックを受けられる人という

のが、これから受診率を図る上で、一定人間ドックの受診者というのも含め

た形で受診率を出していく必要があるのかなというふうに思っていますが、

その辺のところは何か考え方の変化があるのかどうか、お聞かせいただきた

いと思います。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今、木村委員から御質問がありましたよう

に、人間ドックの中に特定健診の項目は含まれておりますので、特定健診の

受診率のほうに含めていくということでございます。 

◎委員（木村冬樹君） では、次の点に移ります。 

 ちょっと戻ってしまって申しわけないんですけど、予算書の366、367ペー

ジの高額療養費についてお聞かせいただきたいと思います。 

 高額療養費の制度は、法律の改正を伴わなくてもいろいろ変えていくとい

うことを行われていくのかなというふうに思っているところです。政府の予

算でいきますと、８月から70歳以上の一定の年収のある方については、限度

額が引き上がっていくというふうに言われています。具体的な数字ももう出

てきているところでありますが、こういった影響というのはどのように捉え

て、予算に反映されているのかどうか、こういった点について説明をお願い

します。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今回の高額療養費の改正については、特に

予算のところでは反映していないという状況になっております。 

◎委員（木村冬樹君） せっかくの機会ですからあれですけど、70歳以上の

方で年収が155万円から370万円未満という人たちの限度額が月当たり2,000

円上がるということで、平成30年度８月からはそれがまたさらに１万8,000

円に上がるというような政府の計画になっているというふうに思います。

370万円以上の人たちももちろん引き上げになっていくということなんです

けど、そう高額な所得と言えない人たちも含めて限度額が上がっていくとい

うことで見ますと、やはり一定の影響があるというふうに思います。この辺

の影響は年度途中でも、補正予算なんかの議論の中でもしていきたいなとい

うふうに思っていますが、ぜひその辺を注視して予算執行に当たっていただ

きたいというふうに思います。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） 一般会計の民生費のところでも、木村委員が国民健
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康保険特別会計の繰出金の保険者支援分のところで質問をされたところなん

ですが、いま一つわからないのが、高過ぎる国民健康保険料、岩倉は保険税

と言っていますが、保険税の引き下げが何とかならないのかという大きな国

民的な声がある中で、国全体では保険者の人への支援金ということで1,700

億円、年額使ったんですよね。その中で、その支援分のお金で各市町が保険

料の引き下げに使われたというところの事例が幾つかあるのにもかかわらず、

岩倉では全体の保険税を引き下げることは難しいということは、これまでの

御答弁の中では、医療費がかなり高額になって使われているから、保険税の

引き下げになかなか持っていけないということだったんですが、岩倉は平均

的にも医療費の使い方というのが大きいんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 岩倉市の医療費については、大体県下平均

程度でございます。 

◎委員（桝谷規子君） 何とか保険税が引き下がらないかというところで何

度もお聞きしているんですが、ほかの健康保険では子どもが１人ふえたから

といって保険料が増額することはないんですが、国民健康保険の場合は、子

どもが１人ふえるということになると、均等割の１人分、年額２万6,200円

が昨年値上がった金額で、それがプラスされるということで保険税が引き上

がってしまうということで、今本当に子育てを応援しようという中で、この

均等割、子どもについても同じように１人１万6,200円がかかってしまうと

いうことで、子どもの分は減免制度というのができないのかと考えるわけな

んですが、やはり難しいですか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 現在、30年度の広域化に向けて、保

険税の負担等についても共通認識で実施するために、愛知県国民健康保険運

営方針連携会議においてもさまざまな協議が進められているところです。こ

のような状況からも、子どもの均等割の軽減については、本市が独自で実施

していくということは今のところ考えておりません。 

◎委員（堀  巌君） 今のところで関連なんですけれども、医療費は県下

平均だと。私は、岩倉市の保健センター予防業務、保健推進員さんの活動を

含めて、ずっと一生懸命やられてきているし、かなり高水準にあると思って

いたんですね。それで、なぜ医療費が下がってこないんですか。国保のほう

とはちょっと違うかもしれませんけど、その保健センターの連携をどういう

ふうに見ているのか。やっぱり保健センターの業務の究極の目的は、市民の

健康が、お医者さんにかかる前に、ちゃんと健康でいることが目的じゃない

ですか。だとすれば、その効果がどのように期待されて、達成できているの

かというのを見ると、医療費が県下平均では、今やっていること、僕の認識
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が違うのか、県下でも高水準にあって一生懸命やられているというのと違う

のか、そこら辺の説明を、もしわかれば。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 健康課との連携ということで、市民の皆様

が健康で元気で長生きをしていただくことや健康寿命の延伸は、保健医療の

ほうと健康課と共通の課題だということで認識はしております。データヘル

ス計画というのも策定をして、今の現状の課題、それに対してどのような取

り組みが必要かということで取り組んでいるところですが、なかなか健康課

で事業を実施して、それが即医療費の削減につながるというのは実態として

は難しいところだというふうに考えております。ただ、今後も医療の状況を

見ながら、効果的な保健事業を着実に実施していくということには努めてま

いりたいと考えております。 

◎委員（塚本秋雄君） 国民健康保険は、平成30年から、新たに制度として

県が責任主体として中心的な役割を担っていくということで方針が出されて

おります。考え方として、スケジュールを含めてちょっと聞きたいんですけ

れども、まず最初に、イメージとして、30年度からということは29年度にほ

ぼ固まっていなければいけないと僕は思います。そういう意味合いで、県と

市町村の主な役割というのはもう出ておると思いますので、いつごろ市がい

わゆる市町村における保険料の標準的な算定方法に関する関係を決めて通知

が来るのか、１点目ちょっとお聞きしたいんですけど。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 本会議のほうでも少しお話しさせて

いただいているかとは思いますが、平成30年度の広域化に向けて、今のスケ

ジュールとしましては、国民健康保険事業費納付金や標準保険料率について、

まず平成29年度の予算の案として、基礎数値として試算結果が示されている

状況となっております。 

 今後、この試算結果を踏まえて、愛知県の国民健康保険運営方針連携会議

において協議がされて、県に設置されている国民健康保険運営協議会で方針

が決定されていきます。スケジュールとしては、平成29年12月に納付金、標

準保険料率が確定しますので、その結果を踏まえて、本市の税率等を検討し

ていくことになります。条例改正につきましては、平成30年３月の議会にて

議案を上程していきたいと今のところ考えております。 

◎委員（塚本秋雄君） そうすると、岩倉市にある今の国保の運営協議会は

なくなるんですか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 現在、岩倉市にある国民健康保険運営協議

会がなくなるというわけではありません。県の国民健康保険運営協議会は県

全体の方針を定めるところでございます。市の国民健康保険運営協議会では、
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県のほうから示された標準保険料率等を踏まえて、岩倉市としてはどのよう

に実施していくか、そういったことを検討していただく場となります。 

◎委員（塚本秋雄君） イメージ的には、後期高齢者医療特別会計、あるい

はそういう制度になっていくような感じを受けるんですけど、そういうイメ

ージでは違うんですか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 後期高齢者医療制度につきましては、県下

で統一の保険料が定められて、しかも広域連合が主体となってやっていくと

いうような仕組みとなっております。国民健康保険については、広域化にな

ったということで、広域のようにまとまった形、統一的なものとなるという

ものではないです。標準保険料率が示されて、それぞれ市の算定方式も今２

方式から４方式ということで、方式もさまざまでございますので、また市の

中で独自にやっているところもあるなど、統一的なものが実施されるという

状況ではございません。税率も市で定めていくということになってまいりま

す。 

◎委員（塚本秋雄君） 最後ですけれども、そうしたら、この国民健康保険

特別会計はこのまま残って、会計そのものの中の整理とか調整というのは出

てくるかどうかということだけ、最後お尋ねしていきたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 今、委員さんがおっしゃられました

とおり、これまで同様の予算の状況となっていくと思われます。 

◎委員（木村冬樹君） 今の関連でちょっと聞かせてください。 

 本会議でもスケジュール的なところはお答えいただいております。それで、

私が心配するのは、12月に標準保険料率だとか納付金の関係が確定されて通

知が来ると。そういった中で３月の議会上程ということで、いかにも市民窓

口課の職員の仕事も大変になるだろうというふうに思いますし、制度が大き

く変わるんだけど、市民周知はどうなるのかなというところなんかも少し心

配するところであります。そういった点については、心配なくやれるのかど

うか、そのときになってみなきゃわからないというのが実態だというふうに

思いますけど、どんなような情報が県から来ているんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 広域化に向けては、現在、愛知県のほうで

国保連合会、県、市の代表が出た愛知県国民健康保険運営方針連携会議とい

うのが開催されていて、その中でさまざまな議論がされて、今後の広域化に

向けての方針など、税率のことなども議論がされているところでございます。

そういった情報も、その時々に情報が伝えられ、また各市町の意見も集約さ

れということで、今回も予算ベースで仮数値で標準保険料率というものも、

各市町村の状況に応じたものを示されていて、そういったものを随時情報を
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得ながら、先を見て、私どももこの先どのようなところで設定していくかと

いうのは、ある程度のところは考えながらやっていきたいということです。 

 また、12月というところで御説明をしましたが、その前に、10月ごろに本

係数の前の仮係数というところでも示されますので、およそそのあたりであ

る程度のことは決定をしながら、また運営協議会のほうにも本係数までの間

のことも伝えることも考慮しながらしっかり進めていき、市民の方への周知

についても、そのときの状況に応じてしっかりお伝えできるように努めてま

いりたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 そういう一定の仮の状態でのものが出たら、もちろん議会にもお示しいた

だきたいと思いますし、市民にも確定ではないよというような形で周知をし

ていただきたいというふうに要望しておきます。 

 もう一点、申しわけありません。脳ドックの関係で、370、371ページです

けど、実は予算の中で人数を300件から200件へ予算としては減られているわ

けなんですけど、この28年度の実績がどういうふうになって、これは実績に

基づいてだというふうに思いますけど、その辺について28年度の実績をお聞

かせいただきたいと思います。 

◎委員長（伊藤隆信君） 暫時休憩します。 

〔休  憩〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 平成28年度の実績は138人にお申し込みい

ただいたということです。 

◎委員（木村冬樹君） ２月末ぐらいですか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） ２月末ですね。138人のお申し込みという

状況です。 

◎委員長（伊藤隆信君） 他にございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑もないようでございますので、質疑を終結い

たします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第20号「平成29年度岩倉市国民健康保険特別会

計予算」に反対の討論をいたします。 

 自民・公明、安倍政権５年目の国の予算は、社会保障では高齢化などで当

然にふえる自然増分を1,400億円削るために、給付減、負担増の改悪となっ
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ています。医療費の自己負担上限を定める高額療養費制度では、70歳以上の

年収155万円から370万円未満の外来特例について、現行１万2,000円の限度

額を８月から１万4,000円に引き上げ、これは年間上限14万4,000円になりま

す。全国では約390万人に影響があると言われています。まだ、岩倉の国民

健康保険の会計には反映されていない状況でありますが、市民の方たちに大

きな影響があると考えます。 

 また、この予算は、議案第７号の中で議論された先ほどの一般会計の反対

討論と同じように、一部職員の給与削減も含まれている予算となっておりま

す。国民健康保険は、国民皆保険として出発して、市民誰もが健康で文化的

な生活を送るために大事な予算であります。子どもがふえたからといって均

等割がはね上がるような仕組みにもなっております。高い国民健康保険税に

苦しめられている市民の声も多く聞き、なかなか国保が払えないと嘆いてい

る市民の方もいる中で、医療費の抑制をしているという人たちもお聞きする

ところです。 

 この平成29年度の会計について反対の討論といたします。 

◎委員（大野慎治君） 議案第20号「平成29年度岩倉市国民健康保険特別会

計予算」について、賛成の立場から討論をします。 

 平成29年度岩倉市国民健康保険特別会計予算では、総額で56億9,989万

3,000円となっており、平成28年度当初予算と比較して２億4,885万4,000円、

約4.6％の増となっています。これは、医療費の高度化や高齢化に伴う医療

費の増加が要因となっています。 

 歳出につきましては、一般被保険者の医療給付費は１億6,400万円の増額、

共同事業拠出金においても8,792万6,000円の増額となっております。また、

平成30年度からの国民健康保険の広域化に向けての必要なプログラム修正の

ための費用も計上されています。 

 なお、今回の予算においては、今議会に上程されています岩倉市職員の給

与の特例に関する条例の一部改正に基づく職員の給料の削減も含まれていま

すが、給与の適正化のため、総合的な給与制度の見直しを行うまでの暫定的

な措置とのことであります。 

 最後に、平成29年度も、本会議、委員会で議論されたことについて十分に

留意し、被保険者の健康保持・増進を図るための保健事業の充実を図られる

とともに、医療費の適正化や収納率の向上、国保財政安定化のためのさらな

る取り組みを着実に遂行していただくよう申し添え、本議案に賛成します。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

〔挙手する者なし〕 
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◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第20号「平成29年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」について、賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数でございます。 

 採決の結果、議案第20号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第21号「平成29年度岩倉市土地取得特別会計予算」について

を議題といたします。 

 予算書は381ページから394ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 都市計画道路江南岩倉線につきまして、県の事業化

には至っていないということがずっと言われてきておるところであります。

それで、公共施設の再配置だとか、総合管理だとかというところで、いろい

ろインフラのことも議論がされているところだというふうに思います。そう

いった中で、将来本当にこの都市計画道路がつくれるものなのかというとこ

ろが非常に危惧するというか、どうなんだろうなというふうに思うところで

あります。 

 それで、一般会計の予算のところの審議の中でも鈴木委員から質問がされ

ておりますが、こういった先行取得していく分、今回は桜通線の残地という

ことでありますので、こういった土地についてやはり有効な活用を、一定期

間あくわけで、そういうことはやっぱりきちんと議論して決めていく必要が

あるというふうに思います。改めて、この土地特会のところでもその考えに

ついてお聞かせいただきたいというふうに思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 江南岩倉線の用地につきましては、今回桜通

線の用地買収にあわせて、将来桜通線と江南岩倉線の交差点として予定され

ている部分について先行取得をするということでございます。その活用方法

につきましては、以前、先行取得をした土地の一部を駐輪場として活用した

ということがございましたが、自転車の出し入れの音ですとか、深夜まで人

が立ち入るというようなことにより、近隣にお住まいの方からお声をいただ

いて取りやめたという経緯もございます。 

 江南岩倉線の事業化の見通しにつきましては、現時点では明らかではない
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という状況でありますので、今後、有効な活用方法について研究をしていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 江南岩倉線の概要について一番直近の情報

をお知らせしたいと思います。 

 江南岩倉線につきましては、今、桜通線が順番に用地が進んできていると

いうこともありまして、愛知県のほうと引き続き実施をしていくということ

で協議のほうを進めております。県からは、今年度ですけれども、こういっ

た既成市街地における街路の整備については、単独買収で県が用地のお金を

払って、個々の用地交渉をして買っていくということはしないと。まず、ま

ちづくりを担当するというか、各自治体が考えた上で、面整備とあわせて事

業を実施していくようにということの通達が出されております。 

 そういうことを受けまして、岩倉市としても、この既成市街地を通過する

江南岩倉線につきましては、29年度以降ですが、事業手法につきまして、西

春駅の西側でやりました沿道整備型区画整理事業という、沿区と呼んでいま

すが、ああいった道路を中心に整備をしながら、沿道の皆様の生活再建、居

住ですとか、店舗ですとか、そういったものを実施するという手法について、

岩倉市のほうで今後検討を進めたいと考えています。 

 当然、事業実施に当たっては、事業期間、いつから事業着手する、それか

ら以前もずっとお話しいただいているように、事業費がこれだけ社資本の交

付金がつかない中で、実際いつから着手するのかということもございますし、

事業期間がどれだけかかるかということ、それから事業の規模、沿道の皆様

はどのくらい、今回影響がかかるかということについても一定の調査をかけ

まして、事業化の時期等めどについて立てていきたいと考えております。 

 そういった中で、先行用地の買収につきましては、御指摘にありますよう

に、やはりやみくもに買うのではなく、ただ今回は桜通線の買収に伴いまし

て、ちょうど交差点の中に入る方でございますので、その方の生活再建も踏

まえて、一緒に買わせていただくということがベストであるということで、

今回予算のほうをお願いしたところでございますので、よろしくお願いいた

します。 

◎委員（堀  巌君） 今、課長はいいことを言ったと思うんですけれども、

まさにまちづくりそのものだと思うんですね、道って。市民の中でも職員の

中でも、多分桜通線を一つとっても、本当に何の効果があるんだと。県の言

っていることと、岩倉市がどういうふうに考えているかということと、やっ

ぱり一致していないといけないわけですよね。この説明資料を見ると、事業

の目的、効果と書いてあります。これは、何メーター延長して云々かんぬん
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ということが書いてあるだけで、実際にどんな目的でこの事業をやるのか、

道をきれいにして、さっき沿道の人たちとか言って、商業施設をどうしてい

くのかとか、そういう何か将来的なまちづくりの設計がここには語られてい

ないんですよ。だから、市民の人も何のために、車がふえるのか、これから

減ります。何のために整備するんですかというところが見えにくいというと

ころを、もう少しきちんと面的な整備、それから将来のまちづくりというと

ころを絡めて説明する必要があるというふうに思うんですが、いかがでしょ

うか。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 御指摘のとおりだと思います。 

 駅東につきましては、これまで江南岩倉なんかもそうなんですが、基本的

には単独買収でやっていこうと。要するに、まちづくりという部分について

は、地元の皆様にアンケートをとった結果もございますが、基本的には区画

整理に反対という御意見も多かったわけなんですが、ただそれではやはりま

ちとしての100年後を見据えたときに成立していくのかということもござい

ます。 

 それから一方で、再配置計画も立てていく中で、総合的にこれから考えて

いかなければいけないのかなと思っています。ちょっと格好いいことを言っ

ているような感じはあるんですけれども、現実そういうことを総合的に考え

て街路整備をしないと、今地元の皆様、市民の方もそうなんですが、なかな

か御理解いただけないと。何のためにこの道路をつくるんだと、何十年も前

に凍結された道路を今ごろ整備してどうするという御意見はいただいており

ますので、その辺も十分考慮しながら、まだ取り組みをこれから本格的にし

ていかなきゃいけないかなあと思っておりますので、またよろしくお願いい

たします。 

◎委員（木村冬樹君） 江南岩倉線については、いろんなことを検討してい

ただいて、市民にもその状況を知らせながら、どうしていくのかというのを

考えていかなきゃいけないというふうに思っています。 

 それで、この土地特会に限らず、この間、江南岩倉線の関係では先行取得

している土地が幾つかあるというふうに思いますし、道路に面しているとこ

ろもあれば、そうでないところもあるということで、活用方法が非常に難し

いというところもあるというふうに思っていますが、やはり研究していくと

いう段階ではもうないんではないかなあというふうに思っていまして、桜ま

つりが間もなく開かれて、ああいう状態のところを見ると、ここは何をつく

られるんだろうなというようなことでみんな思われると思います。 

 それで、やはり土地の有効活用というのを29年度中ぐらいには何か方針が
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持てるような検討が進められていくべきではないかなというふうに思います

が、その点についてはいかがでしょうか。 

◎都市整備課長（西村忠寿君） 昨日も、鈴木委員から駐輪場というような

お話もあったんですが、例えば桜通については、先行買収しているところは、

東側から順番に北側を買わせていただいていたんですが、いずれといったら

いけませんけれども、用地がもしかしたら交渉の中で足りない状況が出てく

る可能性がございます。そうしたときに、交付金がついている部分がござい

ますので、私どもとしてはもう工事費には回すしかないというふうに考えて

しまうわけですね。そうすると、今そういう状況の中で、例えば有効利用し

ようということで仮に自転車を置いていれば、そこには所有権であったり、

そういったものがついているものをどかすとなると、それなりの期間、労力

がかかるということ、それから迅速な対応ができないということが懸念され

ていまして、ほかの自治体もそうなんですが、道路として買った用地につい

て、仮的な措置ということはなかなかしていないという状況であります。 

 見た目的に有効利用されていないということになるとは思うんですが、担

当課としては、用地を買えば速やかに工事を終えるということが目的となっ

ていまして、途中で何かそういう支障と言ったら語弊がありますが、物があ

ると事業の進捗にもかかわるということもございますので、常設的なものは

非常に難しいと思いますが、仮に期間を決めて、そういった定着物でないよ

うな、また権利が発生しないようなものについて有効利用をしていくという

ことについては、市全体で協議をしていくことになるのかなあと思いますの

で、よろしくお願いします。 

◎委員長（伊藤隆信君） それでは質疑をここで終結をいたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第21号「平成29年度岩倉市土地取得特別会計予算」について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第21号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第22号「平成29年度岩倉市公共下水道事業特別会計予算」を

議題といたします。 
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 予算書は394ページから426ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） １点だけ質問させてください。 

 本町地区下水道工事が29年度から本格的に始まりますが、狭隘道路のよう

な狭小の道路の下水道工事になって、家屋に影響するのではないかと、大山

寺町もちょっと一部ございましたが、一番かつてないほどの狭隘道路のとこ

ろの工事になりますが、その工事に対しての配慮等はどのように考えている

のか、家屋影響等に関しての、お聞かせください。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今、委員からの御質問がございましたよう

に、29年度から本町地区の整備に入ってまいりますが、本町地区は旧市街地

ということもありまして、非常に狭隘道路が多いということで、市のほうの

工事担当をする者も含めて、従来の地区よりもより慎重に対応をしていくん

だということで、今内部的な調整等もさせてもらっています。 

 それと、今年度、実施設計も行っておりますが、基本的にこういった市街

地の中というのは開削工事を中心として過去も行ってまいっておりますが、

一番排水を集約してくるメーンとなる道路については、本来開削で行うこと

ができる掘削の進路であっても、推進の工事で行うというような検討のほう

も今させてもらっていますので、そういったことで十分配慮した工事対応を

させていただく予定でおりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようでますので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第22号「平成29年度岩倉市公共下水道事業特別会計予算」について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第22号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 
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 続いて、議案第23号「平成29年度岩倉市介護保険特別会計予算」について

を議題といたします。 

 予算書は426ページから468ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君）  本会議でも質疑があったところですが、予算書455

ページの一般介護予防事業の中で、いきいき介護サポーター事業委託料があ

りますが、その取り組みの内容はどのようなものでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 平成25年７月より、高齢者の活躍の

場を広げ、社会参加することで介護予防の効果を狙いとし、いきいき介護サ

ポーター事業を始めております。現状としましては、介護サポーターの登録

者数は、平成27年度40名、平成28年度２月末現在で36名の方の登録がござい

ます。サポーターとなられた方は、特別養護老人ホーム岩倉一期一会荘を初

め、12事業所でのお茶出しや配膳、レクリエーションの援助など、さまざま

なお手伝いの活動をされてみえております。 

 ボランティアの方につきましては、65歳以上の方が対象ですけれども、そ

ういった方々に登録をしていただきまして、講習を受けていただきまして、

活動自体がポイントとなり付与をされます。最後に換金をされて、交付金と

して5,000円の交付を受ける事業となっております。 

◎委員（黒川 武君） それから、いきいきサロンと申し上げるんですかね、

これは本会議でも質疑があったと思います。市内９カ所で展開されていると

いったことだったんですが、取り組みの内容をお聞かせいただきたいんです

が、いきいきサロンと呼ぶのが正しいのか、あるいは居場所づくりというふ

うに呼ぶのが正しいのか、名称はわかりませんですが、現在市内の９カ所に

おいて行われている、そういったサロンづくりの実施主体がどうなっている

のかとか、あるいはそういったサロンの場でどのような内容で進められてい

るのか、おわかりの範囲内で説明をお願いしたいと思います。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 現在、市内の公共施設等で定期的に

まちの縁側サロンとして、毎週１回だったり、毎月１回など、日にちを定め

定期的に集まっている場所を９カ所把握しております。地区の民生委員、児

童委員さんや老人クラブの会員さんを中心に、地域の高齢者の方々に集まっ

ていただき、茶話会や体操などをしておみえです。参加費は、無料のところ

やお茶代程度を集めてみえるそうです。主体は、老人クラブだったり、一般
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市民のボランティアさんだったり、個人だったりということで開催をされて

おみえです。 

 平成29年度は、こういった方々のサロン活動に対しまして補助金を設け、

活動の支援や新たに立ち上げる場合の経費の補助や運営の補助をし、地域の

高齢者の生きがいづくりや介護予防を推進し、集える場の支援をしていきた

いと考えております。活動の支援や担い手の育成、集える場の創出を支援し、

聞き取りをしながら支えていくというような活動が今後重要と考えておりま

す。 

◎委員（黒川 武君） 市内全域でこういったことがますます活発になって

くるということは、高齢者にとってみれば居場所づくりにつながるものだろ

うということで、大変重要な施策ではないだろうかなと思います。ただ、大

変なのは主体ですよね。運営主体に当たる方々というのは大変だろうなと思

いますので、そういったところの支援もとても大切ではないかなと思うんで

すが、再度その辺、運営に当たる老人クラブ、あるいは民生委員、あるいは

個人、ボランティアの方々に対して、市としてどのような支援を行っていく

のか、再度。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 新たに社会福祉協議会にも生活支援

コーディネーターを配置し、社会福祉協議会等との自治会等の民生委員さん

の活動等のつながり等も配慮しながら、市とさまざまな支援団体とのつなが

りを密にし、サロン活動に対し補助や援助をさせていただくということで努

めてまいりたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） 高額介護サービス費の関係でお聞かせください。 

 これも年度途中からということで、８月から限度額が引き上げられるとい

うことで、３万7,200円が４万4,400円ということですから、高額介護サービ

ス費を受けられる利用者に少し影響があるのかなというふうに思います。 

 一方、以前の負担増ということで、２割負担が行われた影響で、高額介護

サービス費自体はふえてきているということで、新年度予算でも前年度と比

較して大きく伸びているというところであります。 

 ということで、８月からのものというのは、どのように影響を見ているの

か、予算には反映されているのかどうか、こういった点についてお聞かせく

ださい。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 今、木村委員が言われますとおり、

平成29年８月から高額医療の上限が変更される予定となっております。予算

につきましては、今年度に比べ、来年度、29年度予算を増額で計上させてい

ただいておりますけれども、この部分について、平成29年８月からの上限の
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変更についての予算の反映はしていないという状況であります。サービスの

受給者がふえることによって、高額介護サービス費を受ける方の伸びを見て、

増額を計上させていただいています。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。予算にはその分については反映して

いないということですが、額が上がるということで考えれば、やはり負担が

ふえている人たちが多いということと、対象者がふえるという説明であった

かと思います。また様子を見ていきたいというふうに思います。 

 もう一点ですけど、介護予防事業の関係で、スクエアステップのリーダー

を養成していることが今年度も行われたというふうに思いますが、新年度に

ついては、その点についての予算は含まれておりませんが、スクエアステッ

プというのはほぼ定着している状況なのか、どんなような取り組みの状況に

なっているんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） スクエアステップは、昨年度は養成

講座をさせていただいた分は、今年度は教室ということで、昨年と同様、教

室につきましては引き続き実施をさせていただく予定をしております。 

 指導者のステップパターンを見ながら、参加されました方々に連続講座と

いうことで実施しておりまして、毎回平均で十七、八名の参加があり、延べ

245名の参加がございました。地区の保健推進活動のスクエアステップ体験

なども行っております。 

 スクエアステップにつきましては、来年度は市の総合体育文化センターの

多目的ホールにおきまして、毎月第３木曜、４月、５月、６月、７月、８月、

９月の11時から１時間半の予定をしておりまして、そちらで継続して講師の

方を招いて参加を募るという形で実施を予定しております。 

 また、スクエアステップの講座を受けられた方々からサークルがつくられ

ておりまして、サークル活動としても定期的に活動をされてみえる状況でご

ざいます。引き続き介護予防のためスクエアステップの事業を、転倒防止の

運動となっておりますので、継続的に実施をしていく予定をしております。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（山北由美子君）

 予算につきましては、予算書の455ページの下のほうに一般介護予防事業

というのがありまして、そこの報償費のところで、健康教育、健康相談等講

師謝礼がございます。そこにスクエアステップの謝礼として35万円を組ませ

ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 食の自立支援事業で教えてください。 

 この事業は、食の自立という言葉はちょっとわかりにくいんですけれども、

何を目的にして、どんな到達点を目指してなされる事業なんでしょうか。 
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◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 給食の配食をさせていただいており

まして、夕食を配食しております。ひとり暮らしの高齢者であったり、ひと

り暮らしの方等の見守りを兼ねての事業となっております。配食分の自己負

担は340円で、市のほうの持ち出しの約半額となっております。 

◎委員（堀  巌君） 食の自立という点で、配食サービスに終わっている

点について、もう少しさらに、例えばひとり暮らしの方だけど、地域で支え

るという観点は多分いいと思うんですけれども、さらに進んで、一人でもち

ゃんと栄養バランスを考えてつくれるようなことまでは考えていないという

ことなんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） いろいろ配食の方との連携もとりな

がらやっておりますけれども、主な食の自立ということではありますが、見

守りに重きを置いておる事業でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議のところでもお聞きしておりますけど、いわ

ゆる新しい総合事業についてであります。 

 緩和した基準によるサービスをやられる事業所が新年度から少し出てくる

ということで、この辺でちょっと心配なのは、要するにこれまでの予防給付

相当のサービス、あるいは要介護という形でのサービスと同じ場所でやれる

ようになるということで、そういったところでの事業所としての配慮という

のはどういうことになっていくのか。ですから、これまでどおり、いろいろ

皆さんで楽しい時間を過ごしたりだとか、お風呂へ入ったりだとか、そうい

うことがある中で、単価が違う人たちもいて、それは緩和されたサービスだ

からどこまでやるのかわかりませんけど、そういうことが同じ部屋の中で実

施されるということが認められるということで、非常に危惧するんですけど、

その辺については、事業所の説明などではどのような説明がされて、受ける

事業所としてはどういう形でやっていこうという話がされているんでしょう

か。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） 緩和した基準によるサービスという

ことで、デイサービスのところで、同じ事業所で現行相当のサービスと緩和

した基準のサービスを行うというところになりますけれども、今こちらのほ

うで、緩和した基準によるサービスを想定しているのが、自分でも自立して

いる方なので、現行相当のサービスはお風呂のサービス、入浴介助があるん

ですけれども、緩和した基準によるサービスでは、入浴介助、自分でできる

ようなことのサービスまでは行わない。あとのレクリエーションとかといっ

たものは同じところでやっていただくということで、介助しないものもあり

ますので、そういったところで差をつけてサービスを提供していくというふ
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うに説明を説明会でもさせていただきました。 

◎委員長（伊藤隆信君） 質疑の途中でございますが、ここで休憩したいと

思いますけど、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） １時半より再開をいたします。よろしくお願いし

ます。 

〔休  憩〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 議案第23号「平成29年度岩倉市介護保険特別会計予算」についての質疑を

許します。 

◎委員（木村冬樹君） 予算書の456、457ページの認知症総合支援事業につ

いてもお聞かせいただきたいと思います。 

 本会議のところでも、委員会のところでも、条例なども含めて議論があっ

たところでありますが、認知症のこの事業の予算の中で、認知症初期集中支

援チームということで２つのチームなのかなというふうに思いますけど、毎

月１時間というような形での医師謝礼と、研修会や講習会が行われて、会議

が２回行われるという予算なんですが、この事業に期待されるところは、や

はり個々の認知症やそういう初期の方々のケースにどれくらいこの事業が対

応できるのかというところだというふうに思いますけど、そういった点につ

いてはどのような形になっていくのか。特に、個々のケースについてどうい

うふうに対応されていくのか、こういった点についてお聞かせください。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 認知症と思われる方について、地域

で相談がありました場合に、地域包括支援センターや医師、在サポ、市役所

等関係機関からそういった方を取り上げしまして会議を開き、社会福祉士、

看護師、保健師等専門のチームをつくりまして、そういった方々の情報をも

とにアセスメントを行い、適切な医療や介護のサービスへつないでいくとい

うことで、６カ月ほど認知症の初期に集中して支援をさせていただくような

形になっております。その後も、介護事業所だったり病院等につないだ後も、

モニタリングという形で定期的な見守りや追跡を行って、適切な認知症等へ

の対応をさせていただく予定をしております。 

◎委員（木村冬樹君） 今の説明だと、例えばこういう初期の認知症の方々

というのはどのぐらいあると把握されているのかだとか、その上でこういう

予算がつくられているというふうに思いますけど、岩倉市内の認知症の初期

の方だとか、こういう人たちの把握というのは、どういう形で行われている

んでしょうか。 
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◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 両包括への相談件数や在サポへの相

談件数から、認知症の御家族であったり、そういった方からの相談件数から

しかまだ把握はできておりませんので、実際直接医療機関へかかられたり、

そういった方までの数値の把握は今後努めたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 ですから、例えば、そういう相談の件数に応じて、この予算はいろいろ変

更もあるという考えでいいのかどうか、そういった点についてお聞かせくだ

さい。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 29年度４月からの実施の予定で、今

年度につきましては、予算どおりの進め方で、また今後につきましては検討

させていただきたいと思います。 

◎委員（桝谷規子君） 要支援１・２の方たちが介護サービスから外され、

総合事業にという最後の年となってくるんですが、これまでの議会答弁の中

でも、岩倉市は介護の必要な人には一方的にサービスを削るのではなく、そ

の人に合ったサービスを継続してもらえるようにしていくという御答弁があ

ったところなんですが、移行していく人たちに対して、現行どおりの希望の

サービスを受けていただくということで、制度としては最後のタイムリミッ

トのこの１年という中で、どのようにされてきたのか、この１年どのように

していくのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎長寿介護課統括主査（浅田正弘君） ４月から総合事業が始まりますので、

現在要支援１・２の認定を受けてみえる方については、総合事業開始後も引

き続き、御希望があれば総合事業のサービスとして現行相当の訪問介護や通

所介護のサービスを利用していただくということになります。 

 また、総合事業が開始する４月以降に、新たに要介護認定の申請という方

で窓口に見えた方については、お一人お一人の心身の状況やサービスの利用

意向などをお聞きしながら、総合事業の対象者であるか、介護認定の申請を

していただくかという判断をしていきながら、適切なサービスにつなげられ

るようにしていきたいというふうに考えております。 

 また、明らかに要介護が必要な方や訪問介護と通所介護のサービス以外の

介護サービスの利用がある場合は介護認定をしていただいて、介護サービス

を使っていただくという方針でやっていきます。 

◎委員長（伊藤隆信君） 以上で質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第23号「平成29年度岩倉市介護保険特別会計予
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算」に反対の討論をいたします。 

 2000年にスタートした介護保険は、３年の見直しのたびに国民負担がふえ、

給付を受けることが難しくなるような制度になってきています。ことしは、

要支援１・２の人たちが総合事業に移行される年となっていますが、岩倉市

では、介護が必要な人がその方に合った介護を受けられるようにという最大

限の努力をしていただくということがこの間の答弁になってきておりますが、

国の制度の枠の中で、さまざまな厳しい条件が生まれてきている状況です。 

 ことしは特に、高額介護サービス費を、月額の限度額が現行の３万7,200

円を８月から４万4,400円に引き上げるという負担増が言われているところ

であります。こういった中でも、在宅介護、認知症サポート、居場所づくり

を多様にしていくことなどの努力がされるところでありますが、国の負担増

の動きは賛成するわけにはいきません。 

 また、議案第７号であった岩倉市職員の給与の特例に関する条例の制定に

ついての議案の中で、この介護保険会計の中でも、一部職員の給与削減も含

まれている予算となっていることから、この予算には反対といたします。 

◎委員（宮川 隆君） 議案第23号「平成29年度岩倉市介護保険特別会計予

算」について賛成の立場で討論させていただきます。 

 本議案は、平成29年４月から、要支援１・２の人の訪問介護と通所介護の

サービスを全国一律の保険給付から市町村が実施する地域支援へ移行させる

ためのものであり、高齢者の生活支援サービスや支援体制を整える内容とな

っています。今後も、高齢者の社会参加や支え合いの体制づくりが求められ

るものであり、第６期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基

づき、円滑な運営を求めるものであります。 

 今回の議案には、別の議案で提示されている職員給与の削減の内容が含ま

れており、職員にとっては厳しいものではありますが、市政運営の適正化と

介護事業の着実な執行をしていただくことを望み、賛成するものといたしま

す。以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかいいですね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第23号「平成29年度岩倉市介護保険特別会計予算」について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数でございます。 

 採決の結果、議案第23号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと
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決しました。 

 続いて、議案第24号「平成29年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」に

ついてを議題といたします。 

 予算書は469ページから486ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 特例軽減の縮小につきましては、本会議でもお尋ね

したところであります。ただ、これは特例をなくすという方向でいくという

ことで、それほど市民周知がされていないというふうに思っています。それ

で、いきなり決まったところで額が提示されていくというふうになってくる

のかなというふうに思っていますけど、そういうやり方で本当にいいのかど

うか。広域連合だとか、あるいは国のほうで、そういったような案内みたい

なものはないのかどうか、そういった情報について少しお聞かせいただきた

いと思います。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 広域連合からは特にまだ示されては

いないんですが、４月の仮算定のときに個別に通知をさせていただく機会が

ありますので、その際の同封文書として、そういった軽減の特例廃止に伴う

部分の案内も載せてお知らせをさせていただいて、５月の広報「いわくら」

でもお知らせさせていただいて、７月の本算定の時期には皆さんに情報が行

き渡っているようにしていきたいなと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 やはり、いきなり負担がふえるというふうにならないように、事前にきち

んと伝えながら、窓口のほうで丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

 それで、実際に上がる負担の額というのは、それぞれの状況であるもんで

すからなかなか言えませんけど、岩倉市としては平均でどのぐらい上がるの

かというようなことの数値は算定されているんでしょうか。少しこの状況を

教えていただきたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 特例廃止に伴う岩倉市の予算として

の影響額で推計しましたところ、所得割軽減の部分の特例廃止については

488万円ほど金額が変わってくると見込んでおります。また、被扶養者軽減

の特例廃止に伴う部分につきましては78万円ぐらいを推計で出しております

ので、こういった部分で調定額が影響あるかと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。今の数字をそれぞれ該当する人で割
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れば平均が出るのかなというふうに思うんですけど、そういうところも含め

て、市民周知のところは丁寧にやっていただくようにお願いしたいというふ

うに思います。 

 もう１点、国保のほうでも聞けばよかったんですけど、後期高齢のほうで

お聞きしますけど、後期高齢のほうでは、資格証明書の発行はされていない

というふうにこの間確認してきておりますが、短期保険証だとか、こういっ

たような状況はどうなっているのか、この機会ですから、最近の数字を教え

ていただきたいというふうに思います。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） ２月末現在の状況になりますが、後

期高齢の短期証の交付件数は10件であります。資格証についてはないので、

ゼロ件となっております。 

◎委員（木村冬樹君） 短期証10件ということで、この短期証が発生すると

いうことは、年金からの天引きができないという方のうちの普通収納の方の

分であるというふうに思いますので、一般的には低所得の方かなというふう

に思うんですけど、実際に短期を出していくということで、手元に保険証が

行っていないということはないということで確認させていただいてよろしい

でしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（井上佳奈君） 短期証の交付は今10件交付している

というお話をさせていただいたんですが、そのうち、２月末までの方で更新

の相談に見えていない方については、今現在のところ３件ほどまだ更新でき

ていないというような状況になっております。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 言うまでもないことだと思いますけど、75歳以上の方で、医療が多分必要

な方が多いという中での短期保険証で、保険証が手元にない方がいるという

ことで、医療機関にかかるとなれば更新に来るかもしれませんけど、そうい

ったことで医療機関にかかることができないような状況が生まれないように

注意して、慎重な対応をお願いしたいというふうに思います。以上です。 

◎委員長（伊藤隆信君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第24号「平成29年度岩倉市後期高齢者医療特別

会計予算」に反対の討論をいたします。 

 2008年に創設された後期高齢者医療制度は、75歳で年齢を区分するもので、
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創設当時から反対の声があった制度であります。また、保険料は２年に１度

の見直しで、２年に１度保険料が上がる仕組みとなっているというところも、

昨年、保険料が上がったところであります。ことしについては保険料の値上

げはないものの、所得割の５割軽減を２割軽減に引き下げるということが行

われます。全国平均では月1,310円の負担増となって、160万人に影響すると

言われています。また、元被扶養者に対する軽減を段階的に縮減して、月

380円の保険料が1,130円の負担増となって、全国的には約80万人に影響され

ると言われています。このような制度改悪を含む会計となっていることから、

この予算に対して反対といたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 賛成討論はございませんね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第24号「平成29年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第24号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、企業会計予算の審査に入ります。 

 議案第25号「平成29年度岩倉市上水道事業会計予算」についてを議題とい

たします。 

 予算書は487ページから523ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 基幹管路耐震化について御質問させていただきます。 

 工事費が１億810万9,000円ついておりますが、まずこの工事で何メーター

分の工事費なんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 基幹管路につきましては、約900メーター

ぐらいの布設工事となります。 

◎委員（木村冬樹君） 私も基幹管路耐震化事業についてお聞かせください。 

 今後の予定なんですけど、この間１億2,000万円という予算で一般財源で

全てを見て、国はこれに対する補助という点では岩倉市は対象にならないと

いうことで、残念な状況が続いているわけでありますが、事業の説明資料な
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どを見ますと、平成43年度までということで、長期間にわたってこういう工

事をやって耐震化率を高めていくということでありますが、予算としては今

のような水準で毎年43年まで見ていくということになるのか、あるいはルー

トによっては少し額が変わってくるのか、そういった点については何か見通

しは立てているんでしょうか。少しその状況について説明をお願いしたいと

思います。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 基幹管路の耐震化でございますが、今委員

からの御指摘のように、平成43年までで100％を達成するよう目標としてご

ざいますが、当初には、岩倉でいうと西部、それから東部、それから中心部

というような形で、基幹の300ミリとか大口径の管の部分を先行して整備の

ほうを進めさせていただく予定としています。その後、中心部になりますが、

基幹からの枝分かれの部分のいわゆる配水主管という部分の整備を36年度以

降、平成43年ぐらいまでの間で整備計画を持っておりますので、それを全て

終わったということで100％、今43年ぐらいを目標とさせていただいており

ます。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 中央のほうの平成36年度からの部分というのは、少

し口径の小さいものも含めて行っていくということで、予算としては、先々

の話ですから、まだこれからなんで何も決まっていないかもしれませんけど、

大体現状のような１億2,000万円ぐらいのことをずっと毎年予算化していく

というような考えでいるんでしょうか。 

◎上下水道課長（松永久夫君）  予定といたしまして、現状の１億2,000万

ぐらいを投じて行っていく予定としています。ただ、主管の部分になります

と、先ほど約900メートルぐらいと申しましたが、それ以上の進捗にはなっ

ていくというふうに考えております。 

◎委員（鈴木麻住君） ちょっと関連で教えてください。 

 先月、新柳町の給水管が漏水をしました。原因は何だったのかというのと、

ほかでもそういう漏水というのが定期的にあるのかないのか、どういう状態

なのかというのがわかれば教えてください。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 今、御質問いただきました先月の漏水でご

ざいますが、少し状況の御説明をさせていただきます。 

 場所につきましては、ヒューマンアイランドの西側のところで、状況とい

たしましては、昭和50年ぐらいに整備されたダクタイル鋳鉄管の100ミリと、

そこから分離する塩ビ管50ミリのジョイント部のところで、塩ビが破断して

おりまして、そこからの漏水ということでございました。管布設後、もう40

年以上経過しておりますので、結構老朽管の類の部分になってまいりますが、
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市内で同様の箇所がどれだけあるかというところまではちょっとまだつかみ

切れておりません。 

 そういった部分につきましては、先ほど申しましたような基幹管路の整備

であったり、それと整備計画で今、順次老朽管対策等もしておりますので、

少し期間はかかってしまいますが、そういった中でそういう対策はしていき

たいというふうに考えております。 

◎委員（鈴木麻住君） これまでに年間に何回かそういうのがあるとかない

とか、定期的にあるのか、ほかの場所でそういうのはどうなんですかね、漏

水があるかないかということですけど。 

◎上下水道課長（松永久夫君） 毎年、市内あちこちで漏水はございます。

ただ、それは本当に小規模なもので、今回のような50ミリが破断して漏水す

るようなというのは、ここ最近はございませんでした。給水管とか、本当に

細い管での漏水がメーンでございました。 

◎委員長（伊藤隆信君） 他ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（伊藤隆信君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君）  議案第25号「平成29年度岩倉市上水道事業会計予

算」について、反対の立場で討論をさせていただきます。 

 上水道事業の運営に関する予算につきましては反対するものではありませ

ん。しかし、本議会で審議されております議案第７号による一部職員の給与

削減の延長が含まれている予算となっており、私たちは単にラスパイレス指

数の比較だけで給与削減すべきでないというふうに考えております。この点

により、この議案第25号については反対といたします。 

◎委員（黒川 武君）  議案第25号「平成29年度岩倉市上水道事業会計予

算」について、賛成の立場から討論を行います。 

 本予算は、水道事業として、今後想定される地震等の災害時においても、

安全で快適な水の供給ができるよう、基幹管路耐震化事業、第４期配水管整

備計画に基づく配水管の更新事業など、引き続き老朽管の対策が実施される

予算内容となっています。また、水源関係では、配水場滅菌設備改修工事等

を予定されております。このように、市民生活にとって大切なライフライン

を維持管理するための予算であります。 

 なお、今回の予算において、今議会に上程されております議案第７号「岩

倉市職員の給与の特例に関する条例の一部改正に基づく職員の給料の削減」
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も含まれており、職員にとっては大変厳しいものではありますが、給与の適

正化のため、総合的な給与制度の見直しを行うまでの暫定的な措置とのこと

であり、職員組合との協議も調っていると伺っております。 

 事業経営については、公営企業の健全化に向けた努力をさらにしていただ

くともに、安定給水の確保と市民サービスの向上に努められることを要望し、

本議案に賛成するものといたします。 

◎委員長（伊藤隆信君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第25号「平成29年度岩倉市上水道事業会計予算」について、賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 挙手多数でございます。 

 採決の結果、議案第25号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。 

 ４日間お疲れさまでございます。 

 なお、当委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（伊藤隆信君） 異議なしと認めます。そのように決しました。 

 以上で財務常任委員会を閉会させていただきます。本当にありがとうござ

います。 




